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初
出
一
覧 

   

本
論
文
は
、
筆
者
の
掲
載
さ
れ
た
論
文
に
加
筆
・
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
既
掲
載
論
文
の
初
出

は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

序 

章 

書
き
お
ろ
し 

第
一
章 

「
近
代
中
国
に
お
け
る
煙
草
企
業
の
競
争
と
煙
草
市
場
」『
平
成
二
六
―
二
七
年
度
嗜
好
品
文
化

研
究
会
研
究
奨
励
事
業
報
告
書
』
、
二
〇
一
六
年
三
月 

第
二
章 

「
近
代
満
州
に
お
け
る
葉
煙
草
栽
培
地
域
と
そ
の
農
業
経
営
」『
北
大
史
学
』
第
五
五
号
、
二
〇

一
五
年
一
二
月 

第
三
章 

書
き
お
ろ
し 

第
四
章 

「
一
九
二
〇
、
三
〇
年
代
満
州
に
お
け
る
煙
草
企
業
の
競
争
と
煙
草
市
場
」
『
た
ば
こ
史
研
究
』

第
一
三
〇
号
、
二
〇
一
四
年
一
一
月 

第
五
章 

「
満
州
国
期
の
日
系
新
聞
に
お
け
る
煙
草
広
告
と
そ
の
内
容
分
析
」『
北
海
道
大
学
大
学
院
文
学

研
究
科
研
究
論
集
』
第
一
五
号
、
二
〇
一
五
年
一
一
月 

第
六
章 

「
終
戦
直
前
の
満
州
に
お
け
る
家
計
支
出
構
造
と
煙
草
消
費 

―
満
州
在
住
の
日
本
人
・
中
国

人
・
朝
鮮
人
・
ロ
シ
ア
人
の
家
計
調
査
分
析
か
ら
―
」『
北
海
道
民
族
学
』
第
一
一
号
、
二
〇
一
五
年
三
月 

第
七
章 

書
き
お
ろ
し 

補 

章 

「
一
九
二
〇
、
三
〇
年
代
中
国
関
内
に
お
け
る
煙
草
企
業
の
競
争
と
煙
草
市
場
」『
た
ば
こ
史
研

究
』
第
一
三
三
号
、
二
〇
一
五
年
八
月 

終 

章 

書
き
お
ろ
し 

  

な
お
、
本
論
文
は
、
平
成
二
六
―
二
七
年
度
嗜
好
品
文
化
研
究
会
研
究
奨
励
事
業
と
、
平
成
二
七
年
度

公
益
財
団
法
人
た
ば
こ
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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凡
例 

  

一
、
中
国
東
北
地
方
を
表
す
「
満
洲
」
は
、
本
来
括
弧
を
付
す
べ
き
で
あ
る
が
、
本
論
文
で
は
こ
れ
を
外 

 
 

し
た
。 

二
、
引
用
史
料
は
な
る
べ
く
原
文
の
ま
ま
と
し
た
が
、
適
宜
、
句
読
点
と
濁
点
を
補
っ
た
。 

三
、
短
い
引
用
は
「 

」
で
、
長
い
引
用
は
前
後
一
行
空
け
た
上
、
二
文
字
下
げ
で
示
し
た
。 

四
、
引
用
は
原
則
と
し
て
新
字
体
に
改
め
、
仮
名
遣
い
は
も
と
の
ま
ま
と
し
た
。 

五
、
引
用
文
中
の
〔 

〕
は
引
用
者
に
よ
る
補
記
・
補
注
で
あ
る
。 

六
、
文
字
が
判
読
で
き
な
い
場
合
、
□
で
示
し
た
。 

七
、
度
量
衡
な
ど
に
つ
い
て
、
時
期
や
地
域
に
よ
り
多
様
な
数
量
表
示
が
あ
る
た
め
、
本
論
文
で
は
概
ね 

 
 

そ
の
ま
ま
換
算
せ
ず
に
利
用
し
た
。 

八
、
年
号
は
引
用
文
中
の
も
の
を
除
き
、
原
則
と
し
て
西
暦
に
統
一
し
た
。
地
名
・
地
域
政
権
名
は
、
旧 

 
 

表
記
の
ま
ま
を
利
用
し
た
。 

九
、
人
名
敬
称
は
す
べ
て
省
略
し
た
。 

十
、「
東
亜
煙
草
株
式
会
社
」
は
常
用
の
「
東
亜
煙
草
会
社
」
で
記
載
し
た
。
中
国
語
の
名
称
で
あ
る
「
南 

洋
兄
弟
烟
草
公
司
」
は
、
日
本
語
の
通
称
「
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
」
に
改
め
て
記
載
し
て
あ
る
。「
英

米
烟
公
司
」
も
同
様
に
「
英
米
煙
草
会
社
」
と
改
め
て
記
載
し
た
。
ま
た
、
中
国
語
の
表
記
で
あ
る

「
烟
草
」
や
「
菸
草
」
、
「
菸
」
も
日
本
語
表
記
の
「
煙
草
」
を
記
載
し
た
。
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序
章

第
一
節

本
論
文
の
課
題

本
論
文
は
、
近
代
満
洲
に
お
け
る
煙
草
産
業
の
実
態
を
総
括
的
に
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
近
代
満
洲

の
煙
草
産
業
は
い
か
な
る
様
相
を
呈
し
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
、
本
論
文
の
基
本
的
な
課
題
で
あ
る
。
具
体
的
な
検
討
課
題
は
、
以
下
の
三
点
に
あ
る
。

（
一
）
煙
草
産
業
の
川
上
部
門
で
あ
る
葉
煙
草
栽
培
と
栽
培
農
家
の
経
営
実
態
を
解
明
す
る
こ

と
。

（
二
）
煙
草
産
業
の
川
中
部
門
で
あ
る
巻
煙
草
の
製
造
、
川
下
部
門
で
あ
る
煙
草
販
売
の
実
態
と
、

そ
れ
に
関
わ
る
税
制
度
を
考
察
す
る
こ
と
。

（
三
）
煙
草
産
業
の
最
終
需
要
で
あ
る
煙
草
消
費
の
実
態
を
探
る
こ
と
。

す
な
わ
ち
、
本
論
文
の
課
題
は
、
煙
草
産
業
の
各
部
門
に
対
す
る
検
討
を
通
し
て
そ
の
全
体
像
を
提
示

す
る
こ
と
で
あ
る
。

本
論
文
の
課
題
と
す
る
地
域
は
満
洲
で
あ
り
、
現
在
の
中
国
で
は
東
北
三
省
と
呼
ば
れ
て
い
る
地
域
で

あ
る
。
満
洲
が
近
代
史
に
姿
を
現
す
ま
で
に
、
こ
の
地
域
は
少
数
民
族
間
の
争
奪
地
と
な
っ
て
お
り
、
社

会
経
済
的
発
展
が
阻
害
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
漢
民
族
の
移
住
と
そ
の
勢
力
拡
大
に
伴
い
、
満
洲
の
社

会
経
済
的
発
達
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
人
が
こ
の
地
域
に
お
い
て
植
民
活
動
を
ス
タ
ー
ト
し
た
と

き
に
見
出
し
た
社
会
は
、
漢
民
族
の
移
住
と
開
墾
に
よ
っ
て
発
達
し
つ
つ
あ
っ
た
社
会
で
あ
る
。
そ
し
て
、

日
本
が
満
洲
を
支
配
す
る
前
に
、
こ
の
地
域
は
す
で
に
資
本
主
義
の
進
入
を
受
け
て
半
植
民
地
化
へ
の
過

程
を
開
始
し
た
。
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
す
る
世
界
資
本
主
義
の
侵
入
と
、
ロ
シ
ア
の
影
響
で
あ
る
。

前
者
の
影
響
は
満
洲
経
済
を
経
済
的
に
植
民
地
化
す
る
方
向
に
現
れ
て
き
て
お
り
、
後
者
は
よ
り
政
治
的

に
こ
の
地
域
を
支
配
し
よ
う
と
し
て
植
民
地
経
営
に
乗
り
出
し
て
い
た
１

。
そ
の
後
、
日
露
戦
争
後
の
ポ

ー
ツ
マ
ス
講
和
条
約
に
よ
っ
て
、
日
本
は
ロ
シ
ア
の
在
中
国
権
益
の
一
部
を
継
承
し
、「
租
借
地
」
お
よ
び

「
鉄
道
附
属
地
」
を
基
盤
と
し
、
満
鉄
（
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
の
略
称
）
線
を
動
脈
と
し
て
植
民
地
活

動
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
九
三
一
年
の
「
満
洲
事
変
」
を
契
機
と
し
て
、
日
本
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の
政
治
的
支
配
力
は
満
洲
全
域
に
拡
大
し
、
敗
戦
す
る
ま
で
日
本
は
全
満
洲
を
対
象
と
し
て
近
代
的
植
民

活
動
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
満
洲
支
配
を
ひ
と
ま
ず
日
露
戦
争
後
に
は
じ
ま
る
と
す

れ
ば
、
そ
の
歴
史
は
四
〇
年
に
及
ぶ
。
日
中
戦
争
後
、
満
洲
は
中
華
民
国
政
府
の
支
配
下
に
返
さ
れ
た
が
、

一
九
四
九
年
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
後
、
行
政
区
分
の
再
編
を
経
て
、
現
在
の
東
北
三
省
に
至
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
二
〇
世
紀
前
半
の
満
洲
は
、
支
配
者
の
交
代
に
よ
っ
て
複
雑
な
性
格
を
持
つ
地
域
と
い
え

よ
う
。

ま
た
、
本
論
文
で
分
析
対
象
と
す
る
時
期
は
「
近
代
」
で
あ
る
。「
中
国
近
代
」
と
い
う
時
期
区
分
は
研

究
者
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
一
八
四
〇
年
の
ア
ヘ
ン
戦
争
を
中
国
近
代
史
の
画
期
と
す
る
も
の
が
多
い
よ

う
で
あ
る
２

。
本
論
文
で
は
、
「
近
代
」
と
い
う
時
期
設
定
と
し
て
、
辛
亥
革
命
に
よ
る
中
華
民
国
成
立
の

一
九
一
二
年
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
終
戦
の
一
九
四
五
年
ま
で
の
時
期
を
設
定
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
一

九
一
二
年
国
民
政
府
の
成
立
は
、
異
民
族
が
支
配
す
る
封
建
専
制
国
家
体
制
の
崩
壊
か
ら
共
和
制
と
い
う

新
し
い
国
家
体
制
へ
の
進
歩
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
封
建
的
社
会
経
済
お
よ
び
文
化
が

旧
来
の
体
系
と
価
値
を
喪
失
し
て
新
た
な
も
の
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
大
変
動
を
体
現
し
た
３

。
当
該
時

期
は
一
言
で
言
え
ば
、「
激
動
の
時
代
」
で
あ
っ
た
。
経
済
上
に
は
帝
国
主
義
が
中
国
経
済
の
命
脈
を
抑
え
、

中
国
を
原
料
略
奪
、
商
品
ダ
ン
ピ
ン
グ
、
資
本
輸
出
の
市
場
と
し
て
い
た
４

。
政
治
上
に
二
つ
の
国
家
形

態
を
経
過
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
は
中
華
民
国
期
（
一
九
一
二
年
―
一
九
三
一
年
）
と
満
洲
国
期

（
一
九
三
二
年
―
一
九
四
五
年
）
と
に
分
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
中
華
民
国
期
は
中
央
政
府
の
呼
称
に
従
い
、

北
京
政
府
期
（
一
九
一
二
年
―
一
九
二
八
年
）
と
南
京
国
民
政
府
期
（
一
九
二
八
年
―
一
九
三
一
年
）
と

に
区
分
さ
れ
る
。
北
京
政
府
期
は
、
旧
政
治
権
力
と
新
政
治
権
力
が
一
元
的
国
家
支
配
権
を
め
ぐ
っ
て
対

立
・
抗
争
を
繰
り
返
し
た
政
治
的
不
安
定
な
時
代
で
あ
り
、
経
済
的
に
は
全
面
的
な
財
政
困
難
や
、
一
九

二
〇
年
代
世
界
的
な
銀
価
格
の
低
落
に
よ
る
急
激
な
イ
ン
フ
レ
が
つ
づ
け
て
い
る
時
代
で
も
あ
っ
た
。
南

京
国
民
政
府
期
で
は
、
一
九
二
八
年
六
月
の
「
張
作
霖
爆
殺
事
件
」
は
、
後
継
者
張
学
良
を
し
て
、
満
洲

軍
閥
の
経
済
的
基
礎
を
再
編
さ
せ
る
出
発
点
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
張
学
良
は
国
民
政
府
の
「
統
一
化
」

に
順
応
し
つ
つ
、
東
北
地
方
の
独
自
性
を
守
り
、
関
内
か
ら
資
本
導
入
を
図
り
、
イ
ン
フ
レ
を
終
焉
さ
せ
、

従
来
の
経
済
機
構
の
再
編
を
図
っ
た
５

。
し
か
し
、
一
九
三
一
年
に
満
洲
事
変
が
勃
発
し
、
従
来
か
ら
「
半

植
民
地
」
と
な
っ
て
い
た
満
洲
は
一
九
四
五
年
八
月
ま
で
、「
傀
儡
国
家
」
と
し
て
日
本
の
支
配
下
に
置
か

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
満
洲
国
期
に
は
、
日
本
の
軍
事
的
・
経
済
的
要
求
か
ら
生
じ
て
い
た
経
済
政
策
が

実
施
さ
れ
た
た
め
、
満
洲
経
済
は
戦
時
経
済
の
色
彩
が
濃
厚
な
状
況
を
示
し
て
い
た
６

。

さ
ら
に
、
本
論
文
の
キ
ー
ワ
ー
ド
「
煙
草
産
業
」
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
示
そ
う
。
そ
れ
は
、
原
料

葉
煙
草
の
栽
培
、
葉
煙
草
の
販
売
、
紙
巻
煙
草
の
製
造
、
煙
草
の
販
売
、
販
売
手
段
と
し
て
の
煙
草
広
告
、
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煙
草
消
費
、
煙
草
産
業
政
策
を
含
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
近
代
満
洲
の
煙
草
産
業
に
多
数
の
事
業
者
が
参

入
し
お
り
、
す
べ
て
の
事
業
者
を
取
り
上
げ
て
分
析
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
本
論
文
で
は
中

小
煙
草
事
業
者
を
除
き
、
大
手
企
業
の
中
か
ら
多
国
籍
企
業
の
英
米
煙
草
会
社
、
日
本
資
本
の
東
亜
煙
草

会
社
、
中
国
民
族
資
本
の
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
の
三
社
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
の
活
動
や
経
営
状
況
に
対

す
る
分
析
を
通
し
て
近
代
満
洲
の
煙
草
製
造
・
販
売
の
具
体
像
を
捉
え
る
。
ま
た
、
本
論
文
で
は
史
料
の

都
合
に
よ
り
、
紙
巻
煙
草
製
造
用
紙
工
業
や
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
印
刷
・
製
造
な
ど
の
関
連
業
態
に
つ
い
て

は
分
析
対
象
と
し
な
い
こ
と
に
す
る
。

第
二
節

近
代
中
国
の
煙
草
産
業
史
に
関
す
る
研
究
成
果

近
代
日
本
の
植
民
地
体
制
の
な
か
で
、
満
洲
は
枢
要
の
位
置
に
占
め
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
に
研
究
は
総

体
的
に
盛
ん
で
あ
る
７

。
特
に
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
多
数
の
専
門
研
究
書
８

が
刊
行
さ
れ
、
満
洲
の
軍
事
、

政
治
、
経
済
、
社
会
の
諸
側
面
か
ら
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
日
本
で
は
植
民
地
の
視
点
か
ら
研

究
さ
れ
た
結
果
、
「
経
済
史
研
究
は
満
洲
研
究
に
お
け
る
先
進
分
野
」
と
な
っ
て
い
る
９

。
し
か
し
、
満
洲

の
煙
草
産
業
に
つ
い
て
、
と
く
に
産
業
分
析
と
し
て
の
蓄
積
が
非
常
に
乏
し
い
一
方
、
満
洲
を
対
象
地
域

と
す
る
先
行
研
究
は
、
日
系
企
業
の
活
動
に
限
定
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
柴
田
善
雅
の
研

究
１
０

が
貴
重
な
成
果
と
し
て
挙
げ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
筆
者
の
書
評
１
１

に

基
づ
き
、
柴
田
の
研
究
成
果
を
紹
介
す
る
。
柴
田
は
こ
れ
ま
で
公
表
さ
れ
た
研
究
論
文
を
基
に
、
二
〇
一

三
年
に
『
中
国
に
お
け
る
日
系
煙
草
産
業

1905

―1945

』
（
水
曜
社
、
二
〇
一
三
年
）
を
上
梓
し
た
。

同
書
は
本
論
文
と
同
様
に
「
煙
草
産
業
」
と
い
う
語
を
使
用
し
て
、
一
九
〇
五
年
か
ら
一
九
四
五
年
に
い

た
る
四
〇
年
間
に
つ
い
て
中
国
に
お
け
る
日
系
煙
草
会
社
の
活
動
を
総
体
的
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
同
書
で
は
企
業
の
営
業
報
告
書
を
駆
使
し
、
賃
借
対
照
表
に
対
す
る
分
析
を
通
し
て
、
企
業
の
操

業
規
模
な
ど
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
た
。
本
論
文
の
研
究
対
象
と
し
て
取
り
挙
げ
た
日
本
資
本
の
東
亜

煙
草
会
社
の
操
業
に
つ
い
て
も
詳
し
く
解
説
さ
れ
て
い
る
。
本
論
文
で
も
大
い
に
参
考
に
な
る
。
ま
た
、

同
書
は
、
煙
草
産
業
に
関
す
る
経
済
政
策
史
に
つ
い
て
も
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
ほ
か
、
満
洲
の
み
な
ら

ず
、
華
北
・
華
中
・
華
南
お
よ
び
中
国
の
周
辺
地
域
を
も
視
野
に
入
れ
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

同
書
は
書
名
の
と
お
り
、
日
系
煙
草
企
業
を
中
心
に
、
満
洲
を
含
め
て
近
代
中
国
の
煙
草
産
業
を
全
体
的

に
考
察
し
、「
煙
草
産
業
」
と
い
う
語
を
使
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
実
態
を
解
明
す
る
手
法
と
し
て
、
産
業

史
と
い
う
よ
り
企
業
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
多
く
採
用
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
企
業
史
的
分
析
は
、
産
業
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史
的
分
析
の
魅
力
を
十
分
に
伝
え
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
同
書
は
「
煙
草
産
業
」
を
、
川
上

部
門
の
葉
煙
草
栽
培
・
集
荷
、
川
中
部
門
の
煙
草
製
造
、
川
下
部
門
の
煙
草
販
売
に
分
け
て
検
討
を
行
っ

て
い
る
が
、
葉
煙
草
栽
培
農
家
の
経
営
実
態
や
、
産
業
の
最
終
需
要
で
あ
る
煙
草
消
費
に
つ
い
て
全
く
言

及
し
て
い
な
い
。
要
す
る
に
、
同
書
は
、
近
代
満
洲
の
煙
草
産
業
の
全
体
像
解
明
に
か
な
り
の
限
界
が
あ

る
。次

に
、
近
代
中
国
の
煙
草
産
業
に
関
す
る
先
行
研
究
を
、
本
論
文
の
課
題
ご
と
に
沿
っ
て
紹
介
す
る
。

第
一
課
題
に
関
し
て
、
研
究
状
況
が
二
分
さ
れ
て
い
る
。
中
国
関
内
に
お
け
る
葉
煙
草
栽
培
と
そ
の
農
業

経
営
の
実
態
に
つ
い
て
、
資
料
が
豊
富
で
あ
る
一
方
、
論
争
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。
最
も
古
典
的
の

も
の
と
し
て
、
陳
翰
笙
の
研
究
が
あ
り
、
中
国
関
内
に
お
け
る
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
の
生
産
状
況
を
包
括

的
に
検
討
す
る
う
え
、
葉
煙
草
生
産
を
中
心
と
し
て
展
開
し
た
社
会
的
諸
関
係
の
総
合
的
分
析
を
成
し
遂

げ
て
い
る
１
２

。
そ
の
後
、
満
鉄
の
農
村
実
態
調
査
の
結
果
と
し
て
の
研
究
も
発
表
さ
れ
、
中
国
華
北
地
方

に
お
け
る
葉
煙
草
栽
培
と
栽
培
農
家
の
経
営
実
態
を
分
析
し
た
１
３

。
こ
れ
ら
の
資
料
を
基
に
し
た
論
争
が

盛
ん
で
あ
る
。
吉
田
浤
一
は
、
山
東
省
葉
煙
草
の
農
業
経
営
に
つ
い
て
、
中
農
層
の
根
強
い
存
続
が
富
農

へ
の
生
産
集
中
を
妨
げ
、
農
民
層
分
解
を
緩
慢
化
さ
せ
る
が
、
小
経
営
を
維
持
し
た
ま
ま
農
民
が
労
働
者

へ
接
近
し
て
、
こ
れ
を
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
発
展
の
下
層
経
営
に
お
け
る
表
れ
で
あ
る
と
見
て
、
葉
煙
草
農
業

経
営
に
お
け
る
資
本
主
義
化
の
可
能
性
を
力
説
し
た
１
４

。
吉
田
説
に
対
し
て
、
内
山
雅
生
は
葉
煙
草
栽
培

農
家
の
実
態
を
、「
貧
農
型
経
営
・
飢
餓
販
売
的
商
業
的
農
業
」
と
指
摘
し
、
商
人
・
高
利
貸
資
本
の
活
動

が
富
農
的
経
営
農
民
の
拡
大
を
阻
止
し
、
農
民
の
相
対
的
貧
窮
化
を
促
進
し
た
と
見
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的

発
展
の
可
能
性
を
否
定
し
た
１
５

。
ま
た
、
吉
田
と
内
山
の
捉
え
方
を
と
も
に
批
判
し
た
深
尾
葉
子
は
葉
煙

草
栽
培
に
つ
い
て
、
英
米
ト
ラ
ス
ト
（
英
米
煙
草
会
社
）
と
生
産
農
民
と
の
関
係
性
を
、
旧
来
の
生
産
財

貸
与
に
よ
る
農
民
と
の
販
売
契
約
及
び
負
債
に
よ
る
商
品
生
産
へ
の
一
方
的
な
巻
き
込
み
と
見
た
１
６

。
こ

れ
ら
の
研
究
は
す
べ
て
山
東
省
の
葉
煙
草
栽
培
を
対
象
と
し
た
も
の
で
、
葉
煙
草
栽
培
を
受
容
し
た
社
会
、

あ
る
い
は
農
業
生
産
に
関
す
る
農
民
の
存
在
形
態
と
農
業
経
営
の
変
質
、
葉
煙
草
買
付
会
社
の
産
地
戦
略

と
い
っ
た
幾
多
の
面
か
ら
論
議
を
行
っ
て
き
た
。
一
方
、
満
洲
に
お
け
る
葉
煙
草
の
栽
培
に
関
す
る
研
究

は
相
対
的
に
少
な
い
が
、
い
く
つ
か
な
さ
れ
て
い
る
。
柴
田
（
二
〇
〇
九
・
二
〇
一
三
）
は
葉
煙
草
栽
培

の
普
及
と
葉
煙
草
の
集
荷
を
政
策
面
か
ら
考
察
し
た
１
７

。
山
本
晴
彦
（
二
〇
〇
九
）
は
満
洲
に
お
け
る
葉

煙
草
の
試
験
研
究
と
栽
培
技
術
の
変
遷
過
程
を
分
析
し
た
１
８

。
し
か
し
、
両
研
究
は
葉
煙
草
栽
培
の
農
業

経
営
実
態
に
関
し
て
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
の
ほ
か
、
在
来
種
の
葉
煙
草
に
関
す
る
研
究
成
果

１
９

も
見
ら
れ
る
。

第
二
の
課
題
に
つ
い
て
、
比
較
的
に
膨
大
な
研
究
蓄
積
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
も
研
究
対
象
と
す
る
地
域
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に
よ
っ
て
異
な
る
研
究
状
況
を
呈
し
て
い
る
。
ま
ず
、
関
内
の
煙
草
製
造
・
販
売
市
場
に
つ
い
て
は
、
煙

草
会
社
の
社
史
２
０

や
回
想
録
２
１

が
出
版
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
基
づ
く
研
究
が
多
く
な
さ
れ
て
い
た
。
ま

た
、
間
接
消
費
税
と
し
て
の
煙
草
「
統
税
」
に
焦
点
を
当
て
、
統
税
の
改
訂
・
増
徴
が
民
族
資
本
煙
草
企

業
の
発
展
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
っ
た
点
が
分
析
さ
れ
て
い
る
２
２

。
そ
し
て
、
統
税
改
訂
に
見
ら
れ
る
過

重
な
税
負
担
や
、
経
営
管
理
の
後
進
性
な
ど
の
特
徴
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
２
３

。
さ
ら
に
、
英
米
煙
草
会
社

と
の
対
抗
関
係
か
ら
、
一
九
二
〇
年
代
ま
で
の
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
２
４

研
究
も

あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
中
国
語
新
聞
の
『
申
報
』
２
５

に
掲
載
さ
れ
た
煙
草
広
告
を
用
い
て
英
米
煙
草
会
社
と

南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
と
の
販
売
活
動
を
検
討
し
た
研
究
２
６

や
、
近
代
中
国
の
煙
草
専
売
を
考
察
し
た
研
究

２
７

が
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
関
内
の
煙
草
市
場
に
関
す
る
研
究
の
現
状
に
対
し
、
満
洲
煙
草
市
場
に
関
す
る

研
究
は
豊
富
と
言
え
な
い
。
柴
田
（
二
〇
〇
九
・
二
〇
一
三
）
を
除
き
、
柳
沢
遊
（
一
九
九
三
）
と
勝
浦

秀
夫
（
二
〇
一
一
）
の
研
究
が
あ
る
。
柳
沢
は
、
東
亜
煙
草
会
社
の
従
業
員
日
記
を
用
い
て
、
東
亜
煙
草

会
社
の
支
店
側
か
ら
そ
の
事
業
状
態
を
解
説
し
た
２
８

。
勝
浦
は
、
初
期
の
東
亜
煙
草
会
社
の
鈴
木
商
店
系

経
営
に
移
行
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
そ
の
後
の
事
業
展
開
を
、
同
社
の
営
業
報
告
書
を
基
に
し
て
論
述
し
た
２
９

。

ま
た
、
満
洲
国
の
煙
草
税
制
度
に
関
し
て
、
内
国
税
の
一
税
目
と
し
て
断
片
的
に
触
れ
ら
れ
た
研
究
も
あ

る
３
０

。
第
三
の
課
題
に
つ
い
て
、
残
念
な
が
ら
、
史
料
面
の
制
限
が
あ
る
一
方
、
研
究
上
の
関
心
が
薄
い
た
め
、

研
究
は
皆
無
状
態
に
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
近
代
中
国
の
煙
草
産
業
に
関
す
る
研
究
は
多
く
の
側
面
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
が
、
研

究
対
象
と
す
る
地
域
が
中
国
関
内
に
偏
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
近
代
中
国
関
内
の
煙
草
産
業
を
取
扱
っ
た

先
行
研
究
は
膨
大
で
あ
る
一
方
、
研
究
者
の
着
目
点
に
よ
っ
て
、
対
象
と
す
る
煙
草
事
業
の
経
営
主
体
に

偏
り
が
見
ら
れ
、
煙
草
産
業
の
実
態
を
包
括
的
に
捉
え
る
研
究
は
ま
だ
不
十
分
と
言
え
る
。

第
三
節

本
論
文
の
分
析
視
角
と
構
成
内
容

一
、
本
論
文
の
分
析
視
角

本
論
文
は
、
こ
う
し
た
研
究
史
の
現
段
階
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
一
九
一
二
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の

満
洲
煙
草
産
業
の
実
態
を
考
察
す
る
が
、
そ
れ
に
用
い
る
分
析
視
角
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

本
論
文
の
対
象
は
、
満
洲
に
お
け
る
煙
草
産
業
の
全
体
像
を
捉
え
る
こ
と
に
あ
る
た
め
、
産
業
史
ア
プ



11

ロ
ー
チ
は
本
論
文
の
第
一
の
分
析
視
角
で
あ
る
。
煙
草
産
業
を
部
門
別
に
考
察
す
る
う
え
で
、
そ
の
全
体

像
と
特
徴
を
把
握
す
る
。
他
方
、
煙
草
の
製
造
・
販
売
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
性
格
が
異
な
る
大
手
企

業
の
三
社
を
取
り
上
げ
る
た
め
、
企
業
史
的
分
析
を
も
視
野
に
入
れ
る
。

本
論
文
の
第
二
の
視
角
は
一
国
史
研
究
の
枠
を
超
え
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
煙
草
産
業
は
、
製
造

会
社
が
海
外
市
場
に
生
産
お
よ
び
経
営
技
術
を
直
接
移
転
す
る
手
段
に
よ
り
、
外
国
に
お
け
る
売
上
高
の

拡
大
を
図
っ
た
初
期
の
事
業
形
態
を
代
表
し
て
い
る
３
１

。
し
た
が
っ
て
、
煙
草
産
業
は
第
二
次
世
界
大
戦

終
戦
ま
で
に
国
際
ビ
ジ
ネ
ス
が
ど
の
よ
う
に
発
展
し
た
の
か
に
つ
い
て
研
究
す
る
た
め
の
良
い
事
例
で
あ

る
。
ま
た
、
満
洲
は
近
代
日
本
の
植
民
地
で
あ
っ
た
た
め
、
日
本
資
本
が
活
発
に
同
地
域
に
進
出
し
て
い

た
。
煙
草
産
業
に
お
け
る
日
本
資
本
の
進
出
に
対
す
る
分
析
を
通
し
て
、
近
代
日
本
植
民
地
経
済
史
を
再

考
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

二
、
本
論
文
の
構
成
内
容

以
上
の
よ
う
な
分
析
視
角
に
し
た
が
っ
て
、
本
論
文
の
内
容
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
章
で
は
、
近
代
満
洲
に
お
け
る
煙
草
産
業
の
展
開
過
程
を
歴
史
的
に
検
討
す
る
。
葉
煙
草
・
紙
巻

煙
草
の
伝
来
歴
史
を
概
観
す
る
う
え
で
、
煙
草
企
業
の
満
洲
市
場
進
出
に
よ
る
満
洲
煙
草
市
場
の
成
立
と

そ
の
市
場
構
造
を
考
察
す
る
。

第
二
章
で
は
、
満
洲
に
お
け
る
葉
煙
草
の
栽
培
地
域
と
そ
の
農
業
経
営
の
実
態
を
考
察
す
る
。
南
満
洲

の
葉
煙
草
栽
培
地
で
あ
っ
た
鳳
城
県
石
城
村
呉
家
屯
・
復
県
祥
隆
村
姜
屯
・
錦
県
大
勝
村
二
郎
洞
屯
を
事

例
と
し
て
、
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
生
産
農
家
の
あ
り
よ
う
を
究
明
し
て
、
さ
ら
に
商
品
作
物
で
あ
る
葉
煙

草
の
導
入
に
よ
る
近
代
満
洲
農
村
社
会
と
農
業
経
営
の
変
革
を
検
討
す
る
。

第
三
章
で
は
、
近
代
満
洲
の
煙
草
税
制
と
煙
草
工
業
を
概
観
し
な
が
ら
、
満
洲
煙
草
税
制
に
見
ら
れ
る

問
題
点
を
検
討
す
る
。
さ
ら
に
、
近
代
満
洲
の
煙
草
税
制
が
満
洲
煙
草
工
業
の
構
造
に
与
え
た
影
響
や
、

満
洲
国
財
政
に
お
け
る
煙
草
税
の
役
割
を
も
考
察
す
る
。

第
四
章
で
は
、
近
代
満
洲
煙
草
市
場
の
実
態
を
考
察
す
る
。
英
米
煙
草
会
社
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
、

東
亜
煙
草
会
社
の
三
社
を
中
心
に
、
そ
れ
ら
の
競
争
に
対
す
る
分
析
を
通
じ
て
、
煙
草
市
場
に
お
け
る
商

品
販
売
の
実
態
や
煙
草
企
業
別
シ
ェ
ア
を
解
明
す
る
。

第
五
章
で
は
、
近
代
満
洲
に
お
け
る
煙
草
市
場
の
実
態
分
析
の
一
環
と
し
て
、
日
系
新
聞
の
『
満
洲
日

報
』『
満
洲
日
日
新
聞
』
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
に
掲
載
さ
れ
た
煙
草
広
告
の
内
容
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り

煙
草
企
業
の
市
場
販
売
戦
略
を
明
ら
か
に
す
る
。
分
析
に
あ
た
り
、
多
国
籍
企
業
の
英
米
煙
草
会
社
と
日
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本
資
本
の
東
亜
煙
草
会
社
・
満
洲
煙
草
株
式
会
社
の
広
告
を
抽
出
し
、
広
告
に
お
け
る
文
字
情
報
と
図
像

情
報
か
ら
成
る
広
告
要
素
と
広
告
手
法
に
着
目
す
る
。

第
六
章
で
は
、
家
計
に
お
け
る
煙
草
消
費
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
煙
草
産
業
の
最
終
需
要
で
あ
る

煙
草
消
費
の
実
態
に
つ
い
て
、
満
洲
国
期
家
計
調
査
の
報
告
書
を
用
い
て
、
都
市
に
住
ん
で
い
た
給
料
生

活
者
の
生
活
実
態
を
民
族
別
（
中
国
人
・
在
満
日
本
人
・
在
満
朝
鮮
人
・
在
満
ロ
シ
ア
人
）
に
考
察
し
、

煙
草
を
中
心
と
す
る
嗜
好
品
の
消
費
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
七
章
で
は
、
引
き
つ
づ
き
家
計
に
お
け
る
煙
草
消
費
の
実
態
を
解
明
す
る
。
中
国
人
労
働
者
を
対
象

と
し
た
家
計
調
査
の
報
告
書
を
使
用
し
、
下
層
労
働
者
の
家
計
に
お
け
る
煙
草
消
費
の
特
徴
を
明
ら
か
に

す
る
。
そ
し
て
、
給
料
生
活
者
の
家
計
に
お
け
る
煙
草
消
費
の
実
態
と
比
較
検
討
を
し
、
煙
草
消
費
の
職

業
別
特
徴
を
捉
え
る
。

補
章
で
は
、
比
較
の
視
点
を
交
え
つ
つ
、
近
代
関
内
の
煙
草
産
業
の
実
態
を
考
察
す
る
。
膨
大
な
先
行

研
究
を
踏
ま
え
、
葉
煙
草
市
場
、
紙
巻
煙
草
市
場
に
お
け
る
煙
草
企
業
の
競
争
実
態
を
究
明
す
る
一
方
、

国
民
政
府
の
煙
草
に
対
す
る
課
税
制
度
が
関
内
の
煙
草
産
業
に
与
え
た
影
響
を
検
討
す
る
。
こ
の
作
業
を

通
じ
て
、
近
代
満
洲
煙
草
産
業
の
特
徴
を
一
層
明
ら
か
に
す
る
。

終
章
で
は
、
近
代
満
洲
の
煙
草
産
業
に
関
し
て
全
体
の
総
括
を
行
い
、
序
章
で
提
示
し
た
課
題
の
到
達

点
を
確
認
し
た
う
え
で
、
本
論
文
の
結
語
を
ま
と
め
、
今
後
の
課
題
を
提
示
す
る
。

注１

満
史
会
編
『
満
州
開
発
四
十
年
史

上
巻
』
満
州
開
発
四
十
年
史
刊
行
会
、
一
九
六
四
年
、
六
四
―
六

九
頁

２

笠
原
十
九
司
『
第
一
次
世
界
大
戦
期
の
中
国
民
族
運
動
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
四
年
、
四
頁

３

中
国
現
代
史
研
究
会
編
『
中
国
国
民
政
府
史
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
六
年
、
六
―
七
頁

４

呉
兆
莘
（
著
）
、
三
大
川
正
一
（
訳
）
『
中
国
税
制
史
』
中
央
経
済
社
、
一
九
八
〇
年
、
三
八
八
頁

５

小
林
英
夫
『
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
形
成
と
崩
壊
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
二
年
、
三
八
頁

６

塚
瀬
進
『
中
国
近
代
東
北
経
済
史
研
究

―
鉄
道
敷
設
と
中
国
東
北
経
済
の
変
化
―
』
東
方
書
店
、
一

九
九
三
年
、
三
七
頁

７

金
子
文
夫
「
戦
後
日
本
植
民
地
研
究
史
」
『
近
代
日
本
と
植
民
地

4
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
二

九
九
頁

８

一
九
六
〇
年
代
の
中
頃
か
ら
、
日
本
で
は
『
満
洲
開
発
四
十
年
史
』（
上
下
巻
、
補
巻
）
や
『
満
洲
国
史
』
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（
総
論
、
各
論
）
を
代
表
す
る
、
満
洲
に
関
す
る
著
作
の
出
版
が
始
ま
っ
た
。
一
九
七
〇
年
代
に
は
浅
田

喬
二
・
松
村
高
夫
・
原
朗
・
小
林
英
夫
ら
に
よ
る
『
日
本
帝
国
主
義
下
の
満
州
』（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九

七
二
年
）
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
満
洲
国
研
究
、
日
本
支
配
下
の
満
洲
に

お
け
る
政
治
、
経
済
過
程
に
関
す
る
研
究
は
着
実
に
進
展
し
た
。
最
も
大
き
な
業
績
は
、
鈴
木
隆
史
『
日

本
帝
国
主
義
と
満
州
』
（
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
）
と
山
本
有
造
編
『
満
洲
国
の
研
究
』
（
緑
蔭
書
房
、
一

九
九
三
年
）
の
出
版
で
あ
る
。
前
者
は
一
九
〇
〇
年
か
ら
一
九
四
五
年
に
い
た
る
日
本
帝
国
主
義
の
満
洲

に
対
す
る
侵
略
を
跡
付
け
、
後
者
は
山
本
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
「
満
洲
国
期
」
の
満
洲
支
配

の
実
態
を
重
点
に
据
え
た
共
同
研
究
の
成
果
で
あ
る
。
一
方
、
中
国
で
は
、
満
鉄
研
究
が
一
九
五
〇
年
代

末
に
国
の
学
術
計
画
の
一
環
と
し
て
は
じ
ま
っ
た
の
に
対
し
、
満
洲
国
研
究
は
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
主
に
植
民
地
史
の
視
点
か
ら
研
究
が
さ
れ
た
日
本
側
に
対
し
、
中
国
で
は
政
治
的
・

軍
事
的
側
面
に
研
究
の
重
点
が
置
か
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

９

解
学
詩
監
修
・
解
題
『
満
洲
国
機
密
経
済
資
料
』
第
一
巻
、
本
の
友
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
五
頁

１
０

満
洲
の
煙
草
産
業
に
関
す
る
柴
田
の
研
究
成
果
と
し
て
、「
食
料
品
工
業
」（
鈴
木
邦
雄
編
『
満
州
企
業

史
研
究
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
）
と
、「
中
国
関
内
に
お
け
る
日
系
煙
草
会
社
の
活
動
」（
『
平

成
一
九
年
度
財
団
法
人
た
ば
こ
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
助
成
研
究
報
告
』
、
二
〇
〇
八
年
）
、「
満
洲
に
お
け
る

日
系
煙
草
会
社
の
活
動
」
（
『
大
東
文
化
大
学
紀
要
』
第
四
七
号
、
二
〇
〇
九
年
）
が
あ
り
、
そ
し
て
、
こ

れ
ら
の
成
果
に
基
づ
き
、
集
大
成
の
労
作
と
し
て
『
中
国
に
お
け
る
日
系
煙
草
産
業

1905

―1945
』（
水

曜
社
、
二
〇
一
三
年
）
が
出
版
さ
れ
た
。

１
１

曹
建
平
「
書
評

柴
田
善
雅
『
中
国
に
お
け
る
日
系
煙
草
産
業

1905

―1945

』
」
『
日
本
植
民
地
研

究
』
第
二
七
号
、
二
〇
一
五
年
、
五
八
―
六
二
頁

１
２

陳
翰
笙
（
著
）
、
水
田
博
（
訳
）
『
産
業
資
本
と
支
那
農
民
』
東
亜
叢
書
、
一
九
四
〇
年

１
３

服
部
満
江
「
北
支
に
於
け
る
葉
煙
草
栽
培
普
及
事
情
」（
『
満
鉄
調
査
月
報
』
第
二
二
巻
第
三
号
、
一
九

四
二
年
）
と
、「
北
支
に
於
け
る
葉
煙
草
栽
培
普
及
以
来
の
農
業
経
営
の
変
化
」（
『
満
鉄
調
査
月
報
』
第
二

一
巻
第
一
二
号
、
一
九
四
一
年
）
と
が
あ
る
。

１
４

吉
田
浤
一
「
二
〇
世
紀
前
半
中
国
の
山
東
省
に
お
け
る
葉
煙
草
栽
培
に
つ
い
て
」
『
静
岡
大
学
教
育
学

部
研
究
報
告

人
文
・
社
会
科
学
編
』
第
二
八
号
、
一
九
七
八
年
、
一
五
―
三
三
頁

１
５

内
山
雅
生
「
近
代
中
国
に
お
け
る
葉
煙
草
栽
培
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
『
社
会
経
済
史
学
』
第
四
五
巻

第
一
号
、
一
九
七
九
年
、
三
一
―
五
六
頁

１
６

深
尾
葉
子
「
山
東
葉
煙
草
栽
培
地
域
と
英
米
ト
ラ
ス
ト
の
経
営
戦
略

―
一
九
一
〇
～
一
九
三
〇
年
代

中
国
に
お
け
る
商
品
作
物
生
産
の
一
形
態
―
」『
社
会
経
済
史
学
』
第
五
六
巻
第
五
号
、
一
九
九
〇
年
、
三
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三
―
六
一
頁

１
７

前
掲
「
満
洲
に
お
け
る
日
系
煙
草
会
社
の
活
動
」（
『
大
東
文
化
大
学
紀
要
』
第
四
七
号
、
二
〇
〇
九
年
）

と
、
『
中
国
に
お
け
る
日
系
煙
草
産
業

1905

―1945

』
（
水
曜
社
、
二
〇
一
三
年
）

１
８

山
本
晴
彦
・
張
継
権
「
満
州
に
お
け
る
葉
煙
草
の
試
験
研
究
と
栽
培
技
術
の
変
遷
」
『
平
成
二
〇
年
度

財
団
法
人
た
ば
こ
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
助
成
研
究
報
告
』
、
二
〇
〇
九
年
、
五
三
―
七
八
頁

１
９

李
徳
生
（
著
）
、
川
床
邦
夫
（
訳
）
「
中
国
東
北
地
区
の
「
関
東
煙
」
と
日
本
」
『
た
ば
こ
史
研
究
』
第

一
二
四
号
、
二
〇
一
三
年
、
三
四
―
四
一
頁

２
０

英
米
煙
草
会
社
の
社
史
と
し
て
、
上
海
社
会
科
学
院
経
済
研
究
所
編
『
英
米
煙
公
司
在
華
企
業

資
料

彙
編
』
（
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年
）
の
ほ
か
、
ハ
ワ
ー
ド
・
コ
ッ
ク
ス
（
著
）
、
た
ば
こ
総
合
研
究
セ
ン

タ
ー
（
訳
）『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ガ
レ
ッ
ト
』（
山
愛
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
、
大
東
亜
省
編
『
英
米
煙
草
東

亜
進
出
沿
革
史
』
（
大
東
亜
省
、
一
九
四
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
の
社
史
に
つ
い
て
、

中
国
科
学
院
上
海
経
済
研
究
所
・
上
海
社
会
科
学
院
経
済
研
究
所
編
『
南
洋
兄
弟
煙
草
公
司
史
料
』（
上
海

人
民
出
版
社
、
一
九
六
〇
年
）
が
あ
る
。
東
亜
煙
草
会
社
に
つ
い
て
、
社
史
『
東
亜
煙
草
株
式
会
社
小
史
』

（
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）
の
ほ
か
、
そ
の
営
業
報
告
書
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）
が
保
存
さ
れ
て

い
る
。

２
１

水
之
江
殿
之
『
東
亜
煙
草
社
と
と
も
に

―
民
営
煙
草
会
社
に
捧
げ
た
半
生
の
記
録
―
』
丸
善
出
版
、

一
九
八
二
年

２
２

島
一
郎
「
タ
バ
コ
工
業
と
租
税
」
『
中
国
民
族
工
業
の
展
開
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
八
年
、
二

〇
一
―
二
三
六
頁

２
３

芝
池
靖
夫
「
１
９
３
０
年
代
の
経
済
危
機
下
に
お
け
る
中
国
民
族
資
本
企
業
の
実
態
」
『
商
大
論
集
』

第
二
四
巻
第
一
・
二
・
三
号
、
神
戸
商
科
大
学
学
術
研
究
会
、
一
九
七
二
年
、
四
四
―
六
一
頁

２
４

大
野
三
徳
「
上
海
に
み
る
民
族
資
本
工
業
の
展
開
と
そ
の
性
格

―
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
の
場
合
―
」

『
高
知
工
業
高
等
専
門
学
校
学
術
紀
要
』
第
一
八
号
、
一
九
八
二
年
、
二
七
―
四
二
頁

２
５

『
申
報
』
は
一
八
七
二
年
に
刊
行
さ
れ
、
一
九
四
九
年
の
廃
刊
ま
で
約
八
〇
年
間
刊
行
さ
れ
た
中
国
で

最
も
長
い
歴
史
を
も
つ
近
代
新
聞
で
あ
る
。

２
６

桐
原
貴
夫
「
中
華
民
国
期
に
お
け
る
煙
草
の
新
聞
広
告
と
販
売
活
動
」『
近
き
に
在
り
て
』
第
三
一
号
、

一
九
九
七
年
、
三
―
二
〇
頁

２
７

楊
国
安
（
著
）
、
鈴
木
稔
昭
（
訳
）「
近
代
中
国
の
た
ば
こ
専
売
（
中
の
一
）
」『
た
ば
こ
史
研
究
』
第
一

二
六
号
、
二
〇
一
三
年
、
二
―
二
九
頁

２
８

柳
沢
遊
『
貝
原
収
蔵
日
記
』
柏
書
房
、
一
九
九
三
年
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２
９

勝
浦
秀
夫
「
鈴
木
商
店
と
東
亜
煙
草
社
」
『
た
ば
こ
史
研
究
』
第
一
一
八
号
、
二
〇
一
一
年
、
二
―
二

七
頁

３
０

平
井
廣
一
「
満
洲
国
に
お
け
る
内
国
税
構
成
の
概
観
」
『
北
星
学
園
大
学
経
済
学
部
北
星
論
集
』
第
四

八
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
八
年
、
一
―
二
九
頁

３
１

ハ
ワ
ー
ド
・
コ
ッ
ク
ス
（
著
）
、
た
ば
こ
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
（
訳
）
『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ガ
レ
ッ
ト
』

山
愛
書
院
、
二
〇
〇
二
年
、
四
一
三
頁
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第
一
章

近
代
満
洲
に
お
け
る
煙
草
産
業
の
歴
史
的
展
開

は
じ
め
に

本
章
で
は
、
近
代
満
洲
に
お
け
る
煙
草
産
業
の
展
開
過
程
を
歴
史
的
に
解
明
す
る
が
、
そ
の
前
に
、
煙

草
と
い
う
世
界
的
商
品
の
発
展
史
に
つ
い
て
、
ま
ず
素
描
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

葉
煙
草
を
紙
で
巻
い
て
喫
煙
す
る
こ
と
は
、
一
七
世
紀
頃
の
ス
ペ
イ
ン
が
最
初
だ
と
言
わ
れ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
が
製
品
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
世
紀
半
ば
頃
の
フ
ラ
ン
ス
で
あ
り
、
そ
の

後
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
へ
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
初
期
の
フ
ラ
ン
ス
の
紙
巻
煙
草

は
、
ア
メ
リ
カ
産
の
葉
煙
草
を
使
っ
て
い
た
。
ト
ル
コ
や
バ
ル
カ
ン
の
葉
煙
草
を
使
い
は
じ
め
る
の
は
後

の
こ
と
で
あ
る
１

。
ま
た
、
紙
巻
煙
草
の
製
造
過
程
が
機
械
化
さ
れ
る
こ
と
と
と
も
に
、
煙
草
工
業
も
近

代
的
工
業
と
し
て
出
発
し
た
。
二
〇
世
紀
に
入
り
、
紙
巻
煙
草
は
世
界
の
至
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
ほ
ど

普
及
し
た
２

。

第
二
次
世
界
大
戦
以
前
の
国
際
煙
草
産
業
は
四
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
一
八
八
〇
年
頃
か
ら

一
九
〇
二
年
ま
で
が
、
第
一
段
階
の
競
争
期
で
あ
り
、
製
品
が
手
巻
か
ら
機
械
巻
へ
と
変
わ
り
、
輸
出
に

よ
る
成
長
が
外
国
へ
の
直
接
投
資
に
よ
る
そ
れ
へ
と
徐
々
に
変
化
し
て
い
っ
た
。
こ
の
時
期
で
は
、
一
八

九
〇
年
に
ア
メ
リ
カ
煙
草
会
社
（Am

erican
Tobacco

Co.

）
が
設
立
さ
れ
、
煙
草
の
海
外
市
場
へ
の
販
売

を
は
か
っ
た
。
輸
出
先
と
し
て
は
、
中
国
や
日
本
な
ど
の
ア
ジ
ア
市
場
が
一
番
の
得
意
先
で
あ
っ
た
。
第

二
の
段
階
は
、
一
九
〇
二
年
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
の
終
了
ま
で
の
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
で
は
、
煙

草
会
社
が
海
外
へ
直
接
投
資
を
は
じ
め
、
特
に
一
九
〇
二
年
に
成
立
し
た
英
米
煙
草
会
社
は
、
中
国
を
は

じ
め
と
す
る
海
外
市
場
を
大
き
く
発
展
さ
せ
た
。
一
九
一
八
年
か
ら
一
九
二
九
年
の
期
間
は
、
国
際
煙
草

産
業
の
第
三
段
階
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
の
終
戦
に
伴
い
、
国
際
煙
草
産
業
は
競
争
状

態
に
な
っ
た
が
、
英
米
煙
草
会
社
の
ト
ラ
ス
ト
と
し
て
の
地
位
は
変
わ
り
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
二

九
年
に
起
き
た
世
界
貿
易
の
不
況
は
、
国
際
煙
草
産
業
の
第
四
段
階
の
は
じ
ま
り
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

第
二
次
世
界
大
戦
終
戦
ま
で
の
期
間
で
は
、
煙
草
会
社
間
の
競
争
に
か
わ
っ
て
正
式
な
カ
ル
テ
ル
や
非
公

式
な
協
定
が
結
ば
れ
、
価
格
競
争
を
避
け
、
生
産
調
整
の
た
め
の
操
業
の
共
同
管
理
を
行
う
こ
と
に
な
っ

た
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
や
、
軍
事
的
な
衝
突
に
突
き
進
ん
で
い
っ
た
こ
の
時

代
に
は
、
国
際
煙
草
産
業
は
事
実
上
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
市
場
の
集
合
体
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
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た
３

。
こ
う
し
て
本
論
文
が
課
題
と
す
る
「
近
代
」
の
満
洲
煙
草
産
業
史
は
国
際
煙
草
産
業
に
お
い
て
、

そ
の
第
二
段
階
～
第
四
段
階
に
あ
た
る
。
国
際
煙
草
産
業
の
特
徴
は
、
満
洲
の
煙
草
産
業
に
ど
う
反
映
さ

れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
も
検
討
し
て
み
た
い
。

以
下
で
は
、
国
際
煙
草
産
業
の
発
展
過
程
に
基
づ
き
、
煙
草
の
満
洲
伝
来
と
煙
草
企
業
の
満
洲
進
出
に

よ
る
煙
草
市
場
の
成
立
過
程
を
概
観
し
な
が
ら
、
近
代
満
洲
煙
草
産
業
の
特
徴
を
検
討
す
る
。

第
一
節

煙
草
の
伝
来
と
満
洲
煙
草
市
場
の
成
立

一
、
煙
草
の
伝
来

中
国
に
お
け
る
喫
煙
の
歴
史
を
辿
っ
て
み
る
と
、
東
洋
貿
易
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
一
五
六
五
年
頃
、

ス
ペ
イ
ン
人
が
ル
ソ
ン
島
（
現
在
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
）
を
占
領
し
、
マ
ニ
ラ
市
を
建
設
し
た
こ
と
に
溯
る
。

同
時
に
ス
ペ
イ
ン
人
に
よ
り
煙
草
が
ル
ソ
ン
島
へ
移
植
さ
れ
た
。
ル
ソ
ン
島
よ
り
煙
草
が
中
国
に
伝
来
し

た
の
は
一
七
世
紀
初
頭
、
明
の
万
暦
末
年
で
あ
る
。
そ
れ
は
ル
ソ
ン
島
に
在
住
し
て
い
た
華
僑
や
渡
海
通

商
を
業
と
し
て
い
た
福
建
省
の
人
な
ど
が
、
煙
草
の
種
を
中
国
へ
持
っ
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
４

。

そ
の
後
、
江
南
や
黄
江
流
域
へ
と
拡
大
し
、
一
六
五
三
年
頃
に
遼
東
開
墾
令
に
よ
り
、
山
東
地
方
よ
り
移

住
し
た
漢
民
族
に
よ
っ
て
煙
草
が
満
洲
に
伝
来
し
た
５

。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
在
来
種
の
葉
煙
草
で
あ
る
。

清
の
時
代
に
生
産
額
が
急
増
し
た
が
、
日
露
戦
争
後
、
文
化
の
向
上
に
よ
り
煙
管
煙
草
か
ら
紙
巻
煙
草
へ

と
需
要
が
転
換
し
た
た
め
、
在
来
種
の
生
産
が
急
に
減
少
し
た
。
そ
の
か
わ
り
、
改
良
種
葉
煙
草
の
栽
培

が
開
始
さ
れ
た
。
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
の
伝
来
は
一
九
一
八
年
の
こ
と
で
あ
る
。
満
鉄
が
鳳
凰
城
、
得
利

寺
の
試
作
場
お
よ
び
公
主
嶺
試
験
場
に
栽
培
し
た
の
が
そ
の
嚆
矢
で
あ
る
６

。
そ
の
後
、
政
府
の
支
援
政

策
で
栽
培
面
積
が
拡
大
し
て
い
っ
た
。

一
方
、
紙
巻
煙
草
の
中
国
関
内
へ
の
伝
来
は
一
八
九
〇
年
頃
に
「
老
晋
隆
洋
行
」
７

に
よ
る
ア
メ
リ
カ

の
紙
巻
煙
草
の
輸
入
が
最
初
だ
と
言
わ
れ
る
８

。
そ
れ
ま
で
、
中
国
に
お
い
て
の
喫
煙
方
法
は
三
種
類
あ

る
。
第
一
は
「
乾
煙
管
」
（
普
通
の
煙
管
煙
草
）
に
よ
る
も
の
で
、
も
っ
と
も
多
く
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、

煙
管
用
の
葉
煙
草
は
き
わ
め
て
粗
雑
な
も
の
で
あ
る
。
第
二
は
「
水
煙
管
」（
水
煙
草
）
で
あ
り
、
ほ
と
ん

ど
地
主
や
富
裕
な
商
人
に
限
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
場
合
、
葉
煙
草
は
小
さ
く
刻
ま
な
け
れ
ば
使

用
で
き
な
い
。
第
三
の
方
法
は
「
嗅
煙
草
」
で
あ
る
。
使
用
さ
れ
て
い
る
葉
煙
草
は
押
し
つ
ぶ
さ
れ
粉
末

の
状
態
の
も
の
で
あ
る
９

。
こ
の
三
種
類
の
喫
煙
方
法
で
使
用
さ
れ
て
い
る
葉
煙
草
は
ほ
と
ん
ど
在
来
種
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で
あ
っ
た
。
喫
煙
方
法
の
簡
便
な
紙
巻
煙
草
に
主
役
的
地
位
を
獲
得
さ
せ
る
た
め
、
煙
草
の
輸
入
商
人
は
、

紙
巻
煙
草
を
「
街
々
で
無
料
配
布
し
た
り
、
通
行
人
に
拾
う
に
ま
か
せ
る
」
１
０

ほ
ど
の
努
力
で
宣
伝
し
た
。

そ
の
結
果
、
上
流
社
会
の
人
々
の
み
普
及
し
て
い
た
紙
巻
煙
草
は
、
「
需
要
次
第
ニ
増
進
ノ
趨
勢
ヲ
示
シ
、

下
等
社
会
ニ
於
テ
モ
〔
中
略
〕
吸
用
ス
ル
ニ
至
」
１
１

る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
紙
巻
煙
草
が
関
内
か
ら

満
洲
に
は
じ
め
て
移
入
さ
れ
た
の
は
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
１
２

。

紙
巻
煙
草
の
伝
来
と
、
紙
巻
煙
草
に
最
も
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
の
栽
培
導
入
に

よ
っ
て
、
近
代
中
国
の
煙
草
産
業
に
新
た
な
局
面
が
展
開
し
た
。

二
、
満
洲
煙
草
市
場
の
成
立

紙
巻
煙
草
が
伝
来
し
た
後
、
ま
も
な
く
煙
草
工
業
が
勃
興
し
た
。
満
洲
の
煙
草
製
造
は
日
露
戦
争
前
、

秋
林
商
会
１
３

と
ロ
パ
ー
ト
商
会
１
４

が
ハ
ル
ビ
ン
に
工
場
を
起
こ
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
っ
た
が
、
そ
の
前
に
、

北
満
洲
に
は
ロ
シ
ア
の
東
清
鉄
道
建
設
工
事
の
開
始
と
と
も
に
、
口
付
紙
巻
煙
草
が
す
で
に
ロ
シ
ア
か
ら

輸
入
・
販
売
さ
れ
て
い
た
。
一
九
〇
四
年
に
ロ
パ
ー
ト
商
会
が
モ
ス
ク
ワ
よ
り
ハ
ル
ビ
ン
に
進
出
し
、
同

年
度
に
秋
林
商
会
も
ハ
ル
ビ
ン
に
工
場
を
新
設
し
、
ロ
シ
ア
の
煙
草
業
者
は
輸
入
・
製
造
と
も
に
販
路
を

拡
張
し
、
北
満
洲
煙
草
市
場
を
独
占
す
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
、
煙
草
界
に
お
け
る
世
界
制

覇
の
野
望
を
秘
め
つ
つ
あ
る
英
米
煙
草
会
社
も
北
満
洲
市
場
に
参
入
し
、
一
九
〇
四
年
に
ハ
ル
ビ
ン
に
支

店
を
開
設
し
、
ロ
シ
ア
煙
草
と
の
販
売
戦
を
展
開
し
た
。
一
方
、
南
満
洲
に
お
い
て
は
、
日
露
戦
争
前
、

ロ
シ
ア
の
煙
草
業
者
や
、
江
副
商
会
、
三
林
煙
公
司
な
ど
の
輸
入
業
者
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
一

九
〇
四
年
に
英
米
煙
草
会
社
は
上
海
よ
り
自
社
製
品
を
輸
入
し
、
漸
次
販
路
を
拡
張
し
た
。
一
九
〇
八
年

に
同
社
は
奉
天
に
工
場
を
新
設
し
、
南
満
洲
へ
の
進
出
を
は
か
っ
た
。
一
年
遅
れ
て
営
口
に
東
亜
煙
草
会

社
が
工
場
を
新
設
し
、
英
米
煙
草
会
社
と
の
販
売
競
争
を
開
始
し
た
。
ま
た
、
一
九
一
四
年
に
南
洋
兄
弟

煙
草
会
社
が
香
港
よ
り
満
洲
に
参
入
し
た
後
、
一
九
二
〇
年
に
亜
細
亜
煙
草
株
式
会
社
（
日
本
資
本
）
が

奉
天
に
工
場
を
設
け
、
一
九
二
二
年
に
中
国
の
有
力
官
吏
に
よ
っ
て
東
三
省
煙
草
会
社
が
設
立
さ
れ
、
一

九
二
四
年
に
中
国
民
族
資
本
の
華
北
公
司
が
工
場
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
満
洲
に
お
い
て
煙
草
工
場

が
林
立
す
る
状
態
に
な
っ
た
１
５

。

こ
の
よ
う
に
、
多
数
の
煙
草
事
業
者
が
満
洲
市
場
に
参
入
し
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
満
洲
煙
草
市
場

が
成
立
し
た
。
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第
二
節

煙
草
企
業
の
進
出
沿
革
史

本
節
で
は
、
多
国
籍
企
業
の
英
米
煙
草
会
社
、
中
国
民
族
資
本
の
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
、
日
本
資
本
の

東
亜
煙
草
会
社
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
の
満
洲
市
場
進
出
過
程
を
概
観
す
る
。

一
、
多
国
籍
企
業
の
英
米
煙
草
会
社

本
店
を
ロ
ン
ド
ン
に
置
い
て
全
世
界
の
煙
草
業
界
を
牛
耳
っ
て
い
た
英
米
煙
草
会
社
と
そ
の
傘
下
企
業

は
、
一
般
的
に
英
米
ト
ラ
ス
ト
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
の
英
米
ト
ラ
ス
ト
の
総
元
締
で
あ
る
英
米
煙
草
会

社
は
一
九
〇
二
年
、
公
称
資
本
三
六
〇
〇
万
ポ
ン
ド
で
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
設
立
さ
れ
た
民
間
企
業
で
あ

る
１
６

。
そ
し
て
、
設
立
同
年
度
に
中
国
市
場
に
参
入
し
た
。
そ
の
後
の
沿
革
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
創
業
時
代
（
一
九
〇
二
年
―
一
九
一
九
年
）

一
九
〇
二
年
に
ア
メ
リ
カ
の
煙
草
会
社
五
社
を
中
心
と
し
た
六
四
企
業
を
含
む
英
米
合
併
１
７

で
、
い
わ

ゆ
る
英
米
煙
草
会
社
が
設
立
さ
れ
た
１
８

。
同
社
は
設
立
同
年
度
に
中
国
へ
進
出
し
、
香
港
に
営
業
所
を
お

い
て
事
業
を
開
始
し
た
。
そ
の
後
、
中
国
主
要
都
市
に
工
場
を
設
立
し
１
９

、
一
九
一
四
年
に
英
米
煙
草
会

社
は
中
国
市
場
の
独
占
を
は
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
一
九
年
に
、
（
中
国
）
英
米
煙
草
会
社
（British

Am
erican

Tobacco
Co.China

Ltd.

）
が
上
海
に
設
立
さ
れ
、
英
米
煙
草
会
社
関
係
の
在
中
国
傘
下
企
業
２
０

の
資
産
お
よ
び
権
利
を
獲
得
し
た
２
１

。
こ
の
時
期
、
英
米
煙
草
会
社
の
在
中
国
活
動
は
す
べ
て
在
ロ
ン
ド

ン
本
社
の
指
示
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。

②
整
備
時
代
（
一
九
二
〇
年
代
）

中
国
に
お
け
る
創
業
時
代
の
英
米
煙
草
会
社
は
業
務
の
全
般
に
亘
り
、
専
ら
ロ
ン
ド
ン
に
在
る
英
米
煙

草
会
社
本
社
か
ら
の
指
示
を
仰
い
で
い
た
。
能
率
向
上
を
図
る
た
め
、
一
九
一
九
年
に
（
中
国
）
英
米
煙

草
会
社
（
以
下
で
は
英
米
煙
草
会
社
に
統
一
し
て
記
載
す
る
）
が
設
立
さ
れ
、
事
実
上
の
独
立
し
た
事
業

権
を
付
与
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
事
業
上
の
指
示
は
上
海
よ
り
発
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
群
小
会
社
の
合

併
や
新
会
社
の
増
設
な
ど
、
着
々
と
整
備
が
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
同
年
、
満
洲
に
も
そ
の
勢
力
を
扶

植
す
る
目
的
を
も
っ
て
、
聨
合
煙
草
有
限
会
社
２
２

が
奉
天
に
設
立
さ
れ
、
そ
し
て
奉
天
に
そ
の
支
店
を
開

設
し
、
煙
草
の
製
造
販
売
に
着
手
し
は
じ
め
た
。
そ
の
後
、
ロ
シ
ア
国
内
に
産
業
発
展
運
動
や
労
農
革
命

な
ど
が
起
こ
り
、
満
洲
市
場
で
の
最
大
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
ロ
シ
ア
の
煙
草
企
業
は
そ
の
影
が
全
く
薄

く
な
っ
た
。
こ
の
機
に
乗
じ
、
一
九
二
一
年
に
英
米
煙
草
会
社
は
全
満
洲
に
お
け
る
生
産
量
の
七
〇
な
い

し
八
〇
％
を
占
め
る
に
至
っ
た
。
こ
う
し
て
、
中
国
関
内
、
香
港
及
び
満
洲
に
お
い
て
の
市
場
基
盤
は
確
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立
さ
れ
た
２
３

。

③
完
成
時
代
（
一
九
三
〇
年
代
）

当
該
時
期
、
満
洲
事
変
勃
発
の
影
響
で
、
英
米
煙
草
会
社
の
満
洲
事
業
は
中
国
本
土
か
ら
分
離
さ
れ
た

た
め
、
英
米
煙
草
会
社
は
子
会
社
と
し
て
啓
東
煙
草
株
式
会
社
を
設
立
し
、
満
洲
に
お
け
る
事
業
を
す
べ

て
こ
の
新
会
社
に
譲
渡
し
た
。
同
時
に
英
米
煙
草
会
社
は
生
産
販
売
の
一
元
化
を
図
る
た
め
、
中
国
関
内

に
頤
中
煙
草
会
社
２
４

を
も
設
立
し
た
。
こ
こ
に
完
全
な
地
域
的
企
業
合
同
が
形
成
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
企
業

は
独
立
し
て
互
い
の
領
域
を
犯
す
こ
と
な
く
、
営
業
を
行
っ
た
。
英
米
煙
草
会
社
は
従
来
の
事
業
を
こ
の

二
社
に
移
譲
し
、
実
務
か
ら
全
く
手
を
引
き
、
自
ら
単
な
る
持
株
会
社
と
し
て
存
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
第
二
次
上
海
事
変
や
日
中
戦
争
の
勃
発
に
よ
り
、
英
米
煙
草
会
社
は
そ
の
本
社
を
上
海
よ
り
安

全
な
香
港
に
戻
し
た
２
５

。
ま
た
、
一
九
四
一
年
太
平
洋
戦
争
の
勃
発
に
よ
っ
て
、
満
洲
国
も
日
本
と
一
致

し
た
行
動
を
と
る
こ
と
と
な
り
、
英
米
煙
草
会
社
は
敵
国
企
業
と
し
て
満
洲
国
政
府
の
管
理
下
に
置
か
れ

た
。
管
理
官
と
し
て
奉
天
省
次
長
の
皆
川
豊
治
が
任
命
さ
れ
た
２
６

。
そ
の
後
、
中
国
本
土
に
お
け
る
英
米

煙
草
会
社
の
傘
下
会
社
も
日
本
軍
に
よ
っ
て
接
収
・
管
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
中
国
に
お
け
る
英
米
煙

草
会
社
の
販
売
活
動
は
四
年
以
上
に
も
わ
た
り
停
止
状
態
と
な
っ
て
い
た
。
一
九
四
五
年
に
至
り
、
蒋
介

石
が
ふ
た
た
び
樹
立
し
た
政
権
と
の
交
渉
が
成
功
し
、
英
米
煙
草
会
社
は
自
社
の
資
産
を
回
復
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
一
九
四
六
年
か
ら
一
九
四
九
年
に
か
け
て
の
四
年
間
、
中
国
市
場
は
英
米
煙
草
会
社
に
と
っ

て
最
も
重
要
な
市
場
の
一
つ
と
し
て
の
地
位
を
取
り
戻
し
た
が
、
売
上
は
戦
前
ピ
ー
ク
時
の
三
分
の
一
を
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わ
ず
か
に
超
え
る
程
度
に
と
ど
ま
っ
た
。
一
九
四
九
年
に
共
産
党
政
権
が
権
力
を
掌
握
し
た
た
め
、
急
速

に
事
業
継
続
は
困
難
と
な
り
、
賃
金
と
価
格
が
統
制
さ
れ
た
こ
と
で
、
英
米
煙
草
会
社
の
在
中
国
事
業
は

事
実
上
破
産
状
態
に
な
っ
た
。
一
九
五
三
年
に
、
英
米
煙
草
会
社
は
中
国
に
保
有
す
る
資
産
を
放
棄
し
、

中
国
市
場
か
ら
退
出
し
た
２
７

。

以
上
を
も
っ
て
、
英
米
煙
草
会
社
の
中
国
に
対
す
る
進
出
過
程
を
簡
単
に
述
べ
た
。
英
米
煙
草
会
社
の

経
営
に
お
け
る
中
国
市
場
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
そ
の
販
売
量
（
一
九
二
一
―
一
九
四
一
年
）
を
通
し
て

確
認
し
よ
う
。
表

1
―
1
は
英
米
煙
草
会
社
の
二
〇
年
間
の
販
売
量
を
示
し
て
い
る
。
全
世
界
に
お
け

る
英
米
煙
草
会
社
の
総
販
売
量
の
中
に
、
中
国
市
場
は
三
〇
％
以
上
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
一
九

二
二
―
一
九
二
四
年
に
は
総
販
売
量
の
五
〇
％
を
超
え
て
い
た
。
一
九
三
〇
年
代
前
半
ま
で
に
四
〇
％
以

上
を
維
持
し
て
き
た
。
一
九
三
〇
年
代
後
半
か
ら
中
国
市
場
販
売
量
の
総
販
売
量
に
お
け
る
割
合
は
減
少

し
た
が
、
販
売
数
量
に
は
む
し
ろ
増
加
し
て
い
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

二
、
民
族
資
本
の
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社

南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
は
近
代
中
国
民
族
資
本
の
代
表
と
し
て
長
い
歴
史
を
有
し
て
い
た
。
以
下
で
は
、

そ
の
生
成
、
発
展
お
よ
び
衰
退
の
過
程
を
概
観
す
る
。

①
設
立
と
改
組
（
一
九
〇
五
年
―
一
九
〇
九
年
）

南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
は
一
九
〇
五
年
、
香
港
で
創
立
さ
れ
た
。
創
立
者
は
簡
照
南
と
い
う
広
東
省
出
身

の
在
日
華
僑
で
、
ほ
か
に
そ
の
実
弟
で
あ
る
簡
玉
階
・
簡
英
甫
ら
が
最
初
か
ら
経
営
に
参
加
し
た
。
こ
れ

が
会
社
名
に
「
兄
弟
」
の
語
が
用
い
ら
れ
た
理
由
と
考
え
ら
れ
る
。

南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
は
創
立
以
来
、
幾
度
の
苦
境
と
再
生
を
繰
り
返
し
た
。
創
立
者
の
簡
照
南
は
若
い

時
、
日
本
の
あ
る
店
２
８

で
働
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
店
の
休
業
に
伴
い
、
簡
照
南
は
日
本
で
自
ら
海
産
物

の
販
売
を
行
っ
て
い
た
。
利
益
を
得
た
簡
照
南
は
弟
の
簡
玉
階
と
と
も
に
、
海
運
業
も
営
み
は
じ
め
た
。

や
が
て
簡
兄
弟
は
巻
煙
草
が
利
益
と
な
る
こ
と
に
着
目
し
、
煙
草
会
社
の
創
立
を
決
意
し
た
。
簡
兄
弟
は

日
本
で
中
古
の
巻
煙
草
機
械
四
台
を
購
入
し
て
香
港
に
送
る
と
と
も
に
、
南
洋
在
住
の
叔
父
簡
銘
石
の
援

助
を
受
け
、
資
本
金
一
〇
万
元
で
「
広
東
南
洋
煙
草
会
社
」
を
創
設
し
た
。
一
九
〇
六
年
六
月
か
ら
製
造

を
開
始
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
英
米
煙
草
会
社
か
ら
「
商
標
盗
用
」
２
９

な
ど
の
攻
撃
を
受
け
た
こ
と
も

あ
っ
て
、
一
九
〇
八
年
に
は
一
〇
余
万
元
に
の
ぼ
る
負
債
を
抱
え
て
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で

再
び
叔
父
簡
銘
石
の
力
に
よ
っ
て
、
翌
一
九
〇
九
年
に
資
本
金
総
額
一
三
万
元
で
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
へ

と
改
組
・
改
称
し
、
再
出
発
す
る
こ
と
に
な
っ
た
３
０

。
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②
発
展
時
代
（
一
九
一
〇
、
二
〇
年
代
）

第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
と
、
そ
れ
に
伴
う
欧
米
資
本
の
中
国
市
場
か
ら
の
後
退
は
中
国
民
族
資
本
工

業
の
発
展
に
有
利
な
条
件
を
提
供
し
た
。
一
九
一
五
年
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
は
満
洲
市
場
と
上
海
市
場

へ
の
商
品
販
売
を
本
格
的
に
開
始
し
た
。
一
方
、
上
海
に
製
造
工
場
を
設
立
し
、
生
産
を
も
開
始
し
た
。

同
社
は
上
海
工
場
を
設
立
す
る
と
同
時
に
、
上
海
支
社
を
設
立
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会

社
の
業
務
は
次
第
に
発
展
し
、
販
路
も
拡
張
し
た
。
し
か
し
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
は
英
米
煙
草
会
社
な

ど
競
争
ラ
イ
バ
ル
に
よ
る
多
く
の
攻
撃
３
１

を
受
け
、
そ
の
発
展
が
順
調
で
は
な
か
っ
た
。
第
一
次
世
界
大

戦
後
の
外
国
資
本
の
市
場
回
帰
と
、
五
・
四
運
動
を
背
景
と
し
た
中
で
、
従
来
簡
兄
弟
が
一
切
の
事
務
を

統
轄
し
て
き
た
個
人
企
業
は
一
九
一
九
年
、
そ
の
経
営
体
制
を
株
式
会
社
に
拡
大
改
組
し
た
。
こ
の
改
組

に
よ
っ
て
よ
り
広
汎
な
社
会
各
層
の
人
々
が
包
括
さ
れ
、
外
国
資
本
に
対
抗
す
る
体
制
が
整
え
ら
れ
た
。

一
九
二
五
年
の
五
・
三
〇
運
動
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
日
本
商
品
に
対
す
る
排
斥
運
動
が
全
国
的
に
展
開
さ

れ
、
日
英
の
製
造
工
場
に
お
い
て
も
ス
ト
ラ
イ
キ
が
行
わ
れ
た
。
こ
う
し
た
情
勢
の
下
で
、
南
洋
兄
弟
煙

草
会
社
の
販
路
は
大
い
に
拡
大
し
た
３
２

。

③
衰
退
時
代
（
一
九
三
〇
年
代
）

一
九
一
九
年
の
改
組
に
伴
い
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
の
経
営
体
制
は
一
新
さ
れ
た
と
同
時
に
、
経
営
チ

ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
構
成
も
複
雑
に
な
り
、
社
内
矛
盾
も
生
じ
た
。
一
九
三
〇
年
代
に
入
り
、
同
社
の
税
負

担
は
煙
草
税
率
の
改
定
に
よ
り
一
層
重
く
な
っ
た
と
同
時
に
、
世
界
経
済
恐
慌
の
波
及
を
も
受
け
、
潜
在

し
て
い
た
組
織
内
部
の
矛
盾
は
顕
在
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
同
社
の
経
営
業
績
は
一
九
三

三
年
を
ピ
ー
ク
に
し
て
以
降
急
速
に
下
降
し
は
じ
め
た
。
一
方
、
国
民
政
府
に
お
い
て
は
、
国
民
経
済
の

全
面
的
な
崩
壊
と
、
国
民
政
府
成
立
以
来
止
ん
だ
こ
と
の
な
い
内
戦
に
よ
っ
て
、
元
々
貧
弱
な
財
政
は
一

九
三
〇
年
代
の
半
ば
に
完
全
な
破
綻
に
直
面
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
打
開
す
る
た
め
、

煙
草
税
を
含
む
統
税
の
税
率
を
改
定
す
る
と
と
も
に
、
国
民
政
府
は
自
ら
金
融
や
商
業
、
鉱
工
業
な
ど
の

直
接
的
経
営
を
企
図
し
た
。
そ
こ
で
、
国
民
政
府
の
財
政
部
長
且
つ
国
民
党
「
四
大
家
族
」
の
一
人
で
あ

っ
た
宋
子
文
は
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
の
経
営
陣
の
争
い
に
目
を
つ
け
、
一
九
三
七
年
に
自
ら
の
財
団
の

基
金
を
も
と
に
簡
単
に
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
を
乗
っ
取
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
は
、

国
民
党
官
僚
資
本
の
支
配
下
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
四
九
年
に
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
に

伴
う
国
民
党
資
本
の
処
理
に
よ
っ
て
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
は
公
私
合
営
化
と
さ
れ
た
３
３

。

以
上
の
よ
う
に
、
中
国
民
族
資
本
の
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
期
に
一
定
の
成
長
を

遂
げ
た
が
、
外
国
資
本
と
の
競
争
や
、
国
内
官
僚
に
よ
る
圧
迫
な
ど
の
複
雑
環
境
の
下
で
、
そ
の
発
展
過

程
は
曲
折
的
で
あ
っ
た
。
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三
、
日
本
資
本
の
東
亜
煙
草
会
社

近
代
中
国
の
煙
草
市
場
に
お
い
て
、
活
動
機
会
を
見
出
し
た
日
本
資
本
の
煙
草
業
者
は
多
か
っ
た
が
、

東
亜
煙
草
会
社
は
は
じ
め
て
中
国
市
場
に
参
入
し
た
日
本
資
本
で
あ
る
。
そ
の
進
出
の
過
程
を
以
下
に
示

す
。

①
設
立
（
一
九
〇
六
年
）

日
本
の
煙
草
市
場
が
外
国
資
本
系
の
煙
草
会
社
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
憂
慮
し
て
い
た
日
本
政

府
は
、
一
九
〇
四
年
に
勃
発
し
た
日
露
戦
争
に
よ
る
戦
費
調
達
の
必
要
か
ら
煙
草
専
売
法
を
制
定
し
た
。

煙
草
専
売
制
の
実
施
後
、
一
九
〇
六
年
に
民
間
の
煙
草
業
者
は
、
海
外
に
お
け
る
販
売
地
盤
を
結
集
し
て

東
亜
煙
草
会
社
を
創
立
し
た
。
す
な
わ
ち
、
中
国
や
朝
鮮
に
煙
草
を
輸
出
・
販
売
し
て
い
た
日
本
煙
草
輸

出
株
式
会
社
、
官
営
煙
草
輸
出
組
合
、
韓
国
販
売
煙
草
組
合
、
代
々
木
商
会
、
江
副
洋
行
及
び
民
営
煙
草

業
者
の
関
係
者
二
十
三
名
が
一
九
〇
六
年
、
東
京
の
事
務
所
に
集
合
し
て
創
立
総
会
を
開
催
し
、
資
本
金

一
〇
〇
〇
万
円
を
も
っ
て
東
亜
煙
草
会
社
創
立
の
決
議
を
行
っ
た
３
４

。
設
立
の
目
的
は
、
「
大
日
本
帝
国

専
売
局
の
特
許
を
受
け
た
る
煙
草
の
輸
移
出
及
専
売
局
の
命
を
受
け
た
る
煙
草
の
輸
移
出
」
、
「
外
国
に
於

て
煙
草
の
耕
作
製
造
販
売
」
及
び
「
其
他
煙
草
事
業
に
関
す
る
出
資
又
は
経
営
」
で
あ
る
３
５

。
本
社
は
東

京
に
置
か
れ
、
現
地
満
洲
で
は
、
大
連
、
長
春
に
支
店
を
、
営
口
、
遼
陽
、
奉
天
、
安
東
、
鉄
嶺
、
吉
林

な
ど
に
出
張
所
を
設
置
し
、
積
極
的
な
組
織
の
拡
充
を
図
っ
た
３
６

。

②
彷
徨
時
代
（
一
九
一
〇
、
二
〇
年
代
）

一
九
一
〇
年
代
、
日
本
の
帝
国
主
義
的
侵
略
に
対
す
る
中
国
民
衆
の
日
貨
排
斥
運
動
や
、
英
米
煙
草
会

社
の
満
洲
市
場
で
の
積
極
的
な
展
開
、
銀
相
場
の
下
落
な
ど
を
背
景
と
し
て
、
東
亜
煙
草
会
社
の
満
洲
に

お
け
る
勢
力
は
極
め
て
微
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
営
口
工
場
の
設
置
に
伴
い
、
満
洲
に
お
け

る
東
亜
煙
草
会
社
の
販
売
は
大
正
の
初
期
に
好
調
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
も
一
時
的
に
過
ぎ
ず
、
農
村
の
凶

作
、
政
党
軍
閥
の
抗
争
、
銀
相
場
の
暴
落
と
い
う
不
測
の
事
態
が
続
発
し
て
販
売
量
が
激
減
す
る
惨
状
と

な
っ
た
。
し
か
し
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
影
響
を
受
け
、
英
米
煙
草
会
社
は
積
極
性
を
欠
い
て
お
り
、
東

亜
煙
草
会
社
は
こ
の
機
に
乗
じ
て
販
路
拡
張
を
図
る
こ
と
が
で
き
た
。
満
洲
の
み
な
ら
ず
、
華
北
に
お
い

て
も
積
極
的
に
進
出
し
た
。
そ
の
第
一
歩
は
天
津
工
場
の
新
設
で
あ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
の
華
北

煙
草
市
場
は
、
英
米
煙
草
会
社
が
そ
の
主
要
地
盤
を
取
り
仕
切
り
、
こ
れ
に
中
国
民
族
資
本
の
南
洋
兄
弟

煙
草
会
社
が
追
遂
し
て
い
た
。
東
亜
煙
草
会
社
は
た
だ
少
量
の
官
煙
３
７

と
自
社
製
の
煙
草
を
北
京
・
済
南
・

天
津
・
青
島
に
駐
留
の
日
本
軍
と
居
留
民
に
供
給
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
天
津
工
場
の
新
設
に
よ
り
、
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同
社
の
売
行
き
は
好
調
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
東
亜
煙
草
会
社
は
上
海
に
あ
る
イ
タ
リ
ア
人
が
経
営
す
る

オ
リ
エ
ン
ト
煙
草
工
場
を
買
収
し
、
上
海
分
工
場
と
し
た
。
し
か
し
、
一
九
一
〇
年
代
の
末
、
対
華
二
十

一
ヶ
条
の
要
求
に
よ
る
中
国
人
の
日
貨
排
斥
運
動
や
、
大
戦
後
の
英
米
煙
草
会
社
の
市
場
反
攻
な
ど
で
東

亜
煙
草
会
社
の
売
上
は
激
減
し
、
そ
れ
に
銀
価
格
の
暴
落
を
受
け
、
同
社
の
経
営
は
危
機
に
瀕
す
る
ほ
ど

に
追
い
込
ま
れ
た
３
８

。

一
九
二
〇
年
代
、
朝
鮮
煙
草
専
売
制
の
実
施
に
伴
い
、
東
亜
煙
草
会
社
は
主
な
煙
草
原
料
産
地
か
つ
販

売
市
場
で
あ
っ
た
朝
鮮
市
場
を
失
い
、
経
営
の
重
心
を
満
洲
に
移
し
た
。
そ
し
て
、
経
営
を
刷
新
す
る
た

め
、
同
社
は
一
九
二
一
年
、
組
織
と
営
業
規
定
を
改
正
し
、
営
業
の
主
体
を
現
地
中
心
主
義
に
改
め
た
の

で
あ
る
。
本
社
は
従
来
通
り
東
京
に
置
き
、
渉
外
事
務
や
株
券
の
取
り
扱
い
、
会
計
事
務
な
ど
を
管
轄
し

た
が
、
新
た
に
奉
天
に
支
社
を
設
け
、
取
締
役
一
名
を
常
駐
さ
せ
て
各
支
店
の
製
造
並
び
に
販
売
の
実
務

を
指
揮
す
る
こ
と
に
し
た
。
現
地
駐
在
の
取
締
役
は
社
長
の
承
認
を
必
要
と
す
る
事
項
以
外
の
一
切
の
事

務
を
現
地
で
直
接
決
裁
す
る
こ
と
に
し
た
。
特
に
新
製
品
の
考
案
及
び
販
路
の
開
拓
な
ど
、
現
地
の
実
情

を
重
視
す
る
必
要
の
あ
る
事
項
に
つ
い
て
は
現
地
の
権
限
を
強
化
す
る
こ
と
と
し
た
。
一
九
二
二
年
の
第

一
次
奉
直
戦
争
で
、
東
亜
煙
草
会
社
の
販
売
は
激
減
し
、
過
剰
在
庫
の
腐
敗
な
ど
で
大
き
な
損
害
を
蒙
っ

た
が
、
一
九
二
四
年
第
二
次
奉
直
戦
争
で
の
奉
天
派
の
勝
利
に
よ
り
、
奉
天
票
相
場
が
高
騰
し
た
た
め
、

東
亜
煙
草
会
社
の
売
行
は
急
増
し
た
。
同
時
に
華
北
に
お
け
る
東
亜
煙
草
会
社
の
活
動
も
第
二
次
奉
直
戦

争
の
影
響
で
再
び
生
彩
を
取
り
戻
し
た
。
し
か
し
、
一
九
二
五
年
の
五
・
三
〇
運
動
で
起
こ
っ
た
反
英
運

動
は
日
本
業
者
に
も
波
及
し
、
東
亜
煙
草
会
社
の
中
国
本
土
に
お
け
る
販
売
活
動
に
致
命
的
な
打
撃
を
与

え
た
。
ま
た
、
国
民
党
の
北
伐
３
９

と
一
九
二
七
年
日
本
軍
の
山
東
出
兵
を
背
景
に
、
中
国
民
衆
の
反
日
運

動
は
一
層
高
揚
し
た
た
め
、
東
亜
煙
草
会
社
の
商
品
は
華
北
市
場
か
ら
完
全
に
締
め
出
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
後
、
一
九
二
七
年
に
同
社
は
同
業
の
亜
細
亜
煙
草
会
社
４
０

を
合
併
し
、
満
洲
に
お
け
る
最
大

の
日
本
資
本
の
煙
草
事
業
者
と
な
っ
た
４
１

。

③
発
展
時
代
（
一
九
三
〇
、
四
〇
年
代
）

満
洲
国
成
立
以
降
、
操
業
環
境
が
好
転
し
た
一
方
、
一
九
三
二
年
に
満
洲
国
の
関
税
自
主
が
実
施
さ
れ
、

中
国
本
土
か
ら
の
煙
草
は
満
洲
国
に
と
っ
て
外
国
品
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
中
国
本
土
か

ら
の
煙
草
輸
入
が
激
減
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
東
亜
煙
草
会
社
は
売
行
き
を
伸
ば
し
、
英
米
煙
草
会
社

と
の
競
争
も
強
ま
っ
て
い
た
。
一
九
三
七
年
に
満
洲
国
の
治
外
法
権
撤
廃
と
満
鉄
附
属
地
の
移
譲
に
伴
い
、

東
亜
煙
草
会
社
は
満
洲
東
亜
煙
草
株
式
会
社
を
設
置
し
、
本
店
を
奉
天
に
置
き
、
こ
の
新
設
会
社
を
通
じ

て
満
洲
国
内
事
業
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
日
中
戦
争
の
勃
発
と
日
本
の
華
北
占
領
に
伴
い
、

華
北
事
業
へ
の
投
資
が
盛
ん
に
な
り
、
東
亜
煙
草
会
社
は
華
北
東
亜
煙
草
株
式
会
社
を
設
立
し
、
本
店
を
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北
京
に
置
い
て
、
関
内
事
業
を
管
理
さ
せ
た
。
こ
の
期
間
中
、
一
九
三
四
年
に
満
洲
国
の
国
策
法
人
と
し

て
、
満
洲
煙
草
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
た
。
同
社
は
満
洲
東
亜
煙
草
株
式
会
社
と
激
し
く
競
争
を
し
て
い

た
結
果
、
一
九
四
〇
年
に
満
洲
東
亜
煙
草
株
式
会
社
は
満
洲
煙
草
株
式
会
社
の
営
業
と
一
体
化
さ
れ
、
さ

ら
に
一
九
四
四
年
に
完
全
に
合
併
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
日
中
戦
争
勃
発
以
降
、
東
亜
煙
草
会
社
の
事

業
は
、
満
洲
国
内
と
中
国
関
内
に
分
離
さ
れ
た
。
さ
ら
に
満
洲
事
業
の
合
併
に
よ
っ
て
中
国
関
内
で
の
事

業
の
み
は
残
さ
れ
た
。
日
中
戦
争
後
の
一
九
四
八
年
に
、
東
亜
煙
草
会
社
は
解
散
し
た
４
２

。

以
上
は
、
東
亜
煙
草
会
社
の
中
国
進
出
に
対
す
る
概
観
で
あ
る
。
約
四
〇
年
間
、
中
国
に
お
け
る
日
本

資
本
の
煙
草
業
者
の
代
表
と
し
て
、
東
亜
煙
草
会
社
は
幾
度
の
彷
徨
を
経
て
発
展
を
遂
げ
た
が
、
日
本
植

民
地
経
営
の
終
焉
に
伴
い
、
そ
の
幕
を
引
く
こ
と
に
な
っ
た
。

お
わ
り
に

以
上
、
近
代
満
洲
の
煙
草
産
業
に
つ
い
て
、
大
手
煙
草
企
業
の
満
洲
進
出
史
の
概
観
か
ら
も
、
す
で
に

い
く
つ
か
の
特
徴
点
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
第
一
は
言
う
ま
で
も
な
く
国
際
産
業
資
本
が
進
出
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
二
〇
世
紀
に
至
り
、

欧
米
産
業
資
本
は
、
商
品
の
輸
出
と
並
ん
で
資
本
輸
出
を
急
務
と
し
、
煙
草
産
業
に
お
い
て
紙
巻
煙
草
工

場
の
形
態
を
も
っ
て
資
本
投
下
を
開
始
し
た
。
第
二
に
は
、
近
代
満
洲
の
煙
草
産
業
に
お
け
る
大
手
会
社

が
民
間
企
業
で
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
民
族
資
本
の
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
は
勿
論
、
多
国
籍
企
業
の
英

米
煙
草
会
社
も
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
の
民
間
企
業
の
合
併
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
日
本

資
本
の
東
亜
煙
草
会
社
は
満
洲
進
出
に
あ
た
っ
て
日
本
専
売
局
か
ら
一
定
の
支
援
を
受
け
た
が
、
民
間
企

業
と
し
て
出
発
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
三
と
し
て
は
、
英
米
煙
草
会
社
の
よ
う
な
独
占
的
な
外
国
資
本
事

業
者
が
民
族
資
本
と
同
一
平
面
で
激
し
く
競
合
す
れ
ば
、
民
族
資
本
を
衰
退
の
淵
に
追
い
や
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
一
般
的
に
は
、
国
内
産
業
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
外
国
資
本
が
市
場
独
占
を
図
る
こ
と

は
不
可
能
な
は
ず
で
あ
る
が
、
近
代
満
洲
の
煙
草
市
場
に
お
い
て
は
、
外
国
資
本
の
独
占
姿
勢
が
見
ら
れ

る
。

注１

ジ
ョ
ー
ダ
ン
・
グ
ッ
ド
マ
ン
（
著
）
、
和
田
光
弘
・
森
脇
由
美
子
・
久
田
由
佳
子
（
訳
）
『
タ
バ
コ
の
世
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界
史
』
平
凡
社
、
一
九
九
六
年
、
一
二
八
―
一
三
三
頁

２

満
洲
煙
草
統
制
組
合
編
『
満
洲
煙
草
事
業
小
史
』
満
洲
煙
草
統
制
組
合
、
一
九
四
三
年
、
二
八
頁

３

ハ
ワ
ー
ド
・
コ
ッ
ク
ス
（
著
）
、
た
ば
こ
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
（
訳
）
『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ガ
レ
ッ
ト
』

山
愛
書
院
、
二
〇
〇
二
年
、
三
―
八
頁

４

楊
大
金
（
著
）
、
星
忠
太
郎
（
訳
）
『
支
那
の
製
造
工
業
』
商
工
行
政
社
、
一
九
四
〇
年
、
一
七
頁

５

前
掲
『
満
洲
煙
草
事
業
小
史
』
、
一
頁

６

満
洲
国
実
業
部
臨
時
産
業
調
査
局
『
葉
煙
草
、
煙
草
並
に
煙
草
工
業
に
関
す
る
調
査
書
』
満
洲
国
実
業

部
臨
時
産
業
調
査
局
、
一
九
三
七
年
、
八
頁

７

老
晋
隆
洋
行
は
、
一
八
九
〇
年
頃
か
ら
す
で
にM

ustard
&
Com

pany

と
い
う
個
人
商
館
と
し
て
一
般

商
業
に
従
事
す
る
同
時
に
、Am

erican
Tobacco

Com
pany

の
製
品
を
販
売
し
て
い
た
。
一
九
〇
三
年
に

は
ア
メ
リ
カ
の
会
社
に
そ
の
業
務
権
利
を
譲
渡
し
た
。

８

中
国
科
学
院
上
海
経
済
研
究
所
・
上
海
社
会
科
学
院
経
済
研
究
所
編
『
南
洋
兄
弟
煙
草
公
司
史
料
』
上

海
人
民
出
版
社
、
一
九
六
〇
年
、
一
頁
（
原
文
は
中
国
語
）

９

陳
翰
笙
（
著
）
、
水
田
博
（
訳
）
『
産
業
資
本
と
支
那
農
民
』
生
活
社
、
一
九
四
一
年
、
五
頁

１
０

前
掲
『
南
洋
兄
弟
煙
草
公
司
史
料
』
、
一
頁

１
１

外
務
省
通
商
局
編
『
清
国
事
情
』
第
一
輯
、
龍
渓
書
舎
、
一
九
九
六
年
、
三
〇
七
頁

１
２

前
掲
『
満
洲
煙
草
事
業
小
史
』
、
二
八
頁

１
３

秋
林
商
会
は
、
一
八
六
七
年
に
ロ
シ
ア
の
ニ
コ
リ
ス
ク
市
に
小
規
模
な
商
店
と
し
て
設
立
さ
れ
、
ロ
シ

ア
革
命
以
降
、
ハ
ル
ビ
ン
を
唯
一
の
根
拠
地
と
し
て
い
た
。

１
４

ロ
パ
ー
ト
商
会
は
、
一
九
一
三
年
ま
で
個
人
の
小
規
模
な
ロ
シ
ア
式
工
場
で
あ
っ
た
が
、
一
九
一
三
年

に
英
米
煙
草
会
社
よ
り
八
〇
〇
万
圓
の
出
資
を
得
て
整
理
し
、
北
満
洲
の
一
大
勢
力
と
な
っ
た
。

１
５

前
掲
『
満
洲
煙
草
事
業
小
史
』
、
二
九
―
三
一
頁

１
６

大
東
亜
省
編
『
英
米
煙
草
東
亜
進
出
沿
革
史
』
大
東
亜
省
、
一
九
四
四
年
、
一
頁

１
７

英
米
煙
草
会
社
の
ス
タ
ー
ト
は
ア
メ
リ
カ
資
本
を
中
心
に
イ
ギ
リ
ス
人
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
人
の
共
同

出
資
で
あ
っ
た
が
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
は
イ
ギ
リ
ス
人
の
監
管
下
に
あ
っ
た
。

１
８

陳
真
編
『
中
国
近
代
工
業
史
資
料
』
第
四
輯
、
三
聯
書
店
、
一
九
六
六
年
、
九
〇
頁
（
原
文
は
中
国
語
）

１
９

英
米
煙
草
会
社
は
相
次
ぎ
、
一
九
〇
三
年
に
上
海
、
一
九
〇
六
年
に
漢
口
、
一
九
〇
八
年
に
奉
天
に
工

場
を
設
立
し
た
。

２
０

中
国
英
米
煙
草
会
社
の
傘
下
企
業
と
し
て
、
製
造
会
社
や
販
売
会
社
、
包
装
品
会
社
、
印
刷
会
社
、
輸

出
入
会
社
、
葉
煙
草
買
付
会
社
な
ど
、
一
八
社
の
事
業
会
社
が
存
立
し
て
い
た
。
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２
１

前
掲
『
英
米
煙
草
東
亜
進
出
沿
革
史
』
、
四
―
五
頁

２
２

聨
合
煙
草
有
限
会
社
は
一
九
一
九
年
、
香
港
法
に
準
拠
し
奉
天
に
設
立
さ
れ
、
煙
草
の
栽
培
、
製
造
及

び
輸
出
入
に
従
事
し
て
い
た
が
、
一
九
二
四
年
に
満
洲
に
お
け
る
全
企
業
を
大
英
煙
草
会
社
に
譲
渡
・
清

算
し
、
新
た
に
上
海
に
お
い
て
設
立
さ
れ
た
会
社
で
あ
る
。

２
３

前
掲
『
英
米
煙
草
東
亜
進
出
沿
革
史
』
、
二
四
―
四
五
頁

２
４

頣
中
和
煙
草
会
社
は
一
九
三
四
年
、
上
海
に
設
立
さ
れ
た
会
社
で
あ
る
。
そ
の
支
社
は
、
天
津
・
青
島
・

漢
口
・
漢
水
・
香
港
に
あ
り
、
中
国
関
内
に
お
け
る
英
米
煙
草
会
社
の
各
種
煙
草
を
製
造
し
て
い
た
。

２
５

前
掲
『
英
米
煙
草
東
亜
進
出
沿
革
史
』
、
四
六
―
六
八
頁

２
６

前
掲
『
満
洲
煙
草
事
業
小
史
』
、
三
七
頁

２
７

前
掲
『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ガ
レ
ッ
ト
』
、
二
三
〇
―
二
三
一
頁

２
８

簡
照
南
は
一
七
歳
の
時
、
叔
父
の
簡
銘
石
に
随
っ
て
香
港
の
「
巨
隆
陶
磁
店
」
に
行
き
商
売
を
学
ん
だ
。

そ
の
後
、
彼
は
日
本
に
あ
る
「
巨
隆
陶
磁
店
」
の
支
店
で
働
く
こ
と
に
な
っ
た
。

２
９

英
米
煙
草
会
社
は
一
九
〇
七
年
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
の
商
品
「
白
鶴
」
の
包
装
紙
の
色
が
、
当
時
売

行
き
の
よ
か
っ
た
英
米
煙
草
会
社
の
「
玫
瑰
」
に
似
て
い
る
と
し
、
商
標
の
盗
用
だ
と
し
て
訴
え
て
、
二

〇
〇
〇
点
あ
ま
り
の
商
品
を
焼
却
処
分
に
し
た
。
翌
年
一
九
〇
八
年
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
の
商
品
「
双

喜
」
が
英
米
煙
草
会
社
の
「
三
砲
台
」
に
似
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
販
売
停
止
を
求
め
た
。

３
０

前
掲
『
南
洋
兄
弟
煙
草
公
司
史
料
』
、
三
―
五
頁

３
１

主
要
な
攻
撃
は
合
併
問
題
と
簡
照
南
の
国
籍
問
題
で
あ
る
。
合
併
問
題
は
、
英
米
煙
草
会
社
の
南
洋
兄

弟
煙
草
会
社
に
対
す
る
揺
さ
ぶ
り
で
あ
る
。
一
九
一
四
年
、
一
九
一
七
年
と
一
九
二
二
年
の
三
度
は
あ
っ

た
が
、
す
べ
て
実
現
で
き
な
か
っ
た
。
一
方
、
国
籍
問
題
に
つ
い
て
、
簡
照
南
は
日
本
で
海
運
業
を
営
む

際
に
、
公
海
航
行
許
可
証
を
得
る
た
め
に
、
日
本
国
籍
を
獲
得
し
、
松
本
照
南
と
名
乗
っ
て
い
た
と
い
わ

れ
る
。
そ
の
後
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
と
英
米
煙
草
会
社
と
の
競
争
過
程
中
、
英
米
煙
草
会
社
は
排
日
運

動
を
機
に
、
簡
照
南
の
国
籍
問
題
を
利
用
し
て
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
を
強
く
攻
撃
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
は
操
業
・
取
引
停
止
の
処
分
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

３
２

前
掲
『
南
洋
兄
弟
煙
草
公
司
史
料
』
、
七
―
一
四
〇
頁

３
３

同
右
、
四
九
七
―
六
四
七
頁

３
４

水
之
江
殿
之
『
東
亜
煙
草
社
と
と
も
に

―
民
営
煙
草
会
社
に
捧
げ
た
半
生
の
記
録
―
』
丸
善
出
版
、

一
九
八
二
年
、
一
―
九
頁

３
５

大
連
商
工
会
議
所
編
『
満
洲
銀
行
会
社
年
鑑
』
大
連
商
工
会
議
所
、
一
九
三
七
年
、
七
四
五
頁

３
６

前
掲
『
東
亜
煙
草
社
と
と
も
に

―
民
営
煙
草
会
社
に
捧
げ
た
半
生
の
記
録
―
』
、
一
六
頁
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３
７

官
煙
と
は
、
日
本
煙
草
専
売
局
製
造
の
煙
草
で
あ
る
。

３
８

前
掲
『
東
亜
煙
草
社
と
と
も
に

―
民
営
煙
草
会
社
に
捧
げ
た
半
生
の
記
録
―
』
、
一
九
―
六
二
頁

３
９

辛
亥
革
命
後
の
軍
閥
割
拠
状
態
に
な
っ
た
中
国
に
お
い
て
、
孫
文
や
蒋
介
石
指
導
の
国
民
党
に
よ
る
全

国
統
一
を
目
指
し
て
戦
わ
れ
た
北
京
政
府
や
各
地
軍
閥
と
の
戦
争
で
あ
る
。
特
に
、
一
九
二
六
年
か
ら
一

九
二
八
年
の
も
の
を
指
す
こ
と
が
多
い
。

４
０

亜
細
亜
煙
草
会
社
は
一
九
一
九
年
、
中
国
に
お
け
る
各
種
煙
草
製
造
販
売
、
葉
煙
草
の
栽
培
及
び
買
付
、

材
料
品
の
製
造
販
売
を
目
的
と
し
、
資
本
金
一
〇
〇
〇
万
円
で
上
海
に
設
立
さ
れ
た
日
本
資
本
の
事
業
者

で
あ
る
。

４
１

前
掲
『
東
亜
煙
草
社
と
と
も
に

―
民
営
煙
草
会
社
に
捧
げ
た
半
生
の
記
録
―
』
、
六
九
―
一
〇
七
頁

４
２

鈴
木
邦
夫
編
『
満
州
企
業
史
研
究
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
、
六
一
五
―
六
二
〇
頁
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第
二
章

近
代
満
洲
に
お
け
る
葉
煙
草
栽
培
地
域
と
そ
の
農
業
経
営

は
じ
め
に

本
章
で
は
、
近
代
満
洲
に
お
け
る
葉
煙
草
栽
培
に
よ
る
農
業
経
営
実
態
の
変
革
を
解
明
す
る
こ
と
を
課

題
と
す
る
。

紙
巻
煙
草
が
は
じ
め
て
満
洲
に
移
入
さ
れ
た
の
は
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

ま
も
な
く
煙
草
製
造
工
業
が
勃
興
し
た
１

。
こ
の
た
め
、
紙
巻
煙
草
の
原
料
と
し
て
最
も
多
く
使
用
さ
れ

て
い
る
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
の
現
地
栽
培
が
必
要
と
な
り
、
一
九
一
五
年
に
満
鉄
が
そ
の
試
験
栽
培
を
始

め
た
。
満
洲
国
建
国
後
、
満
洲
国
内
の
自
給
自
足
や
日
本
の
不
足
資
源
の
供
給
を
図
る
た
め
、
葉
煙
草
の

栽
培
が
産
業
開
発
五
ヶ
年
計
画
の
農
産
部
門
に
織
り
込
ま
れ
、
め
ざ
ま
し
い
発
展
を
遂
げ
た
。
し
か
し
、

近
代
満
洲
に
お
け
る
葉
煙
草
の
栽
培
、
特
に
栽
培
農
家
の
農
業
経
営
の
具
体
像
を
究
明
す
る
作
業
は
資
料

的
制
約
も
あ
っ
て
不
十
分
で
あ
り
、
ま
だ
多
く
の
研
究
結
果
を
生
む
に
至
っ
て
い
な
い
。
管
見
の
か
ぎ
り
、

近
年
で
は
満
洲
葉
煙
草
栽
培
に
関
す
る
研
究
は
、
柴
田
善
雅
（
二
〇
一
三
）
と
山
本
晴
彦
（
二
〇
〇
九
）

の
研
究
成
果
以
外
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
し
て
、
柴
田
の
研
究
は
葉
煙
草
栽
培
の
普
及
と
政
策
面
の
分

析
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
２

、
山
本
は
葉
煙
草
の
試
験
研
究
と
栽
培
技
術
の
変
遷
過
程
を
考
察
し
た
３

。
両
研

究
は
葉
煙
草
栽
培
農
家
の
経
営
実
態
に
関
し
て
、
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
。

一
方
、
満
洲
に
お
け
る
葉
煙
草
栽
培
に
関
す
る
研
究
状
況
と
異
な
り
、「
第
二
の
満
洲
国
」
４

と
言
わ
れ

て
い
る
華
北
に
お
け
る
葉
煙
草
の
栽
培
を
め
ぐ
る
論
争
は
盛
ん
で
あ
る
。
ま
ず
、
吉
田
浤
一
は
、
山
東
省

の
葉
煙
草
栽
培
に
つ
い
て
、
中
農
層
の
根
強
い
存
続
が
富
農
へ
の
生
産
集
中
を
妨
げ
、
農
民
層
分
解
を
緩

慢
化
さ
せ
る
が
、
小
経
営
を
維
持
し
た
ま
ま
農
民
が
労
働
者
へ
接
近
し
て
、
こ
れ
を
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
発
展

の
下
層
経
営
に
お
け
る
表
れ
で
あ
る
と
見
て
、
農
業
に
お
け
る
資
本
主
義
化
の
可
能
性
を
力
説
し
た
５

。

吉
田
説
に
対
し
て
、
内
山
雅
生
は
葉
煙
草
生
産
農
家
の
実
態
を
、「
貧
農
型
経
営
・
飢
餓
販
売
的
商
業
的
農

業
」
と
指
摘
し
、
商
人
・
高
利
貸
資
本
の
活
動
が
富
農
的
経
営
農
民
の
拡
大
を
阻
止
し
、
農
民
の
相
対
的

貧
窮
化
を
促
進
し
た
と
見
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
の
可
能
性
を
否
定
し
た
６

。
ま
た
、
吉
田
と
内
山
の

捉
え
方
を
と
も
に
批
判
し
た
深
尾
葉
子
は
葉
煙
草
栽
培
に
つ
い
て
、
英
米
ト
ラ
ス
ト
と
生
産
農
民
と
の
関

係
性
を
、
旧
来
の
生
産
財
貸
与
に
よ
る
農
民
と
の
販
売
契
約
及
び
負
債
に
よ
る
商
品
生
産
へ
の
一
方
的
な

巻
き
込
み
と
見
た
７

。
こ
れ
ら
の
研
究
は
す
べ
て
山
東
省
の
葉
煙
草
栽
培
を
対
象
と
し
た
も
の
で
、
葉
煙
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草
栽
培
を
受
容
し
た
社
会
、
あ
る
い
は
農
業
生
産
に
関
す
る
農
民
の
存
在
形
態
と
農
業
経
営
の
変
質
、
葉

煙
草
買
付
会
社
の
産
地
戦
略
と
い
う
幾
多
の
面
か
ら
論
議
を
行
っ
て
き
た
。

本
章
は
こ
う
し
た
研
究
現
状
を
踏
ま
え
、
南
満
洲
の
葉
煙
草
栽
培
地
の
鳳
城
県
石
城
村
呉
家
屯
・
復
県

祥
隆
村
姜
屯
・
錦
県
大
勝
村
二
郎
洞
屯
（
以
下
は
単
に
県
名
を
用
い
る
）
を
事
例
と
し
て
、
米
国
種
黄
色

葉
煙
草
栽
培
農
家
の
あ
り
よ
う
を
究
明
し
、
商
品
作
物
で
あ
る
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
の
導
入
に
よ
る
近
代

満
洲
農
村
社
会
と
農
業
経
営
の
変
革
を
検
討
す
る
。
さ
ら
に
、
華
北
に
お
け
る
葉
煙
草
の
農
業
経
営
と
の

比
較
を
通
し
て
、
近
代
満
洲
葉
煙
草
栽
培
の
地
域
的
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。
な
お
、
事
例
検
討
に
あ
た

り
、
本
章
で
主
と
し
て
用
い
た
デ
ー
タ
は
一
九
四
一
年
～
一
九
四
二
年
頃
に
か
け
て
、
南
満
洲
葉
煙
草
栽

培
地
域
で
実
施
さ
れ
た
経
済
調
査
の
報
告
書
８

で
あ
る
。
こ
の
調
査
は
家
族
・
耕
地
・
雇
用
関
係
・
農
業

生
産
な
ど
に
つ
い
て
の
調
査
で
、
そ
の
結
果
が
数
値
の
み
な
ら
ず
、
記
述
資
料
も
あ
り
、
そ
こ
か
ら
当
時

の
葉
煙
草
栽
培
農
村
・
農
民
の
生
活
実
態
に
よ
り
詳
し
く
迫
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

第
一
節

米
国
種
黄
色
葉
煙
草
の
普
及
過
程

日
露
戦
争
以
後
、
文
化
の
向
上
に
よ
り
煙
管
煙
草
か
ら
紙
巻
煙
草
へ
需
要
が
転
換
し
た
た
め
、
外
国
か

ら
の
輸
入
葉
煙
草
は
急
増
し
た
。
し
か
し
、
輸
入
葉
煙
草
は
コ
ス
ト
が
高
い
の
み
な
ら
ず
、
安
定
性
も
確

保
で
き
な
い
た
め
、
原
料
の
現
地
生
産
が
必
要
と
な
っ
た
。
一
九
一
五
年
に
満
鉄
の
公
主
嶺
農
事
試
験
場

に
お
い
て
、
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
に
関
す
る
試
作
が
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
は

満
洲
に
導
入
さ
れ
た
９

。

そ
の
後
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
る
巻
煙
草
原
料
不
足
を
背
景
に
、
一
九
一
七
年
に
は
栽
培
地
調
査
が

行
わ
れ
た
。
調
査
の
結
果
、
気
候
や
土
質
な
ど
の
条
件
で
安
奉
線
の
鳳
凰
城
と
連
京
線
の
得
利
寺
は
最
適

地
と
判
断
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
地
方
に
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
栽
培
の
試
作
場
が
設
置
さ
れ
た
１
０

。
こ
れ
ら
の

試
作
場
の
設
置
は
、
む
し
ろ
栽
培
試
験
場
と
い
う
よ
り
民
間
に
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
を
普
及
さ
せ
る
た
め

の
一
手
段
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
二
一
年
、
朝
鮮
に
お
け
る
煙
草
専
売
制
の
実
施
に
伴
っ
て
、
東

亜
煙
草
会
社

は
主
な
煙
草
原
料
供
給
地
か
つ
販
売
市
場
で
あ
っ
た
朝
鮮
市
場
を
失
い
、
経
営
の
重
心
を
満

洲
に
移
し
た
１
１

。
こ
の
よ
う
に
、
現
地
で
の
煙
草
原
料
を
確
保
す
る
た
め
、
満
鉄
は
「
栽
培
技
術
者
を
招

聘
し
て
耕
作
の
改
善
、
収
穫
の
方
法
、
移
輸
包
装
の
改
良
、
資
金
の
調
達
又
は
販
売
の
指
導
等
に
付
、
研

究
の
歩
を
進
め
」
１
２

る
こ
と
や
、
「
特
定
農
村
を
選
出
し
、
縣
補
助
の
下
に
耕
作
を
行
は
し
め
、
苗
床
設

定
、
栽
培
、
乾
燥
、
調
理
乾
燥
室
及
調
理
室
の
建
設
或
は
改
造
等
の
諸
技
術
」
１
３

指
導
を
行
う
こ
と
な
ど
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の
積
極
的
な
奨
励
活
動
を
行
っ
た
。
一
九
三
七
年
ま
で
に
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
の
栽
培
地
域
は
熱
河
省
、

錦
州
省
、
奉
天
省
、
四
平
省
各
省
の
北
部
か
ら
吉
林
省
の
南
部
を
経
て
間
島
省
を
つ
な
ぐ
線
よ
り
南
の
広

大
な
地
域
に
伸
び
、
拡
大
し
た
。
そ
の
中
で
、
大
産
地
は
関
東
州
に
隣
接
す
る
奉
天
省
復
県
、
安
東
省
荘

河
県
な
ど
の
各
県
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
渤
海
、
黄
海
に
沿
う
地
方
は
優
良
産
地
と
し
て
葉
煙
草
を
栽
培

し
て
い
る
１
４

。
ま
た
、
試
験
場
と
し
て
の
安
東
省
鳳
凰
城
の
み
な
ら
ず
、
寬
甸
、
岫
巖
に
も
大
面
積
の
米

国
種
黄
色
葉
煙
草
の
栽
培
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
ほ
か
、
奉
天
省
の
鞍
山
、
復
縣
、
海
城
、
蓋
平
、
海
竜
、

錦
州
省
の
錦
州
、
興
城
、
黒
山
、
朝
陽
、
錦
西
、
熱
河
省
の
承
徳
で
も
続
々
と
耕
作
は
始
ま
っ
た
１
５

。
こ

の
よ
う
に
、
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
の
栽
培
は
普
及
し
、
そ
の
耕
作
実
績
は
表

2
―
1
の
と
お
り
で
あ
る
。

表

2
―
1
で
は
、
一
九
二
四
年
に
至
る
時
期
に
、
満
洲
に
お
け
る
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
の
生
産
地
は
、

鳳
凰
城
と
得
利
寺
と
の
両
地
方
の
み
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
満
洲
に
お
い
て
は
、
米
国
種
黄
色
葉
煙
草

の
栽
培
が
適
し
な
い
と
最
初
に
認
め
ら
れ
た
た
め
、
わ
ず
か
に
二
、
三
地
方
に
お
け
る
特
殊
産
物
と
し
て

栽
培
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
二
四
年
よ
り
一
九
四
二
年
に
至
る
時
期
に
、
葉
煙
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草
の
耕
作
面
積
は
大
幅
に
増
加
し
た
。
一
九
二
四
年
の
一
九
二
町
よ
り
一
九
四
二
年
の
一
万
八
七
三
二
・

六
町
に
、
約
百
倍
以
上
の
増
加
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
期
間
中
に
、
一
九
三
四
年
と
一
九
三
九
年
の
二
度
の

激
増
が
あ
っ
た
。
一
九
三
四
年
度
の
増
産
は
政
策
面
に
よ
る
影
響
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
満
洲
国
成

立
以
降
、
近
代
国
家
と
し
て
の
機
構
整
備
や
日
満
経
済
ブ
ロ
ッ
ク
の
確
立
に
伴
い
、
一
九
三
三
年
一
二
月

に
「
満
洲
煙
草
の
改
良
増
殖
計
画
案
」
が
決
定
さ
れ
、
葉
煙
草
の
栽
培
を
奨
励
し
た
１
６

。
そ
し
て
、
「
生

産
葉
煙
草
の
販
売
確
立
」
を
も
っ
て
産
出
葉
煙
草
の
全
額
買
収
が
決
定
さ
れ
た
１
７

。
さ
ら
に
、
一
九
三
四

年
五
月
に
「
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
増
殖
十
ヶ
年
計
画
」
が
ま
と
め
ら
れ
、
栽
培
施
設
の
充
実
や
、
栽
培
者

へ
の
資
金
供
給
、
指
導
員
の
派
遣
、
耕
作
組
合
の
組
織
化
な
ど
を
掲
げ
て
い
た
１
８

。
一
方
、
一
九
三
九
年

度
の
増
産
は
国
際
環
境
の
変
化
に
よ
る
影
響
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
日
中
戦
争
の
勃
発
で
従
来
原
料

葉
煙
草
の
主
要
供
給
地
で
あ
る
山
東
地
方
に
も
戦
火
が
広
が
っ
た
こ
と
や
、
国
際
情
勢
の
変
化
に
よ
る
ア

メ
リ
カ
や
ほ
か
の
供
給
地
か
ら
の
供
給
も
期
待
し
え
な
い
状
況
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
自
給
自
足
が
余

儀
な
く
さ
れ
た
。
耕
作
面
積
の
ほ
か
、
生
産
量
も
一
九
二
四
年
の
二
〇
四
九
万

kg
よ
り
一
九
四
二
年
の
約

一
九
億

kg
と
、
約
二
百
倍
に
増
産
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
鞍
山
地
方
を
加
え
、
三
地
方
の
耕
作
面
積

は
総
面
積
の
半
分
以
上
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
ほ
か
の
地
域
に
お
け
る
耕
作
面
積
は
相
対
的
に
小

さ
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

第
二
節

葉
煙
草
生
産
上
の
特
徴
と
そ
の
普
及
形
態

一
、
葉
煙
草
生
産
上
の
特
徴

葉
煙
草
の
生
産
過
程
は
栽
培
と
乾
燥
・
調
理
の
二
部
分
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
葉
煙
草

栽
培
農
家
に
と
っ
て
、
葉
煙
草
を
乾
燥
・
調
理
す
る
乾
燥
室
と
調
理
室
を
準
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ

は
、
葉
煙
草
栽
培
上
の
一
つ
目
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
乾
燥
室
は
葉
煙
草
乾
燥
以
外
に
ほ
と
ん
ど
利

用
価
値
が
な
い
。
な
お
、
そ
の
乾
燥
に
は
少
な
く
と
も
燃
料
と
し
て
の
石
炭
が
消
費
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
１
９

。
葉
煙
草
の
生
産
は
乾
燥
室
を
絶
対
的
に
必
要
と
す
る
た
め
、
農
舎
費
や
材
料
費
な
ど
の
経
営
費

の
増
加
も
必
然
で
あ
る
。
こ
れ
の
み
な
ら
ず
、
満
洲
に
お
い
て
は
乾
燥
室
の
建
築
規
模
は
厳
し
く
制
限
さ

れ
て
い
る
。
乾
燥
室
の
能
力
に
そ
の
上
限
が
付
さ
れ
る
と
同
時
に
、
一
定
面
積
以
上
と
い
う
下
限
も
強
要

さ
れ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
満
洲
の
乾
燥
室
は
六
坪
建
て
の
も
の
が
標
準
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
六

坪
建
て
の
乾
燥
室
の
能
力
は
一
陌
（
＝
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
位
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
一
棟
の
乾
燥
室
を
設
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備
し
て
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
陌
以
上
の
葉
煙
草
の
栽
培
は
不
可
能
と
な
る
。
同
様
に
、
一
陌
以
下
の
葉
煙

草
栽
培
は
乾
燥
室
の
能
力
を
充
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
最
小
に
し
て
も
一

陌
の
煙
草
栽
培
が
強
要
さ
れ
る
。
し
か
も
、
乾
燥
室
を
共
有
す
る
こ
と
は
多
く
の
不
便
が
あ
る
た
め
、
葉

煙
草
栽
培
農
家
一
戸
に
対
し
て
乾
燥
室
一
棟
を
設
備
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
２
０

。
そ
れ
に
応
じ
て
、
葉
煙

草
の
栽
培
面
積
を
一
陌
以
上
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
が
経
営
面
積
一
陌
以
下

の
零
細
農
家
を
葉
煙
草
栽
培
か
ら
除
外
し
て
し
ま
う
と
い
う
結
果
を
招
来
し
た
原
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

二
つ
目
の
特
徴
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
は
労
働
集
約
的

作
物
で
あ
る
と
同
時
に
、
資
本
集
約
的
作
物
で
も
あ
る
。
満
洲
の
葉
煙
草
生
産
過
程
は
三
月
か
ら
九
月
に

か
け
て
、
約
半
年
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
半
年
に
は
、
葉
煙
草
生
産
陌
当
た
り
所
要
労
働
力
は
表

2
―
2

表 　葉煙草生産農家の農業経営費内訳（1陌平均）

費目

鳳城 錦県 復県 普通作を とする場合

煙草
（圓）

普通作
（圓）

煙草
（圓）

普通
（圓）

煙草
（圓）

普通
（圓）

鳳城 錦県 復県

農舎費

農機具

畜力費

肥料費

材料費

種苗費

交易費

利子

公租公課

計

出所：前掲『満葉調査資料第六号』 頁より作成。

2-3
100

43.53 5.36 46.18 1.88 47.13 2.29 813.10 245.60 206.20 
24.50 13.70 35.45 9.23 19.13 9.30 178.80 384.00 205.70 
61.30 60.29 62.74 54.11 77.35 72.96 101.70 115.90 106.00 

375.95 53.90 344.88 23.23 314.08 52.69 697.50 484.60 596.00 
171.48 - 238.48 - 139.92 - - - -

- 6.80 - 4.40 - 8.41 - - -
156.02 - 100.77 - 105.47 - - - -

5.36 - 25.86 - 6.74 - - - -
8.91 8.90 15.21 15.23 13.63 13.85 100.00 100.00 100.00 

847.05 148.95 869.57 108.08 723.55 159.50 568.70 804.60 453.60 
75
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の
と
お
り
で
あ
る
。
表

2
―
2
を
み
る
と
、
葉
煙
草
生
産
一
陌
当
た
り
の
所
要
労
働
力
は
普
通
作
物
の
所

要
労
働
力
よ
り
は
る
か
に
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
具
体
的
に
は
、
鳳
城
に
お
い
て
葉
煙
草
生
産
に
一
陌
あ

た
り
所
要
労
働
力
は
普
通
作
物
の
七
・
三
九
倍
、
錦
県
に
お
い
て
は
八
・
七
八
倍
、
復
県
に
お
い
て
は
六
・

三
九
倍
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
数
字
の
み
か
ら
み
て
も
、
葉
煙
草
生
産
の
労
働
集
約
的
性
質
が
わ
か
る
。
労

働
力
の
み
な
ら
ず
、
経
営
費
に
お
い
て
も
普
通
作
物
に
比
較
し
て
、
葉
煙
草
は
多
量
の
資
金
を
必
要
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
表

2
―
3
は
そ
の
経
営
費
を
示
し
て
い
る
。

表

2
―
3
か
ら
見
る
と
、
雇
用
労
働
費
以
外
の
経
営
費
の
中
に
、
葉
煙
草
栽
培
に
は
種
苗
費
の
支
出
が

な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
ひ
と
え
に
政
府
の
奨
励
政
策
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
満
洲
産
業
開
発
五
ヶ

年
計
画
の
第
二
年
度
に
、「
優
良
種
子
の
無
償
配
布
」
２
１

と
い
う
積
極
的
奨
励
が
採
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
か
わ
り
、
巨
額
の
材
料
費
と
販
売
手
数
料
及
び
負
債
利
子
が
あ
り
、
こ
れ
が
普
通
作
物
に
は
見
ら
れ

な
い
支
出
で
あ
る
。
満
洲
に
お
い
て
は
、
従
来
普
通
作
物
の
栽
培
は
「
直
播
法
」
と
い
う
耕
作
法
を
試
み

し
て
い
た
が
、
葉
煙
草
栽
培
の
常
道
は
「
移
植
法
」
と
い
う
耕
作
方
法
で
あ
る
２
２

。
こ
の
「
移
植
法
」
は
、

苗
床
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
苗
床
用
の
釘
は
購
入
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
葉
煙

草
乾
燥
作
業
に
必
要
と
す
る
石
炭
や
石
油
な
ど
の
材
料
費
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
葉
煙
草
の
販
売
は

合
作
社
経
営
の
交
易
場
を
通
じ
る
の
が
原
則
で
あ
る
た
め
、
販
売
価
格
の
一
％
が
徴
収
さ
れ
る
普
通
作
物

に
対
し
て
、
葉
煙
草
の
販
売
手
数
料
２
３

は
販
売
価
格
の
七
％
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
葉
煙
草
の
交
易
費
に

対
す
る
支
出
は
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
葉
煙
草
栽
培
に
は
、
葉
煙
草
乾
燥
用
の
乾
燥
室
が
必

須
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
の
乾
燥
室
の
建
築
に
は
相
当
の
資
金
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
合
作
社
か
ら
の
貸

付
が
必
要
と
な
る
。
負
債
利
子
の
大
部
分
は
乾
燥
室
の
建
築
の
た
め
に
合
作
社
か
ら
借
り
入
れ
た
資
金
に

対
す
る
利
子
で
あ
る
２
４

。

経
営
費
に
お
け
る
共
通
項
目
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
農
舎
費
の
ほ
と
ん
ど
は
葉
煙
草
の
た
め
に
使
わ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
農
機
具
費
に
お
い
て
葉
煙
草
は
普
通
作
物
の
約
二
倍
、
肥
料
費
に
お
い
て
約
五
、
六
倍

で
あ
る
。
農
舎
は
普
通
作
物
を
栽
培
す
る
一
般
農
家
の
農
業
経
営
に
は
穀
物
並
び
に
農
具
な
ど
を
保
存
す

る
倉
庫
と
、
役
畜
及
び
家
畜
を
飼
養
す
る
畜
舎
が
農
業
用
の
建
物
と
し
て
必
要
で
あ
る
が
、
葉
煙
草
栽
培

農
家
は
こ
れ
以
外
に
葉
煙
草
を
乾
燥
す
る
乾
燥
室
と
、
葉
煙
草
を
貯
蔵
す
る
、
ま
た
は
選
別
し
て
包
装
す

る
調
理
室
の
設
備
が
絶
対
的
に
必
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
農
舎
費
の
ほ
と
ん
ど
は
葉
煙
草
に
使
わ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
葉
煙
草
は
販
売
さ
れ
る
と
き
、
等
級
２
５

を
付
け
ら
れ
、
上
等
葉
と
下
等
葉
と
の
間
に
価
格

の
大
き
な
開
き
が
あ
る
た
め
、
栽
培
に
化
学
肥
料
を
購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
来
満
洲
に
行
わ
れ

て
い
る
農
耕
法
は
漢
人
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
方
法
は
輪
作
を
基
準
と
し
た
い
わ
ゆ
る
粗

放
的
な
有
畜
農
業
で
あ
る
。
従
っ
て
、
普
通
作
物
栽
培
に
施
用
さ
れ
て
い
る
肥
料
に
は
、
役
畜
そ
の
ほ
か
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家
畜
類
の
糞
を
主
体
と
し
た
在
来
肥
料
が
多
く
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
極
め
て
少
な
い
特
徴
が
あ
る
２
６

。

こ
の
た
め
、
購
入
肥
料
の
ほ
と
ん
ど
は
葉
煙
草
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
葉
煙
草
の
栽

培
に
よ
っ
て
農
家
の
農
業
支
出
が
増
加
し
た
の
で
あ
る
。

三
つ
目
の
特
徴
と
し
て
、
小
作
料
の
現
金
前
払
い
を
見
逃
し
て
は
い
け
な
い
。
近
代
満
洲
で
は
、
小
作

料
の
形
態
は
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
。
定
額
物
納
は
も
っ
と
も
普
及
し
て
い
る
小
作
制
度
で
、
農
業
資
財

を
全
部
小
作
農
が
負
担
す
る
ほ
か
、
小
作
料
が
地
主
・
小
作
の
双
方
に
よ
っ
て
協
定
さ
れ
、
収
穫
豊
凶
の

影
響
を
受
け
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
金
納
は
大
都
市
の
附
近
、
集
団
地
主
及
び
商
品
作
物
区
域

に
お
い
て
盛
ん
に
行
わ
れ
、
貨
幣
に
よ
っ
て
小
作
料
を
支
払
う
と
い
う
点
を
除
け
ば
、
定
額
物
納
と
本
質

的
な
差
が
な
い
２
７

。
満
洲
に
お
い
て
も
定

額
物
納
は
最
も
一
般
的
な
形
態
で
あ
る

が
、
普
通
作
物
に
比
べ
、
満
洲
葉
煙
草
栽

培
に
お
い
て
は
小
作
料
の
現
金
前
払
い

が
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
葉

煙
草
が
特
用
作
物
で
あ
り
、
商
品
化
の
み

を
目
的
と
し
て
、
危
険
負
担
ま
た
は
投
機

的
性
質
が
あ
る
た
め
、
小
作
料
の
現
金
前

払
い
が
行
わ
れ
て
い
る
２
８

と
い
う
。

二
、
葉
煙
草
の
普
及
形
態
と
そ
の
生
産
主

体
葉
煙
草
の
栽
培
が
自
然
的
立
地
条
件

に
よ
っ
て
南
満
洲
に
集
中
し
て
い
る
こ

と
は
第
一
節
で
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
そ

の
生
産
主
体
は
い
か
な
る
階
層
の
農
家

で
あ
る
か
を
本
項
で
究
明
し
た
い
。

表

2
―
4
と
表

2
―
5
は
葉
煙
草
栽

培
の
普
及
形
態
を
示
し
て
い
る
。
表

2
―

4
か
ら
み
る
と
、
い
ず
れ
の
地
方
に
お
い

て
も
、
葉
煙
草
栽
培
農
家
一
戸
当
た
り
の

表 　　葉煙草栽培の普及形態Ⅰ2-4
区別 一般農家 葉煙草農家 調査地合計

調査地 鳳城 錦県 復県 鳳城 錦県 復県 鳳城 錦県 復県

戸数

農家人口

男

女

計

一戸当平
均人口

男

女

計

比率（％）

注：( )比率＝葉煙草農家／調査地農家合計× 　　　　　　　        

( )一般農家は葉煙草栽培農家以外の農家である。

出所：前掲『満葉調査資料第六号』 頁より作成

24.0 81.0 17.0 7.0 6.0 12.0 31.0 87.0 29.0 
62.0 228.0 53.0 34.0 43.0 75.0 96.0 271.0 133.0 
64.0 220.0 54.0 30.0 47.0 30.0 94.0 267.0 134.0 

126.0 443.0 112.0 64.0 90.0 155.0 190.0 538.0 267.0 
2.6 2.8 3.4 4.9 7.2 6.3 3.1 3.1 4.6 
2.7 2.7 3.2 4.3 7.8 6.7 3.0 3.1 4.6 
5.3 5.5 6.6 9.2 15.0 13.0 6.1 6.2 9.2 

- - - - -22.6 6.9 41.4 -
1 100

2
3
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平
均
人
口
は
一
般
農
家

よ
り
は
る
か
に
多
か
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

し
て
、
葉
煙
草
栽
培
農

家
戸
数
は
調
査
地
総
戸

数
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
二

二
・
六
％
、
六
・
九
％
、

四
一
・
四
％
を
占
め
て

い
る
。
つ
ま
り
、
葉
煙

草
栽
培
農
家
は
総
戸
数

の
半
分
以
下
し
か
な
い

の
で
あ
る
。
特
に
、
錦

県
に
お
い
て
、
葉
煙
草

栽
培
農
家
は
総
戸
数
の

わ
ず
か
六
・
九
％
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
葉
煙
草
生
産
上
の

特
徴
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
錦
県
は
満
洲
事
変

以
前
、
軍
閥
の
根
拠
地
で
あ
り
、
満
洲
事
変
後
は
錦
州
市
を
中
心
と
し
て
急
激
に
発
展
し
た
近
代
産
業
の

影
響
を
受
け
て
農
村
内
部
の
階
層
分
化
が
進
み
、
多
数
の
不
在
地
主
が
発
生
し
、
多
数
の
農
民
は
土
地
を

全
然
持
っ
て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
わ
ず
か
な
土
地
し
か
持
っ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
錦
県
に
お
い
て
、

農
業
の
経
営
規
模
は
ほ
か
の
調
査
地
よ
り
一
層
零
細
で
あ
る
。
零
細
経
営
の
農
家
は
「
一
陌
の
下
限
」
に

制
約
さ
れ
、
葉
煙
草
栽
培
か
ら
除
外
さ
れ
た
。

ま
た
、
表

2
―
5
に
お
け
る
作
物
別
作
付
面
積
の
比
率
を
比
較
す
る
と
、
各
地
方
を
通
じ
る
傾
向
と
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
主
要
食
糧
作
物
（
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
高
梁
、
大
豆
、
粟
）
が
多
く
作
付
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
葉
煙
草
作
付
面
積
の
調
査
地
耕
種
総
面
積
に
対
す
る
比
率
は
鳳
城

に
お
い
て
二
九
％
で
第
二
位
、
錦
県
に
お
い
て
四
％
で
第
五
位
、
復
県
に
お
い
て
一
六
％
で
第
二
位
で
あ

る
。
こ
の
中
、
錦
県
に
お
い
て
葉
煙
草
の
作
付
面
積
は
わ
ず
か
四
％
で
あ
る
が
、
同
じ
く
特
用
作
物
と
し

て
の
綿
花
が
相
当
な
面
積
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
錦
県
は
ほ
か
の
調
査
地
と
異
な
り
、

表 - 　　葉煙草栽培の普及形態Ⅱ

作物別
鳳城 錦県 復県

面積（畝） ％ 面積（畝） ％ 面積（畝） ％

煙草

包米

高梁

大豆

粟

綿花

黍

鮮爪

蔬菜

小豆

稗

落花生

甘藷

緑豆

ソバ

ケナフ

計

出所：前掲『満葉調査資料第六号』 頁より作成

2 5

137.00 29.00 71.00 4.00 203.00 16.00 
189.10 41.00 30.00 1.50 381.50 31.00 
48.00 11.00 854.75 42.00 127.00 10.00 
19.00 4.00 256.75 13.00 44.00 4.00 
24.00 5.00 403.00 20.00 156.00 13.00 

- - 269.00 13.00 - -
- - 41.50 2.00 93.00 8.00 

4.50 1.00 30.00 1.50 - -
22.20 5.00 61.00 3.00 20.30 2.00 
6.00 1.00 - - - -
5.00 1.00 - - - -

10.00 2.00 - - 122.00 10.00 
- - - - 16.50 1.00 
- - - - 12.50 1.00 
- - - - 15.00 1.00 
- - -- - 42.00 3.00 

464.80 100.00 2017.00 100.00 1232.50 100.00 

11
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「
日
本
よ
り
農
林
技
士
の

招
聘
、
農
業
助
手
の
派
遣

な
ど
の
人
的
要
素
の
充
実

を
図
る
と
と
も
に
、
一
面

農
業
に
関
す
る
講
習
会
の

実
施
、
特
に
有
望
で
あ
る

綿
花
、
果
樹
の
拡
充
指
導

及
大
々
的
奨
励
を
な
し
つ

つ
」
２
９

あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
一
方
で
、
作
物
編

成
の
地
域
的
特
殊
性
を
示

し
て
い
る
。

葉
煙
草
の
生
産
主
体
に

つ
い
て
は
、
表

2
―
6
と

表

2
―
7
を
通
し
て
推
測

で
き
よ
う
。
表

2
―
6
と

表

2
―
7
を
み
る
と
、
葉

煙
草
栽
培
農
家
は
鳳
城
県

の
一
戸
を
除
き
、
す
べ
て

は
自
作
農
と
自
小
作
農
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
表

2
―
6
に
よ
れ
ば
、
葉
煙

草
栽
培
農
家
の
土
地
所
有

面
積
と
経
営
面
積
は
普
通
作
物
の
み
を
経
営
し
て
い
る
農
家
よ
り
は
る
か
に
大
き
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
、
保
有
労
働
力
と
保
有
畜
力
も
普
通
作
物
農
家
よ
り
は
る
か
に
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

保
有
畜
力
と
い
う
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
満
洲
で
は
、
も
と
も
と
家
畜
の
飼
料
と
人
の
食
糧
と
が

同
一
の
土
地
に
同
一
の
作
物
と
し
て
栽
培
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
家
畜
の
飼
料
と
し
て
の
高
梁
・

粟
・
大
豆
な
ど
い
ず
れ
も
農
民
の
主
な
食
糧
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
家
畜
の
飼
料
で
あ
る
粟
稈
、
稲
稈
な
ど

も
燃
料
と
し
て
あ
る
い
は
建
築
材
料
と
し
て
農
民
の
生
活
に
不
可
欠
の
用
途
を
持
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、

南
満
洲
に
お
い
て
は
家
畜
一
頭
を
飼
う
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
何
人
か
の
食
糧
を
奪
う
こ
と
と
な
っ
た
３
０

。
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こ
の
た
め
、
あ
る
水
準
以
上
の
階
層
で
な
い
か
ぎ
り
、
葉
煙
草
耕
作
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の

水
準
を
満
た
す
農
家
は
ど
う
い
う
階
層
の
人
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
表

2
―
7
で
確
認
で
き
る
。
表

2
―
7
に
お
い
て
、
普
通
作
物
生
産
農
家
と
葉
煙
草
生
産
農
家
と
を
比
較
し
た
結
果
、
普
通
作
物
農
家
は

各
地
平
均
し
て
小
作
農
が
二
二
％
を
占
め
て
い
る
。
葉
煙
草
栽
培
農
家
は
鳳
城
の
小
作
農
家
一
戸
を
除
い

て
ほ
か
に
小
作
農
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
葉
煙
草
栽
培
農
家
の
生
産
主
体
は
自
作
農
と
自
小
作
農
で

あ
る
と
言
え
る
。
特
に
、
表

2
―
7
に
お
い
て
は
、
錦
県
の
葉
煙
草
栽
培
農
家
の
八
三
％
は
自
小
作
農
で

あ
る
と
い
う
点
は
特
徴
的
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
南
満
洲
に
お
い
て
は
、
葉
煙
草
栽
培
農
家
数
は
農
家
総
戸
数
の
半
分
以
下
し
か
占
め
て
い

な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
生
産
主
体
は
自
作
農
と
自
小
作
農
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
農
家
は
、
葉
煙

草
生
産
上
の
特
徴
で
あ
る
「
一
陌
の
下
限
」
と
小
作
料
の
現
金
前
払
い
と
の
二
つ
の
条
件
で
分
け
ら
れ
て

お
り
、
こ
の
条
件
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
小
作
農
や
小
作
農
以
下

の
階
層
は
葉
煙
草
栽
培
が
不
可
能
で
あ
っ
た
。

第
三
節

葉
煙
草
栽
培
農
家
の
経
営
実
態

本
節
で
は
、
葉
煙
草
栽
培
農
家
の
経
営
実
態
を
、
農
家
収
入

と
葉
煙
草
と
の
関
係
、
労
働
力
の
使
用
状
況
と
い
う
二
つ
の
面

か
ら
究
明
し
て
い
き
た
い
。

一
、
葉
煙
草
栽
培
農
家
の
収
入
と
葉
煙
草
と
の
関
係

農
家
の
経
営
収
入
を
大
き
く
分
類
す
れ
ば
、
耕
種
収
入
、
畜

産
収
入
、
小
作
料
収
入
、
労
賃
収
入
、
副
業
収
入
、
雑
収
入
の

六
項
目
が
あ
る
３
１

。
満
洲
葉
煙
草
栽
培
農
家
の
農
業
経
営
収
入

と
葉
煙
草
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
表

2
―
8
、
表

2
―
9
を

通
し
て
み
て
い
こ
う
。
表

2
―
8
に
よ
る
と
、
錦
県
に
お
い
て

は
、
葉
煙
草
所
得
は
農
家
経
営
総
収
入
の
一
三
％
を
占
め
て
い

る
。
こ
れ
は
、
単
に
同
じ
商
品
作
物
で
あ
る
綿
花
の
奨
励
栽
培

で
葉
煙
草
の
作
付
面
積
の
縮
小
に
よ
る
結
果
で
あ
る
。
こ
れ
に
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対
し
て
、
鳳
城
に
お
け
る
葉
煙
草
栽
培
農
家
の
所
得
は
ほ
と

ん
ど
葉
煙
草
に
依
存
し
、
復
県
に
お
い
て
は
そ
の
約
半
分
が

葉
煙
草
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
表

2
―
9

に
よ
る
と
、
農
家
総
収
入
に
占
め
る
葉
煙
草
収
入
の
割
合
に

比
べ
て
、
農
家
の
現
金
総
収
入
の
な
か
に
葉
煙
草
が
占
め
る

割
合
が
よ
り
大
き
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
、
鳳
城
県

に
お
け
る
葉
煙
草
生
産
農
家
の
総
収
入
の
中
、
葉
煙
草
収
入

は
七
七
・
八
％
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
葉
煙
草
現
金
収
入

の
現
金
総
収
入
に
対
す
る
割
合
は
九
五
・
四
％
に
達
し
た
。

農
家
収
入
に
お
け
る
葉
煙
草
の
地
位
を
実
証
す
る
た
め
、

農
家
の
耕
作
総
面
積
に
対
す
る
葉
煙
草
栽
培
の
面
積
を
捉

え
る
必
要
が
あ
る
。
表

2
―
10
は
葉
煙
草
栽
培
農
家
の
主

要
作
物
の
作
付
面
積
を
示
し
て
い
る
。
表

2
―
10
に
お
い

て
は
、
鳳
城
の
五
番
農
家
、
錦
県
の
六
番
農
家
、
復
県
の
六

番
農
家
を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
の
葉
煙
草
栽
培
農
家
は
耕
作
総

面
積
の
半
分
以
上
を
超
え
な
い
よ
う
に
葉
煙
草
を
栽
培
し
、

高
梁
・
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
・
粟
な
ど
の
主
要
普
通
作
物
の
生
産

を
維
持
し
て
い
る
。
自
家
食
糧
部
分
を
確
保
し
た
点
か
ら
み

れ
ば
、
葉
煙
草
は
副
業
の
地
位
を
占
め
る
に
と
ど
ま
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
「
副
業
的
」
葉
煙
草
経
営
の
特
徴
を
支
え
る
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
旧
来
の
輪
作
体
系
の
中

に
葉
煙
草
が
矛
盾
な
く
参
入
し
た
こ
と
で
あ
る
。
満
洲
の
農
業
に
お
け
る
耕
作
組
織
の
一
つ
の
特
徴
は
多

角
的
耕
作
お
よ
び
そ
れ
と
関
連
す
る
輪
作
の
発
達
で
あ
る
３
２

。
も
っ
と
も
葉
煙
草
は
連
作
が
不
可
能
で
あ

り
、
さ
ら
に
施
肥
技
術
の
低
劣
さ
や
病
虫
害
関
係
、
地
力
の
減
退
を
防
ぐ
た
め
、
輪
作
農
法
の
採
用
は
必

須
と
な
っ
て
い
た
。
満
洲
葉
煙
草
栽
培
農
家
は
自
給
自
作
を
輪
作
の
な
か
に
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
然
災
害
に
よ
る
不
作
や
市
価
の
低
落
に
よ
る
危
険
を
各
作
物
に
分
散
す
る
こ
と
が
で
き
た
３
３

。

一
方
、
満
洲
の
農
業
経
営
に
お
い
て
は
、
自
然
的
な
条
件
の
制
約
を
受
け
、
農
産
物
の
生
育
期
間
が
短
く
、

各
種
作
物
の
播
種
期
、
除
草
期
お
よ
び
収
穫
期
が
非
常
に
短
い
期
間
に
集
中
し
て
い
る
た
め
、
労
働
の
季

節
的
分
配
に
甚
だ
し
く
繁
閑
の
差
を
生
じ
て
い
る
３
４

。
以
上
の
条
件
を
考
慮
す
る
と
、
葉
煙
草
生
産
農
家

は
自
給
食
糧
で
あ
る
普
通
作
物
を
多
く
作
付
け
る
う
え
で
、
葉
煙
草
の
栽
培
を
な
し
て
い
る
の
は
非
常
に

合
理
的
な
や
り
方
で
あ
ろ
う
。
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葉
煙
草
栽
培
農
家
の
収
支
と
葉
煙
草
と
の
関
係
を
よ
り
一
層
明
白
に
す
る
た
め
、
表

2
―
11
・
表

2

―
12
を
通
し
て
耕
種
作
物
３
５

の
現
金
収
入
に
お
け
る
葉
煙
草
の
比
率
を
見
て
み
よ
う
。
表

2
―
11
に
お

い
て
は
、
葉
煙
草
栽
培
農
家
の
耕
種
現
金
収
入
に
お
け
る
葉
煙
草
現
金
収
入
の
比
率
は
三
県
そ
れ
ぞ
れ
九

六
・
二
％
、
六
九
・
五
％
、
九
〇
・
五
％
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
耕
種
現
金
収
入
の
大
部
分
が
葉
煙
草
に

よ
る
現
金
収
入
で
あ
り
、
普
通
作
物
の
そ
れ
が
非
常
に
少
な
い
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

表

2
―
12
に
お
け
る
主
な
普
通
作
物
の
収
入
と
比
較
す
れ
ば
、
農
家
の
耕
種
収
入
に
お
け
る
葉
煙
草
の
地

位
は
一
層
明
瞭
で
あ
る
。
三
県
の
葉
煙
草
栽
培
農
家
に
お
け
る
葉
煙
草
作
付
面
積
の
平
均
は
そ
れ
ぞ
れ
三

七
・
七
％
、
一
〇
・
五
％
、
二
一
・
七
％
を
占
め
て
い
て
も
、
そ
の
も
た
ら
す
収
入
の
耕
種
収
入
に
占
め

る
比
率
は
八
三
・
九
％
、
四
七
・
一
％
、
五
七
・
八
％
と
な
り
、
大
き
い
と
い
え
る
。
こ
れ
は
単
な
る
葉
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煙
草
栽
培
に
よ
る
普
通

作
物
の
作
付
面
積
の
減

少
の
み
な
ら
ず
、
葉
煙

草
の
栽
培
に
よ
る
普
通

作
物
の
商
品
化
率
の
絶

対
的
減
少
が
も
た
ら
し

た
結
果
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
普
通
作

物
の
商
品
化
率
の
変
化

に
つ
い
て
表

2
―
13

を
み
て
い
こ
う
。
こ
の

表
か
ら
見
れ
ば
、
葉
煙

草
は
ほ
ぼ
一
〇
〇
％
が

商
品
化
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
鳳
城
・
錦
県
・

復
県
の
普
通
作
物
の
商

品
化
率
そ
れ
ぞ
れ
は
二

〇
％
、
三
八
・
二
％
、

一
三
・
九
％
で
あ
る
。

ま
た
、
別
の
調
査
に
よ

る
と
、
一
九
三
二
年
度
の
大
豆
・
高
梁
・
粟
・
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
商
品
化
率
は
そ
れ
ぞ
れ
八
三
％
、
四
二
％
、

二
二
％
、
三
六
％
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
平
均
は
四
五
・
八
％
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
三
二
年
度
の
農

家
現
金
収
入
中
の
農
作
物
に
よ
る
収
入
率
に
つ
い
て
は
、
大
豆
・
高
梁
・
粟
・
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
そ
れ
ぞ
れ

は
四
二
％
、
一
一
％
、
八
％
、
七
％
を
占
め
て
い
た
３
６

。
こ
の
た
め
、
普
通
作
物
の
商
品
化
率
が
少
な
い

と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
葉
煙
草
栽
培
以
降
に
発
生
し
た
事
情
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
。

周
知
の
と
お
り
、
二
〇
世
紀
以
降
、
満
洲
の
農
業
は
大
豆
を
中
心
に
高
度
に
商
品
化
し
て
い
た
。
し
か
し
、

こ
の
世
界
的
商
品
作
物
で
あ
っ
た
大
豆
の
比
重
が
な
ぜ
低
下
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
市
場
・
政
策

面
で
の
変
化
に
よ
る
結
果
で
あ
ろ
う
。
一
九
三
〇
年
代
の
世
界
恐
慌
は
満
洲
国
内
で
消
費
さ
れ
る
糧
穀
三

品
（
高
梁
・
粟
・
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
）
、
雑
穀
な
ど
の
価
格
を
下
落
さ
せ
た
。
一
九
三
三
年
に
発
表
さ
れ
た
「
満

表 - 　農家の耕種収入と煙草の地位

調査地
耕種収入の源（円）

葉煙草 高梁 谷子 トウモロコシ 大豆 そのほか 計

鳳城

錦県

復県

調査地
比率（％）

煙草 高梁 谷子 トウモロコシ 大豆 そのほか 計

鳳城

錦県

復県

出所：前掲『満葉調査資料第六号』 － 頁より作成

2 12

33 34

3912.73 47.05 71.04 439.94 105.51 85.30 4661.57 
1057.50 162.58 150.31 432.79 127.92 377.43 2961.22 
1710.40 439.08 152.52 22.44 135.18 438.16 2244.88 

83.90 1.00 1.50 9.40 2.30 1.90 100.00 
57.80 5.50 5.10 14.60 4.30 12.70 100.00 
47.10 19.60 6.80 1.00 6.00 19.50 100.00 
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洲
国
経
済
建
設
綱
要
」
に
は
、
農
産
物
増
産
の
目
標
と
し
て
「
外

国
に
依
存
す
る
農
産
物
の
自
給
」
と
、「
一
般
農
産
物
の
輸
出
」
に

努
め
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、「
満
洲
煙
草
の
改
良
増
殖
計
画

案
」
も
決
定
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、「
満
洲
大
豆
の
生
産
調
整
及
制

圧
」
が
唱
え
ら
れ
、
大
豆
に
代
わ
っ
て
葉
煙
草
な
ど
の
特
用
作
物

を
奨
励
し
た
の
で
あ
る
３
７

。
葉
煙
草
栽
培
以
前
、
農
家
は
現
金
需

要
を
満
た
す
た
め
、
大
豆
・
小
麦
な
ど
の
作
物
を
商
品
化
し
た
が
、

葉
煙
草
の
栽
培
に
よ
り
、
現
金
需
要
は
あ
る
程
度
満
足
す
る
こ
と

が
で
き
る
た
め
、
普
通
作
物
の
商
品
化
率
は
低
く
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

従
来
、
満
洲
の
農
業
経
営
は
た
だ
自
家
の
必
要
と
す
る
消
費
食

糧
を
収
得
す
る
こ
と
に
必
要
な
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
の
生
産
物

を
商
品
化
し
て
い
た
。
こ
の
意
味
で
は
、
そ
れ
は
交
換
に
伴
う
一

種
の
自
給
自
足
経
済
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
葉
煙

草
は
自
家
消
費
の
範
囲
で
は
な
く
、
販
売
を
目
的
と
し
て
栽
培
さ

れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
商
品
化
は
自
給
自
足
経
済
以
上
の
新
た
な

性
質
を
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
近
代
満
洲
に
お

け
る
葉
煙
草
の
農
業
経
営
は
、
自
家
食
糧
を
確
保
す
る
う
え
で
現

金
収
入
を
得
る
た
め
の
副
業
的
商
品
経
済
と
言
え
る
。

二
、
葉
煙
草
栽
培
に
お
け
る
労
働
力
の
実
態

葉
煙
草
栽
培
が
労
働
集
約
的
農
業
で
あ
る
こ
と
は
前
節
で
指
摘
し
た
。
そ
の
具
体
像
に
つ
い
て
は
、
表

2
―
14
を
通
し
て
見
て
い
こ
う
。
な
お
、
一
九
四
二
年
度
主
要
作
物
で
の
陌
当
た
り
所
要
労
働
力
を
確
認

し
た
結
果
、
小
麦
は
二
六
人
、
粟
は
三
八
人
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は
三
三
人
、
高
梁
は
四
一
人
、
大
豆
は
二

八
人
、
水
稲
は
六
五
人
、
蔬
菜
は
九
四
人
で
あ
る
３
８

。
そ
の
た
め
、
水
稲
や
蔬
菜
は
相
対
的
に
労
働
集
約

的
作
物
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
表

2
―
14
に
お
け
る
葉
煙
草
栽
培
陌
当
た
り
の
所

要
労
働
力
は
五
〇
〇
人
以
上
と
い
う
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
葉
煙
草
栽
培
は
一
層
労
働
集
約
的
農
業
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
葉
煙
草
栽
培
の
所
要
労
働
力
の
中
で
は
、
女
子
労
働
力
の
割
合
は
男
子
労
働

力
よ
り
高
か
っ
た
と
い
う
点
も
特
徴
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
近
代
満
洲
の
農
村
人
口
は
そ
の
ほ
と
ん

表 - 　農作物の商品化率（生産価額に対する販売価格の割合）

調査地
葉煙草 普通作物

総収入 販売価格 商品化率 総収入 販売価格 商品化率

鳳城

錦県

復県

注： ）総収入・販売価格の単位は圓である。

　　 ）普通作物の値は、高梁、トウモロコシ、大豆、粟の平均である。

出所：前掲『満葉調査資料第六号』 頁より作成。

2 13

1
2

36

3912.73 3873.73 99.00 748.84 151.22 20.00 
1057.50 1031.25 97.50 1187.38 453.23 38.20 
1710.14 1666.71 97.20 1251.08 174.20 13.90 
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ど
が
漢
民
族
よ
り
構
成
さ
れ
、
女
子
が
労
働
に
参
加
し
て
い
な
か

っ
た
３
９

た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
県
の
葉
煙
草
栽
培
に
お
い
て
、

女
子
労
働
力
は
そ
れ
ぞ
れ
六
七
・
七
％
、
五
二
・
四
％
、
五
二
・

二
％
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
女
子
労
働
力
は
ほ
と
ん

ど
「
日
工
」
と
い
う
形
態
で
雇
わ
れ
て
い
た
４
０

。
当
時
、
雇
用
労

働
の
形
態
は
年
工
（
年
雇
い
の
労
働
者
）
、
月
工
（
月
雇
い
の
労
働

者
）
、
日
工
（
臨
時
的
な
日
傭
労
働
者
）
に
分
け
ら
れ
る
。
日
工
は

ま
た
小
工
と
大
工
に
分
け
ら
れ
る
。
小
工
は
未
成
年
者
及
び
女
子

労
働
者
の
こ
と
、
大
工
は
一
般
日
雇
い
労
働
者
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
小
工
の
労
賃
は
大
体
一
般
日
雇
い
労
働
者
の
六
割
と
言

わ
れ
る
。
労
賃
が
低
い
の
み
な
ら
ず
、
一
般
日
雇
い
労
働
者
が
不

足
し
て
い
る
場
合
、
小
工
は
使
い
や
す
い
と
い
う
利
点
が
あ
る
４
１

。

一
方
、
葉
煙
草
栽
培
過
程
に
お
け
る
作
業
の
種
類
（
例
え
ば
、
摘

葉
作
業
や
葉
編
み
作
業
）
に
よ
っ
て
は
女
子
労
働
力
は
む
し
ろ
必
要
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
た
め
、

葉
煙
草
の
栽
培
過
程
中
に
、
女
子
労
働
力
は
多
用
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
「
日
工
」
と
い
う

労
働
形
態
で
雇
わ
れ
て
い
た
。

一
般
的
に
は
、
労
働
力
の
商
品
化
、
す
な
わ
ち
賃
金
労
働
力
の
広
汎
利
用
は
、
資
本
主
義
的
企
業
生
産

の
も
っ
と
も
重
要
な
指
標
で
あ
る
４
２

。
し
か
し
、
満
洲
に
お
け
る
葉
煙
草
の
農
業
経
営
に
は
、
資
本
主
義

的
企
業
生
産
の
も
う
一
つ
の
条
件
で
あ
る
経
営
面
積
の
拡
大
が
実
現
で
き
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
葉

煙
草
が
商
品
作
物
と
し
て
農
業
生
産
に
新
た
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
場
合
、
栽
培
農
家
の
経
営
面
積
を
拡
大

し
な
い
か
ぎ
り
、
従
来
の
普
通
作
物
が
あ
る
程
度
犠
牲
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
営
面
積
が
大
き

い
農
家
に
と
っ
て
、
葉
煙
草
の
た
め
に
、
普
通
作
物
の
経
営
面
積
の
一
部
を
割
愛
し
て
も
自
家
食
糧
の
生

産
に
影
響
が
な
い
が
、
経
営
面
積
の
小
さ
い
農
家
に
対
し
て
葉
煙
草
の
栽
培
は
自
家
食
糧
の
不
足
を
招
来

す
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
近
代
満
洲
に
お
け
る
葉
煙
草
の
農
業
経
営
は
、
自
給

自
足
以
上
の
商
品
経
済
で
あ
る
が
、
資
本
主
義
的
企
業
経
営
の
程
度
に
は
達
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。

第
四
節

華
北
に
お
け
る
葉
煙
草
の
農
業
経
営
と
の
比
較

表 　葉煙草陌当たり所要労働力

調査地
人数（人） 比率（％）

男 女 計 男 女 計

鳳城

錦県

出所：前掲『満葉調査資料第六号』 頁

より作成

2-14

204 429 633 32.3 67.7 100
258 305 563 47.6 52.4 100
243 266 509 47.8 52.2 100

77
復県
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華
北
は
日
本
の
植
民
地
調
査
が
実
施
さ
れ
た
地
域
で
あ
り
、
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
の
主
要
産
地
で
も
あ

る
。
戦
時
日
本
占
領
地
の
実
態
を
総
合
的
に
考
察
す
る
上
で
も
、
華
北
に
お
け
る
葉
煙
草
の
農
業
経
営
と

の
比
較
は
必
ず
し
も
意
義
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
節
は
先
行
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
、
葉

煙
草
の
普
及
原
因
と
そ
の
生
産
主
体
、
労
働
力
の
実
態
の
二
つ
の
面
か
ら
比
較
を
行
い
、
満
洲
に
お
け
る

葉
煙
草
農
業
経
営
の
地
域
的
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。

一
、
葉
煙
草
栽
培
の
普
及
原
因
と
そ
の
生
産
主
体
に
つ
い
て

満
洲
よ
り
早
く
、
一
九
一
一
年
に
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
は
山
東
省
に
導
入
さ
れ
た
４
３

。
米
国
種
黄
色
葉

煙
草
の
栽
培
に
は
資
本
の
集
約
的
投
下
が
必
要
で
あ
る
が
、
葉
煙
草
栽
培
農
家
の
栽
培
開
始
当
時
に
お
け

る
資
金
力
は
一
般
的
に
貧
弱
で
あ
り
、
独
力
で
は
そ
の
栽
培
に
着
手
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
４
４

。
山
東

省
に
お
い
て
は
、
葉
煙
草
の
栽
培
を
普
及
さ
せ
る
た
め
、
英
米
煙
草
会
社

は
農
家
に
種
子
や
肥
料
を
配
給

し
、
乾
燥
室
用
の
鉄
パ
イ
プ
な
ど
を
貸
与
し
て
、
耕
作
指
導
や
乾
燥
・
鑑
別
ま
で
教
え
た
４
５

。
そ
し
て
、

収
穫
時
に
葉
煙
草
の
品
質
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
最
高
の
価
格
で
一
律
に
現
金
で
買
い
取
る
と
い
う
農

民
に
と
っ
て
の
好
条
件
も
提
示
さ
れ
た
４
６

。
英
米
煙
草
会
社
の
み
な
ら
ず
、
中
国
民
族
資
本
の
南
洋
兄
弟

煙
草
会
社
も
山
東
省
益
都
県
楊
家
荘
「
附
近
の
三
六
箇
村
の
村
長
を
招
待
し
、
米
国
種
〔
黄
色
〕
葉
煙
草

を
栽
培
す
る
者
に
は
種
子
を
無
償
配
布
す
る
外
、
一
大
畝
当
り
二
〇
圓
の
奨
励
金
を
交
付
す
る
」
４
７

な
ど

の
奨
励
策
を
積
極
的
に
行
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
奨
励
政
策
に
よ
っ
て
、
農
民
は
「
糧
田
」
を
縮
小
し
て
も

葉
煙
草
の
栽
培
用
地
を
確
保
し
た
と
い
う
。
要
す
る
に
、
山
東
省
に
お
け
る
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
を
普
及

さ
せ
た
の
は
、
農
民
の
自
発
的
な
力
で
は
な
く
、
ま
た
国
家
機
関
の
指
導
奨
励
の
結
果
で
も
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
全
く
英
米
煙
草
会
社
な
ど
を
中
心
と
し
た
煙
草
企
業
の
力
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
満
洲
に

お
け
る
葉
煙
草
栽
培
の
普
及
は
本
章
第
一
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
ほ
と
ん
ど
が
国
家
機
関
の
指
導
奨
励
の

結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
山
東
省
に
お
け
る
葉
煙
草
の
栽
培
主
体
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
・
分
析
の
結
果
に
よ

れ
ば
、
そ
れ
は
中
・
貧
農
層
で
あ
る
。
華
北
の
農
民
の
大
半
が
自
作
型
経
営
を
営
み
、
そ
し
て
農
業
人
口

の
六
八
・
七
七
％
は
一
五
畝
（
約
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
未
満
の
極
度
に
零
細
な
農
耕
者
で
あ
り
、
自
己
の
耕

作
地
へ
の
労
働
従
事
の
み
で
は
、
自
己
と
そ
の
家
族
の
生
活
維
持
が
極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
４
８

。
そ
し
て
、

「
農
村
で
は
、
一
方
に
農
産
物
価
格
の
低
落
が
地
主
、
資
本
家
の
農
業
へ
の
投
資
を
妨
げ
、
他
方
に
幾
多

の
貧
農
が
負
債
関
係
か
ら
、
貨
幣
需
要
の
切
な
る
あ
ま
り
、
商
品
生
産
の
方
向
に
発
展
せ
ざ
る
を
得
な
」４
９

か
っ
た
。
ま
た
、
山
東
省
の
葉
煙
草
栽
培
に
は
、
英
米
煙
草
会
社
を
は
じ
め
と
す
る
買
付
企
業
が
産
地
に
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買
付
場
を
設
置
し
た
の
み
な
ら
ず
、
共
同
乾
燥
乾
燥
室
の
建
築
に
も
出
資
し
た
。
こ
の
た
め
、
葉
煙
草
栽

培
農
家
は
自
ら
乾
燥
室
を
建
て
る
必
要
が
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
山
東
省
に
お
け
る
葉
煙
草
栽
培
は

貧
農
経
営
に
お
い
て
、
か
え
っ
て
地
主
、
富
農
経
営
よ
り
も
一
層
普
遍
化
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
服
部
５
０

も
陳
５
１

も
結
論
と
し
て
富
農
に
よ
る
葉
煙
草
作
付
地
の
集
中
を
否
定
し
て
い
る
。
富
農
は
外
国
金
融
資
本

及
び
産
業
資
本
の
脅
威
の
た
め
、
用
心
深
く
か
つ
退
嬰
的
な
方
法
を
と
り
、
米
国
種
葉
煙
草
の
栽
培
に
敢

え
て
参
入
し
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
５
２

。
商
品
作
物
の
栽
培
に
よ
っ
て
、
華
北
に
お
け
る
農
業
適
正
規

模
を
下
回
る
と
さ
れ
る
零
細
小
農
に
お
い
て
は
所
得
収
入
の
七
六
％
が
現
金
収
入
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対

し
て
、
五
〇
畝
以
上
の
土
地
を
所
有
し
て
い
る
自
作
農
の
現
金
収
入
は
、
所
得
収
入
の
四
一
％
に
過
ぎ
な

い
と
い
う
５
３

。
す
な
わ
ち
、
富
農
に
対
し
、
零
細
小
農
ほ
ど
、
農
業
所
得
に
お
け
る
現
金
収
入
の
割
合
が

大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
華
北
に
お
い
て
は
「
農
民
が
食
す
る
雑
穀
は
、
彼
ら
自
身
で
耕
作
し
て

食
事
に
供
す
る
と
は
限
ら
ず
、
相
当
に
ほ
か
よ
り
購
入
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
購
入
量
は
、
下
層
階
級

に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
よ
り
多
く
な
る
」
５
４

こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、

彼
ら
の
商
品
作
物
栽
培
は
、
余
剰
販
売
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
窮
迫
販
売
を
意
味
す
る
と
考
え
た

ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
と
内
山
は
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
未
満
の
経
営
面
積
を

有
し
て
い
る
零
細
自
作
農
を
中
心
と
す
る
中
・
貧
農
ほ
ど
、
そ
の
経
営
が
貨
幣
経
済
に
強
固
に
緊
縛
さ
れ

た
商
品
作
物
を
積
極
的
に
栽
培
し
、
窮
迫
販
売
の
後
に
主
食
糧
と
し
て
の
雑
穀
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き

た
と
い
う
ケ
ー
ス
は
、
山
東
省
に
お
け
る
葉
煙
草
栽
培
に
見
ら
れ
る
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
山
東
省
に
対

し
て
、
満
洲
に
お
け
る
葉
煙
草
栽
培
の
主
体
は
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
経
営
面
積
を
有
し
て
い
る
「
自
作
・

自
小
作
農
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
農
家
は
、「
自
分
が
耕
作
に
参
加
す
る
と
同
時
に
、
長
工
一
人
以
上
あ
る

い
は
短
工
一
〇
〇
日
以
上
を
雇
い
拡
大
再
生
産
が
可
能
な
」
５
５

中
上
層
富
農
で
あ
ろ
う
。

二
、
葉
煙
草
栽
培
に
お
け
る
労
働
力
の
実
態
に
つ
い
て

山
東
省
に
お
け
る
「
耕
地
不
足
」
と
「
過
剰
人
口
」
は
、
山
東
省
農
村
経
済
を
考
究
す
る
際
に
避
け
ら

れ
な
い
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
労
働
集
約
的
な
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
は
、
耕
地
が
不
足
気
味
で
労
働
力
は

過
剰
で
あ
る
傾
向
の
山
東
省
で
普
及
し
や
す
い
と
言
え
よ
う
。
服
部
満
江
の
益
都
県
孟
家
炉
で
の
農
民
に

対
す
る
聞
き
取
り
調
査
に
お
い
て
は
、「
な
ぜ
葉
煙
草
を
栽
培
す
る
の
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
四
四
％

は
「
一
時
に
ま
と
ま
っ
た
現
金
が
獲
得
さ
れ
る
」
と
答
え
、
三
九
％
は
「
家
族
の
者
が
充
分
に
働
け
る
よ

う
に
な
る
」
と
答
え
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
孟
家
炉
で
は
農
繁
期
に
お
い
て
は
葉
煙
草
栽
培
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農
家
の
三
六
％
が
雇
用
労
働
力
を
使
用
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
農
繁
期
に
お
け
る
数
日
間
の
問
題

で
あ
り
、
葉
煙
草
栽
培
労
働
力
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
自
家
労
力
で
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
５
６

。
す

な
わ
ち
、
山
東
省
に
お
け
る
葉
煙
草
栽
培
は
「
家
族
的
農
業
経
営
」
で
あ
る
。
同
じ
く
労
働
集
約
的
作
物

の
葉
煙
草
を
栽
培
し
て
い
た
が
、
山
東
省
の
農
家
は
雇
用
労
働
力
を
大
い
に
増
加
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
で
は
、
家
族
労
働
力
の
強
化
は
い
か
な
る
方
法
で
な
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
労
働
時
間
延

長
の
形
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
女
子
労
働
の
強
化
ま
た
は
「
換
工
」
の
形
に
お
い
て
強
化
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
「
換
工
」
と
は
「
幇
工
」
と
も
呼
ば
れ
、
「
賃
金
を
出
し
て
雇
用
せ
ず
に
助
力
を
う
け
、
そ
の
助
力

に
対
し
て
同
じ
く
無
償
で
労
力
を
返
す
」
こ
と
で
あ
り
、
主
と
し
て
農
繁
期
に
小
農
間
に
成
立
し
た
労
働

力
の
貸
し
合
い
で
、
再
生
産
の
保
障
を
獲
得
す
る
た
め
の
一
種
の
「
共
同
関
係
」
で
あ
る
５
７

。
従
っ
て
、

山
東
省
に
お
け
る
葉
煙
草
栽
培
に
お
い
て
は
、
雇
用
関
係
以
外
に
伝
統
的
な
労
働
力
供
給
関
係
が
存
在
し

て
い
る
こ
と
は
、
賃
金
労
働
力
を
多
く
使
用
す
る
企
業
的
農
業
経
営
へ
の
発
展
を
妨
げ
し
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
満
洲
に
お
け
る
葉
煙
草
栽
培
に
お
い
て
は
、
豊
富
な
自
家
労
働
力
を
保
有
す
る
上
で
、

多
数
の
雇
用
労
働
力
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
鳳
城
県
を
例
と
し
て
挙
げ
て
み
れ
ば
、

陌
あ
た
り
の
葉
煙
草
栽
培
の
所
要
労
働
力
の
中
に
、
賃
金
労
働
力
は
約
四
分
の
三
を
占
め
、
家
族
労
働
力

は
わ
ず
か
四
分
の
一
し
か
占
め
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

お
わ
り
に

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
南
満
洲
を
中
心
と
す
る
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
生
産
農
家
の
あ
り
よ
う
や
、
葉

煙
草
の
栽
培
に
よ
る
近
代
満
洲
農
村
社
会
と
農
業
経
営
方
式
の
変
革
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
華
北

に
お
け
る
葉
煙
草
の
農
業
経
営
実
態
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
満
洲
の
地
域
的
特
徴
を
一
層
明
ら
か
に
な
っ

た
。
そ
れ
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
結
論
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
ず
は
、
満
洲
に
お
け
る
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
の
普
及
原
因
と
そ
の
生
産
主
体
に
つ
い
て
で
あ
る
。
南

満
洲
を
中
心
に
、
政
府
や
政
府
機
関
の
奨
励
政
策
に
伴
い
、
葉
煙
草
の
栽
培
面
積
が
年
々
増
加
し
て
い
た
。

葉
煙
草
栽
培
は
労
働
集
約
的
農
業
で
あ
る
と
同
時
に
、
資
本
の
集
約
的
投
下
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、

葉
煙
草
乾
燥
室
に
対
す
る
制
限
や
、
小
作
料
の
現
金
前
払
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
た
め
、
満
洲
に
お
け
る

葉
煙
草
の
生
産
主
体
は
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
面
積
を
経
営
し
て
い
る
自
作
農
と
自
小
作
農
に
限
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
葉
煙
草
生
産
農
家
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
・
高
梁
・
粟
な
ど
の
自
家
食
糧
を
確
保
す
る
う
え

で
、
葉
煙
草
栽
培
を
換
金
手
段
と
し
て
「
副
業
的
」
に
維
持
し
て
い
る
。
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次
は
、
葉
煙
草
の
栽
培
に
よ
る
近
代
満
洲
社
会
お
よ
び
農
業
経
営
の
変
革
で
あ
る
。
葉
煙
草
の
栽
培
は

多
く
の
雇
用
労
働
力
を
必
要
と
す
る
た
め
、
従
来
農
業
労
働
に
参
加
し
な
か
っ
た
女
子
に
多
く
の
労
働
機

会
を
提
供
し
た
。
ま
た
、
葉
煙
草
の
栽
培
に
よ
っ
て
農
家
の
農
業
経
営
費
は
大
幅
に
増
加
し
た
一
方
、
葉

煙
草
が
ほ
ぼ
一
〇
〇
％
商
品
化
・
現
金
化
さ
れ
た
こ
と
で
普
通
作
物
の
商
品
化
率
は
減
少
し
た
。
こ
れ
ら

の
変
革
の
背
後
に
、
企
業
的
農
業
経
営
方
式
へ
の
発
展
過
程
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
論

と
し
て
農
業
経
営
を
三
つ
の
段
階
に
区
分
し
て
、
第
一
段
階
は
自
給
自
足
の
経
営
方
式
、
第
二
段
階
は
自

家
食
糧
を
確
保
す
る
上
で
現
金
収
入
を
得
る
た
め
の
副
業
的
商
品
経
済
化
、
第
三
段
階
は
企
業
的
農
業
経

営
方
式
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
近
代
満
洲
に
お
け
る
葉
煙
草
の
経
営
方
式
は
こ
の
第
二
段
階
に
属
し
、
自
家

食
糧
を
確
保
す
る
う
え
で
の
副
業
的
商
品
経
済
化
経
営
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
、
山
東
省
に
お
け
る
葉
煙
草
の
栽
培
と
の
比
較
を
通
し
て
、
満
洲
葉
煙
草
農
業
経
営
の
地
域
的

特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
。
山
東
省
に
お
け
る
葉
煙
草
栽
培
の
普
及
は
英
米
煙
草
会
社
を
中
心
と
し
た
企
業

の
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
近
代
華
北
の
「
半
植
民
地
半
封
建
」
的
社
会
性
格
や
「
耕
地
不
足
・

人
口
過
剰
」
と
い
う
農
村
の
実
態
を
背
景
に
、
山
東
省
に
お
い
て
は
葉
煙
草
栽
培
の
主
体
は
一
ヘ
ク
タ
ー

ル
以
下
の
面
積
を
経
営
し
て
い
る
中
・
貧
農
層
で
あ
る
。
彼
ら
の
商
品
作
物
の
栽
培
は
ほ
と
ん
ど
自
家
労

働
力
で
な
さ
れ
て
お
り
、
完
全
に
「
家
族
的
農
業
経
営
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
企
業
的
農
業
経
営
出
現

の
可
能
性
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
章
は
南
満
洲
の
三
集
落
に
つ
い
て
の
調
査
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
、
満
洲
全
域
の
葉
煙
草
栽
培

農
家
の
実
態
に
迫
る
こ
と
は
限
界
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
よ
り
多
く
の
生
産
農
家
に
関
す
る
デ
ー
タ
収
集

は
今
後
の
課
題
に
し
た
い
。

注１

満
洲
煙
草
統
制
組
合
編
『
満
洲
煙
草
事
業
小
史
』
満
洲
煙
草
統
制
組
合
、
一
九
四
三
年
、
二
八
頁

２

柴
田
善
雅
『
中
国
に
お
け
る
日
系
煙
草
産
業

1905

―1945

』
水
曜
社
、
二
〇
一
三
年

３

山
本
晴
彦
・
張
継
権
「
満
州
に
お
け
る
葉
煙
草
の
試
験
研
究
と
栽
培
技
術
の
変
遷
」『
平
成
二
〇
年
度
財

団
法
人
た
ば
こ
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
助
成
研
究
報
告
』
、
二
〇
〇
九
年
、
五
三
―
七
八
頁

４

李
海
訓
「
「
小
站
米
」
ブ
ラ
ン
ド
の
形
成
と
日
本
の
華
北
占
領
」『
中
国
研
究
月
報
』
第
六
七
巻
第
七
号
、

二
〇
一
三
年
、
一
頁

５

吉
田
浤
一
「
二
〇
世
紀
前
半
中
国
の
山
東
省
に
お
け
る
葉
煙
草
栽
培
に
つ
い
て
」『
静
岡
大
学
教
育
学
部
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研
究
報
告

人
文
・
社
会
科
学
編
』
第
二
八
号
、
一
九
七
八
年
、
一
五
―
三
三
頁

６

内
山
雅
生
「
近
代
中
国
に
お
け
る
葉
煙
草
栽
培
に
つ
い
て
の
一
考
察
」『
社
会
経
済
史
学
』
第
四
五
巻
第

一
号
、
一
九
七
九
年
、
三
一
―
五
六
頁

７

深
尾
葉
子
「
山
東
葉
煙
草
栽
培
地
域
と
英
米
ト
ラ
ス
ト
の
経
営
戦
略

―
一
九
一
〇
～
一
九
三
〇
年
代

中
国
に
お
け
る
商
品
作
物
生
産
の
一
形
態
―
」『
社
会
経
済
史
学
』
第
五
六
巻
第
五
号
、
一
九
九
〇
年
、
三

三
―
六
一
頁

８

戦
間
期
、
満
鉄
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
諸
機
関
が
、
満
洲
を
含
む
中
国
大
陸
で
農
村
の
実
態
調
査
を

行
っ
た
。
特
に
、
満
洲
国
建
国
後
の
一
九
三
四
年
に
満
洲
国
臨
時
産
業
調
査
局
が
設
立
さ
れ
、
一
九
三
五

年
か
ら
満
鉄
経
済
調
査
会
の
応
援
を
得
て
、
か
な
り
大
規
模
な
農
村
実
態
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
し
て
、

一
九
四
二
年
ま
で
に
華
北
を
含
む
農
村
調
査
も
行
わ
れ
た
。
満
洲
葉
煙
草
栽
培
に
関
す
る
調
査
（
い
わ
ゆ

る
『
満
葉
調
査
資
料
』
）
は
一
九
三
八
年
ま
で
産
業
調
査
局
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
が
、
一
九
三
八
年
以

降
満
洲
葉
煙
草
株
式
会
社
（
一
九
三
八
年
設
立
）
を
中
心
に
調
査
が
行
わ
れ
て
い
た
。
報
告
書
『
満
葉
調

査
資
料
第
六
号

南
満
地
方
に
於
け
る
煙
草
作
農
業
経
営
事
情
』（
満
洲
葉
煙
草
株
式
会
社
、
一
九
四
三
年
）

は
南
満
洲
煙
草
耕
作
地
帯
の
主
要
な
村
を
選
ん
で
一
四
七
戸
の
農
家
を
対
象
と
し
た
調
査
の
結
果
で
あ
る
。

こ
の
調
査
は
農
務
課
の
米
田
隆
重
、
金
澤
隆
雄
、
入
江
耕
二
、
王
忠
臣
の
四
名
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
執
筆

者
は
米
田
隆
重
と
金
澤
隆
雄
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
報
告
書
は
直
接
調
査
に
従
事
し
た
者
に
よ
る
も
の

で
あ
り
、
信
頼
で
き
る
史
料
と
言
え
る
。

９

前
掲
『
満
洲
煙
草
事
業
小
史
』
、
一
―
七
頁

１
０

同
右
、
八
―
九
頁

１
１

水
之
江
殿
之
『
東
亜
煙
草
社
と
と
も
に

―
民
営
煙
草
会
社
に
捧
げ
た
半
生
の
記
録
―
』
丸
善
出
版
、

一
九
八
二
年
、
六
九
頁

１
２

在
吉
林
中
野
総
領
事
代
理
報
告
「
吉
林
省
樺
甸
縣
の
葉
煙
草
及
棗
産
出
状
況
」
外
務
省
通
商
局
編
『
外

務
省
通
商
局
日
報
』
第
二
八
〇
号
、
一
九
三
七
年
一
二
月
三
日
、
一
九
一
二
頁

１
３

在
錦
州
後
藤
領
事
報
告
「
米
種
黄
色
葉
煙
草
栽
培
奨
励
計
画
」
前
掲
『
外
務
省
通
商
局
日
報
』
第
一
二

〇
号
、
一
九
三
六
年
五
月
二
七
日
、
九
〇
七
頁

１
４

前
掲
『
満
洲
煙
草
事
業
小
史
』
、
一
三
頁

１
５

楊
大
金
（
著
）
、
星
忠
太
郎
（
訳
）
『
支
那
の
製
造
工
業
』
商
工
行
政
社
、
一
九
四
〇
年
、
一
三
九
頁

１
６

前
掲
『
中
国
に
お
け
る
日
系
煙
草
産
業

1905

―1945

』
、
一
六
〇
頁

１
７

岡
崎
雄
四
郎
『
満
洲
農
業
概
要
』
満
洲
事
情
案
内
所
、
一
九
四
四
年
、
七
五
―
七
六
頁

１
８

前
掲
『
中
国
に
お
け
る
日
系
煙
草
産
業

1905

―1945

』
、
一
六
〇
頁
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１
９

服
部
満
江
「
北
支
に
於
け
る
葉
煙
草
栽
培
普
及
以
来
の
農
業
経
営
の
変
化
」
『
満
鉄
調
査
月
報
』
第
二

一
巻
第
一
二
号
、
一
九
四
一
年
、
八
一
―
一
二
二
頁

２
０

前
掲
『
満
葉
調
査
資
料
第
六
号

南
満
地
方
に
於
け
る
煙
草
作
農
業
経
営
事
情
』
、
二
一
頁

２
１

前
掲
『
満
洲
農
業
概
要
』
、
七
六
頁

２
２

産
業
部
農
務
司
農
産
科
『
満
洲
国
に
於
け
る
煙
草
耕
作
法
』
満
洲
行
政
学
会
、
一
九
三
八
年
、
八
頁

２
３

販
売
手
数
料
は
市
場
を
通
じ
て
生
産
物
を
販
売
す
る
場
合
、
は
じ
め
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
。

２
４

前
掲
『
満
葉
調
査
資
料
第
六
号

南
満
地
方
に
於
け
る
煙
草
作
農
業
経
営
事
情
』
、
四
七
頁

２
５

品
質
区
分
に
つ
い
て
は
、
満
洲
に
お
け
る
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
は
従
来
、
十
等
級
に
分
け
て
取
引
を
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
山
東
省
に
お
い
て
は
九
等
級
、
日
本
に
お
い
て
は
一
等
よ
り
七

等
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

２
６

荒
川
左
千
代
『
満
洲
の
肥
料
』
満
洲
事
情
案
内
所
、
一
九
四
三
年
、
二
六
頁

２
７

西
村
豊
吉
『
支
那
農
村
経
済
概
論
』
叢
文
閣
、
一
九
三
九
年
、
四
九
頁

２
８

産
業
部
大
臣
官
房
資
料
科
編
『
満
洲
に
於
け
る
小
作
関
係

―
康
徳
元
・
二
・
三
年
農
村
実
態
調
査
報

告
書
―
』
国
務
院
産
業
部
大
臣
官
房
資
料
科
、
一
九
三
八
年
、
一
七
七
―
一
八
四
頁

２
９

錦
州
省
公
署
総
務
庁
編
『
錦
州
省
概
覧
』
錦
州
省
公
署
、
一
九
三
四
年
、
一
一
二
頁

３
０

平
野
蕃
『
満
洲
の
農
業
経
営
』
中
央
公
論
社
、
一
九
四
一
年
、
七
〇
頁

３
１

同
右
、
一
〇
四
頁

３
２

石
田
精
一
「
南
満
に
於
け
る
大
農
経
営
」
『
満
鉄
調
査
月
報
』
第
二
一
巻
第
一
〇
号
、
一
九
四
一
年
、

二
八
頁

３
３

前
掲
『
満
洲
農
業
概
要
』
、
七
七
―
七
八
頁

３
４

満
洲
国
実
業
部
臨
時
産
業
調
査
局
『
康
徳
元
年
度
農
村
実
態
調
査
報
告
書

農
業
経
営
編
』
龍
渓
書
舎
、

一
九
八
七
年
、
一
一
七
―
一
一
八
頁

３
５

本
章
で
は
「
耕
種
作
物
は
農
産
物
で
あ
る
」
と
い
う
見
方
か
ら
、
葉
煙
草
栽
培
を
耕
種
農
業
に
分
類
す

る
。
葉
煙
草
の
農
業
経
営
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
耕
種
農
業
の
範
疇
に
属
し
て
い
な
い
と
い
う
説
が
あ
る
。

前
掲
吉
田
論
文
で
は
、
葉
煙
草
生
産
は
工
場
経
営
方
式
（
農
産
物
加
工
経
営
方
式
）
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
理
由
は
、
葉
煙
草
が
「
消
費
に
あ
て
ら
れ
る
ま
え
に
、
工
業
的
加
工
を
受
け
る
点
」
に
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
葉
煙
草
が
市
場
に
出
さ
れ
る
前
に
、
乾
燥
・
調
理
な
ど
の
過
程
が
必
要
で
あ
る
。

３
６

鈴
木
小
兵
衛
『
満
洲
の
農
業
機
構
』
白
揚
社
、
一
九
三
五
年
、
一
七
六
頁

３
７

飯
塚
靖
・
風
間
秀
人
「
農
業
資
源
の
収
奪
」
浅
田
喬
二
・
小
林
英
夫
編
『
日
本
帝
国
主
義
の
満
州
支
配
』

時
潮
社
、
一
九
八
六
年
、
四
二
九
―
四
四
一
頁
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３
８

永
友
繁
雄
『
満
洲
の
農
業
経
営
と
開
拓
農
業
』
満
洲
移
住
協
会
、
一
九
四
四
年
、
一
〇
二
頁

３
９

前
掲
『
満
洲
農
業
概
要
』
、
七
八
頁

４
０

前
掲
『
満
葉
調
査
資
料
第
六
号

南
満
に
於
け
る
煙
草
作
農
業
経
営
事
情
』
、
五
一
頁

４
１

藤
原
網
太
郎
『
満
農
雇
傭
労
働
事
情
調
査
』
満
洲
国
立
開
拓
研
究
院
、
一
九
四
一
年
、
一
六
頁

４
２

前
掲
『
支
那
農
村
経
済
概
論
』
、
五
七
頁

４
３

中
国
科
学
院
上
海
経
済
研
究
所
・
上
海
社
会
科
学
院
経
済
研
究
所
編
『
南
洋
兄
弟
煙
草
公
司
史
料
』
上

海
人
民
出
版
社
、
一
九
六
〇
年
、
六
一
頁
（
原
文
は
中
国
語
）

４
４

前
掲
「
北
支
に
於
け
る
葉
煙
草
栽
培
普
及
以
来
の
農
業
経
営
の
変
化
」
、
八
一
頁

４
５

天
野
元
之
助
『
山
東
農
業
経
済
論
』
満
鉄
経
済
調
査
会
、
一
九
三
六
年
、
一
一
七
頁

４
６

陳
翰
笙
（
著
）
、
水
田
博
（
訳
）
『
産
業
資
本
と
支
那
農
民
』
生
活
社
、
一
九
四
一
年
、
七
―
八
頁

４
７

前
掲
「
北
支
に
於
け
る
葉
煙
草
栽
培
普
及
以
来
の
農
業
経
営
の
変
化
」
、
一
二
九
頁

４
８

南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
産
業
部
編
『
北
支
那
経
済
総
観
』
日
本
評
論
社
、
一
九
三
八
年
、
六
頁

４
９

前
掲
『
支
那
農
村
経
済
概
論
』
、
一
〇
二
頁

５
０

前
掲
「
北
支
に
於
け
る
葉
煙
草
栽
培
普
及
以
来
の
農
業
経
営
の
変
化
」

５
１

前
掲
『
産
業
資
本
と
支
那
農
民
』

５
２

同
右
、
一
三
九
頁

５
３

柏
祐
賢
『
北
支
の
農
村
経
済
社
会

第
一
編
』
京
都
産
業
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
、
五
五
頁

５
４

石
井
俊
之
「
北
支
の
農
村
経
済
社
会
」
『
満
鉄
調
査
月
報
』
第
二
〇
巻
第
一
二
号
、
一
九
四
〇
年
、
六

三
頁

５
５

井
上
久
士
「
農
村
復
興
委
員
会
の
組
織
と
そ
の
農
村
調
査
」
小
林
弘
二
編
『
旧
中
国
農
村
再
考
』
ア
ジ

ア
経
済
研
究
所
、
一
九
八
六
年
、
九
八
頁

５
６

前
掲
「
北
支
に
於
け
る
葉
煙
草
栽
培
普
及
以
来
の
農
業
経
営
の
変
化
」
、
九
三
頁

５
７

前
掲
「
近
代
中
国
に
お
け
る
葉
煙
草
栽
培
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
、
四
五
頁
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第
三
章

近
代
満
洲
の
煙
草
税
制
と
煙
草
工
業

は
じ
め
に

本
章
で
は
、
近
代
満
洲
に
お
け
る
煙
草
税
制
の
変
遷
を
歴
史
的
に
整
理
し
た
う
え
で
、
煙
草
税
制
が
満

洲
煙
草
工
業
の
構
成
や
満
洲
国
財
政
に
与
え
た
影
響
を
検
討
す
る
。

煙
草
は
生
活
必
需
品
で
は
な
い
が
、
習
慣
性
の
強
い
嗜
好
品
で
あ
る
た
め
、
世
界
的
に
み
て
も
国
家
歳

入
源
と
し
て
長
い
歴
史
を
も
っ
て
き
た
。
中
国
で
は
、
煙
草
に
対
す
る
課
税
は
清
の
時
代
に
溯
る
。
清
朝

の
末
期
に
は
じ
ま
る
交
換
経
済
の
発
達
や
外
国
文
明
と
の
接
触
は
、
煙
草
の
需
要
を
急
速
に
膨
張
さ
せ
た
。

一
九
〇
八
年
、
中
国
各
地
に
「
煙
酒
捐
」
が
創
設
さ
れ
１

、
消
費
税
と
し
て
売
上
価
格
の
二
％
を
徴
収
し

て
い
た
２

。
し
か
し
、
清
朝
の
租
税
制
度
は
徴
税
組
織
に
系
統
も
秩
序
も
な
く
、
た
だ
財
政
需
要
に
こ
た

え
て
新
税
を
増
加
し
た
た
め
、
税
目
が
煩
雑
と
な
り
、
地
方
に
よ
っ
て
徴
税
方
法
も
異
な
る
。
辛
亥
革
命

以
降
、
国
家
権
力
を
掌
握
し
た
中
華
民
国
（
北
京
）
政
府
は
清
の
租
税
制
度
を
改
正
す
る
た
め
、
税
制
の

整
理
と
改
革
を
行
っ
た
３

。
ま
た
、
一
九
三
一
年
九
月
以
降
の
い
わ
ゆ
る
満
洲
事
変
を
通
じ
て
の
日
本
帝

国
主
義
に
よ
る
満
洲
全
域
支
配
の
達
成
、
満
洲
国
成
立
と
い
う
新
た
な
状
況
は
、
従
来
の
満
洲
の
租
税
制

度
の
再
編
を
促
す
機
会
を
生
み
出
し
た
。
つ
ま
り
、
満
洲
の
近
代
は
中
華
民
国
と
満
洲
国
と
い
う
二
種
類

の
国
家
形
態
に
は
さ
ま
れ
た
時
期
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
煙
草
税
制
を
時
系
列
的
に
整
理
す
る
の
が
本
章

の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
一
国
の
税
制
は
、
一
面
で
は
そ
の
国
の
産
業
構
造
に
規
定
さ
れ
な
が
ら

も
、
他
面
で
は
そ
れ
ら
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
章
の
も
う
一
つ
の
課

題
は
、
近
代
満
洲
の
煙
草
税
制
は
煙
草
産
業
の
構
造
や
、
満
洲
国
財
政
に
与
え
た
影
響
を
検
討
す
る
こ
と

で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
満
洲
経
済
政
策
史
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
「
五
ヶ
年
計
画
」
を
中
心
と
す
る
満
洲
の
経

済
政
策
全
体
の
展
開
過
程
と
そ
の
特
徴
を
論
じ
た
原
朗
の
先
駆
的
論
文
４

を
は
じ
め
、
数
多
く
蓄
積
さ
れ

て
い
る
５

。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
膨
大
な
先
行
研
究
の
中
で
は
、
関
税
や
内
国
税
制
度
に
関
す
る
研
究
も

な
さ
れ
て
い
る
６

が
、
煙
草
税
制
に
関
す
る
も
の
は
皆
無
に
近
い
状
態
に
あ
っ
た
。
本
章
は
、
煙
草
税
制

に
焦
点
を
絞
り
、
そ
の
政
策
変
遷
と
特
徴
を
具
体
的
に
把
握
す
る
。
な
お
、
本
章
の
検
討
対
象
と
な
る
煙

草
税
は
、
煙
草
の
消
費
と
い
う
行
為
に
対
し
て
課
さ
れ
る
消
費
税
の
み
な
ら
ず
、
煙
草
販
売
と
い
う
経
済

活
動
に
対
し
て
課
さ
れ
る
営
業
税
も
含
め
て
い
る
。
ま
た
、
必
要
な
範
囲
で
原
料
葉
煙
草
に
対
す
る
課
税
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や
、
煙
草
関
税
に
言
及
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
一
節

近
代
満
洲
に
お
け
る
煙
草
税
制
の
史
的
変
遷

本
節
は
、
満
洲
の
煙
草
税
制
に
お
け
る
大
転
換
点
で
あ
る
満
洲
国
の
建
国
を
基
準
と
し
、
国
民
政
府
期

と
満
洲
国
期
に
分
け
て
近
代
満
洲
の
煙
草
税
制
を
概
観
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
近
代
満
洲
の

煙
草
税
制
に
み
る
問
題
点
を
検
討
す
る
。
な
お
、
租
税
制
度
の
面
か
ら
み
た
満
洲
は
二
つ
の
区
域
に
分
断

さ
れ
て
い
た
。
一
つ
は
遼
東
半
島
の
先
端
に
位
置
す
る
日
本
の
租
借
地
関
東
州
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
そ

れ
以
外
の
、
地
理
的
に
は
ほ
と
ん
ど
の
満
洲
を
お
お
っ
て
い
る
地
域
で
あ
る
。
本
節
で
は
検
討
に
あ
た
り
、

関
東
州
を
除
く
こ
と
に
す
る
。

一
、
国
民
政
府
期
の
煙
草
税
制

①
一
九
一
〇
年
代

辛
亥
革
命
後
、
一
九
一
二
年
に
成
立
し
た
中
華
民
国
政
府
は
清
の
租
税
制
度
を
部
分
的
に
踏
襲
し
た
一

方
、
税
制
の
整
理
・
改
革
を
行
っ
た
。
改
革
の
第
一
歩
は
、
国
税
・
地
方
税
を
区
分
し
、
一
九
一
二
年
一

一
月
に
「
国
家
税
及
地
方
税
草
案
」
を
公
布
し
た
。
当
該
草
案
に
よ
る
と
、
煙
草
・
酒
に
対
し
て
徴
収
す

る
「
煙
酒
税
」
は
国
税
に
属
し
７

、
定
額
を
定
め
て
地
方
政
府
に
徴
収
さ
せ
た
８

。
し
か
し
、
辛
亥
革
命
は

民
族
革
命
で
あ
り
、
社
会
革
命
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
従
来
の
地
方
分
権
制
度
を
改
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、

国
民
政
府
は
権
力
が
乏
し
く
、
地
方
か
ら
の
収
入
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
９

。
一
九
一
四
年
に
国
庫
収
入

を
増
加
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
「
販
売
煙
酒
特
許
牌
照
税
条
例
」
が
制
定
さ
れ
、
「
煙
草
若
ク
ハ
酒

ノ
販
売
ヲ
営
業
ト
ス
ル
店
舗
ニ
対
シ
テ
課
ス
ル
営
業
税
」
を
徴
収
し
は
じ
め
た
１
０

。
そ
し
て
、
翌
一
九
一

五
年
に
財
政
部
に
煙
酒
公
売
局
が
設
置
さ
れ
、
「
全
国
煙
酒
公
売
暫
行
簡
章
」
を
公
布
し
、
い
わ
ゆ
る
煙

酒
公
売
制
が
実
施
さ
れ
た
１
１

。
こ
れ
ら
の
制
度
は
煙
草
税
の
創
設
で
は
な
く
、
専
売
制
で
も
な
く
、
単
に

煙
草
と
酒
か
ら
特
別
税
収
入
を
図
る
制
度
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
一
九
一
〇
年
代
の
満
洲
で
は
、
煙

草
は
完
全
に
普
通
品
と
見
な
さ
れ
、
煙
草
税
と
い
う
名
称
も
な
く
、
煙
草
に
関
す
る
税
制
度
は
す
べ
て
酒

税
と
統
括
さ
れ
て
い
た
。
以
下
で
は
、
「
煙
酒
税
」
（
消
費
税
）
、
煙
酒
販
売
特
許
牌
照
税
（
営
業
税
）
、

煙
酒
公
売
費
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
と
税
率
を
概
観
し
な
が
ら
、
当
該
時
期
の
煙
草
税
制
の
特
徴
を
考
察
す
る
。

ま
ず
は
、
「
煙
酒
税
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
清
の
「
煙
酒
捐
」
を
継
承
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
消
費
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税
と
し
て
徴
収
さ
れ
て
い
た
税
金
で
あ
る
。
当
時
、
各
省
は
随
意
に
課
税
を
行
っ
て
い
た
た
め
、
課
税
標

準
や
徴
収
機
関
は
統
一
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
１
２

。
奉
天
省
を
例
に
み
る
と
、
葉
煙
草
の
税
率
は
従
価
の
一

一
％
、
紙
巻
煙
草
の
税
率
は
一
万
本
に
大
洋
一
元
六
角
で
あ
っ
た
。
徴
税
方
法
に
つ
い
て
、
奉
天
省
内
で

製
造
さ
れ
、
そ
し
て
納
税
済
み
の
煙
草
は
目
的
地
に
運
送
す
る
に
あ
た
っ
て
、
再
び
徴
税
さ
れ
な
い
と
い

う
規
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
省
外
よ
り
移
入
さ
れ
る
煙
草
は
奉
天
省
で
は
徴
税
さ
れ
る
１
３

。
こ
の
よ
う
な

課
税
制
度
は
清
の
釐
金
１
４

制
度
と
は
か
わ
り
が
な
い
と
い
え
よ
う
。

次
に
煙
酒
販
売
特
許
牌
照
税
に
つ
い
て
で
あ
る
。
同
税
は
煙
草
の
販
売
業
者
が
賦
課
さ
れ
た
営
業
税
で

あ
る
。
そ
し
て
、
同
税
を
新
設
し
た
理
由
は
、
国
庫
収
入
の
増
加
を
は
か
る
こ
と
に
あ
る
一
方
、
「
元
来

輸
入
外
国
品
ハ
、
条
約
上
関
税
以
外
ニ
消
費
税
ヲ
賦
課
ス
ル
ヲ
得
ナ
イ
コ
ト
ト
ナ
ツ
テ
居
ル
ガ
為
メ
ニ
、

内
外
ノ
製
品
間
ニ
負
担
ノ
公
平
を
欠
ク
ノ
嫌
ガ
ア
ル
」
１
５

た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
同
税
の
税
率
は
「
販
売

煙
酒
特
許
牌
照
税
条
例
」
に
よ
れ
ば
、
卸
売
業
者
１
６

は
毎
年
、
大
洋
四
十
元
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
い
。

小
売
業
者
の
場
合
、
営
業
方
式
に
よ
っ
て
納
税
額
が
異
な
る
が
、
煙
草
販
売
を
専
業
と
す
る
業
者
は
毎
年

大
洋
十
六
元
、
煙
草
販
売
を
兼
業
と
す
る
業
者
は
毎
年
大
洋
八
元
、
一
定
の
店
舗
を
有
し
な
く
路
傍
で
販

売
す
る
業
者
は
毎
年
大
洋
四
元
を
納
付
し
て
い
る
１
７

と
い
う
。
販
売
業
者
は
自
分
の
営
業
形
態
に
相
応
す

る
税
金
を
所
轄
税
捐
局
に
納
付
し
、
税
捐
局
か
ら
営
業
許
可
証
（
牌
照
）
を
受
取
り
、
開
業
が
可
能
に
な

る
。
こ
の
営
業
許
可
証
の
転
売
や
譲
渡
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
、
煙
草
公
売
費
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
定
め
ら
れ
た
理
由
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
目
は
、
当
時
各
省

の
煙
酒
税
の
種
類
が
多
く
、
徴
収
方
法
も
統
一
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
煩
雑
な
税
目
を
合
併
し
て
公

売
費
の
名
目
下
に
統
一
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
当
時
満
洲
の
煙
草
税
率
は
比
較
的
に

低
率
で
あ
っ
た
た
め
、
税
率
を
高
め
て
増
税
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
１
８

。
こ
れ
ら
の
理
由
を
も
っ
て
、

一
九
一
五
年
に
「
全
国
煙
酒
公
売
暫
行
簡
章
」
が
制
定
・
公
布
さ
れ
、
民
間
で
生
産
さ
れ
た
煙
草
は
政
府

が
全
部
買
上
げ
た
後
、
ま
た
商
人
に
払
い
下
げ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
結
局
、
こ
の
徴
税
方
法
は
商
人
の

反
対
で
実
行
が
難
し
く
な
っ
た
た
め
、
商
人
の
請
負
制
度
が
採
ら
れ
、
政
府
が
か
わ
り
に
商
人
か
ら
公
売

費
を
徴
収
す
る
こ
と
に
な
っ
た
１
９

。
ま
た
、
煙
草
公
売
費
を
細
か
く
分
類
す
る
と
、
そ
れ
は
葉
煙
草
公
売

費
と
巻
煙
草
公
売
費
に
分
け
ら
れ
る
。
葉
煙
草
公
売
費
の
負
担
者
は
、
生
産
者
の
農
民
で
あ
る
。
生
産
者

は
葉
煙
草
を
商
品
と
し
て
市
場
に
搬
入
す
る
と
き
、
政
府
に
公
売
費
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
税
率
は
百
斤
に
つ
き
大
洋
一
元
二
角
で
あ
る
２
０

。
巻
煙
草
に
対
し
て
も
公
売
費
が
徴
収
さ
れ
た
が
、
外

国
資
本
の
抗
議
が
起
こ
っ
た
た
め
、
国
民
政
府
財
政
部
は
各
省
公
売
局
に
対
し
て
、
「
外
国
巻
煙
草
に
対

す
る
公
売
費
賦
課
は
ま
だ
懸
案
中
に
付
、
是
を
徴
収
す
べ
か
ら
ず
」
（
一
九
一
五
年
一
一
月
二
九
日
附
奉

天
煙
酒
公
売
局
宛
）
と
し
、
「
本
〔
財
政
〕
部
に
お
い
て
外
煙
外
酒
弁
法
を
籌
議
し
、
未
だ
訂
定
せ
ざ
る
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以
前
は
英
米
煙
公
司
に
対
し
、
公
売
費
を
徴
収
す
る
を
得
ず
」
（
一
九
一
五
年
一
二
月
六
日
附
奉
天
煙
酒

公
売
局
宛
、
財
政
部
勅
令
第
三
三
三
一
号
）
と
訓
令
を
出
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
２
１

。
こ
の
よ
う
に
、

英
米
煙
草
会
社
や
東
亜
煙
草
会
社
な
ど
の
外
国
資
本
の
製
品
は
公
売
費
の
徴
収
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
、
中

国
民
族
資
本
の
み
が
徴
収
対
象
と
な
り
、
不
利
益
を
被
る
こ
と
に
な
っ
た
。

②
一
九
二
〇
年
代

一
九
二
一
年
に
は
じ
め
て
「
巻
煙
草
税
」
の
創
設
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
当
時
の
巻
煙
草
税
は
舶
来
巻

煙
草
税
、
在
中
国
製
造
税
、
子
口
半
税
２
２

の
三
種
類
に
分
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
舶
来
巻
煙
草
税
は
従
価

の
五
％
を
徴
収
さ
れ
、
在
中
国
製
造
税
は
五
万
本
一
箱
に
出
廠
税
二
元
を
煙
酒
署
に
徴
収
さ
れ
る
２
３

。
そ

の
後
、
一
九
二
三
年
に
「
巻
煙
草
特
税
」
が
創
設
さ
れ
、
国
内
産
煙
草
や
輸
入
煙
草
に
関
係
せ
ず
、
巻
煙

草
に
対
し
て
上
述
の
煙
草
税
以
外
に
特
税
を
徴
収
す
る
。
特
税
は
「
印
花
票
」
（
印
紙
）
を
購
入
し
て
煙

草
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
と
じ
口
に
貼
り
つ
け
る
と
い
う
方
法
で
納
付
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
税
率
は
従
価
の
二

〇
％
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
付
加
税
と
し
て
従
価
の
一
〇
％
が
徴
収
さ
れ
て
い
た
２
４

。
特
税
の
創
設
で

各
省
の
税
制
が
混
乱
し
た
一
方
、
煙
草
業
者
は
過
重
な
課
税
で
収
益
が
減
少
し
、
不
満
が
起
こ
っ
た
。
一

九
二
七
年
に
南
京
国
民
政
府
が
成
立
し
、
財
政
上
の
重
要
な
方
案
と
し
て
「
徴
収
巻
煙
草
税
章
程
」
を
制

定
・
公
布
し
、
正
式
に
煙
草
輸
入
税
と
国
内
製
造
税
を
、
一
律
に
五
〇
％
と
規
定
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て

従
来
各
省
独
自
に
行
っ
て
き
た
徴
税
は
す
べ
て
廃
止
さ
れ
た
。
ま
た
、
翌
一
九
二
八
年
に
「
統
税
条
例
」

が
公
布
さ
れ
、
舶
来
品
は
海
関
正
税
五
％
及
び
子
口
税
二
・
五
％
の
ほ
か
に
、
煙
草
統
税
二
〇
％
を
加
え
、

合
計
二
七
・
五
％
を
課
税
さ
れ
、
国
内
製
造
の
煙
草
は
海
関
査
定
価
格
の
二
二
・
五
％
を
課
税
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
２
５

。
し
か
し
、
当
時
の
満
洲
で
は
、
各
省
の
財
政
は
そ
の
独
立
性
を
保
ち
続
け
２
６

、
煙
草
統

税
は
満
洲
地
域
で
は
確
実
に
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
２
７

。

こ
の
よ
う
に
、
国
民
政
府
期
の
満
洲
に
お
け
る
煙
草
税
制
は
、
中
央
権
力
が
弱
く
、
地
方
権
力
が
強
か

っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
統
一
さ
れ
て
い
な
い
状
態
の
ま
ま
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

二
、
満
洲
国
期
の
煙
草
税
制

満
洲
国
建
国
当
初
は
、
一
時
的
な
減
税
を
実
施
し
な
が
ら
、
国
民
政
府
期
の
税
制
を
継
承
し
た
が
、
租

税
制
度
を
根
本
的
に
改
革
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
一
定
の
整
理
目
標
の
下
に
漸
進
主
義
的
整
理

が
行
わ
れ
た
２
８

。
本
項
で
は
煙
草
税
に
絞
り
、
そ
の
改
革
過
程
を
探
る
。

①
満
洲
国
内

満
洲
国
の
煙
草
税
制
は
満
洲
国
財
政
の
年
代
区
分
に
よ
っ
て
次
の
四
期
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
一
）
創
業
財
政
時
代
（
一
九
三
二
年
三
月
―
一
九
三
三
年
六
月
）
の
煙
草
税
制
。
当
該
期
間
は
、
国
民

政
府
時
代
の
煙
草
統
税
制
度
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
。
い
わ
ゆ
る
新
「
三
級
制
」
２
９

で
あ
る
。
新
三
級
制

の
実
施
は
、
一
九
三
一
年
一
月
の
関
税
改
定
以
降
で
、
輸
入
製
品
に
対
す
る
課
税
が
、
統
税
を
含
め
て
五

〇
％
（
う
ち
統
税
四
〇
％
）
に
改
め
た
の
に
応
じ
て
、
国
産
品
へ
の
統
税
課
税
率
も
四
〇
％
に
引
上
げ
ら

れ
た
３
０

。

（
二
）
基
礎
財
政
時
代
（
一
九
三
三
年
七
月
―
一
九
三
六
年
一
二
月
）
の
煙
草
税
制
。
当
該
期
間
は
、

満
洲
国
が
よ
う
や
く
軌
道
に
乗
り
、
国
礎
確
立
に
向
か
っ
て
堅
実
に
財
政
政
策
を
整
備
す
る
時
代
で
あ
る

３
１

。
こ
の
「
健
全
財
政
時
代
」
で
は
、
一
九
三
四
年
六
月
一
八
日
勅
令
第
四
九
号
を
も
っ
て
満
洲
国
の
巻

煙
草
税
法
が
公
布
・
実
施
さ
れ
た
。
同
税
法
に
よ
れ
ば
、
巻
煙
草
税
は
原
則
的
に
は
、
巻
煙
草
を
製
造
場

か
ら
搬
出
さ
れ
た
時
に
、
そ
の
製
造
者
か
ら
徴
収
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
税
捐
局
長
の
承
認
を
受

け
て
巻
煙
草
税
未
納
の
巻
煙
草
を
運
送
す
る
場
合
に
は
、
着
荷
の
際
に
そ
の
荷
受
入
人
か
ら
税
を
徴
収
す

る
３
２

。
税
率
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
等
級
定
率
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

一
級

五
万
本
の
価
格
千
二
百
円
を
超
え
る
も
の

五
万
本
に
付

六
〇
〇
円

二
級

五
万
本
の
価
格
八
〇
〇
―
一
二
〇
〇
円
の
も
の

同

四
〇
〇
円

三
級

五
万
本
の
価
格
五
〇
〇
―
八
〇
〇
円
の
も
の

同

二
六
〇
円

四
級

五
万
本
の
価
格
三
〇
〇
―
五
〇
〇
円
の
も
の

同

一
六
〇
円

五
級

五
万
本
の
価
格
二
〇
〇
―
三
〇
〇
円
の
も
の

同

一
〇
〇
円

六
級

五
万
本
の
価
格
一
〇
〇
―
三
〇
〇
円
の
も
の

同

六
〇
円

七
級

五
万
本
の
価
格
一
〇
〇
円
を
超
え
な
い
も
の

同

三
九
円

国
民
政
府
期
の
煙
草
税
制
に
比
較
す
れ
ば
、
当
該
税
法
の
改
正
要
点
は
、
紙
巻
煙
草
に
対
す
る
従
来
の

三
級
制
を
「
七
級
制
」
と
し
た
こ
と
や
、
葉
巻
煙
草
に
対
す
る
全
面
的
な
税
率
引
上
げ
、
輸
出
巻
煙
草
に

対
す
る
免
税
な
ど
で
あ
る
３
３

。

一
方
、
葉
煙
草
税
に
つ
い
て
は
、
従
来
各
省
に
し
て
正
税
の
ほ
か
に
数
種
の
付
加
税
を
賦
課
徴
収
さ
れ

て
い
た
た
め
、
税
制
の
統
一
や
産
業
保
護
の
見
地
か
ら
、
一
九
三
六
年
七
月
一
日
に
勅
令
第
一
〇
八
号
を

も
っ
て
新
た
な
「
葉
煙
草
税
法
」
が
公
布
さ
れ
、
満
洲
国
の
全
国
的
統
一
を
図
る
と
と
も
に
、
付
加
税
的

性
質
を
有
す
る
一
切
の
税
種
を
廃
止
し
、
巻
煙
草
製
造
原
料
と
し
て
の
葉
煙
草
に
対
し
て
は
免
税
を
行
う

な
ど
、
産
業
政
策
的
改
正
を
行
っ
た
３
４

。
そ
の
税
率
に
つ
い
て
、
葉
煙
草
は
従
価
の
一
五
％
、
巻
煙
草
以

外
の
製
造
煙
草
（
刻
煙
草
な
ど
）
は
従
価
の
四
〇
％
で
あ
る
。
葉
煙
草
の
場
合
、
納
税
義
務
者
は
生
産
者
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の
農
民
ま
た
は
葉
煙
草
の
買
付
者
で
あ
る
。
巻
煙
草
以
外
の
製
造
煙
草
の
場
合
、
納
税
義
務
者
は
煙
草
の

製
造
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、
課
税
標
準
は
納
税
義
務
者
本
人
よ
り
申
告
を
す
る
。
す
な
わ
ち
、
納
税
義
務

者
が
、
葉
煙
草
を
耕
作
地
か
ら
運
送
す
る
と
き
、
耕
作
地
所
轄
の
税
捐
局
長
に
対
し
て
、
そ
の
種
類
、
数

量
、
価
格
を
申
告
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
巻
煙
草
以
外
の
製
造
煙
草
を
製
造
場
か
ら
搬
出
し
よ
う
と

す
る
と
き
も
、
書
面
で
そ
の
種
類
、
名
称
、
数
量
、
価
格
を
製
造
場
所
轄
の
税
捐
局
長
に
申
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
後
、
税
捐
局
長
は
申
告
に
よ
っ
て
、
課
税
標
準
を
決
定
す
る
３
５

。

な
お
、
当
該
期
間
に
煙
草
に
関
す
る
関
税
の
改
正
も
行
わ
れ
た
。
一
九
三
三
年
七
月
に
第
一
次
関
税
改

正
が
行
わ
れ
、
旧
税
率
の
葉
煙
草
に
対
し
て
平
均
三
倍
、
巻
煙
草
に
対
し
て
は
約
一
倍
と
い
う
大
幅
な
引

上
を
行
っ
た
。
翌
一
九
三
四
年
一
一
月
第
二
次
関
税
改
正
に
あ
た
っ
て
は
、
満
洲
国
税
制
の
整
備
に
関
連

し
、
ま
た
同
時
に
産
業
開
発
お
よ
び
国
内
産
業
保
護
政
策
の
見
地
か
ら
第
一
次
改
正
の
不
備
を
是
正
し
た
。

そ
の
結
果
、
葉
煙
草
に
つ
い
て
は
第
一
次
関
税
改
正
に
あ
た
り
、
大
幅
な
引
上
を
行
っ
た
た
め
、
そ
の
ま

ま
と
し
て
改
正
を
行
わ
ず
、
巻
煙
草
に
対
し
て
は
七
級
制
を
「
九
級
制
」
と
し
、
平
均
五
割
乃
至
八
割
の

引
上
を
行
っ
た
３
６

。

（
三
）
開
発
財
政
時
代
（
一
九
三
七
年
一
月
―
一
九
四
〇
年
一
二
月
）
の
煙
草
税
制
。
当
該
期
間
は
、

満
洲
国
が
基
礎
的
建
設
を
遂
げ
、
新
た
に
産
業
開
発
五
ヶ
年
計
画
、
開
拓
政
策
、
北
辺
振
興
計
画
な
ど
三

大
国
策
の
遂
行
を
中
心
と
し
て
積
極
的
に
経
済
や
、
ほ
か
の
開
発
建
設
を
行
っ
た
時
代
で
あ
る
３
７

。
こ
の

「
積
極
的
健
全
財
政
時
代
」
で
は
、
一
九
三
九
年
二
月
に
巻
煙
煙
草
税
制
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。
改
正
の

理
由
と
し
て
、
（
1
）
一
九
三
四
年
度
巻
煙
草
税
法
実
施
後
の
四
年
間
の
実
績
と
戦
時
の
経
済
情
勢
に
鑑

み
、
不
合
理
な
点
が
あ
る
こ
と
、
（
2
）
戦
時
財
政
の
た
め
、
税
収
の
増
加
を
図
る
こ
と
、
の
二
点
が
挙

げ
ら
れ
た
。
ま
た
、
改
正
の
重
点
は
、
（
1
）
従
来
の
卸
売
価
格
を
標
準
と
し
た
等
級
定
額
税
制
度
を
、

小
売
価
格
を
標
準
と
し
た
従
価
比
例
税
制
度
に
改
め
た
こ
と
、
（
2
）
巻
煙
草
の
最
小
包
装
一
個
ご
と
に

小
売
定
価
を
表
示
さ
せ
る
こ
と
、（
3
）
小
売
定
価
の
決
定
は
経
済
部
大
臣
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
、（
4
）

巻
煙
草
の
販
売
に
つ
い
て
は
税
捐
局
長
に
申
告
す
る
こ
と
、
の
四
点
で
あ
っ
た
３
８

。
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、

巻
煙
草
の
販
売
は
完
全
に
戦
時
統
制
経
済
の
枠
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
四
）
戦
時
財
政
時
代
（
一
九
四
一
年
一
月
―
一
九
四
五
年
八
月
）
の
煙
草
税
制
。
当
該
期
間
は
、
日

中
戦
争
の
長
期
化
と
太
平
洋
戦
争
の
勃
発
に
よ
っ
て
満
洲
国
が
総
力
を
挙
げ
て
生
産
拡
充
、
戦
力
増
強
に

努
め
た
時
代
で
あ
る
３
９

。
こ
の
時
代
で
は
毎
年
、
増
税
を
目
的
と
し
て
煙
草
税
法
の
改
正
が
行
わ
れ
、
一

九
四
一
年
一
月
に
国
内
製
造
巻
煙
草
と
輸
入
煙
草
の
税
率
を
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
％
と
三
〇
％
引
き
上
げ
４
０

、

一
九
四
二
年
八
月
に
葉
煙
草
と
刻
煙
草
が
増
税
さ
れ
た
４
１

が
、
一
九
四
三
年
に
葉
煙
草
の
税
率
は
従
価
の

四
〇
％
、
国
内
産
巻
煙
草
の
税
率
は
小
売
定
価
の
六
〇
％
、
輸
入
巻
煙
草
の
税
率
は
小
売
定
価
の
五
二
％
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に
さ
れ
た
４
２

。

②
満
鉄
附
属
地

満
鉄
附
属
地
は
、
一
八
九
六
年
に
中
国
と
ロ
シ
ア
と
の
間
に
締
結
さ
れ
た
「
東
支
鉄
道
建
設
及
経
営
ニ

関
ス
ル
条
約
」
に
基
づ
く
「
東
支
鉄
道
」
附
属
地
が
、
一
九
〇
五
年
の
「
日
露
講
和
条
約
」
お
よ
び
「
日

清
間
満
洲
ニ
関
ス
ル
条
約

附
属
協
定

附
属
取
極
」
に
よ
り
日
本
の
管
轄
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
も
の
を
淵
源
と
し
、
さ
ら
に
日
露
戦
争
中
・
戦
後
の
日
本
陸
軍
用
地
を
満
鉄
に
移
管
収
用
し
た
土
地
や
、

満
鉄
が
中
国
人
地
主
よ
り
買
収
、
商
租
、
永
代
借
地
し
た
土
地
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
４
３

。
そ
し
て
、

附
属
地
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
満
鉄
は
「
絶
対
的
排
他
的
行
政
権
」
を
有
し
て
い
た
。

ま
た
、
満
洲
国
は
一
九
三
二
年
三
月
一
日
の
「
建
国
宣
言
」
に
お
い
て
、
「
其
ノ
中
華
民
国
以
前
各
国

ト
定
ム
ル
所
ノ
条
約
、
債
務
ノ
満
蒙
新
国
領
土
以
内
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
皆
国
際
慣
例
ニ
照
シ
継
承
承
認
」

４
４

と
し
て
、
中
華
民
国
期
の
条
約
を
引
き
継
い
た
４
５

。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
治
外
法
権
を
含
む
不
平

等
条
約
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
満
洲
国
の
課
税
権
が
及
ば
な
か
っ
た
満
鉄
附
属
地
で
生
産
さ
れ
た
煙
草

に
対
し
て
、
課
税
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
課
税
実
態
に
つ
い
て
、
税
務
監
督
署
の
報
告

を
通
し
て
見
て
い
こ
う
。
（
1
）
一
九
三
四
年
七
月
に
巻
煙
草
税
法
が
施
行
さ
れ
、
商
埠
地
に
あ
る
二
工

場
（
東
亜
煙
草
会
社
・
英
米
煙
草
会
社
）
は
全
製
品
に
対
し
て
課
税
。
営
口
の
満
鉄
附
属
地
に
あ
る
東
亜

煙
草
の
一
工
場
は
、
附
属
地
内
消
費
分
は
非
課
税
、
附
属
地
外
搬
出
分
に
つ
い
て
は
課
税
（
奉
天
税
務
監

督
局
）
。
（
2
）
営
口
附
属
地
の
東
亜
煙
草
会
社
に
対
し
て
、
紛
議
の
結
果
、
一
九
三
三
年
三
月
頃
に
税

捐
局
か
ら
日
本
人
一
名
を
駐
在
員
と
し
て
派
遣
し
、
附
属
地
外
搬
出
分
に
つ
い
て
課
税
（
営
口
税
捐
局
）
。

（
3
）
営
口
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
航
路
が
な
く
、
外
国
製
煙
草
に
つ
い
て
は
附
属
地
満
鉄
埠
頭
に
陸
揚
さ
れ

る
こ
と
が
な
い
の
で
課
税
の
問
題
は
生
じ
な
い
が
、
東
亜
煙
草
会
社
の
製
品
で
附
属
地
外
に
搬
出
さ
れ
る

分
に
つ
い
て
は
課
税
（
営
口
商
業
会
議
所
）
４
６

。
つ
ま
り
、
満
鉄
附
属
地
で
生
産
さ
れ
て
、
ま
た
附
属
地

で
消
費
さ
れ
る
煙
草
は
非
課
税
で
あ
っ
た
。
一
九
三
六
年
七
月
に
治
外
法
権
一
部
の
撤
廃
と
同
時
に
、
附

属
地
煙
草
税
令
が
公
布
・
施
行
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
満
洲
国
の
「
煙
税
法
、
巻
煙
草
税
法
と
同
一
な
る
」

も
の
で
あ
る
４
７

。

三
、
近
代
満
洲
の
煙
草
税
制
に
み
る
問
題
点

以
上
で
は
、
近
代
満
洲
の
煙
草
税
制
を
時
系
列
的
に
概
観
し
て
き
た
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
煙
草
税
制
に

ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
見
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
本
項
で
は
課
税
対
象
、
課
税
方
式
と
税
率
の
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三
つ
の
面
か
ら
検
討
を
行
う
。

ま
ず
は
、
課
税
対
象
に
関
し
て
、
中
立
性
を
欠
く
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
国
民
政
府
期
の
煙
草
公
売

費
は
中
国
民
族
資
本
の
煙
草
業
者
の
み
を
徴
収
対
象
と
し
た
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
ま
た
、
満
鉄
附
属

地
が
脱
税
の
港
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
認
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
不
公
平
性
を
持
つ
煙
草
税
制
は
、

煙
草
企
業
の
操
業
に
影
響
を
及
ぼ
す
一
方
、
消
費
者
の
選
択
に
も
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
同
様
な
生
産
原
価
で
製
造
さ
れ
た
煙
草
に
課
さ
れ
る
税
額
が
異
な
れ
ば
、
商
品
の
小
売
価
格
も
異

な
る
。
ま
た
、
煙
草
税
は
間
接
消
費
税
で
あ
り
、
製
造
業
者
の
納
税
額
に
よ
り
、
消
費
者
が
実
際
に
購
入

す
る
価
格
に
占
め
る
税
の
割
合
が
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
課
税
方
式
に
よ
る
問
題
点
で
あ
る
。
国
民
政
府
期
の
満
洲
煙
草
税
制
は
統
一
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
た
め
、
地
方
政
府
に
よ
り
多
く
の
付
加
税
が
課
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
近
代
満
洲
の
煙
草
税
制
に
お
い

て
、
等
級
制
度
課
税
と
従
価
制
度
課
税
が
設
け
ら
れ
た
が
、
等
級
制
度
は
等
級
ご
と
の
異
な
る
税
率
に
よ

る
従
価
課
税
の
一
種
類
と
言
え
る
。
こ
れ
ら
の
税
制
は
、
「
高
価
な
煙
草
ほ
ど
高
い
税
負
担
を
課
す
べ
き

で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
か
ら
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
級
～
七
級
と
い
う
級
と
、
小
売
価
格
の

決
定
は
生
産
者
ま
た
は
製
造
者
の
申
告
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
納
税
額
を
抑
え
よ
う
と
、
製

造
者
は
高
価
製
品
の
生
産
を
回
避
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
よ
り
品
質
の
良
い

製
品
の
製
造
を
阻
害
す
る
一
方
、
企
業
の
自
由
な
価
格
展
開
を
阻
害
す
る
こ
と
に
も
な
る
。

最
後
の
問
題
は
税
率
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
。
満
洲
国
期
の
煙
草
税
率
を
み
れ
ば
、
税
制
改
正
の
度
に

増
税
が
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
も
そ
も
税
率
の
制
定
は
何
ら
か
の
合
理
的
な
経
済
学
的
基
準
に

基
づ
く
も
の
の
は
ず
で
あ
る
が
、
近
代
満
洲
煙
草
税
率
の
制
定
は
そ
う
で
は
な
く
、
政
治
的
背
景
に
よ
る

部
分
が
大
き
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

租
税
制
度
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
す
る
の
か
は
、
一
国
（
一
地
域
）
の
経
済
政
策
の
重
要
な
一
分
野
を

占
め
、
そ
し
て
税
制
を
通
じ
て
そ
の
国
（
あ
る
い
は
地
域
）
の
産
業
構
造
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
節

で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
点
が
存
在
し
た
煙
草
税
制
下
で
の
満
洲
煙
草
工
業
の
構
成
を
考
察
す
る
。

第
二
節

近
代
満
洲
の
煙
草
工
業

近
代
満
洲
に
お
け
る
製
造
煙
草
の
ほ
と
ん
ど
は
紙
巻
煙
草
で
あ
っ
た
４
８

た
め
、
本
節
で
は
紙
巻
煙
草
工

業
に
着
目
し
て
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
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一
、
満
洲
煙
草
工
業
の
沿
革

紙
巻
煙
草
が
満
洲
に
移
入
さ
れ
た
の
は
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
煙
草
製

造
は
日
露
戦
争
前
、
秋
林
商
会
と
ロ
パ
ー
ト
商
会
が
ハ
ル
ビ
ン
に
工
場
を
起
こ
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
っ
た
。

そ
の
後
、
一
九
〇
五
年
英
米
煙
草
会
社
の
満
洲
進
出
や
、
一
九
〇
六
年
東
亜
煙
草
会
社
が
満
洲
市
場
を
開

拓
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
よ
り
、
満
洲
の
煙
草
工
業
が
勃
興
し
た
。
日
露
戦
争
後
、
文
化
の
向
上
に
伴
い
、

紙
巻
煙
草
の
消
費
に
急
速
な
需
要
増
が
み
ら
れ
た
。
表

3
―
1
は
満
洲
に
お
け
る
紙
巻
煙
草
消
費
量
の
推

移
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
表
を
み
れ
ば
、
二
七
年
間
満
洲
に
お
け
る
紙
巻
煙
草
の
消
費
量
は
大
幅
に
増
加

し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
九
一
六
年
、
満
洲
に
お
け
る
紙
巻
煙
草
の
消
費
量
は
約
一
二
億
本
で
あ
る
が
、

一
九
二
〇
年
に
お
い
て
は
約
二
倍
、
一
九
三
〇
年
に
お
い
て
は
八
倍
以
上
、
一
九
四
二
年
に
お
い
て
は
約

二
〇
倍
と
な
っ
た
。
こ
の
中
で
、
満
洲
事
変
以
前
に
は
、
紙
巻
煙
草
の
消
費
量
は
曲
線
的
に
増
加
し
て
い

た
が
、
一
九
三
一
年
満
洲
事
変
の
勃
発
に
伴
う
市
場
の
不
安
定
化
な
ど
の
原
因
で
一
九
三
〇
年
、
一
九
三

一
年
、
一
九
三
二
年
の
三
年
間
の
消
費
量
は
年
ご
と
に
減
少
し
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
三
三
年
以
降
の

表3-1 満洲における紙巻煙草の消費量（単位：千本）

年次 国内品 輸入品 合計 指数
1916 - - 1,207,679 100
1917 - - 1,446,646 119
1918 - - 1,893,920 157
1920 - - 1,954,896 162
1920 - - 2,349,388 195
1921 - - 2,029,536 168
1922 - - 1,087,136 90
1923 - - 2,422,339 200
1924 - - 1,808,597 150
1925 - - 3,051,482 253
1926 5,566,667 1,128,306 6,694,972 554
1927 6,750,001 568,535 7,318,526 606
1928 7,022,223 1,636,824 8,659,047 718
1929 6,952,778 3,505,759 10,458,537 866
1930 6,352,778 3,422,720 9,775,498 809
1931 5,119,445 926,163 6,045,608 500
1932 5,472,223 293,168 5,765,391 477
1933 11,713,890 456,589 12,170,479 919
1934 13,163,891 836,172 14,000,063 1,071
1935 - - 13,396,330 1,109
1936 - - 15,835,364 1,311
1937 - - 17,858,710 1,478
1938 - - 17,393,706 1,440
1939 - - 18,673,316 1,546
1940 - - 20,994,604 1,738
1941 - - 22,742,918 1,883
1942 - - 22,644,969 1,875

出所：水之江殿之『東亜煙草社とともに―民営煙草会
社に捧げた半生の記録―』丸善出版、1982年、147頁よ
り、満洲煙草統制組合編『満洲煙草事業小史』満洲煙
草統制組合、1943年、39-40頁より作成
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消
費
量
は
再
び
大
幅
に
増
加
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ま
ず
は
人
口
の
増
加
が
考
え
ら
れ
る
。
一
九
二

七
年
六
月
の
調
査
４
９

に
よ
り
、
満
洲
地
域
全
人
口
の
な
か
の
中
国
人
人
口
を
概
算
す
る
と
、
総
計
二
一
〇

一
万
五
〇
〇
〇
人
、
間
島
在
住
の
人
を
含
ま
な
い
日
本
人
の
総
計
は
一
四
万
七
五
六
〇
人
、
朝
鮮
人
の
総

計
は
四
三
万
一
四
九
三
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
三
六
年
民
政
部
総
務
司
の
調
査
５
０

に
よ
る
と
、
一

九
三
五
年
一
二
月
末
の
満
洲
総
人
口
は
三
五
八
一
万
五
〇
〇
〇
人
、
そ
の
う
ち
中
国
人
は
三
四
四
八
万
七

〇
〇
〇
人
、
日
本
人
は
四
七
万
六
〇
〇
〇
人
、
朝
鮮
人
は
七
七
万
六
〇
〇
〇
人
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
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九
四
〇
年
総
務
庁
の
統
計
５
１

に
よ
る
と
、
一
九
四
〇
年
一
〇
月
に
満
洲
総
人
口
は
四
一
〇
八
万
〇
九
〇
七

人
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
九
二
七
年
よ
り
一
九
四
〇
年
に
い
た
る
約
一
三
年
間
、
満
洲
の
人
口
は
約
二
倍

に
増
加
し
た
。
こ
の
期
間
中
、
紙
巻
煙
草
の
消
費
量
は
約
三
倍
に
増
加
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
一
人
あ
た

り
の
消
費
量
が
増
加
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
紙
巻
煙
草
消
費
量
の
激
増

の
原
因
に
は
人
口
増
加
の
ほ
か
、
紙
巻
煙
草
の
普
及
拡
大
な
ど
の
原
因
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、

巨
大
な
消
費
量
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
、
外
国
か
ら
の
輸
入
が
必
要
と
な
っ
た
。
満
洲
事
変
以
前
、
外
国

か
ら
の
輸
入
品
は
年
々
増
加
し
て
い
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
が
、
満
洲
事
変
以
降
、
国
際
情
勢
の
変
化
に
よ

り
輸
入
が
難
し
く
な
る
こ
と
や
、
満
洲
国
の
成
立
に
よ
る
関
税
自
主
な
ど
の
原
因
で
、
一
九
三
一
年
以
降

輸
入
紙
巻
煙
草
の
数
量
は
激
減
し
た
。
そ
の
具
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
そ
の
輸
入
先
を
解
明
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。
一
九
二
五
年
度
南
満
洲
に
お
け
る
主
な
港
口
で
あ
る
安
東
、
大
連
、
牛
荘
の
三
港
の
輸

入
概
況
を
通
じ
て
見
れ
ば
、
「
米
国
四
二
、
支
那
四
二
、
日
本
一
四
、
朝
鮮
一
、
其
他
一
」
５
２

と
い
う
実

情
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
九
三
〇
年
代
に
入
り
、
そ
の
輸
入
先
別
数
量
を
見
る
と
、
一
九
三
〇
年
代
に
お

い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
輸
入
は
最
も
多
く
、
中
国
は
そ
の
次
に
あ
り
、
日
本
、
ロ
シ
ア
、
ア
メ
リ
カ

が
こ
れ
ら
を
追
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
輸
入
紙
巻
煙
草
の
主
な
輸
入
先
は
中
国
、
ア
メ

リ
カ
、
日
本
、
イ
ギ
リ
ス
で
あ
っ
た
。
一
方
、
輸
入
紙
巻
煙
草
の
品
質
も
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一

九
二
三
年
度
の
大
連
港
を
例
に
し
て
み
れ
ば
、
輸
入
紙
巻
煙
草
の
品
質
は
表

3
―
2
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
筆
者
の
区
分
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
千
本
十
二
両
五
十
仙
以
上
の
も
の
を
高
級
品
、
千
本
十

二
両
五
十
仙
以
下
の
も
の
、
千
本
八
両
五
十
仙
以
下
の
も
の
、
千
本
六
両
五
十
仙
以
下
の
も
の
、
千
本
四

両
五
十
仙
以
下
の
も
の
の
す
べ
て
を
中
級
品
、
千
本
三
両
以
下
の
も
の
と
千
本
一
両
五
十
仙
以
下
の
も
の

と
を
下
級
品
と
し
て
区
分
す
れ
ば
、
高
級
品
の
ほ
と
ん
ど
は
日
本
と
中
国
か
ら
の
輸
入
品
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
中
級
品
の
ほ
と
ん
ど
は
中
国
か
ら
の
も
の
、
下
級
品
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
が

多
か
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

二
、
原
料
葉
煙
草
に
つ
い
て

満
洲
に
お
け
る
葉
煙
草
の
種
類
は
在
来
種
と
外
来
種
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
在
来
種
と
称
さ
れ
る
も

の
は
、
煙
管
用
と
し
て
喫
煙
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
在
来
種
葉
煙
草
が
商
品
化
さ
れ
る
の
は
清
の
時
代

で
、
朝
貢
品
の
一
つ
と
し
て
献
上
さ
れ
る
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
日
露
戦
争
以
後
、
文
化
の
向
上
に
よ
り

煙
管
煙
草
か
ら
紙
巻
煙
草
へ
需
要
が
転
換
し
、
在
来
種
葉
煙
草
の
品
質
や
香
味
は
紙
巻
煙
草
に
不
適
と
認

め
ら
れ
、
生
産
が
減
少
し
、
ほ
と
ん
ど
農
家
の
自
家
用
に
な
っ
た
。
そ
の
か
わ
り
に
、
外
国
か
ら
の
輸
入
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葉
煙
草
は
急
増
し
た
。
し
か
し
、

輸
入
葉
煙
草
は
コ
ス
ト
が
高
い
の

み
な
ら
ず
、
安
定
性
も
確
保
で
き

な
い
た
め
、
一
九
一
五
年
に
外
来

種
の
葉
煙
草
は
満
洲
で
も
栽
培
さ

れ
は
じ
め
た
。
本
項
で
は
葉
煙
草

の
市
場
需
要
状
況
に
つ
い
て
、
紙

巻
煙
草
の
原
料
と
し
て
最
も
多
く

使
わ
れ
た
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
を

対
象
と
し
て
検
討
を
行
う
。

ま
ず
は
、
表

3
―
3
を
通
し
て

満
洲
産
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
の
品

質
を
確
認
し
よ
う
。
品
質
区
分
に

つ
い
て
は
、
満
洲
に
お
け
る
米
国

種
黄
色
葉
煙
草
は
従
来
一
〇
等
級
に
分
け
て
取
引
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
山
東
省
に
お
い
て
そ
れ

は
九
等
級
に
、
日
本
に
お
い
て
そ
れ
は
一
等
よ
り
七
等
に
分
け
ら
れ
て
取
引
が
行
わ
れ
て
い
た
。
等
級
別

の
割
合
を
み
れ
ば
、
葉
煙
草
の
品
質
も
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
本
来
葉
煙
草
の
品
質
は
気
候
に
左
右
さ
れ
、

一
定
で
は
な
い
が
、
土
質
管
理
や
栽
培
技
術
な
ど
に
よ
り
、
一
定
に
近
づ
け
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
も
ち

ろ
ん
、
査
定
員
の
個
人
差
に
よ
る
検
定
結
果
の
多
少
の
違
い
も
あ
る
が
、
あ
る
程
度
で
満
洲
に
お
け
る
米

国
種
黄
色
葉
煙
草
の
品
質
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
表

3
―
3
は
満
洲
、
山
東
省
、
日
本
三
地
の

平
均
等
級
別
生
産
割
合
表
で
あ
る
。
表

3
―
3
を
見
れ
ば
、
鳳
凰
城
・
華
北
の
産
出
葉
は
六
等
か
ら
十
等

に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
産
出
葉
は
三
等
、
四
等
に
お
け
る
割
合
が

高
い
。
つ
ま
り
、
満
洲
国
で
最
も
優
れ
る
葉
煙
草
生
産
地
で
あ
っ
た
鳳
凰
城
の
産
出
葉
に
し
て
も
、
そ
の

品
質
は
日
本
品
に
比
べ
て
低
級
品
が
多
か
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

次
に
、
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
の
輸
入
状
況
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
満
洲
に
お
い
て
は
、
米
国
種
黄
色
葉

煙
草
の
耕
作
地
域
の
拡
大
に
伴
い
、
耕
作
面
積
も
大
幅
に
増
加
し
た
こ
と
が
前
章
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
生
産
額
は
極
め
て
少
な
く
、
そ
し
て
、
紙
巻
煙
草
の
普
及
や
人
口
増
加
な

ど
に
よ
っ
て
需
要
が
増
大
し
、
巻
煙
草
原
料
の
需
要
を
充
せ
な
い
た
め
、
ほ
か
は
す
べ
て
外
国
か
ら
の
輸

入
に
仰
い
て
い
る
。
そ
の
輸
入
状
況
に
つ
い
て
は
表

3
―
4
が
示
し
て
い
る
。
表

3
―
4
か
ら
み
る
と
、

一
九
二
八
年
ま
で
に
紙
巻
煙
草
の
消
費
増
加
と
と
も
に
輸
入
量
も
年
々
増
加
し
て
き
た
が
、
一
九
二
九
年
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よ
り
一
九
三
二
年
に
い
た
る
時
期
に

輸
入
量
は
減
少
に
転
じ
る
。
し
か
し
、

一
九
三
五
年
を
除
き
、
一
九
三
三
年
か

ら
一
九
三
七
年
は
輸
入
が
激
増
し
た
。

一
九
三
七
年
以
降
は
ふ
た
た
び
減
少

し
た
。
三
度
に
わ
た
る
輸
入
減
少
の
原

因
に
つ
い
て
は
、
国
際
的
諸
条
件
の
変

化
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。
一
九
三
一
年

の
減
少
は
満
洲
事
変
に
よ
る
影
響
が

大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
一
九
三
五
年

の
激
減
は
、
満
洲
国
成
立
以
降
の
国
内

原
料
自
給
方
針
の
確
立
と
関
税
自
主

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
日
中

戦
争
の
勃
発
に
伴
う
国
際
情
勢
の
悪

化
で
第
三
国
か
ら
の
輸
入
が
難
し
く

な
り
、
特
に
主
な
輸
入
先
で
あ
る
中
国

関
内
か
ら
の
輸
入
が
激
減
し
た
。
従
っ
て
、
一
九
三
七
年
以
降
の
輸
入
は
減
少
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の

葉
煙
草
の
主
な
輸
入
国
は
、
中
国
、
ア
メ
リ
カ
、
日
本
で
あ
っ
た
が
、
満
洲
事
変
以
降
、
中
国
本
土
か
ら

の
輸
入
量
は
激
減
し
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
輸
入
量
は
増
加
し
た
。
具
体
的
に
み
る
と
、
満
洲
事
変
以
前
、

中
国
本
土
か
ら
の
輸
入
量
は
全
輸
入
量
の
約
四
分
の
三
を
占
め
て
い
た
が
、
事
変
後
は
二
分
の
一
ま
で
減

少
し
た
。
逆
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
輸
入
量
は
事
変
前
の
一
四
％
か
ら
事
変
後
の
三
二
％
に
増
加
し
た
。
こ

れ
ら
に
対
し
て
、
日
本
か
ら
の
輸
入
量
に
は
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
な
い
５
３

。

三
、
一
九
三
〇
年
代
の
煙
草
工
業

ま
ず
は
、
満
洲
に
お
け
る
煙
草
の
製
造
工
場
と
工
場
勢
力
の
分
布
状
況
を
確
認
し
て
み
た
い
。
近
代
満

洲
の
煙
草
市
場
に
お
い
て
は
多
数
の
事
業
者
が
入
り
乱
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
事
業
者
は
煙
草
の
販
売
を

行
う
の
み
な
ら
ず
、
製
造
工
場
を
設
立
し
て
煙
草
の
製
造
も
行
っ
て
い
た
。
満
洲
事
変
以
前
、
北
満
洲
に

お
い
て
は
ロ
シ
ア
資
本
と
英
米
煙
草
会
社
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
が
競
争
し
、
南
満
洲
に
お
い
て
は
東
亜
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煙
草
会
社
と
英
米
煙
草
会
社
が
競
争
し
て
い
た
。
満
洲
事
変
後
、
多
く
の
会
社
は
製
造
工
場
を
満
洲
国
税

制
が
及
ば
な
か
っ
た
満
鉄
附
属
地
に
移
転
し
た
。
表

3
―
5
は
一
九
三
〇
年
代
満
洲
に
お
け
る
煙
草
工
場

の
分
布
状
況
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
工
場
の
製
造
本
数
を
比
較
す
れ
ば
、
英
米
煙
草
会
社
の
三
工
場

の
年
間
製
造
本
数
は
満
洲
国
総
生
産
量
の
約
六
割
、
東
亜
煙
草
会
社
の
三
工
場
は
総
生
産
量
の
約
四
分
の

一
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
煙
草
工
場
勢
力
の
分
布
状
況
に
つ
い
て
、
表

3
―
6
を
通
し
て
確

認
し
て
み
る
と
、
英
米
煙
草
会
社
は
資
本
金
が
総
額
の
七
七
％
、
設
備
の
生
産
能
力
（
一
日
に
一
〇
時
間
、

年
に
三
〇
〇
日
作
業
の
概
算
）
が
総
能
力
の
六
三
％
で
絶
対
他
社
の
追
遂
を
許
さ
な
い
地
位
に
あ
り
、
日

本
資
本
の
東
亜
煙
草
会
社
が
そ
の
次
に
あ
っ
た
が
、
資
本
金
も
設
備
能
力
も
に
四
分
の
一
な
い
し
三
分
の



65

一
に
も
足
り
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、
こ
こ
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
一
九
三
〇
年
代
の
時

期
に
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
が
完
全
に
満
洲
市
場
か
ら
姿
を
消
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
は
、

「
奉
票
ノ
暴
落
ト
共
ニ
収
支
引
合
ハ
ス
、
営
業
上
不
利
ヲ
来
シ
、
一
方
南
支
方
面
排
英
熱
盛
ニ
シ
テ
、
英

米
ト
ラ
ス
ト
ノ
製
品
全
ク
地
ニ
墜
ツ
ル
ト
共
ニ
、
南
洋
煙
公
司
製
品
ノ
売
行
ニ
一
大
発
展
ヲ
来
タ
シ
、
満

洲
方
面
ヲ
顧
ル
ノ
暇
ナ
ク
」
５
４

な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
一
方
、
満
洲
国
建
国
後
、
煙
草
工
業
対
策
と
し
て

は
「
将
来
公
売
制
度
ヲ
設
ケ
財
政
上
ノ
有
力
ナ
ル
収
入
源
ト
ス
ル
方
針
ヲ
以
テ
許
可
制
度
ヲ
採
用
シ
、
日

満
斯
業
関
係
者
ヲ
保
護
ス
ル
ト
共
ニ
其
生
産
並
ニ
配
給
ヲ
成
ル
ヘ
ク
日
満
斯
業
関
係
者
ニ
於
テ
支
配
セ
シ

ム
ル
」
５
５

方
針
が
採
ら
れ
、
英
米
煙
草
会
社
に
対
し
て
も
満
洲
国
法
人
に
改
組
す
べ
き
旨
が
要
望
さ
れ
た
。

こ
の
た
め
、
英
米
煙
草
会
社
は
一
九
三
六
年
、
啓
東
煙
草
会
社
を
満
洲
国
法
人
た
る
啓
東
有
限
会
社
に
改

組
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
英
米
煙
草
会
社
は
満
洲
国
法
人
の
改
組
に
よ
っ
て
、
覇
者
と
し
て
の
地
位
よ
り

後
退
す
る
に
至
っ
た
。
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以
上
の
よ
う
に
、
近
代
満
洲
に
お
け
る
煙
草
製
造
工
業
の
実
態
と
需
給
概
況
は
明
ら
か
に
な
っ
た
。
紙

巻
煙
草
の
普
及
や
満
洲
に
お
け
る
人
口
の
増
加
な
ど
の
原
因
で
、
満
洲
国
の
紙
巻
煙
草
の
消
費
量
は
大
幅

に
増
加
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
消
費
量
を
満
た
す
た
め
、
外
国
か
ら
の
輸
入
に
も
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
そ
の
主
な
輸
入
国
に
は
ア
メ
リ
カ
、
中
国
、
日
本
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
輸
入
紙
巻
煙
草
の
品

質
に
つ
い
て
、
一
九
二
三
年
度
の
大
連
港
を
例
に
み
れ
ば
、
高
級
品
は
日
本
と
中
国
か
ら
の
輸
入
煙
草
で
、

中
級
品
は
殆
ど
中
国
か
ら
の
煙
草
で
、
下
級
品
は
ほ
と
ん
ど
ア
メ
リ
カ
よ
り
の
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

満
洲
国
建
国
後
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
は
満
洲
煙
草
市
場
か
ら
そ
の
姿
を
消
し
、
英
米
煙
草
会
社
は
資
金

面
に
も
設
備
能
力
に
も
絶
対
他
社
の
追
遂
を
許
さ
な
い
状
態
に
在
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
満
洲
煙
草
産
業
構

造
の
形
成
は
、
煙
草
税
制
に
も
影
響
を
及
ぼ
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

第
三
節

満
洲
国
の
財
政
と
煙
草
税

本
節
で
は
、
満
洲
国
内
国
税
に
お
け
る
煙
草
税
収
入
の
推
移
を
検
討
し
な
が
ら
、
近
代
満
洲
の
煙
草
税

が
満
洲
国
財
政
に
お
け
る
役
割
を
分
析
す
る
。

ま
ず
、
満
洲
国
の
歳
入
構
成
を
確
認
す
る
と
、
経
常
歳
入
財
源
と
し
て
は
、
租
税
お
よ
び
印
紙
収
入
の

い
わ
ゆ
る
公
経
済
的
収
入
と
、
専
売
利
益
金
お
よ
び
官
営
収
入
の
い
わ
ゆ
る
私
経
済
的
収
入
の
二
つ
が
あ

り
、
臨
時
歳
入
財
源
と
し
て
は
、
普
通
収
入
、
中
央
銀
行
繳
納
金
、
歳
計
剰
余
金
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
中

で
重
要
な
も
の
は
租
税
、
専
売
利
益
金
、
国
債
、
剰
余
金
で
あ
る
が
、
租
税
収
入
が
常
に
全
歳
入
の
六
割

前
後
を
占
め
、
圧
倒
的
に
優
位
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
租
税
収
入
の
中
で
、
内
国
税
と
関
税
と
の
関
係

は
満
洲
国
建
国
当
初
、
関
税
が
内
国
税
の
ほ
ぼ
倍
額
を
占
め
て
い
た
が
、
そ
の
後
次
第
に
内
国
税
が
優
位

と
な
り
、
一
九
四
〇
年
以
降
は
、
内
国
税
の
ほ
う
が
関
税
を
上
回
り
、
一
九
四
二
年
度
に
な
る
と
関
税
の

三
倍
を
超
え
る
ま
で
に
至
っ
た
５
６

。
こ
れ
は
時
局
の
影
響
で
輸
入
物
資
の
減
少
に
伴
う
関
税
収
入
の
減
少

が
第
一
の
原
因
で
あ
っ
た
が
、
他
方
、
税
制
が
次
第
に
整
備
さ
れ
て
最
も
堅
実
な
内
国
税
中
心
主
義
に
移

行
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
満
洲
国
の
内
国
税
構
成
を
み
て
い
こ
う
。
満
洲
国
建
国
前
、
満
洲
に
お
け
る
租
税
は
、
国
税
・

省
税
・
県
税
に
分
け
ら
れ
、
そ
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
各
省
の
財
政
需
要
に
よ
っ
て
、
税
目
・
税
率
が

き
わ
め
て
複
雑
で
あ
っ
た
。
満
洲
事
変
当
時
、
各
税
務
官
署
の
職
員
が
逃
避
し
た
た
め
、
徴
税
事
務
は
一

時
休
止
の
状
態
と
な
っ
た
。
満
洲
国
成
立
後
、
治
安
不
良
の
た
め
、
国
民
政
府
期
の
内
国
税
制
度
は
し
ば

ら
く
そ
の
ま
ま
使
用
さ
れ
た
５
７

。
一
九
三
五
年
に
満
洲
国
第
一
次
税
制
整
理
が
行
わ
れ
、
「
消
費
税
は
奢
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侈
品
課
税
に
重
点
を
お
き
、
生
計
品

課
税
を
軽
減
す
る
」５
８

こ
と
を
整
理

方
針
の
一
つ
と
し
て
定
め
た
。
そ
の

後
も
税
制
を
五
回
以
上
に
わ
た
っ

て
整
理
し
た
。
税
制
整
理
に
伴
う
内

国
税
構
成
の
変
化
は
、
表

3
―
7

の
と
お
り
で
あ
る
。
表

3
―
7
で

は
、
一
九
三
七
年
以
降
、
専
売
と
な

っ
て
そ
の
姿
を
消
し
た
塩
税
は
、
一

九
三
六
年
度
ま
で
そ
の
決
算
額
は

内
国
税
総
額
の
三
〇
％
台
を
維
持

し
て
内
国
税
の
柱
と
な
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
塩
税
と
と
も
に
消
費
税
の

中
心
と
な
っ
た
の
が
、
煙
酒
税
・
巻

煙
草
税
（
一
九
三
四
年
度
に
巻
煙
草

税
法
施
行
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
成

立
当
初
の
満
洲
国
内
国
税
は
消
費

税
中
心
主
義
で
あ
っ
た
。
一
九
三
七

年
度
に
塩
税
が
専
売
に
移
行
し
て

以
降
、
満
洲
国
内
国
税
構
成
は
一
変

し
、
巻
煙
草
税
が
急
激
に
比
率
を
上

げ
、
一
九
三
九
年
度
の
第
三
次
税
制

整
理
時
の
増
税
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は

内
国
税
の
三
〇
％
を
占
め
る
よ
う

に
な
り
、
さ
ら
に
一
九
四
一
年
度
に
約
四
〇
％
に
達
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
塩
が
専
売
に
な
っ
た
後
、
巻
煙
草
税
は
内
国
税
の
柱
に
な
っ
た
。
こ
の
意
味
で
は
、
煙

草
税
が
後
期
の
満
洲
国
財
政
を
支
え
て
い
た
役
割
は
大
き
い
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に
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以
上
で
は
、
近
代
満
洲
の
煙
草
税
制
と
煙
草
工
業
の
あ
り
よ
う
を
概
観
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
近
代
満

洲
煙
草
税
制
に
あ
る
問
題
点
と
、
そ
れ
が
煙
草
工
業
、
満
洲
国
財
政
に
与
え
た
影
響
を
検
討
し
て
き
た
。

結
論
と
し
て
、
以
下
の
点
が
指
摘
で
き
よ
う
。

ま
ず
は
、
近
代
満
洲
に
お
い
て
、
煙
草
税
が
歳
入
源
の
一
つ
と
し
て
徴
収
さ
れ
て
い
た
実
態
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
国
民
政
府
期
、
地
方
軍
閥
の
割
拠
・
対
立
に
よ
っ
て
、
税
目
・
税
率
が
統
一
さ
れ
て
な
い
ま

ま
に
お
わ
っ
た
。
満
洲
国
成
立
後
、
新
た
な
煙
草
税
法
が
制
定
さ
れ
た
が
、
幾
度
の
税
制
改
正
を
行
い
、

歳
入
増
加
を
求
め
る
た
め
、
煙
草
税
率
の
引
き
上
げ
が
続
け
て
き
た
。
次
に
、
煙
草
税
制
が
満
洲
煙
草
工

業
の
構
造
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
で
あ
る
。
近
代
満
洲
に
お
い
て
は
、
も
と
も
と
資
本
力
の
差
で
外

国
資
本
が
市
場
優
位
に
立
っ
て
い
た
が
、
煙
草
税
制
の
不
公
平
性
に
よ
っ
て
、
外
国
資
本
の
さ
ら
な
る
強

大
化
と
民
族
資
本
の
さ
ら
な
る
弱
体
化
と
い
う
産
業
構
成
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
ま
た
、
満
鉄
附
属
地
の
よ

う
な
中
華
民
国
お
よ
び
満
洲
国
の
税
制
が
及
ば
な
か
っ
た
地
域
の
存
在
は
、
煙
草
企
業
の
分
布
状
況
に
も

影
響
を
与
え
た
。
さ
ら
に
、
満
洲
国
財
政
に
お
け
る
煙
草
税
の
地
位
に
つ
い
て
で
あ
る
。
満
洲
国
成
立
後
、

税
制
整
理
に
伴
う
煙
草
税
の
増
税
で
、
煙
草
税
収
は
年
々
増
加
し
、
後
期
の
満
洲
国
財
政
の
柱
と
な
っ
た
。

つ
ま
り
、
煙
草
税
は
政
府
財
政
を
支
え
る
収
入
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
え
る
。

注１

南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
経
済
調
査
会
編
『
満
洲
国
現
行
租
税
制
度
』
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
、
一
九
三

三
年
、
八
一
頁

２

南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
地
方
部
勧
業
課
編
『
満
洲
の
煙
草
』
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
、
〔
出
版
年
不
明
〕
、

三
七
頁

３

呉
兆
莘
（
著
）
・
三
代
川
正
一
（
訳
）
『
中
国
税
制
史
』
中
央
経
済
社
、
一
九
八
〇
年
、
二
二
六
頁

４

原
朗
「
一
九
三
〇
年
代
の
満
州
経
済
統
制
政
策
」
満
州
史
研
究
会
編
『
日
本
帝
国
主
義
下
の
満
州

―

「
満
州
国
」
成
立
前
後
の
経
済
研
究
―
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
七
二
年
、
三
―
一
一
四
頁

５

小
林
英
夫
『
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
形
成
と
崩
壊
』
（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
七
五
年
）
や
、
君
島
和

彦
「
鉱
工
業
支
配
の
展
開
」
（
浅
田
喬
二
・
小
林
英
夫
編
『
日
本
帝
国
主
義
の
満
州
支
配

―
一
五
年
戦

争
期
を
中
心
に
―
』
時
潮
社
、
一
九
八
六
年
）
な
ど
が
あ
る
。

６

関
税
制
度
に
つ
い
て
、
松
野
周
治
「
関
税
お
よ
び
関
税
制
度
か
ら
み
た
「
満
洲
国
」
」
（
山
本
有
造
編

『
「
満
洲
国
」
の
研
究
』
緑
蔭
書
房
、
一
九
九
五
年
、
三
二
九
―
三
七
五
頁
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
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満
洲
の
内
国
税
に
つ
い
て
、
平
井
廣
一
「
満
州
国
に
お
け
る
内
国
税
構
成
の
概
観
」
（
『
北
星
学
園
大
学

経
済
学
部
北
星
論
集
』
第
四
八
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
八
年
、
一
―
二
九
頁
）
が
あ
り
、
国
民
政
府
末
期
に

お
け
る
満
洲
の
内
国
税
構
造
が
満
洲
国
に
ど
の
よ
う
に
引
き
継
が
れ
、
満
洲
国
期
に
は
ど
の
よ
う
に
変
化

し
た
の
か
を
概
観
し
た
。

７

南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
経
済
調
査
会
編
『
支
那
税
制
の
沿
革
』
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
、
一
九
三
三
年
、

三
一
〇
頁

８

木
村
増
太
郎
「
支
那
の
煙
酒
税
」
『
東
亜
経
済
研
究
』
第
八
巻
第
二
号
、
一
九
二
三
年
、
五
八
―
五
九

頁９

前
掲
『
中
国
税
制
史
』
、
二
二
七
頁

１
０

前
掲
「
支
那
の
煙
酒
税
」
、
六
二
頁

１
１

尾
崎
英
二
「
中
国
の
煙
草
」
『
財
政
と
専
売
』
第
一
一
号
、
大
蔵
省
専
売
局
、
一
九
四
九
年
、
八
頁

１
２

前
掲
『
中
国
税
制
史
』
、
三
一
四
―
三
一
五
頁

１
３

南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
庶
務
部
調
査
課
編
『
奉
天
省
の
財
政

其
一

歳
出
論
・
歳
入
論
』
南
満
洲
鉄

道
株
式
会
社
、
一
九
二
八
年
、
三
四
一
―
三
四
二
頁

１
４

釐
金
は
太
平
天
国
の
乱
を
鎮
圧
す
る
と
き
、
軍
費
を
ま
か
な
う
た
め
、
一
八
五
三
年
に
江
蘇
省
で
徴
収

さ
れ
た
の
が
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
翌
年
に
は
河
南
省
に
も
拡
大
さ
れ
、
数
年
間
に
全
国
で
採
用
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
釐
金
は
太
平
天
国
軍
の
鎮
圧
の
重
要
な
資
金
源
と
な
っ
た
。
税
収
は
通
行
税
・
物
品
税
の
形
で

徴
収
さ
れ
、
税
率
は
二
％
か
ら
一
〇
％
に
及
ん
で
い
た
。
一
八
六
四
年
に
は
釐
金
は
恒
久
税
と
し
て
残
り
、

地
方
財
政
の
重
要
な
財
源
と
な
っ
た
。

１
５

前
掲
「
支
那
の
煙
酒
税
」
、
六
二
―
六
三
頁

１
６

卸
売
業
者
は
百
斤
以
上
の
取
引
を
し
て
い
る
者
で
あ
る
。

１
７

前
掲
『
満
洲
の
煙
草
』
、
三
八
―
三
九
頁

１
８

前
掲
『
支
那
税
制
の
沿
革
』
、
三
四
五
頁

１
９

前
掲
『
奉
天
省
の
財
政

其
一

歳
出
論
・
歳
入
論
』
、
三
四
六
頁

２
０

前
掲
『
満
洲
の
煙
草
』
、
四
〇
頁

２
１

前
掲
『
満
洲
国
現
行
租
税
制
度
』
、
八
二
―
八
三
頁

２
２

子
口
半
税
は
、
海
外
市
場
へ
の
輸
出
用
に
内
地
で
買
付
け
ら
れ
た
中
国
産
品
を
条
約
港
に
搬
送
す
る
権

利
、
も
し
く
は
ア
ヘ
ン
を
除
く
輸
入
商
品
を
販
売
目
的
で
条
約
港
か
ら
内
地
に
搬
送
す
る
権
利
を
課
税
対

象
と
し
て
い
た
。
こ
の
税
は
「
天
津
条
約
」
（
一
八
五
八
年
）
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
。

２
３

昭
和
八
年
三
月
二
三
日
附
在
上
海
上
谷
商
務
参
事
官
事
務
代
理
報
告
「
上
海
の
支
那
商
巻
煙
草
工
業
現
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状
」
『
海
外
経
済
事
情
』
第
六
年
第
二
四
号
、
一
九
三
三
年
、
四
一
頁

２
４

前
掲
『
奉
天
省
の
財
政

其
一

歳
出
論
・
歳
入
論
』
、
三
四
九
頁

２
５

昭
和
八
年
三
月
二
三
日
附
在
上
海
上
谷
商
務
参
事
官
事
務
代
理
報
告
「
上
海
の
支
那
商
巻
煙
草
工
業
現

状
」
『
海
外
経
済
事
情
』
第
六
年
第
二
四
号
、
四
一
頁

２
６

土
田
哲
夫
「
南
京
政
府
期
の
国
家
統
合

―
張
学
良
東
北
政
権
と
の
関
係
の
例
―
」
中
国
現
代
史
研
究

会
編
『
中
国
国
民
政
府
史
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
六
年
、
一
七
九
頁

２
７

島
一
郎
『
中
国
民
族
工
業
の
展
開
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
八
年
、
二
〇
三
頁
、

２
８

「
満
洲
国
租
税
制
度
概
要
」
『
満
洲
国
現
勢
』
満
洲
国
通
信
社
、
一
九
四
一
年
、
六
〇
八
頁

２
９

新
「
三
級
制
」
が
実
施
さ
れ
る
前
年
度
の
一
九
三
〇
年
一
〇
月
か
ら
一
九
三
一
年
一
月
ま
で
、
い
わ
ゆ

る
旧
「
三
級
制
」
が
実
施
さ
れ
て
い
た
。

３
０

前
掲
『
中
国
民
族
工
業
の
展
開
』
、
二
二
六
頁

３
１

満
洲
国
史
編
纂
刊
行
会
『
満
洲
国
史

各
論
』
満
蒙
同
胞
援
護
会
、
一
九
七
一
年
、
四
二
九
頁

３
２

塚
野
俊
郎
『
満
洲
国
国
税
制
度
提
要
』
日
満
実
業
協
会
、
一
九
三
七
年
、
九
三
頁

３
３

満
洲
国
実
業
部
臨
時
産
業
調
査
局
編
『
葉
煙
草
、
煙
草
並
に
煙
草
工
業
に
関
す
る
調
査
書
』
満
洲
国
実

業
部
臨
時
産
業
調
査
局
、
一
九
三
七
年
、
八
四
―
八
五
頁

３
４

満
洲
煙
草
統
制
組
合
編
『
満
洲
煙
草
事
業
小
史
』
満
洲
煙
草
統
制
組
合
、
一
九
四
三
年
、
八
三
頁

３
５

長
永
義
正
『
満
洲
国
国
税
制
度
提
要
』
大
連
商
工
会
議
所
、
一
九
三
七
年
、
一
三
一
―
一
三
二
頁

３
６

前
掲
『
葉
煙
草
、
煙
草
並
に
煙
草
工
業
に
関
す
る
調
査
書
』
、
八
六
頁

３
７

前
掲
『
満
洲
国
史

各
論
』
、
四
二
九
頁

３
８

現
地
責
任
報
告
、
前
掲
『
満
洲
国
現
勢
』
、
一
三
二
頁

３
９

前
掲
『
満
洲
国
史

各
論
』
、
四
二
九
―
四
三
〇
頁

４
０

満
洲
国
通
信
社
編
『
満
洲
国
現
勢

康
徳
一
〇
年
版
』
満
洲
国
通
信
社
、
一
九
四
三
年
、
四
一
七
頁

４
１

前
掲
『
満
洲
国
史

各
論
』
、
四
六
三
―
四
六
四
頁

４
２

前
掲
『
満
洲
煙
草
事
業
小
史
』
、
六
七
―
六
八
頁

４
３

田
中
隆
一
「
満
洲
国
治
外
法
権
撤
廃
と
満
鉄
」
小
林
英
夫
編
『
近
代
日
本
と
満
鉄
』
吉
川
弘
文
館
、
二

〇
〇
〇
年
、
一
八
八
頁

４
４

小
林
龍
夫
・
島
田
俊
彦
・
稲
葉
正
夫
編
『
現
代
史
資
料
・
一
一
・
続
満
洲
事
変
』
み
す
ず
書
房
、
一
九

六
五
年
、
五
二
五
頁

４
５

国
民
政
府
期
、
満
鉄
附
属
地
に
お
い
て
は
、
ロ
シ
ア
政
府
の
経
営
に
よ
る
東
清
鉄
道
時
代
か
ら
続
く
絶

対
的
排
他
的
行
政
権
の
行
使
を
日
本
側
が
主
張
し
、
附
属
地
内
に
お
け
る
中
国
側
課
税
権
を
否
定
し
て
い
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た
。

４
６

南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
経
済
調
査
会
編
『
満
洲
国
邦
人
課
税
状
況
』
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
経
済
調
査

会
、
一
九
三
五
年
、
三
二
―
五
四
頁

４
７

前
掲
『
満
洲
国
国
税
制
度
提
要
』
、
九
〇
頁

４
８

前
掲
『
満
洲
煙
草
事
業
小
史
』
、
二
八
頁

４
９

「
満
州
ニ
於
ケ
ル
富
ノ
調
査
」JA

C
A
R

、R
ef.B

03050402200

、
各
国
事
情
関
係
雑
纂
／
支
那
ノ
部
／

奉
天

第
五
巻
（1-6-1-26_1_22_005

）
、
第
二
六
画
像
目
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）

５
０

民
政
部
総
務
司
資
料
科
『
民
政
部
管
内
ノ
人
口
及
其
ノ
増
加
状
況
』
民
政
部
総
務
司
、
一
九
三
六
年
、

一
―
一
四
頁

５
１

総
務
庁
統
計
処
・
治
安
部
警
務
司
『
満
洲
帝
国
現
住
人
口
統
計
』
国
務
院
総
務
庁
統
計
処
・
国
務
院
治

安
部
警
務
司
、
一
九
四
三
年
、
一
一
九
頁

５
２

在
奉
天
船
津
総
領
事
報
告
「
満
洲
輸
入
貿
易
概
況
」
『
日
刊
海
外
商
報
』
第
一
九
一
号
、
一
九
二
五
年

八
月
四
日
、
二
〇
七
頁

５
３

前
掲
『
葉
煙
草
、
煙
草
並
に
煙
草
工
業
に
関
す
る
調
査
書
』
、
三
九
頁

５
４

昭
和
二
年
四
月
六
日
在
牛
荘
岸
田
英
治
領
事
報
告
「
営
口
地
方
ニ
於
ケ
ル
巻
煙
草
界
ノ
趨
勢
」JA

C
A
R

、

R
ef.B

09041164900

、
各
国
ニ
於
ケ
ル
農
産
物
関
係
雑
件
／
煙
草
ノ
部

第
一
巻
（E-4-4-1-5-8-001

）
、

第
一
三
画
像
目
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）

５
５

前
掲
『
満
洲
煙
草
事
業
小
史
』
、
三
五
頁

５
６

前
掲
『
満
洲
国
史

各
論
』
、
四
三
四
頁

５
７

同
右
、
四
五
四
―
四
五
五
頁

５
８

同
右
、
四
五
九
頁
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第
四
章

近
代
満
洲
に
お
け
る
煙
草
企
業
の
競
争
と
煙
草
市
場

は
じ
め
に

近
代
満
洲
で
は
、
英
米
煙
草
会
社
、
東
亜
煙
草
会
社
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
を
は
じ
め
、
多
数
の
煙
草

事
業
者
が
進
出
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
事
業
者
は
競
争
し
な
が
ら
、
生
産
原
料
や
完
成
品
の
煙
草
を
海
外

か
ら
輸
入
す
る
一
方
、
現
地
で
の
巻
煙
草
の
生
産
・
販
売
を
積
極
に
行
っ
て
い
た
。
本
章
で
は
、
近
代
満

洲
に
お
け
る
煙
草
企
業
の
競
争
実
態
に
対
す
る
分
析
を
通
し
て
、
煙
草
市
場
の
あ
り
よ
う
の
究
明
を
課
題

と
す
る
。

近
代
満
洲
の
煙
草
企
業
進
出
や
煙
草
市
場
の
実
態
に
関
す
る
先
行
研
究
は
豊
富
と
は
言
え
な
い
。
日
系

煙
草
事
業
者
を
中
心
対
象
と
し
て
検
討
を
行
っ
た
柴
田
善
雅
の
研
究
成
果
の
ほ
か
、
柳
沢
遊
は
、
満
洲
に

お
け
る
東
亜
煙
草
会
社
の
店
舗
で
従
事
し
て
い
た
従
業
員
の
日
記
を
用
い
て
、
東
亜
煙
草
会
社
の
経
営
を

解
説
し
た
１

。
ま
た
、
元
社
員
の
回
想
録
２

が
出
版
さ
れ
て
お
り
、
東
亜
煙
草
会
社
の
経
営
実
態
を
多
面
的

に
解
明
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
勝
浦
秀
夫
は
柴
田
と
同
様
に
、
東
亜
煙
草
会
社
の
営
業
報
告
書
を
利
用
し
て
、

同
社
の
業
務
動
向
を
統
計
的
に
紹
介
し
た
３

。
一
方
、
英
米
煙
草
会
社
・
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
の
満
洲
事

業
に
つ
い
て
、
各
会
社
の
社
史
４

が
出
版
さ
れ
て
い
る
ほ
か
に
、
関
連
研
究
が
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
近
代
満
洲
に
お
け
る
煙
草
企
業
の
活
動
に
関
す
る
研
究
は
非
常
に
乏
し
い
一
方
、
日
系
企

業
に
偏
っ
て
い
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
章
は
こ
う
い
っ
た
研
究
現
状
に
基
づ
き
、
煙
草
企
業
の

競
争
に
着
目
し
、
煙
草
市
場
の
具
体
像
を
考
察
す
る
。

な
お
、
省
や
都
市
で
区
分
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
本
章
で
は
史
料
の
都
合
で
代
表
的

な
都
市
を
例
と
し
て
検
討
を
行
う
。

第
一
節

一
九
一
〇
年
代
満
洲
に
お
け
る
煙
草
企
業
の
競
争
と
煙
草
市
場

本
節
で
は
、
東
亜
煙
草
会
社
の
海
外
事
業
の
一
つ
で
あ
る
日
本
「
官
煙
」
の
販
売
実
態
を
明
ら
か
に
す

る
と
と
も
に
、
一
九
一
〇
年
代
満
洲
市
場
の
全
体
像
を
検
討
す
る
。
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一
、
満
洲
に
お
け
る
「
官
煙
」
の
販
売
実
態

日
本
国
内
で
は
、
一
九
〇
五
年
に
日
本
政
府
が
日
露
戦
争
に
よ
る
戦
費
調
達
の
必
要
か
ら
煙
草
事
業
の

専
売
制
を
実
施
し
た
。「
官
煙
」
と
は
日
本
専
売
局
製
の
煙
草
で
あ
る
。
煙
草
専
売
制
実
施
後
、
一
九
〇
六

年
に
日
本
の
民
間
煙
草
事
業
者
は
海
外
に
お
け
る
販
売
基
盤
を
作
り
出
す
た
め
、
東
亜
煙
草
会
社
を
創
立

し
た
。
創
立
初
期
、
そ
の
営
業
方
針
は
、「
一
個
の
民
間
営
利
会
社
と
し
て
其
本
来
の
使
命
た
る
や
日
本
官

煙
の
満
鮮
に
於
け
る
販
路
開
拓
及
び
英
米
ト
ラ
ス
ト
其
他
の
外
煙
駆
逐
の
任
務
を
遂
行
す
る
」
５

こ
と
に

あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
一
九
〇
六
年
東
亜
煙
草
会
社
の
満
洲
進
出
と
同
時
に
、「
官
煙
」
は
満
洲
に
販
売
さ
れ

は
じ
め
た
。
そ
し
て
、「
官
煙
」
の
輸
出
に
あ
た
っ
て
、
東
亜
煙
草
会
社
は
専
売
局
か
ら
払
下
価
格
の
低
減

や
、
払
下
代
金
の
延
納
な
ど
の
特
別
な
優
遇
措
置
を
受
け
た
６

。
以
下
で
は
、
当
時
の
新
聞
記
事
を
中
心

史
料
と
し
て
、
一
九
一
〇
年
代
の
満
洲
に
お
け
る
「
官
煙
」
の
販
売
実
態
を
解
明
す
る
。

一
九
一
二
年
の
『
大
阪
新
報
』
に
「
満
洲
官
煙
不
振
」
と
題
し
た
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。「
外
国
煙
草
は

益
々
其
数
量
を
増
加
し
、
遂
に
は
我
官
煙
の
需
要
絶
滅
せ
ん
勢
ひ
な
り
、
而
し
て
計
数
の
上
よ
り
見
る
と

き
は
、
満
洲
煙
草
需
要
は
年
々
増
加
あ
る
を
見
れ
ば
、
結
局
我
官
煙
が
其
嗜
好
に
適
せ
ざ
る
も
の
と
謂
は

ざ
る
べ
か
ら
ず
」
７

と
あ
る
。
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
満
洲
に
お
け
る
煙
草
の
消
費
量
が
増
加
し
て
い
る

の
と
は
逆
に
、「
官
煙
」
の
販
売
量
は
減
少
し
つ
づ
け
て
い
た
。
そ
の
原
因
は
、
中
国
人
の
嗜
好
に
合
わ
な

か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
日
本
専
売
局
職
員
の
話
に
よ
る
と
、
満
洲
市
場
に
お

い
て
は
、「
英
米
ト
ラ
ス
ト
を
始
め
、
其
他
各
国
煙
草
の
混
戦
地
な
る
を
以
て
、
独
り
我
官
煙
の
み
最
優
勝

の
地
位
に
あ
り
と
は
云
ふ
能
は
ざ
る
の
み
な
ら
ず
。
英
米
ト
ラ
ス
ト
の
如
き
最
も
恐
る
べ
き
強
敵
」
が
あ

り
、
そ
し
て
、
英
米
煙
草
会
社
は
「
製
造
上
常
に
一
般
満
洲
人
の
嗜
好
に
留
意
す
る
と
同
時
に
、
販
路
の

拡
張
上
に
関
し
て
は
多
大
な
る
注
意
を
払
ひ
、
風
俗
人
情
と
同
じ
う
す
る
支
那
人
を
使
役
し
て
直
接
販
売
」

を
行
う
な
ど
の
戦
略
で
、
販
路
拡
張
を
実
現
し
た
８

。
さ
ら
に
、
「
官
煙
」
の
満
洲
輸
入
状
況
を
、
一
九
一

二
年
度
上
半
期
の
大
連
港
を
通
し
て
確
認
し
て
み
る
と
、
外
国
か
ら
の
輸
入
煙
草
総
額
が
増
加
し
て
い
る

中
、「
官
煙
側
に
（
中
略
）
意
外
に
不
成
績
を
示
」
９

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
九
一
〇
年
代
に
入
り
、

満
洲
に
お
け
る
「
官
煙
」
の
販
売
は
不
振
状
況
に
陥
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
不
振
状
況
の
中
、
一
九
一
四
年
に
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
、
強
敵
で
あ
る
英
米
煙
草

会
社
は
「
欧
洲
戦
場
へ
多
額
の
煙
草
を
輸
送
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
為
め
」
、「
満
洲
迄
手
が
届
か
」
な
く
な
っ
た
１
０

一
方
、
満
洲
の
一
部
地
域
に
「
外
煙
〔
英
米
煙
草
会
社
製
品
〕
非
買
運
動
」
が
起
こ
っ
た
。
そ
の
き
っ
か

け
は
、
一
九
一
四
に
英
米
煙
草
会
社
は
「
遼
陽
総
代
理
店
利
順
徳
が
十
二
月
四
日
、
城
内
の
仲
継
人
十
数

名
を
招
き
、
宴
を
張
り
て
、
席
上
各
種
煙
草
の
小
売
値
段
を
協
定
」
し
、「
官
憲
よ
り
銅
貨
十
一
枚
十
銭
の
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公
定
相
場
を
十
二
枚
十
銭
に
改
正
せ
る
旨
告
示
せ
る
よ
り
、
此
の
銅
貨
下
落
に
際
し
銅
貨
を
以
て
零
売
す

べ
き
小
売
商
人
は
著
し
く
苦
痛
を
感
ず
る
こ
と
ゝ
な
」
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
煙
草
の
小
売

商
人
は
「
ト
ラ
ス
ト
煙
草
非
売
同
盟
を
組
織
し
、
各
店
頭
に
あ
る
同
煙
草
は
各
自
に
封
印
し
て
其
上
に
日

本
官
煙
を
並
べ
成
る
べ
く
日
本
官
煙
を
売
る
と
云
ふ
こ
と
に
決
議
し
」
た
。
そ
の
結
果
、「
東
亜
煙
草
販
売

所
に
申
込
み
来
り
し
か
ば
、
同
所
は
元
旦
早
々
よ
り
大
多
忙
に
て
在
庫
品
は
忽
ち
売
切
れ
の
盛
況
」
に
な

り
１
１

、
「
若
干
日
本
官
煙
の
勢
力
を
扶
植
」
１
２

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
通
化
市
場
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。

「
従
来
同
地
方
ハ
英
米
ト
ラ
ス
ト
煙
独
占
ノ
姿
ニ
シ
テ
、
日
本
煙
草
ノ
同
地
方
ニ
販
路
ヲ
開
キ
シ
ハ
今
回

ヲ
以
テ
嚆
矢
ト
ス
」
る
が
、
発
売
二
週
間
で
「
千
余
元
ノ
売
揚
」
と
い
う
好
成
績
を
遂
げ
た
１
３

。
し
か
し
、

こ
う
よ
う
な
好
況
は
一
時
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
英
米
煙
草
会
社
は
ふ
た

た
び
満
洲
市
場
に
力
を
入
れ
、「
大
箱
十
個
以
内
ハ
毎
箱
一
円
、
同
二
十
個
以
内
ハ
毎
箱
一
円
五
十
銭
ノ
割

戻
金
ヲ
購
買
者
ニ
交
付
ス
」
る
と
い
っ
た
よ
う
な
奨
励
販
売
法
を
設
け
、
東
亜
煙
草
会
社
を
駆
逐
し
よ
う

と
努
力
し
た
１
４

。

二
、
一
九
一
〇
年
代
煙
草
市
場
の
企
業
別
シ
ェ
ア

日
露
戦
争
後
、
文
化
の
向
上
に
よ
り
紙
巻
煙
草
が
普
及
し
た
が
、
一
九
一
〇
年
代
の
満
洲
に
お
い
て
は

生
活
水
準
が
低
く
、
中
国
人
に
好
ま
れ
る
煙
草
は
両
切
の
紙
巻
煙
草
で
あ
っ
た
。
口
付
紙
巻
煙
草
は
少
数

の
ロ
シ
ア
人
や
日
本
人
が
喫
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
一
九
年
一
〇
月
の
調
査
１
５

に
よ
れ

ば
、
満
洲
市
場
に
販
売
さ
れ
て
い
た
両
切
紙
巻
煙
草
は
八
〇
種
類
以
上
あ
っ
た
１
６

と
い
う
。
多
く
の
銘
柄

の
中
で
、「
中
級
の
良
品
た
る
英
米
煙
草
会
社
の
バ
イ
レ
ー
ト
、
東
亜
煙
草
会
社
の
ス
ピ
ー
ア
及
び
金
貨
牌

は
総
価
格
の
二
割
五
分
、
又
下
級
品
と
し
て
は
英
米
煙
草
の
ス
ワ
ロ
ー
、
東
亜
煙
草
の
ハ
ネ
ビ
ー
、
ゴ
ー

ル
デ
ン
ヘ
ル
メ
ッ
ト
等
売
行
多
く
、
こ
れ
又
二
割
五
分
に
当
り
。
こ
の
五
種
の
価
格
は
他
の
六
十
余
程
の

巻
煙
草
に
匹
敵
す
る
勢
力
を
有
せ
り
、
此
の
外
朝
鮮
煙
草
の
ス
リ
ー
パ
コ
ダ
、
香
港
に
工
場
を
有
す
る
南

洋
煙
草
公
司
の
エ
ー
ア
シ
ッ
プ
二
種
も
又
相
当
売
行
」
１
７

が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
英
米
煙
草
会
社
の
製

品
と
東
亜
煙
草
会
社
の
製
品
が
市
場
販
売
総
額
の
五
〇
％
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
満
洲
の
紙
巻
煙
草
市
場
に
お
い
て
は
、
英
米
煙
草
会
社
は
、「
爾
来
、
満
洲
煙
草
界
ニ
於
テ
自
ラ

覇
ヲ
称
ヘ
元
日
本
官
煙
時
代
ヨ
リ
東
亜
煙
草
会
社
ニ
引
続
キ
タ
ル
以
来
、
今
日
ニ
至
ル
迄
直
接
間
接
ニ
競

争
ヲ
試
ミ
ツ
ツ
ア
」
１
８

っ
た
。
吉
林
市
場
に
お
い
て
は
、
日
露
戦
争
後
、
ロ
シ
ア
の
製
品
が
市
場
を
独
占

し
た
が
、
東
亜
煙
草
会
社
・
英
米
煙
草
会
社
・
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
の
相
次
い
だ
市
場
参
入
に
よ
っ
て
、

ロ
シ
ア
製
品
が
市
場
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
前
、
英
米
煙
草
会
社
は
販
売
市
場
の
五
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割
、
東
亜
煙
草
会
社
は
三
割
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
と
ロ
シ
ア
資
本
は
二
割
を
占
め
て
い
た
が
、
大
戦
の

影
響
に
よ
り
、
東
亜
煙
草
会
社
は
「
広
告
に
重
き
を
置
か
ず
、
実
利
主
義
を
以
て
」
、
「
各
煙
価
格
割
引
の

方
針
を
実
行
」
し
た
結
果
、
東
亜
煙
草
会
社
は
販
売
市
場
の
六
割
を
占
め
る
に
至
っ
た
１
９

。
ま
た
、
北
満

洲
の
チ
チ
ハ
ル
市
場
に
お
い
て
も
、
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
に
、
英
米
煙
草
会
社
の
製
品
は
市
場
需
要
の

五
割
、
ロ
シ
ア
業
者
の
製
品
は
三
割
、
東
亜
煙
草
会
社
の
製
品
は
二
割
を
占
め
て
い
た
が
、
一
九
一
六
年

か
ら
市
場
シ
ェ
ア
が
一
変
し
て
、
ロ
シ
ア
資
本
は
姿
を
消
し
、
東
亜
煙
草
会
社
は
販
売
市
場
の
六
割
、
英

米
煙
草
会
社
は
四
割
、
南
洋
兄
弟
会
社
は
少
数
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
な
っ
た
２
０

。
こ
れ
は
第
一
次

世
界
大
戦
終
戦
ま
で
の
市
場
状
況
で
あ
っ
た
。

大
戦
後
、
英
米
煙
草
会
社
の
満
洲
市
場
復
帰
に
よ
っ
て
、
煙
草
市
場
の
企
業
シ
ェ
ア
は
ふ
た
た
び
一
変

し
た
。
農
安
市
場
に
お
い
て
、
英
米
煙
草
会
社
の
製
品
が
「
信
用
厚
ク
、
根
底
ハ
実
ニ
鞏
固
ニ
シ
テ
、
縦

令
其
価
ハ
不
廉
ナ
ル
モ
、
品
質
ノ
優
良
ナ
ル
ト
巧
妙
ナ
ル
売
込
手
段
ト
ハ
能
ク
支
那
人
ノ
信
用
ヲ
集
リ
、

販
路
日
々
増
大
シ
」
、
「
総
額
ノ
約
六
割
強
ヲ
占
メ
、
第
一
位
ニ
」
あ
る
。
東
亜
煙
草
会
社
は
「
多
年
苦
闘

ト
努
力
ト
ヲ
以
テ
、
其
勢
力
ヲ
強
メ
」
た
が
、
「
勢
力
ハ
英
米
品
ノ
二
分
ノ
一
ニ
及
バ
」
な
か
っ
た
２
１

。

し
か
も
、
当
市
場
で
は
、
東
亜
煙
草
会
社
の
両
切
下
級
品
は
下
層
中
国
人
に
愛
用
さ
れ
、
英
米
煙
草
会
社

の
高
級
煙
草
は
中
流
以
上
の
階
層
に
愛
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
実
情
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
海
竜
市
場
に
お

い
て
は
、
東
亜
煙
草
会
社
の
同
市
場
販
売
量
は
英
米
煙
草
会
社
製
品
の
「
一
割
七
分
ニ
相
当
」
し
て
い
た

が
、
売
上
は
わ
ず
か
英
米
煙
草
会
社
の
「
六
分
乃
至
八
、
九
分
多
ク
モ
一
割
」
で
あ
っ
た
２
２

。

以
上
の
よ
う
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
た
一
九
一
〇
年
代
に
、
大
戦
が
煙
草
市
場
の
構
成
に
大

き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
大
戦
前
に
煙
草
市
場
の
優
位
を
有
す
る
英
米
煙
草
会
社
は
大
戦
時
、
一
時
的
な

後
退
が
見
ら
れ
た
。
そ
れ
に
か
わ
り
、
東
亜
煙
草
会
社
は
販
路
を
拡
張
し
、
市
場
シ
ェ
ア
を
拡
大
し
た
。

大
戦
中
の
東
亜
煙
草
会
社
の
満
洲
内
販
売
実
績
を
決
算
報
告
書
か
ら
み
る
と
、
そ
れ
は
一
九
一
五
年
四
月

期
に
二
五
〇
万
本
で
あ
っ
た
が
、
一
九
一
五
年
一
〇
月
期
に
三
〇
九
百
万
本
、
一
九
一
六
年
一
〇
月
期
に

一
〇
八
三
百
万
本
へ
と
増
大
を
辿
っ
た
２
３

。
勿
論
、
こ
の
販
路
拡
張
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
第
一
次
世
界

大
戦
の
影
響
の
み
な
ら
ず
、
東
亜
煙
草
会
社
自
身
の
努
力
も
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
、
一
九
一
四
年
に
英
米

煙
草
会
社
の
奉
天
工
場
は
火
事
で
全
焼
し
、
満
洲
に
お
け
る
製
造
再
開
は
第
一
世
界
大
戦
後
の
こ
と
と
な

っ
た
２
４

と
い
う
事
情
も
あ
る
。
一
方
、
英
米
煙
草
会
社
は
大
戦
や
火
事
な
ど
の
不
運
で
販
売
市
場
の
一
部

を
失
っ
た
が
、
大
戦
後
に
ま
も
な
く
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
英
米
煙
草
会
社
の
市
場
販
売
戦

略
に
よ
る
成
果
で
あ
ろ
う
。
英
米
煙
草
会
社
は
、「
常
ニ
支
那
人
間
ニ
多
数
ノ
密
偵
ヲ
放
チ
、
市
況
ヲ
窺
ヒ
」

２
５

、
そ
し
て
、
販
売
代
理
店
に
「
景
品
を
贈
呈
し
て
小
売
人
の
吸
収
に
依
て
市
場
を
支
配
」
２
６

す
る
ほ
か
、

「
専
ら
広
告
に
配
慮
し
、
市
中
到
る
処
観
ざ
る
は
な
く
其
他
種
々
巧
妙
な
る
方
法
を
以
て
販
路
の
拡
張
」



76

２
７

を
図
っ
た
。
上
述
二
社
に
対
し
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
は
満
洲
市
場
の
新
参
者
と
し
て
、
プ
レ
ゼ
ン
ス

が
小
さ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
節

一
九
二
〇
、
三
〇
年
代
満
洲
に
お
け
る
煙
草
企
業
の
競
争
と
煙
草
市
場

本
節
で
は
、
一
九
二
〇
、
三
〇
年
代
の
満
洲
煙
草
市
場
の
実
態
を
検
討
す
る
。
検
討
に
あ
た
り
、
前
節

と
同
様
に
代
表
都
市
を
例
と
す
る
が
、
地
方
別
で
は
北
満
洲
と
南
満
洲
に
、
時
期
別
で
は
満
洲
国
建
国
以

前
と
建
国
以
後
に
分
け
る
。

一
、
満
洲
国
建
国
前

①
鄭
家
屯
市
場

鄭
家
屯
に
お
け
る
紙
巻
煙
草
の
販
売
状
況
は
領
事
報
告
に
よ
る
と
、「
大
正
十
三
年
度
一
箇
年
の
売
上
総

高
一
六
七
二
箱
ノ
中
、
英
米
煙
草
会
社
製
品
首
位
（
一
五
三
一
箱
）
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
製
品
（
一
一
三

箱
）
、
本
邦
東
亜
煙
草
会
社
製
品
（
二
八
箱
）
」
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、「
英
米
煙
草
会
社
製
品
ノ
売
行
最
良

好
ナ
ル
ハ
主
ト
シ
テ
品
質
優
良
ニ
シ
テ
需
要
者
ノ
嗜
好
ニ
適
ス
ル
ガ
為
ナ
ラ
ン
モ
蓋
シ
売
込
広
告
ニ
努
力

ス
ノ
結
果
」
２
８

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
南
満
洲
に
在
る
鄭
家
屯
に
お
い
て
は
、
英
米
煙
草
会
社
は
消
費
者

の
嗜
好
に
合
わ
せ
て
品
質
や
広
告
を
重
視
し
、
市
場
を
壟
断
し
独
り
舞
台
の
観
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
と
東
亜
煙
草
会
社
は
、
わ
ず
か
な
市
場
を
有
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
特
に
東
亜

煙
草
会
社
は
、
そ
の
姿
を
没
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

②
長
春
市
場

南
満
洲
の
中
心
都
市
で
あ
る
長
春
の
市
場
状
況
を
み
る
と
、
口
付
紙
巻
煙
草
は
東
亜
煙
草
会
社
製
品
の

独
占
と
な
っ
た
が
、
両
切
紙
巻
煙
草
は
「
英
米
ト
ラ
ス
ト
ノ
大
頸
敵
ア
リ
テ
、
多
年
対
戦
ノ
結
果
漸
次
販

路
ヲ
拡
張
セ
シ
モ
、
今
尚
満
鉄
沿
線
及
本
邦
人
居
住
地
以
外
ノ
及
ホ
ス
勢
力
ハ
甚
タ
微
弱
ナ
ル
モ
、
下
級

品
ノ
売
行
良
好
」
２
９

と
い
う
実
情
と
な
っ
た
。
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
は
中
国
人
の
経
営
に
か
か
わ
り
、
そ

の
業
務
を
極
め
て
巧
妙
に
し
て
愛
国
、
国
貨
等
の
文
字
を
利
用
し
て
中
国
人
の
人
気
を
煽
り
、
満
洲
に
お

け
る
販
路
を
も
拡
張
し
、
売
上
も
年
々
増
加
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
販
売
実
績
を
比
較
す
る
と
、
長
春
市

場
に
お
い
て
は
従
来
英
米
煙
草
会
社
は
六
・
五
割
、
東
亜
煙
草
会
社
は
二
・
五
割
、
そ
の
ほ
か
は
一
割
と
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と
い
う
割
合
で
あ
る
が
、
東
亜
煙
草
会
社
は
英
米
煙
草
会
社
に
対
す
る
激
烈
な
商
戦
を
試
み
、
よ
り
積
極

的
に
活
動
し
、
中
国
人
の
嗜
好
に
適
す
る
製
品
を
販
売
し
て
英
米
煙
草
会
社
の
販
路
を
侵
蝕
し
た
。
一
九

二
六
年
よ
り
英
米
煙
草
会
社
は
五
割
、
東
亜
煙
草
会
社
は
四
割
、
そ
の
ほ
か
は
一
割
と
な
っ
た
３
０

。
こ
う

し
て
東
亜
煙
草
会
社
は
優
勢
に
向
う
状
態
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
東
亜
煙
草
会
社
の
勢
力
を
駆
逐
す
る
た

め
、
英
米
煙
草
会
社
は
対
策
と
し
て
、
同
社
製
品
の
販
売
代
理
店
に
対
し
て
、「
従
来
支
給
シ
来
レ
ル
家
賃
、

売
上
ニ
対
ス
ル
奨
励
金
等
ヲ
増
額
シ
、
且
代
金
納
付
期
間
モ
従
来
二
十
日
間
ナ
リ
シ
モ
ノ
ヲ
一
ヶ
月
乃
至

二
ヶ
月
ニ
延
長
ス
ル
」
な
ど
の
努
力
を
も
っ
て
、
販
路
拡
張
を
図
っ
た
３
１

。
し
た
が
っ
て
、
東
亜
煙
草
会

社
は
再
び
英
米
煙
草
に
圧
倒
さ
れ
る
境
地
に
追
い
込
ま
れ
た
。
一
方
、
市
場
に
お
け
る
各
会
社
製
品
の
詳

細
に
つ
い
て
、
表

4
―
1
を
通
し
て
見
よ
う
。
取
引
貨
幣
は
金
建
て
、
奉
天
票
建
て
、
大
洋
建
て
な
ど
多

種
類
あ
る
一
方
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
の
製
品
と
英
米
煙
草
会
社
の
製
品
は
両
切
紙
巻
煙
草
の
み
で
あ
る

こ
と
は
表

4
―
1
で
わ
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
東
亜
煙
草
会
社
の
製
品
は
両
切
の
み
な
ら
ず
、
口
付
煙

草
を
も
生
産
し
て
、
口
付
煙
草
市
場
を
独
占
し
て
い
た
。
ま
た
、
各
会
社
の
製
品
種
別
を
み
れ
ば
、
東
亜

煙
草
会
社
の
製
品
名
に
は
、
中
国
人
に
は
読
め
な
い
名
称
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
と

英
米
煙
草
会
社
の
製
品
名
は
す
べ
て
漢
字
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
当
該
時
期
、
東
亜
煙
草
会
社
の
製
品

は
日
本
人
を
主
な
販
売
対
象
と
し
て
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
と
英
米
煙
草
会
社
の
製
品
は
中
国
人
を
主
な

販
売
対
象
と
し
て
生
産
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
ほ
か
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
と
英
米
煙
草
会
社

の
製
品
の
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
同
じ
商
品
が
違
う
包
装
で
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
英

米
煙
草
会
社
の
製
品
「
三
砲
台
」
と
い
う
煙
草
は
、「
罐
入
五
十
本
入
」
と
「
十
本
入
」
と
の
二
種
類
の
包

装
が
あ
る
。

次
に
、
市
場
取
引
は
い
か
に
し
て
行
わ
れ
て
い
た
の
か
、
を
確
認
す
る
。
巻
煙
草
取
引
方
法
に
つ
い
て

は
、
各
会
社
は
共
に
代
理
店
以
外
に
は
販
売
し
な
い
方
針
に
従
い
、
そ
の
取
引
は
掛
売
、
現
金
前
貸
な
ど

が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
取
引
貨
幣
も
大
洋
建
て
、
金
建
て
、
奉
天
票
建
て
な
ど
一
様
で
は
な
い
が
、
東

亜
煙
草
会
社
は
「
口
付
並
ニ
両
切
ノ
内
、
若
干
ハ
金
建
ナ
ル
モ
其
他
ハ
奉
天
票
建
ニ
シ
テ
、
代
金
決
済
ハ

最
少
限
一
ヶ
月
最
大
二
ヶ
月
後
払
ト
」
し
て
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
は
「
奉
天
票
建
ニ
シ
テ
、
代
金
決
済

ハ
一
ヵ
月
後
払
」
い
、
英
米
煙
草
会
社
は
「
大
洋
建
ヲ
以
テ
代
売
店
ニ
対
シ
テ
二
、
三
千
圓
ノ
前
貸
据
置

方
法
ニ
ヨ
リ
一
定
ノ
金
額
以
上
ニ
達
シ
タ
ル
際
、
計
算
ス
□
シ
、
日
本
人
ニ
ハ
金
建
ニ
テ
取
引
ヲ
為
」
し

て
い
た
。
具
体
的
に
は
、

一
、
店
員
ヲ
シ
テ
各
代
理
店
ヲ
見
回
ラ
シ
メ
其
売
行
状
況
ヨ
リ
商
品
ノ
陳
列
ノ
好
悪
等
些
ニ
タ
ル

点
迄
ヲ
細
心
ノ
注
意
ヲ
払
フ
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一
、
一
旦
代
理
店
ノ
売
渡
シ
タ
ル
商
品
ト
雖
モ
古
キ
モ
ノ
ハ
新
製
品
ト
取
替
ヲ
行
モ
尚
ホ
代
理
店
ニ

ハ
逆
敷
金
ト
シ
テ
二
千
元
以
上
（
品
物
代
金
）
ヲ
永
続
的
ニ
貸
シ
置
ク
コ
ト

一
、
常
ニ
各
代
理
店
ヲ
招
待
シ
会
社
ト
ノ
意
志
ノ
疎
通
ト
懇
親
ト
ヲ
計
リ
又
代
理
店
ヘ
送
ル
各
種

煙
草
箱
ノ
内
ニ
ハ
景
品
ヲ
添
附
シ
贈
呈
ス
ル
コ
ト

一
、
商
品
売
渡
ノ
際
即
時
ニ
割
戻
金
ヲ
与
フ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
外
ニ
決
算
期
ニ
於
テ
ハ
別
途
配
当
金

ヲ
各
代
理
店
ヘ
配
付
シ
又
商
品
騰
貴
ノ
場
合
ハ
前
以
テ
之
ヲ
通
知
シ
代
理
店
ニ
対
シ
損
失
ヲ
懸
ケ
サ

ル
様
注
意
シ
又
価
格
下
落
ノ
場
合
ニ
一
旦
売
渡
ア
ル
商
品
ニ
モ
其
差
額
ヲ
控
除
計
算
ス
ル
コ
ト

一
、
新
商
品
ノ
売
出
等
ノ
場
合
ハ
一
ボ
ー
ル
ノ
売
渡
ニ
一
ボ
ー
ル
ヲ
添
附
シ
広
告
見
本
ト
ナ
ス
コ

ト
ト
シ
理
店
ガ
休
業
閉
店
中
ノ
時
止
リ
ヲ
得
ス
代
理
店
以
外
ヘ
直
接
売
渡
タ
ル
場
合
ハ
翌
日
其
旨
ヲ

通
知
代
理
店
ノ
収
得
ス
ヘ
キ
手
数
料
ヲ
支
払
フ
コ
ト

で
あ
る
３
２

。
す
な
わ
ち
、
各
会
社
は
代
理
店
を
通
し
て
販
売
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
と
く
に
英
米
煙

草
会
社
は
代
理
店
を
掌
握
す
る
方
法
が
巧
み
で
あ
っ
た
。

③
営
口
市
場

一
九
二
〇
年
代
の
営
口
に
お
い
て
も
煙
草
企
業
の
競
争
は
激
し
か
っ
た
。
一
九
二
七
年
の
販
売
高
を
み

る
と
、
英
米
煙
草
会
社
は
四
割
、
東
亜
煙
草
会
社
は
三
割
、
そ
の
ほ
か
は
三
割
と
い
う
状
態
に
あ
っ
た
。

こ
の
時
期
で
は
奉
天
票
の
暴
落
に
加
え
、
第
二
次
奉
直
戦
争
後
の
財
源
調
達
の
た
め
、
張
作
霖
は
巻
煙
草

に
消
費
印
花
税
を
新
設
し
て
課
税
し
た
た
め
、
煙
草
小
売
価
格
が
上
昇
す
る
こ
と
に
伴
い
、
売
行
き
は
大

幅
に
減
少
し
、
す
べ
て
の
会
社
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
。
具
体
的
に
、
英
米
煙
草
会
社
は
一
時
的
に
満

洲
の
煙
草
市
場
を
風
靡
し
て
い
た
紙
巻
煙
草
の
「
バ
イ
レ
ー
ト
」
及
び
「
ル
ビ
ー
ク
イ
ー
ン
」
が
、
奉
天

票
の
暴
落
と
共
に
売
価
が
次
第
に
上
が
り
、
元
々
の
一
包
（
十
本
入
）
に
奉
票
三
十
仙
を
超
過
す
る
た
め
、

売
行
き
は
大
幅
に
減
少
し
た
。
そ
し
て
、
紙
巻
煙
草
の
「
哈
徳
門
」「
ヴ
イ
ク
ト
リ
ー
」
な
ど
も
一
時
は
北

満
洲
に
強
固
な
地
盤
が
あ
り
、
ほ
か
の
製
品
の
追
随
を
許
さ
な
か
っ
た
が
、
売
価
は
一
包
（
十
本
入
）
に

奉
票
三
十
五
仙
以
上
と
な
り
、
そ
の
売
行
も
次
第
に
減
少
し
、
一
九
二
六
年
の
半
分
に
も
及
ば
な
く
な
っ

た
。
一
方
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
も
奉
天
票
の
暴
落
と
共
に
、
収
支
が
引
合
わ
な
い
た
め
、
苦
境
に
陥
っ

た
。
同
時
期
に
中
国
本
土
で
の
排
英
運
動
が
盛
ん
に
な
り
、
英
米
煙
草
会
社
の
製
品
の
売
行
き
が
全
く
地

に
落
ち
る
と
逆
に
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
製
品
の
売
行
き
は
好
調
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
南
洋
兄
弟
煙

草
会
社
は
満
洲
市
場
を
顧
み
る
暇
が
な
く
な
り
、
さ
ら
に
当
地
に
お
け
る
同
社
の
支
店
を
引
き
揚
げ
、
満

洲
に
お
け
る
売
行
は
激
減
し
た
。
東
亜
煙
草
会
社
も
上
述
二
社
と
同
様
、
奉
天
票
の
暴
落
に
伴
い
、
販
売
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が
困
難
に
な
り
、
さ
ら
に
、
一
九
二
六
年
銀
価
格
の
下
落
に
よ
っ
て
、
金
建
本
位
の
東
亜
煙
草
会
社
は
、

銀
建
本
位
で
あ
る
英
米
煙
草
会
社
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
等
の
各
社
と
の
競
争
に
は
、
甚
だ
不
利
な
立
場

に
陥
っ
た
３
３

。
要
す
る
に
、
営
口
の
煙
草
市
場
に
お
い
て
、
各
会
社
は
不
況
の
中
で
、
売
行
き
が
減
少
し

た
が
、
英
米
煙
草
会
社
と
東
亜
煙
草
会
社
は
そ
の
市
場
優
位
を
維
持
し
て
い
た
。

④
チ
チ
ハ
ル
市
場

チ
チ
ハ
ル
は
北
満
洲
の
中
心
都
市
の
一
つ
で
あ
る
。
当
地
方
に
お
い
て
は
、
消
費
さ
れ
て
い
る
紙
巻
煙

草
に
は
ロ
パ
ー
ト
商
会
、
英
米
煙
草
会
社
系
の
永
泰
和
煙
草
会
社
３
４

、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
、
中
俄
煙
草

会
社
３
５

、
東
亜
煙
草
会
社
等
の
製
品
が
あ
る
。
こ
の
中
で
、
英
米
煙
草
会
社
は
最
も
優
位
を
占
め
て
い
る
。

南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
は
当
市
場
に
出
張
所
を
設
け
、
販
路
の
開
拓
に
努
力
し
、
一
年
間
約
八
百
箱
を
販
売

し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
売
行
の
減
少
に
伴
い
、
出
張
所
を
引
き
揚
げ
、
ほ
か
の
煙
草
会
社
と

同
様
に
販
売
代
理
店
に
よ
る
販
売
に
改
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
東
亜
煙
草
会
社
製
品
は
日
本
軍
の
シ
ベ

リ
ア
出
兵
時
に
は
遠
く
ロ
シ
ア
ま
で
販
売
が
拡
大
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
漸
次
不
振
に
陥
り
、
一
時
全

く
当
市
場
よ
り
そ
の
姿
を
消
し
た
。
ま
た
、
当
市
場
に
お
け
る
各
煙
草
総
代
理
店
の
売
上
（
一
九
二
七
年

度
）
を
表

4
―
2
を
通
し
て
み
る
と
、
英
米
煙

草
会
社
の
販
売
量
二
〇
〇
〇
箱
の
う
ち
に
、
「
哈

徳
門
」
は
一
二
〇
〇
箱
で
、
市
場
総
販
売
量
の
約

三
五
％
を
占
め
て
い
る
３
３

。
そ
し
て
、
英
米
煙
草

会
社
の
売
上
は
北
満
洲
市
場
総
売
上
の
約
七
割

を
占
め
て
お
り
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
は
こ
れ
に

追
随
し
、
東
亜
煙
草
会
社
は
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
満
洲
国
建
国
前
、
南

満
洲
の
煙
草
界
で
は
、
英
米
煙
草
会
社
は
最
も
有

力
で
あ
っ
た
。
販
売
戦
略
に
つ
い
て
は
、
英
米
煙

草
会
社
は
煙
草
の
品
質
、
消
費
者
の
嗜
好
と
広
告

戦
略
を
重
視
す
る
と
同
時
に
、
巧
み
な
代
理
店
掌

握
策
が
功
を
奏
し
た
。
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
は
国

民
の
愛
国
心
を
利
用
し
て
販
路
を
拡
張
し
た
。
東

亜
煙
草
会
社
は
販
売
量
に
は
英
米
煙
草
会
社
に

及
ば
な
か
っ
た
が
、
満
洲
市
場
で
の
口
付
紙
巻
煙
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草
を
独
占
し
た
。
ま
た
、
同
じ
銘
柄
の
煙
草
を
違
う
包
装
で
出
す
の
は
英
米
煙
草
会
社
と
南
洋
兄
弟
煙
草

会
社
製
品
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
三
社
の
製
品
の
表
記
を
見
る
と
、
英
米
煙
草
会
社
と
南
洋
煙
草
会
社
製
品

名
は
ほ
と
ん
ど
漢
字
で
、
東
亜
煙
草
会
社
製
品
の
品
名
は
半
分
以
上
が
カ
タ
カ
ナ
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
か

ら
、
英
米
煙
草
会
社
と
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
の
製
品
が
中
国
人
向
に
、
東
亜
煙
草
会
社
製
品
が
主
に
日
本

人
向
に
販
売
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
一
方
、
北
満
洲
の
チ
チ
ハ
ル
に
お
い
て
は
、
販
売
量
は

英
米
煙
草
会
社
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
、
東
亜
煙
草
会
社
の
順
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
、
英
米
煙
草
会
社
は

製
品
の
「
哈
徳
門
」
を
は
じ
め
、
絶
対
優
位
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
東
亜
煙
草
会
社
は
わ
ず

か
で
あ
っ
た
。

二
、
満
洲
国
建
国
後

満
洲
国
建
国
後
、
英
米
煙
草
会
社

の
満
洲
国
法
人
へ
の
改
組
と
と
も
に
、

「
近
年
来
中
国
民
衆
ノ
思
想
発
達
ト

国
貨
提
唱
ノ
輿
論
高
マ
ル
ニ
伴
レ
英

米
煙
ト
銘
ヲ
打
ツ
コ
ト
ニ
依
リ
売
行

ヲ
殺
減
シ
行
ク
ノ
傾
向
ト
共
ニ
甚
シ

キ
ハ
売
行
不
振
ニ
依
リ
」
、
「
東
三
省

管
下
（
大
連
、
長
春
、
哈
爾
濱
、
吉

林
、
黒
龍
江
等
）
ノ
英
米
煙
公
司
支

店
及
各
地
代
理
店
ハ
三
月
一
日
ヨ
リ

全
部
名
称
ヲ
啓
東
煙
草
股
份
公
司
ト

改
」
３
７

め
た
が
、
本
論
文
で
は
、
企

業
の
継
続
性
を
重
視
し
て
啓
東
煙
草

会
社
を
「
英
米
煙
草
会
社
」
の
ま
ま

表
記
す
る
。

1

錦
州
市
場

南
満
洲
の
錦
州
に
お
い
て
は
、
満

洲
事
変
以
前
に
は
、
南
洋
兄
弟
煙
草
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会
社
な
ど
の
中
国
民
族
資
本
の
煙
草
は
合
計
年
額
約
四
〇
〇
箱
の
消
費
が
あ
っ
た
が
、
満
洲
国
の
成
立
に

伴
う
関
税
自
主
で
中
国
関
内
の
製
品
に
関
税
が
課
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
の
製
品
は

二
重
課
税
さ
れ
た
た
め
、
皆
無
の
状
態
と
な
る
。
ゆ
え
に
満
洲
事
変
以
後
、
当
地
方
に
お
い
て
消
費
さ
れ

る
煙
草
は
満
洲
に
工
場
を
有
す
る
東
亜
煙
草
会
社
と
英
米
煙
草
会
社
の
両
会
社
製
品
に
限
ら
れ
る
３
８

。
そ

れ
ら
の
販
売
実
績
は
、
表

4
―
3
の
と
お
り
で
あ
る
。
錦
州
市
場
に
お
い
て
、
東
亜
煙
草
会
社
の
製
品
は

種
類
が
少
な
い
が
、
価
格
が
安
か
っ
た
た
め
、
販
売
量
は
英
米
煙
草
会
社
の
そ
れ
を
上
回
っ
た
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
英
米
煙
草
会
社
の
製
品
は
種
類
が
多
く
、
そ
し
て
一
箱
に
あ
た
り
の
価
格
も
高
い
た
め
、

総
販
売
額
は
東
亜
煙
草
会
社
よ
り
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

2

鄭
家
屯
市
場

一
九
三
四
年
上
半
期
、
鄭
家
屯
に
お
け
る
東
亜
煙
草
会
社
と
英
米
煙
草
会
社
の
売
上
は
、
表

4
―
4
の

と
お
り
で
あ
る
。
英
米
煙
草
会
社
の
製
品
は
品
種
に
お
い
て
は
東
亜
煙
草
会
社
よ
り
多
く
、
売
上
に
お
い

て
は
、
東
亜
煙
草
会
社
の
約
一
〇
倍
で
あ
る
３
９

。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
の
は
、
東
亜
煙
草
会
社

製
品
の
銘
柄
表
記
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
製
品
の
名
称
の
半
分
以
上
は
カ
タ
カ
ナ
を
用
い
て
き
た
が
、
当
市

場
に
お
い
て
は
、
商
品
名
は
す
べ
て
漢
字
の
名
称
を
使
っ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
み
る
と
、
南
洋
兄
弟
煙

草
会
社
の
満
洲
市
場
か
ら
の
撤
退
に
伴
い
、
東
亜
煙
草
会
社
の
販
売
戦
略
は
一
転
し
、
中
国
人
を
主
な
販

売
対
象
に
し
た
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

表4－4　　1934年上半期鄭家屯に
おける紙巻煙草の品種別売上

製造会社 銘柄 売上（圓）

東亜煙草
会社

敷島

金槍

人寿

金売

大楼

朝日

合計

英米煙草
会社

大前門

大粉刀

大仙女

大双鶴

大金日将

紫金山

大風車

大恵栄

金十字

合計

出所：昭和9年11月14日附在鄭家屯
石塚邦器領事代理報告「鄭家屯に
於ける煙草及塩の消費状況報告の
件」（JACAR．Ref.B09041655300、
第25－26画像目、外務省外交史料
館）より作成

5,280
390,854
32,780
140,851

1,379,713
14,220

1,963,698
139,720

1,314,400
8,309,913
2,770,308
303,120

1,377,320
3,174,000
24,310
16,335

17,429,426
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③
ハ
ル
ビ
ン
市
場

ハ
ル
ビ
ン
は
北
満
洲
の
主
要
な
都
市

で
あ
る
。
一
九
三
六
年
の
当
市
場
に
お
い

て
は
、
英
米
煙
草
会
社
の
製
品
は
約
七
割
、

東
亜
煙
草
会
社
の
製
品
は
約
三
割
を
占

め
て
い
る
が
、「
北
満
全
体
に
亘
り
て
は
、

月
一
万
箱
の
消
費
を
見
、
前
者
は
約
九
割

近
く
を
占
め
居
る
次
第
な
り
、
尚
牡
丹
江

地
方
に
於
る
煙
草
消
費
量
は
約
一
千
箱
、

齊
々
哈
爾
に
於
て
は
八
百
箱
乃
至
九
百

箱
に
し
て
、
右
方
面
に
お
い
て
は
東
亜
煙

草
会
社
製
品
比
較
的
多
く
需
要
せ
ら
れ
」
て
い
る
４
０

。
こ
の
よ
う
に
、
一
九
三
〇
年
代
の
北
満
洲
煙
草
市

場
に
お
い
て
は
、
英
米
煙
草
会
社
は
そ
の
市
場
独
占
の
姿
勢
を
み
せ
た
。
一
方
、
一
九
二
〇
年
代
に
影
が

薄
か
っ
た
東
亜
煙
草
会
社
は
一
九
三
〇
年
代
、
販
路
を
拡
張
し
た
。
表

4
―
5
は
満
洲
に
お
け
る
東
亜
煙

草
会
社
の
販
売
数
量
の
推
移
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
表

4
―
5
を
み
れ
ば
、
一
九
三
〇
年
東
亜
煙

草
会
社
の
販
売
量
は
四
万
六
二
五
〇
梱
で
あ
る
が
、
一
九
三
八
年
に
そ
の
販
売
量
は
二
六
万
六
七
九
二
梱

に
、
約
五
倍
に
増
加
し
た
。
そ
し
て
、
南
満
洲
と
北
満
洲
と
を
分
け
て
み
れ
ば
、
南
満
洲
に
お
い
て
は
東

亜
煙
草
会
社
の
売
上
は
約
二
倍
に
増
加
し
た
が
、
北
満
洲
に
お
い
て
は
そ
の
売
上
は
八
倍
強
に
大
幅
に
増

加
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
満
洲
移
民
や
中
国
人
関
内
か
ら
の
移
住
な
ど
に
よ
る
人
口
増
加
や
、「
産
業
開

発
と
国
内
交
通
網
の
完
備
と
相
俟
っ
て
」
、
「
特
に
北
鉄
買
収
に
依
る
北
満
へ
の
進
出
は
目
覚
し
い
も
の
」

４
１

が
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
北
満
洲
市
場
で
の
販
路
拡
張
は
そ
の
販
売
量
と
売
上
増
加
の
最
も
重
要
な
原

因
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
近
代
満
洲
の
煙
草
市
場
は
競
争
的
高
度
寡
占
市
場
と
言
え
る
。
満
洲
国
建
国
前
は
、

三
巴
の
状
態
で
あ
っ
た
が
、
満
洲
国
建
国
後
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
は
完
全
に
満
洲
煙
草
市
場
か
ら
姿
を

消
し
、
英
米
煙
草
会
社
と
東
亜
煙
草
会
社
と
の
競
争
が
続
い
て
い
た
。
満
洲
国
建
国
前
の
北
満
洲
市
場
の

勢
力
が
弱
か
っ
た
東
亜
煙
草
会
社
は
建
国
後
、
販
路
を
大
幅
に
拡
張
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
上
述
の
満
洲
に

お
け
る
人
口
の
増
加
が
そ
の
一
因
で
あ
る
が
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
の
満
洲
市
場
撤
退
、
北
満
洲
鉄
道
の

買
収
に
よ
る
北
満
洲
へ
の
進
出
が
そ
の
販
路
拡
張
の
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

表4－5　　満洲における東亜煙草
会社の販売量

年度 販売量（梱） 指数

出所：水之江殿之『東亜煙草社と
ともに―民営煙草会社に捧げた半
生の記録―』丸善出版、1982年、
131頁より作成

1930 46,250 100
1931 54,851 119
1932 70,240 152
1933 95,760 207
1934 124,270 268
1935 136,070 294
1836 176,380 381
1937 182,294 394
1938 266,794 577
注：一梱＝25,000本入
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第
三
節

高
度
寡
占
市
場
の
崩
壊
と
一
九
四
〇
年
代
の
煙
草
市
場

一
九
四
一
年
一
二
月
に
太
平
洋
戦
争
が
勃
発
し
、
満
洲
の
煙
草
市
場
は
新
た
な
局
面
を
迎
え
た
。
本
節

で
は
、
一
九
四
〇
年
代
満
洲
煙
草
市
場
の
実
態
を
検
討
す
る
。

満
洲
国
成
立
後
、
煙
草
事
業
統
制
策
を
導
入
す
る
に
あ
た
り
、
数
次
に
わ
た
る
会
議
が
開
催
さ
れ
た
が
、

確
定
方
針
を
打
ち
出
せ
ず
に
い
た
。
そ
の
中
で
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
英
米
煙
草
会
社
に
対
抗
で
き
る
事

業
者
の
設
立
で
あ
り
、
一
九
三
四
年
の
段
階
で
対
抗
で
き
る
の
は
東
亜
煙
草
会
社
一
社
の
み
で
あ
っ
た
４
２

。

ま
た
、
煙
草
専
売
制
に
つ
い
て
は
、
石
油
専
売
制
を
導
入
し
た
際
に
対
外
的
に
紛
糾
し
た
た
め
、
煙
草
専

売
制
の
導
入
は
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
と
の
意
向
を
満
洲
国
政
府
が
有
し
て
い
た
。
結
局
、
新
規
事
業

の
設
立
案
が
採
ら
れ
、
一
九
三
四
年
一
二
月
二
四
日
に
日
本
法
人
満
洲
煙
草
株
式
会
社
が
資
本
金
一
二
〇

〇
万
円
で
設
立
さ
れ
、
本
店
は
新
京
に
置
か
れ
た
４
３

。
そ
の
後
、
一
九
三
七
年
に
改
組
が
行
わ
れ
、
満
洲

煙
草
株
式
会
社
は
満
洲
国
法
人
に
転
化
し
、
日
本
と
満
洲
国
が
戦
時
体
制
へ
と
移
行
中
で
軌
道
に
乗
っ
た
。

一
方
、
一
九
三
七
年
の
「
会
社
法
」
施
行
で
、
東
亜
煙
草
会
社
は
満
洲
国
内
事
業
を
満
洲
東
亜
煙
草
株

式
会
社
と
し
て
分
社
化
し
、
満
洲
煙
草
株
式
会
社
や
英
米
煙
草
会
社
と
の
競
争
を
続
け
て
い
た
。
一
九
四

〇
年
四
月
に
東
亜
煙
草
会
社
は
満
洲
煙
草
株
式
会
社
の
経
営
と
一
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し

て
満
洲
煙
草
株
式
会
社
に
よ
る
東
亜
煙
草
会
社
の
支
配
が
確
立
し
た
４
４

。
ま
た
、
一
九
四
四
年
一
月
に
満

洲
東
亜
煙
草
株
式
会
社
は
満
洲
煙
草
株
式
会
社
と
の
合
併
が
決
議
さ
れ
た
４
５

。
つ
ま
り
、
満
洲
東
亜
煙
草

株
式
会
社
は
事
業
統
合
し
て
消
滅
す
る
道
を
選
択
し
た
。
そ
し
て
、
同
年
六
月
に
満
洲
煙
草
株
式
会
社
が

資
本
金
五
〇
〇
〇
万
円
で
新
設
さ
れ
、
本
店
を
そ
の
ま
ま
新
京
に
置
き
、
経
営
陣
を
も
そ
の
ま
ま
継
続
さ

せ
た
４
６

。
こ
う
し
た
改
組
を
経
て
新
設
さ
れ
た
満
洲
煙
草
株
式
会
社
は
満
洲
に
お
い
て
、
ほ
か
の
煙
草
製

造
販
売
業
者
を
寄
せ
付
け
な
い
規
模
の
事
業
者
と
な
り
、
満
洲
の
日
系
煙
草
勢
力
を
統
一
し
た
。

一
九
四
一
年
一
二
月
の
太
平
洋
戦
争
勃
発
に
伴
い
、
満
洲
に
お
け
る
敵
産
処
理
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
中

で
、
英
米
煙
草
会
社
の
満
洲
事
業
は
日
本
軍
に
接
収
さ
れ
、
敵
産
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
処
理
さ
れ
た
。
経

営
権
を
掌
握
し
た
日
本
側
は
、
啓
東
煙
草
株
式
会
社
の
名
称
で
操
業
を
続
け
に
く
く
、
満
洲
中
央
煙
草
株

式
会
社
に
商
号
を
変
更
・
操
業
さ
せ
た
４
７

。
日
中
戦
争
終
戦
後
、
英
米
煙
草
会
社
は
中
国
で
の
煙
草
製
造

販
売
に
復
帰
し
た
が
、
一
九
四
九
年
の
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
と
と
も
に
、
ふ
た
た
び
接
収
さ
れ
、
中

国
で
の
事
業
を
終
え
た
。

こ
の
ほ
か
、
別
の
満
洲
国
煙
草
統
制
が
導
入
さ
れ
た
。
一
九
四
三
年
三
月
二
九
日
に
満
洲
煙
草
統
制
組

合
が
設
立
さ
れ
た
。
出
捐
総
額
は
五
〇
万
円
で
、
本
店
は
新
京
に
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
組
合
の
業
務
は

煙
草
事
業
に
関
す
る
政
府
の
施
策
を
協
力
し
、
そ
の
整
備
改
善
お
よ
び
発
達
を
図
る
た
め
、
統
制
お
よ
び
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必
要
な
施
策
を
な
す
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
同
組
合
は
四
月
一
日
に
事
業
を
開
始
し
た
。
実
権
は
満
洲
煙

草
株
式
会
社
が
掌
握
し
て
お
り
、
同
社
以
外
の
煙
草
製
造
販
売
市
場
に
一
段
と
締
め
付
け
を
か
け
る
こ
と

に
な
る
４
８

。
一
方
、
葉
煙
草
の
統
制
も
行
わ
れ
た
。
日
中
戦
争
勃
発
に
よ
る
国
際
環
境
の
悪
化
と
、
政
府

の
原
料
自
給
方
針
の
決
定
と
を
背
景
に
、
満
洲
で
は
増
産
遂
行
を
目
的
と
し
て
産
業
開
発
五
ヶ
年
計
画
の

初
年
度
で
あ
っ
た
一
九
三
七
年
に
、
葉
煙
草
に
対
す
る
統
制
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
第
一
歩
が
、
葉
煙
草
販

売
委
員
会
の
設
置
で
あ
っ
た
。
同
委
員
会
は
農
務
司
長
を
委
員
長
と
し
て
官
民
煙
草
関
係
者
で
組
織
さ
れ

た
中
間
機
構
で
あ
る
。
そ
の
業
務
は
、
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
の
等
級
・
規
格
お
よ
び
そ
の
検
収
価
格
を
決

定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
委
員
会
の
任
命
し
た
鑑
定
員
が
検
収
・
買
付
を
し
、
各
製
造
業
者
に
配
給
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
４
９

。
し
か
し
、
葉
煙
草
の
急
激
な
増
産
お
よ
び
運
営
機
構
の
整
備
化
に
対
す
る
要
請
は
、
こ

の
よ
う
な
中
間
機
構
の
み
で
は
満
足
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
一
九
三
八
年
に
政
府
、
葉
煙
草
耕
作
地
の
農

事
合
作
社
５
０

及
び
煙
草
製
造
業
者
の
共
同
出
資
で
準
特
殊
法
人
で
あ
る
満
洲
葉
煙
草
株
式
会
社
を
設
立

し
、
同
会
社
を
通
じ
て
葉
煙
草
の
買
付
・
配
給
、
再
乾
燥
、
輸
入
を
一
手
で
行
う
こ
と
と
し
た
。
満
洲
葉

煙
草
株
式
会
社
は
は
じ
め
て
重
要
産
業
統
制
法
５
１

に
よ
る
煙
草
製
造
業
と
し
て
経
営
許
可
を
受
け
、
一
九

三
九
年
に
葉
煙
草
の
収
買
配
給
統
制
機
関
と
し
て
法
的
根
拠
を
具
備
す
る
に
至
っ
た
５
２

。
こ
う
し
て
満
洲

国
内
産
葉
煙
草
や
、
外
国
か
ら
の
輸
入
葉
煙
草
に
関
わ
ら
ず
、
す
べ
て
は
満
洲
葉
煙
草
株
式
会
社
に
よ
っ

て
買
付
・
加
工
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
煙
草
製
造
会
社
に
配
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
一
九
四
〇
年
の
東
亜
煙
草
会
社
の
満
洲
煙
草
株
式
会
社
に
よ
る
支
配
と
、
一
九
四
一

年
の
英
米
煙
草
会
社
の
日
本
軍
に
よ
る
接
収
で
、
約
三
〇
年
間
続
い
て
き
た
競
争
的
高
度
寡
占
煙
草
市
場

が
崩
壊
し
た
。
そ
し
て
、
政
府
系
の
満
洲
煙
草
株
式
会
社
は
、
満
洲
国
統
制
経
済
の
強
化
の
中
で
、
満
洲

国
煙
草
市
場
を
独
占
的
に
掌
握
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
ま
ま
敗
戦
ま
で
続
い
た
。

お
わ
り
に

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
近
代
満
洲
に
お
け
る
煙
草
産
業
の
実
態
を
、
主
に
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
、
英

米
煙
草
会
社
、
東
亜
煙
草
会
社
三
社
の
競
争
関
係
を
軸
に
、
時
系
列
的
に
検
討
し
て
き
た
。
結
論
と
し
て
、

以
下
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
ず
は
、
煙
草
販
売
市
場
に
お
け
る
企
業
別
シ
ェ
ア
に
つ
い
て
で
あ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し

た
一
九
一
〇
年
代
に
、
大
戦
前
に
煙
草
市
場
の
優
位
を
有
す
る
英
米
煙
草
会
社
は
大
戦
時
、
一
時
的
な
後

退
が
見
ら
れ
た
。
そ
れ
に
か
わ
り
、
東
亜
煙
草
会
社
は
販
路
を
拡
張
し
、
市
場
シ
ェ
ア
を
拡
大
し
た
。
上
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述
二
社
に
対
し
、
南
洋
兄
弟

煙
草
会
社
は
わ
ず
か
の
市

場
を
有
し
て
い
た
。
一
九
二

〇
、
三
〇
年
代
に
お
い
て
も
、

英
米
煙
草
会
社
は
絶
対
的

優
位
を
占
め
て
い
た
。
具
体

的
に
言
え
ば
、
満
洲
国
建
国

前
、
東
亜
煙
草
会
社
は
販
売

量
に
は
英
米
煙
草
会
社
に

及
ば
な
か
っ
た
が
、
満
洲
市

場
で
の
口
付
紙
巻
煙
草
を

独
占
し
た
。
南
洋
兄
弟
煙
草

会
社
は
北
満
洲
に
あ
る
程

度
の
市
場
シ
ェ
ア
を
占
め

て
い
た
が
、
満
洲
国
建
国
後

完
全
に
満
洲
煙
草
市
場
か

ら
姿
を
消
し
た
た
め
、
満
洲

煙
草
市
場
は
、
英
米
煙
草
会
社
と
東
亜
煙
草
会
社
が
競
争
し
つ
づ
け
て
い
た
。
一
九
三
〇
年
代
、
満
洲
紙

巻
煙
草
市
場
に
お
け
る
両
社
の
販
売
量
は
、
表

4
―
6
の
と
お
り
で
あ
る
。
日
中
戦
争
勃
発
ま
で
に
、
英

米
煙
草
会
社
は
販
売
市
場
の
約
七
割
を
占
め
て
い
る
が
、
日
中
戦
争
勃
発
後
、
満
洲
国
内
事
業
の
分
離
や

国
策
会
社
満
洲
煙
草
株
式
会
社
の
設
立
に
よ
っ
て
、
販
売
量
と
市
場
シ
ェ
ア
と
も
減
少
し
は
じ
め
た
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
接
収
さ
れ
る
ま
で
に
販
売
市
場
の
約
半
分
を
維
持
し
て
い
た
。
し
か
し
、
太
平
洋

戦
戦
争
勃
発
後
、
政
府
の
煙
草
統
制
政
策
や
、
英
米
煙
草
会
社
の
日
本
軍
に
よ
る
処
理
、
東
亜
煙
草
会
社

の
満
洲
煙
草
株
式
会
社
に
よ
る
合
併
と
と
も
に
、
三
〇
年
間
続
け
て
き
た
満
洲
の
競
争
的
高
度
寡
占
煙
草

市
場
は
崩
壊
し
、
満
洲
国
政
府
の
一
元
的
統
制
で
満
洲
煙
草
株
式
会
社
の
一
社
独
占
市
場
と
な
っ
た
。

注１

柳
沢
遊
『
貝
原
収
蔵
日
記
』
柏
書
房
、
一
九
九
三
年
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２

水
之
江
殿
之
『
東
亜
煙
草
社
と
と
も
に

―
民
営
煙
草
会
社
に
捧
げ
た
半
生
の
記
録
―
』
丸
善
出
版
、

一
九
八
四
年

３

勝
浦
秀
夫
「
鈴
木
商
店
と
東
亜
煙
草
社
」『
た
ば
こ
史
研
究
』
第
一
一
八
号
、
二
〇
一
一
年
、
二
―
二
七

頁４

南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
の
社
史
に
つ
い
て
、
中
国
科
学
院
上
海
経
済
研
究
所
・
上
海
社
会
科
学
院
経
済
研

究
所
編
『
南
洋
兄
弟
煙
草
公
司
史
料
』（
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
六
〇
年
）
が
あ
る
。
英
米
煙
草
会
社
の

社
史
に
つ
い
て
、
ハ
ワ
ー
ド
・
コ
ッ
ク
ス
（
著
）
、
た
ば
こ
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
（
訳
）
『
グ
ロ
ー
バ
ル
・

シ
ガ
レ
ッ
ト
』（
山
愛
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
や
、
中
国
科
学
院
上
海
経
済
研
究
所
編
『
英
米
煙
公
司
在
華

企
業

資
料
彙
編
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年
）
、
大
東
亜
省
編
『
英
米
煙
草
東
亜
進
出
沿
革
史
』（
大
東

亜
省
、
一
九
四
一
年
）
が
あ
る
。

５

「
東
亜
煙
草
株
式
会
社
」
『
京
城
日
報
』
、
一
九
一
四
年
八
月
一
日
付
、
煙
草
 1-038

、
神
戸
大
学
附
属

図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
新
聞
記
事
文
庫

６

前
掲
『
東
亜
煙
草
社
と
と
も
に

―
民
営
煙
草
会
社
に
捧
げ
た
半
生
の
記
録
―
』
、
一
六
頁

７

「
満
洲
官
煙
不
振
」
『
大
阪
新
報
』
、
一
九
一
二
年
七
月
一
六
日
付
、
煙
草-1-004
、
神
戸
大
学
附
属
図

書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
新
聞
記
事
文
庫

８

「
満
洲
官
煙
の
前
途

―
専
売
当
局
者
談
―
」
『
東
京
朝
日
新
聞
』
、
一
九
一
二
年
七
月
二
三
日
付
、
煙

草-1-005

、
神
戸
大
学
附
属
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
新
聞
記
事
文
庫

９

「
満
洲
と
輸
入
煙
草
」
『
福
岡
日
日
新
聞
』
、
一
九
一
二
年
八
月
五
日
付
、
煙
草-1-007

、
神
戸
大
学
附

属
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
新
聞
記
事
文
庫

１
０

「
東
洋
の
煙
草
戦
」『
満
洲
日
日
新
聞
』
、
一
九
一
八
年
一
一
月
七
日
付
、
煙
草-1-121

、
神
戸
大
学
附

属
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
新
聞
記
事
文
庫

１
１

「
遼
陽
に
於
け
る
外
煙
非
買
同
盟

―
英
米
ト
ラ
ス
ト
の
狼
狽
―
」『
満
洲
日
日
新
聞
』
、
一
九
一
五
年

一
月
八
日
付
、
煙
草-1-043

、
神
戸
大
学
附
属
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
新
聞
記
事
文
庫

１
２

「
煙
草
不
買
依
然

―
遼
陽
に
於
け
る
外
煙
非
買
同
盟

其
二
―
」『
満
洲
日
日
新
聞
』
、
一
九
一
五
年

一
月
一
一
日
付
、
煙
草-1-044

、
神
戸
大
学
附
属
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
新
聞
記
事
文
庫

１
３

「
通
化
地
方
に
於
け
る
日
本
煙
草
売
行
状
況
」
、
大
正
五
年
十
月
十
日
朝
憲
機
第
四
六
五
号

鴨
緑
江

方
面
支
那
領
状
況
彙
報
（JA

C
A
R
.R
ef.B

11090934400

、
煙
草
関
係
雑
件

第
五
巻
、B

-3-5-2-23-005

、

外
務
省
外
交
史
料
館
）

１
４

「
通
化
地
方
に
於
け
る
日
本
煙
草
販
売
状
況
」
、
大
正
五
年
十
一
月
八
日
朝
憲
機
第
四
九
五
号

鴨
緑

江
方
面
支
那
領
状
況
彙
報JA

C
A
R
.R
ef.B

11090934400

、
煙
草
関
係
雑
件

第
五
巻
、B-3-5-2-23-005

、
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（
外
務
省
外
交
史
料
館
）

１
５

調
査
は
大
連
、
奉
天
、
長
春
、
吉
林
、
ハ
ル
ビ
ン
、
安
東
の
六
都
市
を
対
象
地
域
と
し
た
。

１
６

中
華
煙
公
司
編
『
煙
草
と
満
洲
』
中
華
煙
公
司
、
一
九
二
〇
年
、
三
四
―
三
五
頁

１
７

「
満
洲
煙
草
需
給
」『
満
洲
日
日
新
聞
』
、
一
九
一
七
年
七
月
一
〇
日
付
、
煙
草-1-083

、
神
戸
大
学
附

属
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
新
聞
記
事
文
庫

１
８

大
正
二
年
三
月
七
日
附
在
奉
天
総
領
事
落
合
謙
太
郎
報
告
「
奉
天
ニ
於
ケ
ル
英
米
ト
ラ
ス
ト
製
煙
公
司

ノ
概
況
報
告
ノ
件
」
（JA

C
A
R
.R
ef.B

11090932300
、
煙
草
関
係
雑
件

第
四
巻
、B

-3-5-2-23-004

、
外

務
省
外
交
史
料
館
）

１
９

大
正
八
年
十
月
二
十
一
日
附
在
吉
林
総
領
事
森
田
寛
蔵
報
告
「
海
外
ニ
於
ケ
ル
本
邦
品
調
査
報
告
ノ

件
」
（JA

C
A
R

R
ef.B

10073900600

、
各
国
ニ
於
ケ
ル
本
邦
輸
出
品
ノ
商
況
並
競
争
品
調
査
雑
件
／
海

外
ニ
於
ケ
ル
本
邦
品
ニ
関
シ
査
報
方
ノ
件

第
一
巻B

-3-2-4-39-1-001
、
外
務
省
外
交
史
料
館
）
、
第
五

九
―
六
〇
画
像

２
０

大
正
八
年
八
月
十
七
日
附
在
斎
々
哈
爾
領
事
代
理
山
崎
誠
一
郎
報
告
「
海
外
ニ
於
ケ
ル
本
邦
品
ニ
関
シ

報
告
ノ
件
」
（JA

C
A
R

R
ef.B

10073900500

、
各
国
ニ
於
ケ
ル
本
邦
輸
出
品
ノ
商
況
並
競
争
品
調
査
雑

件
／
海
外
ニ
於
ケ
ル
本
邦
品
ニ
関
シ
査
報
方
ノ
件

第
一
巻B

-3-2-4-39-1-001

、
外
務
省
外
交
史
料
館
）

２
１

大
正
八
年
八
月
五
日
在
農
安
会
館
主
任
田
中
正
一
報
告
「
海
外
ニ
於
ケ
ル
本
邦
品
ニ
関
シ
査
報
方
ノ

件
」
（JA

C
A
R

R
ef.B

10073900500

、
各
国
ニ
於
ケ
ル
本
邦
輸
出
品
ノ
商
況
並
競
争
品
調
査
雑
件
／
海

外
ニ
於
ケ
ル
本
邦
品
ニ
関
シ
査
報
方
ノ
件

第
一
巻B

-3-2-4-39-1-001

、
外
務
省
外
交
史
料
館
）

２
２

大
正
九
年
二
月
十
四
日
在
（
鉄
嶺
日
本
領
事
館
）
海
竜
分
館
主
任
芝
崎
路
可
報
告
「
海
龍
地
方
ニ
於
ケ

ル
外
国
煙
草
ト
本
邦
煙
草
ト
ノ
競
争
状
況
報
告
」（JA
C
A
R

R
ef.B

11090936000

、
煙
草
関
係
雑
件

第

五
巻B

-3-5-2-23-005

、
外
務
省
外
交
史
料
館
）

２
３

柴
田
善
雅
『
中
国
に
お
け
る
日
系
煙
草
産
業

1905

―1945

』
水
曜
社
、
二
〇
一
三
年
、
五
五
頁

２
４

前
掲
『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ガ
レ
ッ
ト
』
、
一
九
三
頁

２
５

大
正
二
年
三
月
七
日
附
在
奉
天
総
領
事
落
合
謙
太
郎
報
告
「
奉
天
ニ
於
ケ
ル
英
米
ト
ラ
ス
ト
製
煙
公
司

ノ
概
況
報
告
ノ
件
」（JA
C
A
R

R
ef.B

11090932300

、
煙
草
関
係
雑
件

第
四
巻B

-3-5-2-23-004

、
外

務
省
外
交
史
料
館
）

２
６

大
正
五
年
十
一
月
廿
七
日
附
在
安
東
領
事
代
理
領
事
官
補
田
村
幸
策
よ
り
外
務
大
臣
法
学
博
士
子
爵

本
野
一
郎
宛
「
通
化
方
面
ニ
於
ケ
ル
日
本
煙
草
販
売
状
況
ニ
関
ス
ル
件
答
申
」

（JA
C
A
R
.R
ef.B

11090934400

、
煙
草
関
係
雑
件

第
五
巻B

-3-5-2-23-005

、
外
務
省
外
交
史
料
館
）

２
７

大
正
八
年
十
一
月
二
十
八
日
在
（
鉄
嶺
日
本
領
事
館
）
掏
鹿
分
館
主
任
近
藤
信
一
報
告
「
掏
鹿
地
方
ニ



89

於
ケ
ル
輸
入
本
邦
品
ニ
関
ス
ル
件
」
（JA

C
A
R
.R
ef.B

10073900600

、
各
国
ニ
於
ケ
ル
本
邦
輸
出
品
ノ
商

況
並
競
争
品
調
査
雑
件
／
海
外
ニ
於
ケ
ル
本
邦
品
ニ
関
シ
査
報
方
ノ
件

第
一
巻B

-3-2-4-39-1-001

、
外

務
省
外
交
史
料
館
）

２
８

在
鄭
家
屯
中
野
領
事
代
理
報
告
「
巻
煙
草
売
行
状
況
」
外
務
省
通
商
局
編
『
日
刊
海
外
商
報
』
第
一
八

二
号
、
大
正
十
四
年
七
月
五
日
（
日
）
、
三
五
頁

２
９

大
正
十
年
八
月
十
九
日
附
農
商
務
省
商
務
局
長
鶴
見
左
吉
雄
報
告
「
長
春
に
於
け
る
紙
巻
煙
草
状
況
」

JA
C
A
R
.R
ef.B

11090936700

、
第
三
画
像
目
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）

３
０

昭
和
三
年
十
月
三
日
附
在
長
春
帝
国
領
事
永
井
清
報
告
「
長
春
煙
草
取
引
状
況
」
『
海
外
経
済
事
情
』

第
三
六
号
、
一
九
二
八
年
、
九
頁

３
１

同
右
。

３
２

同
右
。

３
３

昭
和
二
年
四
月
六
日
在
牛
荘
岸
田
英
治
領
事
報
告
「
営
口
地
方
に
於
け
る
巻
煙
草
界
の
趨
勢
」JA

C
A
R
.

R
ef.B

09041164900

、
第
一
三
―
一
四
画
像
目
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）

３
４

永
泰
和
煙
草
会
社
は
一
九
二
一
年
、
中
国
民
衆
消
費
に
対
す
る
販
路
拡
張
の
目
的
を
も
っ
て
個
人
商
社

で
あ
っ
た
永
泰
和
会
社
を
合
併
し
て
、
上
海
に
設
立
さ
れ
た
煙
草
会
社
で
あ
る
。
全
株
の
中
に
、
英
米
煙

草
会
社
は
五
一
％
を
所
有
し
て
い
る
。

３
５

中
俄
煙
草
会
社
は
、
資
本
金
二
〇
万
元
で
奉
天
に
設
立
さ
れ
た
会
社
で
あ
る
。
会
社
名
か
ら
み
る
と
、

中
国
と
ロ
シ
ア
の
合
資
会
社
と
思
わ
れ
る
が
、
実
は
ロ
シ
ア
資
本
の
会
社
で
あ
る
。

３
３

昭
和
二
年
三
月
十
一
日
在
際
齊
々
哈
爾
清
水
八
百
領
事
報
告
「
紙
巻
煙
草
消
費
状
況
（
牟
田
書
記
生
調

査
）
」JA

C
A
R
.R
ef.B

09041164900

、
第
六
―
一
〇
画
像
目
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）

３
７

昭
和
六
年
二
月
二
十
八
日
附
在
鉄
嶺
石
塚
邦
器
領
事
代
理
報
告
「
英
米
煙
公
司
改
称
の
件
」JA

C
A
R
.

R
ef.B

09041656100

、
第
二
八
画
像
目
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）

３
８

昭
和
八
年
八
月
二
十
二
日
附
在
錦
州
後
藤
祿
郎
領
事
代
理
「
昭
和
八
年
自
一
月
至
六
月
錦
州
に
於
け
る

煙
草
消
費
調
査
表
送
附
の
件
」JA

C
A
R
.R
ef.B

09041655300

、
第
一
三
画
像
目
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）

３
９

昭
和
九
年
十
一
月
十
四
日
附
在
鄭
家
屯
石
塚
邦
器
領
事
代
理
報
告
「
鄭
家
屯
に
於
け
る
煙
草
及
塩
の
消

費
状
況
報
告
の
件
」JA

C
A
R
.R
ef.B

09041655300

、
第
二
五
―
二
六
画
像
目
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）

４
０

昭
和
十
一
年
四
月
十
八
日
附
在
哈
爾
濱
佐
藤
庄
四
総
領
事
報
告
「
哈
爾
濱
を
中
心
と
す
る
北
満
煙
草
市

場
の
現
状
」JA

C
A
R
.R
ef.B

09041655300

、
第
二
九
画
像
目
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）

４
１

「
時
運
に
恵
ま
れ
て
好
調
の
東
亜
煙
草
株
式
会
社
」
満
洲
国
通
信
社
・
満
洲
弘
報
協
会
『
満
洲
国
現
勢
』
、

満
洲
国
通
信
社
、
一
九
三
七
年
、
四
一
七
頁
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４
２

前
掲
『
中
国
に
お
け
る
日
系
煙
草
産
業

1905

―1945

』
、
一
四
四
頁

４
３

満
洲
煙
草
株
式
会
社
『
第
一
期
営
業
報
告
書
』（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）
、
一
九
三
四
年
五
月
期
、
一
―

四
頁
（
北
海
道
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
）

４
４

前
掲
『
中
国
に
お
け
る
日
系
煙
草
産
業

1905

―1945

』
、
一
七
〇
頁

４
５

満
洲
煙
草
株
式
会
社
『
第
一
期
営
業
報
告
書
』
、
一
九
四
四
年
九
月
期
、
五
頁

４
６

同
右
、
一
四
―
一
五
頁

４
７

前
掲
『
中
国
に
お
け
る
日
系
煙
草
産
業

1905
―1945

』
、
一
四
二
頁

４
８

満
洲
煙
草
統
制
組
合
編
『
満
洲
煙
草
事
業
小
史
』
満
洲
煙
草
統
制
組
合
、
一
九
四
三
年
、
六
四
頁

４
９

同
右
、
一
〇
―
一
一
頁

５
０

農
事
合
作
社
は
一
九
三
七
年
、
煙
草
生
産
に
お
い
て
各
地
の
煙
草
耕
作
組
合
を
統
合
す
る
た
め
、
設
立

さ
れ
た
組
織
で
あ
る
。

５
１

一
九
三
一
年
四
月
に
公
布
さ
れ
た
「
重
要
産
業
ノ
統
制
ニ
関
ス
ル
法
律
」
の
略
称
で
あ
る
。
昭
和
恐
慌

下
、
産
業
の
不
安
定
な
状
況
を
カ
ル
テ
ル
強
化
・
統
制
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
克
服
し
よ
う
と
し
た
も
の

で
あ
る
。

５
２

満
洲
国
通
信
社
・
満
洲
弘
報
協
会
『
満
洲
国
現
勢
』
満
洲
国
通
信
社
、
一
九
四
一
年
、
四
四
九
―
四
五

〇
頁
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第
五
章

近
代
満
洲
の
日
系
新
聞
に
み
る
煙
草
の
商
品
広
告

は
じ
め
に

近
代
の
満
洲
で
は
紙
巻
煙
草
の
普
及
と
と
も
に
、
多
く
の
煙
草
企
業
が
進
出
し
て
い
た
が
、
近
代
満
洲

煙
草
市
場
の
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
の
が
多
国
籍
企
業
の
英
米
煙
草
会
社
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
各
会
社

は
販
路
拡
大
の
有
力
な
手
段
と
し
て
広
告
の
役
割
に
注
目
し
、
激
し
い
販
売
競
争
を
展
開
し
て
い
た
。
本

章
は
近
代
満
洲
に
お
け
る
煙
草
市
場
の
実
態
分
析
の
一
環
と
し
て
、
日
系
新
聞
の
『
満
洲
日
日
新
聞
』
と

『
満
洲
日
報
』
（
以
下
で
は
両
紙
を
通
称
し
て
『
満
日
』
１

と
略
す
）
に
注
目
し
、
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
広

告
の
内
容
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
煙
草
企
業
の
市
場
販
売
戦
略
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

近
年
、
満
洲
新
聞
史
や
満
洲
煙
草
史
に
関
す
る
先
行
研
究
は
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
満
洲
新
聞
史

に
つ
い
て
は
、
中
下
正
治
２

や
李
相
哲
３

、
張
楓
４

の
研
究
成
果
が
あ
る
。
中
下
は
日
本
人
経
営
中
国
語
新

聞
の
実
態
に
課
題
を
置
き
、
満
洲
を
含
む
中
国
全
土
に
お
け
る
新
聞
事
情
に
関
す
る
全
体
像
を
解
明
し
た
。

李
は
満
鉄
機
関
紙
の
『
満
日
』
を
中
心
と
す
る
日
本
人
経
営
日
本
語
新
聞
の
変
遷
を
体
系
的
に
整
理
し
た

う
え
で
、『
満
日
』
の
論
調
に
つ
い
て
も
満
洲
事
変
前
後
の
時
期
を
中
心
に
具
体
的
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

張
は
『
泰
東
日
報
』
を
事
例
に
、
日
本
の
租
借
地
大
連
に
お
け
る
日
本
人
経
営
中
国
語
新
聞
の
経
営
動
向

と
新
聞
論
調
を
明
ら
か
に
し
た
。
要
す
る
に
、
こ
れ
ま
で
の
満
洲
新
聞
史
研
究
は
新
聞
経
営
と
新
聞
論
調

に
注
目
し
て
い
る
が
、
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
広
告
を
重
要
視
し
て
い
な
か
っ
た
。
一
方
、
満
洲
煙
草
史
研

究
は
序
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
文
献
や
史
料
の
発
掘
と
整
理
に
よ
り
進
展
し
つ
つ
あ
り
、
柴
田
善
雅
を
は

じ
め
と
す
る
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
が
、
市
場
競
争
の
最
も
一
般
的
な
手
段
と
し
て
見
な
さ
れ
た
広
告

に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
満
洲
の
新
聞
広
告
史
研
究
や
煙
草
史
研
究
分
野

に
お
い
て
、
煙
草
広
告
に
関
す
る
研
究
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
章
は
こ
う
い

っ
た
研
究
状
況
を
踏
ま
え
、
近
代
満
洲
の
有
力
日
系
新
聞
『
満
日
』（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）
を
対
象
と
し

て
取
り
上
げ
、
満
洲
国
期
に
掲
載
さ
れ
た
煙
草
広
告
を
収
集
・
分
析
し
、
新
聞
広
告
に
お
け
る
文
字
情
報

と
図
像
情
報
か
ら
成
る
広
告
要
素
と
手
法
に
着
目
し
、
煙
草
企
業
の
広
告
活
用
の
実
態
を
考
察
す
る
。

本
論
に
先
立
ち
、
本
章
の
構
成
を
示
す
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
節
で
は
対
象
史
料
『
満
日
』

の
特
徴
と
そ
の
広
告
の
概
要
を
整
理
す
る
。
第
二
節
で
は
満
洲
国
成
立
後
か
ら
日
中
戦
争
勃
発
ま
で
の
煙
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草
市
場
の
概
況
と
、
当
該
時
期
の
『
満
日
』
に
掲
載
さ
れ
た
煙
草
広
告
の
実
例
を
挙
げ
て
そ
の
内
容
と
特

徴
を
分
析
す
る
。
第
三
節
で
は
日
中
戦
争
勃
発
後
の
煙
草
市
場
と
煙
草
広
告
を
検
討
し
、
煙
草
会
社
の
広

告
手
法
の
変
遷
を
探
る
。
最
後
に
本
章
の
分
析
か
ら
得
ら
れ
た
結
論
を
整
理
し
、
今
後
の
課
題
を
提
示
す

る
。

第
一
節

『
満
日
』
と
そ
の
広
告
に
つ
い
て

満
洲
に
お
け
る
日
系
新
聞
の
活
動
は
日
露
戦
争
後
の
一
九
〇
五
年
に
は
じ
ま
り
、
一
九
四
五
年
九
月
ま

で
続
い
た
。
こ
の
期
間
中
、
日
本
語
新
聞
が
「
日
刊
紙
」
の
み
で
も
五
五
紙
が
発
行
さ
れ
た
と
い
う
５

。

本
章
の
分
析
対
象
と
し
た
『
満
日
』
は
満
鉄
が
発
行
し
た
『
満
洲
日
日
新
聞
』
と
『
満
洲
日
報
』
と
の
通

称
で
、
一
九
〇
七
年
に
創
刊
さ
れ
、
一
九
四
四
年
ま
で
に
発
行
し
つ
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

創
刊
当
初
の
題
号
は
『
満
洲
日
日
新
聞
』
で
あ
っ
た
が
、
一
九
二
七
年
一
〇
月
に
『
遼
東
新
報
』
と
合
併

し
、
題
号
を
『
満
洲
日
報
』
に
変
え
た
。
そ
の
後
、
一
九
三
五
年
八
月
に
『
大
連
新
聞
』
と
合
併
す
る
時
、

題
号
は
再
び
『
満
洲
日
日
新
聞
』
に
さ
れ
た
。
一
九
三
八
年
、『
満
日
』
は
本
社
を
大
連
か
ら
奉
天
に
移
転

し
、
奉
天
・
大
連
の
同
時
発
行
と
し
、
後
者
を
『
大
連
日
日
新
聞
』
と
改
め
た
。
ま
た
、
一
九
四
四
年
五

月
に
「
広
報
体
制
の
強
化
」
の
た
め
、『
満
日
』
は
新
京
の
『
満
洲
新
聞
』
と
統
合
さ
れ
、
再
び
『
満
洲
日

報
』
の
名
を
用
い
た
６

。
現
在
、
『
満
日
』
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
し
か
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し

て
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
原
本
に
は
大
連
図
書
館
所
蔵
の
も
の
と
、
日
本
国
立
国
会
図
書
館
新
聞
室
所
蔵

の
も
の
が
あ
る
が
、
本
章
の
作
成
に
あ
た
っ
て
後
者
を
利
用
し
た
。

な
ぜ
『
満
日
』
を
本
章
の
分
析
対
象
と
し
た
の
か
、
同
紙
が
近
代
満
洲
に
お
け
る
日
系
新
聞
の
一
般
的

傾
向
を
代
表
し
う
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
次
の
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
、『
満
日
』
は

満
鉄
が
経
営
し
た
新
聞
で
、
官
営
的
立
場
に
あ
り
、
満
洲
各
地
の
新
聞
を
傘
下
に
入
れ
て
い
っ
た
満
洲
最

大
の
日
本
語
紙
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
７

。
発
行
部
数
は
一
九
〇
九
年
に
三
〇
〇
〇
部
で
あ
っ
た
が
、
一

九
二
九
年
末
に
朝
刊
・
夕
刊
併
せ
て
七
万
五
〇
〇
〇
部
に
達
し
た
８

。
第
二
に
、
『
満
日
』
は
満
洲
の
日
本

語
新
聞
の
中
で
発
行
期
間
が
最
も
長
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
近
代
満
洲
に
お
い
て
、
約
四
〇
年
間
に
一
貫

し
て
継
続
的
に
発
行
さ
れ
た
の
は
『
満
日
』
の
み
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、『
満
日
』
は
現
存
す
る
当
時
の
定

期
刊
行
物
の
中
で
ま
れ
に
み
る
完
全
な
状
態
で
保
存
さ
れ
て
い
る
新
聞
で
あ
る
。
以
上
の
理
由
を
も
っ
て
、

本
章
で
は
『
満
日
』
を
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
煙
草
の
商
品
広
告
に
対
す
る

分
析
を
行
う
。
な
お
、
対
象
と
な
る
新
聞
資
料
は
膨
大
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
新
聞
広
告
を
確
認
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す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
た
め
、
本
章
で
は
「
満
洲
国
」
と
い
う
時
期
に
限
定
し
て
検
討
を
行
う
こ
と

に
す
る
。

で
は
、
満
洲
国
期
の
『
満
日
』
の
特
徴
を
把
握
す
る
必
要
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
満

洲
に
お
け
る
日
系
新
聞
の
歴
史
か
ら
確
認
し
て
み
よ
う
。
満
洲
に
お
け
る
日
系
新
聞
の
歴
史
は
時
期
的
に

区
分
す
れ
ば
、
次
の
三
期
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
期
は
民
間
新
聞
人
の
活
躍
が
目
立
つ
草
創
期
（
一
九
〇

五
年
七
月
～
一
九
〇
七
年
一
一
月
）
で
あ
る
。
第
二
期
は
満
鉄
主
導
の
時
期
（
一
九
〇
七
年
一
一
月
～
一

九
三
一
年
九
月
）
で
あ
る
。
第
三
期
は
統
制
下
の
時
期
（
一
九
三
一
年
一
〇
月
～
一
九
四
五
年
）
で
あ
る
９

。

し
た
が
っ
て
本
章
で
分
析
対
象
と
す
る
時
期
の
「
満
洲
国
期
」
は
第
三
期
に
あ
た
り
、
満
洲
事
変
後
、
新

聞
に
対
す
る
統
制
が
次
第
に
強
化
さ
れ
て
い
く
の
が
こ
の
時
期
の
特
徴
で
あ
る
。

ま
た
、
『
満
日
』
の
紙
面
構
成
や
広
告
の
扱
い
は
現
在
の
新
聞
と
ほ
と
ん
ど
か
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

紙
面
は
基
本
的
に
政
治
・
満
洲
・
経
済
・
文
芸
・
広
告
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
広
告
で
は
薬
品
・
化
粧
・

出
版
関
係
の
出
稿
が
ほ
か
の
業
種
に
比
べ
、
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
煙
草
や
酒
、
コ
ー
ヒ

ー
な
ど
の
嗜
好
品
広
告
も
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。

第
二
節

日
中
戦
争
勃
発
前
の
煙
草
広
告
（
一
九
三
二
年
―
一
九
三
七
年
六
月
）

本
節
で
は
、
満
洲
国
成
立
か
ら
日
中
戦
争
勃
発
ま
で
の
煙
草
市
場
の
概
況
と
、
当
該
時
期
の
『
満
日
』

に
掲
載
さ
れ
た
煙
草
の
広
告
例
を
挙
げ
て
そ
の
内
容
と
特
徴
を
考
察
す
る
。

一
、
日
中
戦
争
勃
発
前
の
市
場
概
況

満
洲
国
建
国
後
、
満
洲
の
紙
巻
煙
草
市
場
が
急
拡
大
し
た
。
一
九
三
二
年
に
満
洲
に
お
け
る
紙
巻
煙
草

の
消
費
量
は
約
五
七
・
七
億
本
で
あ
っ
た
が
、
一
九
三
三
年
に
約
一
二
一
・
七
億
本
に
な
り
、
二
倍
以
上

に
増
え
た
。
そ
の
う
ち
、
約
三
分
の
二
は
満
洲
国
内
産
製
品
で
あ
り
、
三
分
の
一
は
輸
入
品
で
あ
っ
た
。

そ
れ
以
降
で
も
消
費
量
は
増
加
の
傾
向
を
示
し
て
お
り
、
一
九
四
〇
年
に
二
一
〇
億
本
に
達
し
た
１
０

。
そ

の
背
景
に
は
、
紙
巻
煙
草
の
普
及
や
人
口
の
増
加
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
第
三
章
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
満
洲
国
内
企
業
別
の
煙
草
製
造
能
力
（
一
九
三
四
年
度
）

か
ら
み
れ
ば
、
英
米
煙
草
会
社
系
の
三
工
場
（
奉
天
工
場
・
遼
陽
工
場
・
ハ
ル
ビ
ン
工
場
）
の
年
間
製
造

本
数
は
満
洲
国
総
生
産
量
の
約
六
割
、
東
亜
煙
草
会
社
の
三
工
場
（
奉
天
工
場
・
大
連
工
場
・
営
口
工
場
）
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の
製
造
本
数
は
満
洲
国
総
生
産
量
の
約
四
分
の
一
を
占
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
英
米
煙
草
会
社
は
満
洲
煙

草
製
造
市
場
に
お
け
る
絶
対
優
位
を
占
め
て
い
る
。
一
方
、
企
業
別
の
煙
草
市
場
シ
ェ
ア
を
代
表
都
市
に

お
け
る
販
売
状
況
か
ら
み
る
と
、
一
九
三
四
年
上
半
期
の
鄭
家
屯
市
場
に
お
い
て
は
、
英
米
煙
草
会
社
の

売
上
は
東
亜
煙
草
会
社
の
約
一
〇
倍
で
あ
り
１
１

、
一
九
三
六
年
の
ハ
ル
ビ
ン
市
場
に
お
い
て
は
、
英
米
煙

草
会
社
の
製
品
は
約
七
割
、
東
亜
煙
草
会
社
の
製
品
は
約
三
割
を
占
め
て
い
た
１
２

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の

よ
う
に
、
日
中
戦
争
勃
発
前
の
煙
草
販
売
市
場
に
お
い
て
、
英
米
煙
草
会
社
は
最
も
優
位
な
地
位
に
あ
っ

た
。
こ
の
結
果
を
も
た
ら
し
た
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
英
米
煙
草
会
社
が
「
品
質
優
良
ニ
シ
テ
需
要
者
ノ

嗜
好
ニ
適
ス
ル
ガ
為
ナ
ラ
ン
モ
蓋
シ
売
込
広
告
ニ
努
力
」
１
３

し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
日

中
戦
争
勃
発
前
の
新
聞
紙
面
に
お
け
る
煙
草
の
販
売
広
告
は
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
る
か
を
考
察

す
る
。
考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
煙
草
広
告
を
輸
入
品
の
広
告
、
英
米
煙
草
会
社
製
品
の
広
告
、
東
亜
煙
草

会
社
製
品
の
広
告
に
分
け
て
比
較
検
討
を
す
る
。

な
お
、
当
該
時
期
で
は
煙
草
工
業
対
策
と
し
て
、
満
洲
国
政
府
は
、「
将
来
公
売
制
ヲ
設
ケ
財
政
上
ノ
有

力
ナ
ル
収
入
源
ト
ス
ル
方
針
ヲ
以
テ
許
可
制
度
ヲ
採
用
シ
、
日
満
斯
業
関
係
者
ヲ
保
護
ス
ル
ト
共
ニ
其
生

産
並
ニ
配
給
ヲ
成
ル
ヘ
ク
日
満
斯
業
関
係
者
ニ
於
テ
支
配
セ
シ
ム
ル
」
１
４

方
針
を
採
り
、
英
米
煙
草
会
社

に
対
し
て
満
洲
国
法
人
へ
の
改
組
を
要
求
し
た
。
一
方
、「
中
国
民
衆
ノ
思
想
発
達
ト
国
貨
提
唱
ノ
輿
論
高

マ
ル
ニ
伴
レ
、
英
米
煙
ト
銘
ヲ
打
ツ
コ
ト
ニ
依
リ
、
売
行
ヲ
殺
減
シ
行
ク
ノ
傾
向
ト
共
ニ
甚
シ
キ
ハ
売
行

不
振
ニ
依
」
１
５

っ
て
、
満
洲
に
お
け
る
英
米
煙
草
会
社
支
店
と
各
地
代
理
店
は
す
べ
て
名
称
を
「
啓
東
煙

草
株
式
会
社
」
と
改
め
た
。
こ
の
よ
う
に
、
英
米
煙
草
会
社
は
満
洲
国
内
事
業
を
こ
の
新
設
会
社
に
譲
渡

し
て
い
た
が
、
本
章
で
は
企
業
の
継
続
性
を
重
視
し
て
「
啓
東
煙
草
株
式
会
社
」
を
「
英
米
煙
草
会
社
」

と
表
記
す
る
。

二
、
『
満
日
』
に
み
る
煙
草
広
告

1

輸
入
煙
草
の
広
告
例

輸
入
煙
草
の
販
売
者
は
満
洲
国
内
の
輸
入
業
者
で
あ
る
が
、
そ
の
商
品
広
告
に
は
、
製
造
者
が
直
接
に

掲
載
す
る
も
の
と
、
販
売
店
が
掲
載
す
る
も
の
が
あ
る
。
本
章
で
取
り
上
げ
る
輸
入
煙
草
の
広
告
は
、
製

造
者
が
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
三
二
年
五
月
五
日
付
の
紙
面
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
ガ
ラ
ハ
ー
煙
草
会

社
が
自
社
製
品
「
デ
・
ル
ッ
ク
ス
」
と
「
パ
ー
ク
・
ド
ラ
イ
ブ
」
と
の
広
告
を
掲
載
し
た
（
広
告

1
）
。

広
告
に
は
「
各
十
本
一
枚
宛
の
ク
ー
ポ
ン
が
入
れ
て
あ
り
ま
す
。
御
楽
し
み
に
御
需
め
の
上
販
売
店
へ
御

届
け
下
さ
い
。
本
社
よ
り
粗
品
申
上
致
し
ま
す
。
純
粋
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
葉
で
、
上
品
な
細
巻
き
で
、
床
し
い
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蕭
と
優
し
い
口
あ
た
り
と
は
き
っ
と
御
喫
煙

家
の
御
満
足
を
得
る
事
を
断
然
確
信
い
た
し

ま
す
。
「
デ
・
ル
ッ
ク
ス
」
五
十
本
入
化
粧
平

缶
は
、
御
携
帯
に
便
利
、
体
裁
優
美
、
御
贈
物
、

内
地
み
や
げ
に
好
適
」
と
あ
る
。
こ
の
広
告
は

小
さ
い
サ
イ
ズ
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
多
く

の
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ

る
の
は
「
各
十
本
一
枚
宛
の
ク
ー
ポ
ン
が
入
れ

て
あ
り
ま
す
」
と
い
う
価
格
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

１
６

を
用
い
た
販
売
戦
略
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
純
粋
の
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
葉
で
上
品
な
細
巻
」
で
あ
る
こ
と
も

ア
ピ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
輸
入
葉
煙
草
と
国
産
葉
煙
草
の
品
質
の
違
い
が
消
費
者
に
広
く
知
ら
れ

て
い
て
、
ア
メ
リ
カ
産
葉
煙
草
を
使
用
し
た
紙
巻
煙
草
が
高
級
品
と
認
識
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

製
造
元
の
会
社
名
と
商
品
価
格
を
前
面
に
出
し
た
こ
と
も
、
こ
の
広
告
の
特
徴
で
あ
る
。

次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
九
三
四
年
一
月
二
三
日
に
ア
メ
リ
カ
の
メ
ー
カ
ー
が
出
し
た
広
告
で
あ
る

（
広
告

2
）
。「
米
国
タ
バ
コ
の
粋
、
香
り
高
き
、
チ
ェ
ス
タ
ー
フ
ィ
ー
ル
ー
、
い
く
ら
喫
ん
で
も
決
し
て

喉
を
痛
め
な
い
」
と
あ
り
、
健
康
面
で
の
長
所
を
強
調
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
品
質
の
良
さ
を
ア
ピ
ー
ル

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
広
告
で
は
宣
伝
文
と
と
も
に
印
象
的
な
パ
ッ
ケ
ー
ジ
イ
ラ
ス
ト
が
掲
載
さ
れ
、

商
品
の
価
格
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
製
造
元
や
販
売
元
の
情
報
を
こ
の
広
告
か
ら
得
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

一
九
三
四
年
二
月
一
四
日
付
の
紙
面
に
は
イ
ギ
リ
ス
ロ
マ
ン
ス
会
社
の
製
品
「
ポ
ー
ル
モ
ー
ル
」
の
広

告
が
み
え
る
（
広
告

3
）
。「
此
の
味
、
此
の
薫
、
此
の
引
き
付
け
る
様
な
デ
ザ
イ
ン
…
コ
ル
ク
口
付
、
十

広告１
広告２

広告３
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本
入

十
六
銭
。
総
代
理
店

デ
ワ
ー
ハ
ウ

ス
」
と
の
広
告
内
容
で
あ
る
。
品
質
の
良
さ

や
包
装
の
美
し
さ
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る

一
方
で
、
販
売
元
の
情
報
と
商
品
の
小
売
価

格
と
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
同
様
な
広
告
が

そ
の
後
も
し
ば
ら
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
一
九
三
四
年
一
二
月
の
紙
面
に
は
、

お
土
産
品
広
告
と
し
て
の
も
の
と
思
わ
れ

る
広
告
が
あ
る
（
広
告

4
）
。
こ
の
広
告
は

イ
ギ
リ
ス
の
カ
レ
ラ
ス
社
が
出
し
た
も
の

で
あ
る
。
「
歳
末
贈
答
用
に
は
英
国
ロ
ン
ド

ン
カ
レ
ラ
ス
社
製
ク
レ
ー
ブ
ン
Ａ
、
ク
レ
ー

ブ
ン
プ
レ
ー
ン
、
パ
ッ
シ
ン
グ
、
シ
ョ
ー
を

お
勧
め
し
ま
す
。
そ
の
訳
は
本
品
は
喉
を
痛

め
ぬ
の
が
特
徴
で
す
か
ら
時
節
柄
最
も
効

果
的
贈
物
で
す
」
と
あ
る
。
当
時
、
お
土
産

と
し
て
も
煙
草
の
需
要
が
多
か
っ
た
こ
と

が
推
察
さ
れ
る
。

国
境
を
越
え
て
広
告
活
動
を
す
る
の
は

一
九
世
紀
の
末
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
と
言

わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
国
際
広
告
の
多
く

は
「
輸
出
広
告
」
と
い
う
形
で
行
わ
れ
て
、
国
内
広
告
を
そ
の
延
長
線
で
国
外
で
も
販
売
促
進
を
役
立
て

る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
１
７

。
以
上
の
広
告
例
は
「
輸
出
広
告
」
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
の
広
告
例
の
ほ
か
、
オ
ラ
ン
ダ
の
メ
ー
カ
ー
や
ド
イ
ツ
の
メ
ー
カ
ー
の
広
告
も
み
え
る
。
こ
れ
ら
の
広

告
を
み
る
と
様
々
な
メ
ー
カ
ー
の
煙
草
が
輸
入
さ
れ
て
い
る
様
子
が
み
て
と
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
は
す

べ
て
煙
草
会
社
自
体
の
広
告
で
あ
り
、
製
造
元
の
名
前
を
前
面
に
出
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
例
を

見
る
限
り
、
煙
草
企
業
は
商
品
の
品
質
を
重
視
し
て
い
る
同
時
、
デ
ザ
イ
ン
に
も
工
夫
を
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

2

英
米
煙
草
会
社
の
広
告
例

広告４
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『
満
日
』
に
掲
載
さ
れ
た

英
米
煙
草
会
社
の
商
品
広

告
が
多
か
っ
た
た
め
、
本
節

で
は
大
手
銘
柄
の
「
マ
ー
キ

ュ
リ
ー
」
の
広
告
の
一
部
を

抽
出
し
て
そ
の
内
容
の
変

遷
と
特
徴
を
探
る
。

「
マ
ー
キ
ュ
リ
ー
」
の
新

聞
広
告
は
一
九
三
四
年
八

月
三
〇
日
に
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
（
広
告

5
）
。

新
発
売
に
対
す
る
宣
伝
広

告
で
あ
る
が
、
「
愈
々
大
連

で
も
発
売
！
」
と
題
し
、「
突

如
と
現
は
れ
て
タ
バ
コ
界

を
席
捲
せ
る
観
あ
る
マ
ー

キ
ュ
リ
ー
が
愈
々
大
連
市

中
に
も
出
ま
し
た
。
一
度
お

試
し
下
さ
い
。
包
装
、
巻
き
、

香
り
、
味
ひ
等
、
す
べ
て
に

絶
賛
を
蒙
つ
て
お
り
ま
す
」

と
の
内
容
で
あ
る
。
そ
し
て
、

景
品
付
販
売
の
詳
細
や
小
売
価
格
、
販
売
元
の
情
報
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
製
造
元
の
英
米
煙

草
会
社
（
啓
東
煙
草
株
式
会
社
）
の
情
報
を
こ
の
広
告
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
の
後
、
発
売
後
の
売
行
に
関
す
る
広
告
が
毎
月
連
続
的
に
掲
載
さ
れ
た
。
ま
ず
、
九
月
九
日
付
の
紙

面
に
「
破
竹
の
如
き
売
行
」
と
題
し
た
広
告
が
み
え
る
。
そ
し
て
、
翌
一
〇
月
五
日
付
の
紙
面
に
も
「
正

に
最
高
記
録
」
と
題
し
た
広
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
広
告

6
）
。
こ
の
広
告
で
の
重
要
な
情
報
は
、「
特

に
日
本
人
向
」
の
み
な
ら
ず
、「
日
に

く
驚
異
的
の
売
行
き
で
、
正
に
斯
界
の
最
高
記
録
、
否
記
録
破
り

で
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
満
洲
の
煙
草
界
を
制
覇
し
て
い
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
一

広告５

広告６
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月
五
日
に
も
類
似
の
広
告
が
み
え
る
（
広
告

7
）
。
こ
の
広
告
は
「
果
し
て
素
晴
し
き
御
好
評
で
す
」
と

題
し
、「
発
売
直
に
品
切
。
追
加
、
又
品
切
と
云
ふ
状
況
。
特
に
日
本
人
向
と
し
て
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
葉
の
精
選

品
で
巻
い
た
点
が
就
中
御
好
評
の
所
以
と
思
ひ
ま
す
」
と
の
内
容
で
あ
る
。
品
質
の
良
さ
で
好
評
の
対
象

と
な
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

以
上
の
広
告
例
で
は
文
字
情
報
が
主
情
報
で
、
図
像
情
報
が
従
情
報
で
あ
る
。
そ
し
て
、
図
像
情
報
と

し
て
パ
ッ
ケ
ー
ジ
イ
ラ
ス
ト
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
文
字
情
報
と
し
て
の
宣
伝
文
は
煙
草
の
直
接
宣
伝
と

な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
英
米
煙
草
会
社
の
商
品
広
告
の
あ
り
よ
う
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
の
は
一
九
三
五
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
一
九
三
五
年
四
月
一
一
日
に
は
、
英
米
煙
草
会

社
は
は
じ
め
て
「
人
物
の
絵
入
り
」
広
告
を
出
し
た
（
広
告

8
）
。「
草
も
萌
え
、
鳥
も
鳴
く
、
タ
バ
コ
も

う
ま
い
、
マ
ー
キ
ュ
リ
ー
の
春
！
」
と
い
っ
た
宣
伝
文
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
製
造
元
か
ら
販
売

元
ま
で
の
名
前
や
商
品
の
価
格
は
出
て
い
な
か
っ
た
。
以
後
七
月
三
日
に
も
同
じ
よ
う
な
広
告
が
掲
載
さ

広告７

広告８

広告９
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れ
た
（
広
告

9
）
。「
海
に
で
も
山
に
で
も
夏
の
行
楽
に
は
マ
ー
キ
ュ
リ
ー
を
お
忘
れ
な
く
。
疲
れ
た
時
の

そ
の
一
本
は
又
格
別
の
味
ひ
で
す
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
広
告
に
挿
入
さ
れ
た
宣
伝
文
は
商
品
と
は
関
係

な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
非
常
に
わ
か
り
や
す
か
っ
た
。
一
般
の
教
育
状
態
を
考
慮
す
れ
ば
、
広
告
の
宣
伝

文
は
平
易
な
口
語
体
の
も
の
を
使
う
べ
き
で
あ
る
が
、
従
来
の
も
の
は
難
解
な
説
明
文
で
あ
っ
た
。
こ
の

た
め
、
宣
伝
文
の
平
易
化
は
消
費
者
層
を
拡
大
す
る
た
め
の
市
場
戦
略
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

広
告
で
は
絵
が
美
し
く
、
遊
び
心
が
感
じ
ら
れ
る
。
後
に
な
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
広
告
は
数
が
多
く
な
り
、

ほ
か
の
銘
柄
で
も
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
ほ
か
、
よ
り
シ
ン
プ
ル
な
広
告
が
見
え
る
（
広
告

10
、
広
告

11
参
照
）
。
人
物
の
絵
入
り
広
告
で

あ
る
が
、
商
品
情
報
に
つ
い
て
は
銘
柄
と
小
売
価
格
の
み
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
銘
柄
の
認
知
度

を
高
め
る
手
段
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
必
要
な
伝
達
内
容
は
非
常
に
単
純
で
、
主

役
で
あ
る
商
品
が
魅
力
的
に
表
現
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
表
現
は
必
ず
し
も
商
品
特

性
や
そ
れ
に
結
び
つ
い
た
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
に
直
接
の
関
わ
り
を
持
つ
必
要
は
な
く
、
広
告
訴
求
タ
ー
ゲ

ッ
ト
の
人
た
ち
の
注
目
・
関
心
を
惹
き
つ
け
ら
れ
る
娯
楽
性
や
刺
激
性
を
も
っ
て
、
銘
柄
の
イ
メ
ー
ジ
に

近
づ
け
る
雰
囲
気
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
後
も
、
こ
の
よ
う
な
シ
ン
プ
ル
な
広
告
が
ほ
ぼ
途
切
れ
る
こ
と

な
く
、
継
続
的
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
。

③
東
亜
煙
草
会
社
の
広
告
例

英
米
煙
草
会
社
の
広
告
掲
載
頻
度
よ
り
低
か
っ
た
が
、『
満
日
』
に
お
い
て
東
亜
煙
草
会
社
の
商
品
広
告

も
多
く
見
ら
れ
る
。
一
九
三
四
年
三
月
二
七
日
付
の
紙
面
に
「
ポ
ッ
ピ
ー
」
の
広
告
（
広
告

12
）
が
み
え
、

「
喫
味
が
緩
和
で
、
香
気
に
申
分
な
く
、
巻
も
二
六
耗
で
太
か
ら
ず
、
細
か
ら
ず
、
然
も
、
輸
入
費
高
の

広告 10

広告 11



100

時
代
に
、
こ
の
良
品
を
、
こ
の
廉
価
に
提
供
―
乞
ふ
御
試
喫
を
。
五
〇
本
罐
入
、
州
内

五
〇
銭
、
州
外

四
五
銭
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
情
報
は
、
ポ
ッ
ピ
ー
の
商
標
と
、
製
造
元
の
東
亜
煙
草
会
社
、

商
品
情
報
、
価
格
情
報
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
広
告
か
ら
、
国
産
品
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
自
社
製
品
の
安
さ
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
と
同
時
に
、「
舶
来
品
」
を
批
判
し
て
い
る
意
味
も

読
み
取
れ
る
。
こ
の
後
、
し
ば
ら
く
東
亜
煙
草
会
社
の
商
品
広
告
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
が
、
一
九
三
五

年
二
月
一
五
日
に
二
〇
本
入
り
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
イ
ラ
ス
ト
が
挿
入
さ
れ
た
広
告
が
掲
載
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
一
九
三
五
年
九
月
一
七
日
付
の
紙
面
に
「
ポ
ッ
ピ
ー
」
の
広
告
（
広
告

13
）
が
み
え
、
「
ま

づ
一
本
、
ポ
ッ
ピ
ー
！
口
當
り
や
わ
ら
か
に
香
り
馥
郁
と
し
て
云
も
云
は
れ
ず

ス
ト
レ
ー
ト
・
ヴ
ア
ジ

ニ
ア
葉
を
原
料
と
せ
る
代
表
的
両
切
の
一
。
包
装
も
亦
豪
華
、
近
代
人
の
座
右
品
と
し
て
総
て
に
満
点
」

広告 12

広告 13

広告 14
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と
あ
る
。
一
九
三
六
年
一
月
七
日
付
の
紙
面
に
も
「
ポ
ッ
ピ
ー
」
の
広
告
が
出
さ
れ
て
い
る
（
広
告

14
）
。

「
紫
煙
界
随
一
、
こ
れ
を
称
し
て
香
り
の
近
代
調
。
馥
郁
た
る
香
り
、
軟
か
き
味
ひ
、
そ
の
間
に
独
特
の

趣
を
ふ
く
ん
で
高
級
両
切
界
随
一
の
好
評
を
擅
に
し
て
居
り
ま
す
。
原
料
に
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
葉
の
精
粋
を
採

り
、
包
装
の
絢
爛
と
相
俟
て
名
実
共
に
高
級
両
切
タ
バ
コ
中
の
至
宝
」
と
の
内
容
で
あ
っ
た
。
両
広
告
は

宣
伝
文
と
と
も
に
パ
ッ
ケ
ー
ジ
イ
ラ
ス
ト
を
組
み
合
わ
せ
た
広
告
デ
ザ
イ
ン
と
な
り
、
包
装
の
美
し
さ
や
、

バ
ー
ジ
ニ
ア
葉
を
使
用
し
た
高
級
品
で
あ
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
。
こ
の
広
告
手
法
は
輸
入
品
と

同
じ
も
の
で
あ
り
、
互
い
に
相
手
の
広
告
内
容
に
目
を
光
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
三
節

日
中
戦
争
勃
発
後
の
煙
草
広
告
（
一
九
三
七
年
七
月
―
一
九
四
一
年
）

本
節
で
は
、
日
中
戦
争
勃
発
か
ら
太
平
洋
戦
争
勃
発
ま
で
の
煙
草
市
場
の
概
況
と
、
当
該
時
期
の
『
満

日
』
に
掲
載
さ
れ
た
煙
草
広
告
を
考
察
す
る
。

一
、
日
中
戦
争
勃
発
後
の
煙
草
市
場

日
中
戦
争
勃
発
後
、
戦
争
に
よ
る
国
際
情
勢
の
悪
化
や
関
税
率
の
引
き
上
げ
な
ど
に
よ
っ
て
、
輸
入
商

品
が
皆
無
の
状
態
と
な
っ

た
。
こ
れ
を
機
に
、
東
亜

煙
草
会
社
の
操
業
が
劇
的

に
好
転
し
た
。
一
方
、
関

東
軍
・
満
洲
国
政
府
の
意

向
で
、
一
九
三
四
年
一
二

月
二
四
日
に
国
策
会
社
と

し
て
満
洲
煙
草
株
式
会
社

が
設
立
さ
れ
た
。
同
社
は

既
存
大
手
の
東
亜
煙
草
会

社
や
英
米
煙
草
会
社
の
事

業
基
盤
を
突
き
崩
す
た
め
、

様
々
な
活
動
を
展
開
し
た

表5-1　満洲における紙巻煙草の会社別販売量

年度
販売量

英米煙草会社 東亜煙草会社

注：単位は梱である。1梱は25000本入。

出所：ハワード・コックス著、たばこ総合研
究センター訳『グローバル・シガレット』山
愛書院、2002年、224頁、水之江殿之『東亜煙
草社とともに－民営煙草会社に捧げた半生の
記録－』丸善出版、1982年、131頁より作成

1930 - 46,250
1931 237,278 54,851
1932 174,034 70,240
1933 258,762 95,760
1934 301,668 124,270
1935 349,518 136,070
1936 356,484 176,380
1937 439,900 182,294
1938 435,114 266,794
1939 361,376 -
1940 361,338 -
1941 331,854 -
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１
８

。
表

5
―
1
か
ら
み
る
と
、
満
洲
の
煙
草
覇
権
を
め
ぐ
る
競
争
の
中
で
も
、
東
亜
煙
草
会
社
の
満
洲

市
場
販
売
実
績
は
順
調
に
延
び
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
一
九
三
七
年
一
二
月
の
満
洲
国
の
治

外
法
権
撤
廃
や
満
鉄
附
属
地
移
譲
に
伴
い
、
東
亜
煙
草
会
社
は
満
洲
東
亜
煙
草
株
式
会
社
を
設
置
し
、
こ

の
会
社
を
通
じ
て
満
洲
国
内
事
業
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
事
業
の
分
離
に
よ
っ
て
東
亜
煙
草
会
社
の
有

形
固
定
資
産
は
一
挙
に
縮
小
し
た
。
こ
の
た
め
、
満
洲
煙
草
株
式
会
社
と
対
立
が
続
い
た
結
果
、
一
九
四

〇
年
四
月
に
東
亜
煙
草
会
社
は
満
洲
煙
草
株
式
会
社
の
経
営
と
一
体
化
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
満
洲
煙
草
株

式
会
社
に
よ
る
東
亜
煙
草
会
社
の
支
配
が
確
立
し
、
そ
し
て
、
東
亜
煙
草
会
社
を
占
領
地
戦
略
に
積
極
的

に
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

一
方
、
表

5
―
1
で
は
、
英
米
煙
草
会
社
の
販
売
量
は
一
九
三
六
年
で
三
五
万
六
千
梱
、
一
九
三
七

年
で
ピ
ー
ク
と
な
り
約
四
四
万
梱
と
い
う
規
模
で
あ
り
、
翌
一
九
三
八
年
も
四
三
万
五
千
梱
と
い
う
大
量

販
売
を
続
け
て
い
た
。
以
後
は
様
々
な
圧
迫
を
受
け
る
中
で
販
売
数
量
が
減
少
し
、
一
九
四
〇
年
で
三
六

万
一
千
梱
に
減
少
し
て
い
る
。
一
九
四
一
年
、
太
平
洋
戦
争
の
勃
発
に
よ
っ
て
満
洲
国
も
日
本
と
一
致
し

た
行
動
を
採
る
こ
と
と
な
り
、
満
洲
の
煙
草
界
を
制
覇
し
て
き
た
英
米
煙
草
会
社
は
敵
国
企
業
と
し
て
満

洲
国
政
府
の
管
理
下
に
置
か
れ
た
。

以
下
で
は
、
こ
う
し
た
状
況
下
で
新
聞
紙
面
に
掲
載
さ
れ
た
各
社
の
煙
草
広
告
を
見
て
い
く
こ
と
に
す

る
。

二
、
『
満
日
』
に
み
る
煙
草
広
告

①
英
米
煙
草
会
社
の
広
告
例

日
中
戦
争
勃
発
後
も
英
米
煙
草
会
社
は
大
量
の
商
品
広
告
を
掲
載
し
た
。
本
節
で
も
銘
柄
「
マ
ー
キ
ュ

リ
ー
」
の
広
告
に
着
目
し
て
検
討
す
る
。
収
集
済
の

広
告
を
見
る
か
ぎ
り
、
当
該
時
期
に
お
い
て
英
米
煙

草
会
社
の
広
告
ス
タ
イ
ル
は
前
述
し
た
も
の
と
若

干
共
通
し
て
い
る
が
、
広
告
で
は
文
字
情
報
が
従
情

報
で
、
図
像
情
報
が
主
情
報
と
な
っ
り
、
商
品
の
長

所
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
か
わ
り
に
、
広
告
効
果
の
向
上

を
狙
っ
て
広
告
ご
と
に
図
柄
を
変
化
さ
せ
て
い
る

の
で
あ
る
。

勿
論
、
広
告
の
あ
り
よ
う
が
変
化
し
て
い
る
こ
と

広告 15
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も
う
か
が
え
る
。
ま
ず
は
、
一
九
三
七
年
一
〇
月

三
日
付
の
広
告
（
広
告

15
）
と
一
九
三
八
年
九
月

二
三
日
付
の
広
告
（
広
告

16
）
を
見
て
み
よ
う
。

こ
れ
ら
の
広
告
は
西
洋
的
な
女
性
を
図
像
の
中
心

に
置
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
描
か
れ
た
女
性
は
美

し
い
表
情
や
、
露
出
の
多
い
服
を
着
て
い
る
姿
で

煙
草
を
吸
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
煙
草
に
対
す
る
ジ

ェ
ン
ダ
ー
性
で
、
「
見
る
者
の
目
を
釘
付
け
に
す

る
」
効
果
を
上
げ
よ
う
と
す
る
広
告
手
法
で
あ
ろ

う
。
当
時
の
英
米
煙
草
会
社
の
絵
師
は
、
こ
の
よ
う
な
表
情
美
や
露
出
の
多
い
服
を
着
て
い
る
女
性
に
つ

い
て
、「
彼
女
た
ち
の
行
動
や
内
な
る
感
情
の
動
き
方
は
大
胆
で
、
直
接
的
で
、
何
事
に
も
と
ら
わ
れ
な
い

も
の
だ
が
、
そ
れ
が
ま
だ
発
露
し
な
い
内
に
自
ら
抑
え
こ
ん
で
い
る
。（
中
略
）
現
代
の
男
性
は
、
男
性
が

求
愛
に
来
る
の
を
い
つ
も
情
熱
的
に
探
し
求
め
て
い
る
の
に
永
遠
に
見
つ
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
こ
う
し

た
女
性
を
愛
し
て
い
る
」
１
９

と
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
時
期
の
広
告
は
読
む
よ
り
は
見
ら
れ
る

こ
と
を
意
識
し
た
商
業
美
術
的
な
広
告
に
変
化
し
て
い
く
う
え
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
性
を
利
用
し
て
喫
煙
者

の
多
数
を
占
め
る
男
性
消
費
者
を
惹
き
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
。

そ
の
後
の
広
告
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
九
三
八
年
五
月
八
日
付
の
広
告
（
広
告

17
）
や
一
九
三
九
年

二
月
一
二
日
付
の
広
告
（
広
告

18
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
広
告
は
ス
ポ
ー
ツ
活
動
に
関
連
し
て
い
る
の
が

特
徴
で
あ
る
。
な
ぜ
英
米
煙
草
会
社
が
盛
ん
に
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
広
告
を
掲
載
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
背

景
に
一
九
四
〇
年
開
催
予
定
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
九
四
〇
年
の
第
一
二
回
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
地
は
東
京
に
決
定
さ
れ
た
が
、
日
中
戦
争
の
長
期
化
な
ど
国
際
的
緊
張
が
高
ま
っ
た
状

広告 16
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況
下
で
、
開
催
は
中
止
さ
れ
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
新
聞
読
者
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
に
対
す
る
関
心
は

高
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
英
米
煙
草
会
社
の
新
聞
広
告
は
数
が
多
く
、
様
々
な
手
法
が
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
の
中
で
、「
マ
ー
キ
ュ
リ
ー
」
の
広
告
の
よ
う
に
、
単
一
銘
柄
の
長
期
的
な
掲
載
は
注
目

に
値
す
る
。
こ
の
広
告
手
法
が
一
九
二
〇
年
代
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
広
告
手
法
が
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
一
九
二
四
年
六
月
七
日
に
、
英
米
煙
草
会
社
本
社
が
上
海
に
書
簡
を
送

り
、
同
社
の
広
告
宣
伝
方
法
に
つ
い
て
提
案
を
行
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
書
簡
に
は
、「
数
年
前
、
ロ
ン
ド
ン

や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
一
部
の
理
事
達
が
こ
ち
ら
に
来
た
。
彼
ら
は
全
国
を
周
遊
し
た
後
、
中
国
で
唯
一
の

本
物
の
広
告
は
日
本
の
仁
丹
公
司
が
作
っ
た
広
告
だ
と
判
断
し
た
。
彼
ら
は
ま
た
、
我
々
は
こ
れ
ら
の
方

法
で
広
告
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
し
た
。
我
々
は
こ
ん
な
に
数
多
く
の
異
な
る
銘
柄
を
擁
し
て

い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
こ
の
三
年
の
間
に
、
我
々
は
こ
の
判
断
が
間
違
っ
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
」
、
「
こ

う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
我
々
は
こ
の
銘
柄
を
更
に
発
展
さ
せ
る
と
い
う
計
画
を
決
定
し
た
。（
中
略
）
そ

れ
は
古
い
仁
丹
と
同
様
、
風
景
の
一
部
に
な
っ
て
い
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
我
々
に
も
で
き
る
。
我
々

に
も
必
要
な
の
は
質
素
な
広
告
宣
伝
だ
と
私
は
思
う
」
２
０

と
あ
っ
た
。
上
記
の
書
簡
の
内
容
か
ら
、
な
ぜ

英
米
煙
草
会
社
の
広
告
に
単
一
銘
柄
の
宣
伝
広
告
が
大
量
に
あ
る
の
か
が
、
容
易
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

同
社
は
、
日
本
仁
丹
の
宣
伝
広
告
が
最
も
明
瞭
で
あ
る
と
考
え
、
一
種
類
の
銘
柄
だ
け
の
宣
伝
を
中
心
に

進
め
た
か
ら
で
あ
る
。
日
中
戦
争
勃
発
後
で
も
、
英
米
煙
草
会
社
は
単
一
商
品
を
宣
伝
し
続
け
て
い
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
広
告
手
法
は
効
果
が
高
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

②
東
亜
煙
草
会
社
の
広
告
例

煙
草
の
商
品
広
告
戦
を
経
て
、
東
亜
煙
草
会
社
は
、
「
広
告
ヲ
廃
シ
、
之
ガ
費
用
ヲ
実
価
ヨ
リ
控
除
シ
、

専
ラ
安
価
ニ
販
売
ス
ル
ノ
有
利
ナ

ル
ヲ
覚
リ
、
之
ヲ
実
行
」
２
１

し
た

結
果
、
日
中
戦
争
勃
発
後
の
『
満
日
』

で
は
、
東
亜
煙
草
会
社
の
商
品
広
告

は
掲
載
頻
度
が
低
く
な
っ
た
。
そ
し

て
、
英
米
煙
草
会
社
の
広
告
の
よ
う

に
一
貫
し
て
掲
載
さ
れ
た
銘
柄
が

な
い
た
め
、
本
節
で
は
新
商
品
「
ミ

ュ
ー
ズ
」
の
広
告
を
例
に
、
当
該
時

広告 19
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期
に
お
け
る
東
亜
煙
草
会
社
の
商

品
広
告
の
特
徴
を
考
察
す
る
。

一
九
三
八
年
四
月
一
三
日
付
の
紙

面
に
は
銘
柄
「
ミ
ュ
ー
ズ
」
の
広

告
が
み
え
、
「
国
産
品
愛
用
時
代
」

（
広
告

19
）
と
題
さ
れ
て
い
る
。

五
日
後
の
四
月
一
八
日
付
の
紙
面

に
は
類
似
な
広
告
が
掲
載
さ
れ
、

「
国
産
煙
草
を
召
し
ま
せ
！
」（
広

告

20
）
を
題
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
広
告
宣
伝
文
は
判
読
で
き
な
い
が
、
広
告
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
み
れ
ば
、

「
国
貨
購
入
」
を
呼
び
か
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
国
貨
購
入
を
呼
び
か
け
て
い
る
内
容
の

広
告
は
日
中
戦
争
勃
発
後
東
亜
煙
草
会
社
の
広
告
活
動
の
基
本
路
線
と
な
っ
た
。
一
九
三
〇
年
代
後
半
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
感
情
が
高
ま
り
、
国
産
品
運
動
が
起
こ
り
、
日
系
企
業
は
自
ら
の
広
告
戦
略
を
調
整

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
ミ
ュ
ー
ズ
」
の
広
告
は
一
九
四
一
年
七
月
一
三
日
付
の
紙
面
に
も
み
ら
れ
る
が
、
う
っ
か
り
す
る
と

見
落
と
し
て
し
ま
う
よ
う
な
小
さ
な
サ
イ
ズ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
広
告
は
管
見
の
か
ぎ
り
、
『
満
日
』

に
掲
載
さ
れ
た
東
亜
煙
草
会
社
製
品
の
最
後
の
広
告
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
、
東
亜
煙
草
会
社
の
広
告
は
『
満

日
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。

③
満
洲
煙
草
株
式
会
社

満
洲
煙
草
株
式
会
社
の
設
立
は
一
九
三
四
年
一
二
月
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
商
品
広
告
の
登
場
は
一
年
後

の
一
九
三
五
年
一
二
月
で
あ
る
。
最
初
に
登
場
し
た
広
告
は
「
営
業
開
始
一
周
年
」
と
題
し
た
記
念
宣
伝

で
、
新
聞
の
「
全
面
広
告
」
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
全
面
広
告
を
掲
載
し
た
の
は
満
洲
煙
草

株
式
会
社
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
設
立
か
ら
政
府
の
支
援
を
受
け
た
「
国
策
会
社
」
し
か
で
き
な
い
こ

と
で
あ
ろ
う
。
一
九
三
七
年
七
月
四
日
付
の
紙
面
に
も
、
新
商
品
発
売
の
広
告
が
「
全
面
広
告
」
で
出
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
目
立
つ
「
全
面
広
告
」
の
掲
載
は
、
広
告
で
も
他
社
を
引
き
離
そ
う
と
し
て
い

た
満
洲
煙
草
株
式
会
社
の
市
場
戦
略
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
の
後
、
銘
柄
「
５
バ
ッ
ト
」
に
関
す
る
新
聞
広
告
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

◎
一
九
三
七
年
八
月
一
四
日
に
、
「
名
煙
５
バ
ッ
ト
を
捧
ぐ
」
と
題
し
、
「
吾
等
の
待
望

名
煙
５
バ
ッ
ト

時
代
！
こ
れ
ぞ
吾
等
の
理
想

五
族
協
和
へ
の
第
一
球

満
蒙
産
業
確
立
へ
の
第
一
打

お
、
吾
等
の
煙

広告 20
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草
５
バ
ッ
ト
！
素
晴
し
い
其
魅
力

こ
れ
『
５
バ
ッ
ト
』
の
持
つ
生
命

高
鳴
る
非
常
時
の
君
が
胸
に
捧

ぐ
名
煙
５
バ
ッ
ト
を
」
と
の
内
容
の
広
告
が
み
え
る
（
広
告

21
）
。

◎
一
九
三
七
年
九
月
二
三
日
に
、「
敢
然
起
こ
っ
て
孤
軍
奮
闘
満
洲
煙
草
の
為
め
万
丈
の
気
を
吐
き
つ
つ
あ

る
」
と
あ
る
（
広
告

22
）
。

◎
一
九
三
七
年
九
月
二
八
日
に
、「
第
一
線
の
勇
士
を
慰
安
す
る
唯
一
の
方
法
？
そ
れ
は
５
バ
ッ
ト
を
御
贈

り
に
な
る
事
で
す
」
と
あ
る
（
広
告

23
）
。 広告 21

広告 22

広告 23
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◎
一
九
三
七
年
一
〇
月
四
日
に
、
「
皇
軍
慰
問
の

唯
一
の
妙
案

そ
れ
は
名
煙
５
バ
ッ
ト
を
御
贈

り
に
な
る
こ
と
で
す
」
と
あ
る
（
広
告

24
）
。

◎
一
九
三
七
年
一
〇
月
三
〇
日
に
、
「
慰
問
袋
」

と
題
し
た
広
告
が
見
ら
れ
る
。
「
出
征
皇
軍
に
贈

る
感
謝
の
秋

籠
る
真
心
袋
に
込
め
て
贈
る
吾

等
が
銃
後
の
誠
、
国
産
愛
用
に
拍
車
を
か
け
て
入

れ
た
煙
草
は
５
バ
ッ
ト
」
と
あ
る
（
広
告

25
）

こ
れ
ら
の
継
続
的
に
掲
載
さ
れ
た
広
告
か
ら

わ
か
る
よ
う
に
、
満
洲
煙
草
株
式
会
社
の
広
告
は
た
だ
の
商
業
活
動
で
は
な
く
、
政
治
的
宣
伝
の
意
味
を

持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
義
名
分
を
掲
げ
る
こ
と
で
、
日
本
人
の
愛
国
心
を
味
方
に
つ
け
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
一
方
、
広
告
で
は
慰
問
品
と
し
て
の
宣
伝
も
な
さ
れ
て
い
て
、
喫
煙
者
で
は
な
い
人
た
ち
に

も
購
入
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
慰
問
袋
は
一
九
〇
四
年
に
は
じ
ま
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、

初
期
は
戦
地
の
個
人
宛
に
送
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
日
中
戦
争
の
長
期
化
に
伴
い
、
そ
の
数
も
増
え
、
次

第
に
不
特
定
の
相
手
に
送
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
慰
問
袋
に
最
も
喜
ば
れ
る
の
は
キ
ャ
ラ
メ

ル
、
氷
砂
糖
な
ど
の
乾
い
た
お
菓
子
類
や
煙
草
、
内
地
の
新
聞
、
あ
ま
り
か
さ
ば
ら
な
い
雑
誌
類
な
ど
で
、

寒
暑
に
応
じ
肌
へ
つ
け
ら
れ
る
も
の
も
歓
迎
さ
れ
た
２
２

と
い
う
。
こ
の
た
め
、
慰
問
袋
に
関
連
す
る
宣
伝

文
が
煙
草
広
告
に
も
使
わ
れ
て
い
た
。

以
上
は
日
中
戦
争
勃
発
後
の
『
満
日
』
に
登
場
し
た
煙
草
広
告
の
実
例
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
浮
か
び
上

が
る
の
は
英
米
煙
草
会
社
の
商
品
と
満
洲
煙
草
株
式
会
社
の
商
品
が
主
で
、
東
亜
煙
草
会
社
の
広
告
は
少

な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
輸
入
煙
草
の
広
告
は
ほ
と
ん
ど
看
取
さ
れ
な
い
。
当
該
時
期
に
お
い
て
、
満
洲

煙
草
株
式
会
社
の
商
品
広
告
は
大
き
い
サ
イ
ズ
の
も
の
が
多
く
、
掲
載
頻
度
が
高
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ

の
広
告
は
戦
争
の
勃
発
と
拡
大
を
背
景
と
し
て
誕
生
し
た
も
の
で
、
一
般
消
費
者
を
対
象
と
し
た
も
の
で

は
な
く
、
常
に
政
府
や
軍
の
宣
伝
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
き
た
。
一
九
四
一
年
一
二
月
に

日
本
が
太
平
洋
戦
争
に
突
入
し
た
後
、
新
聞
用
の
紙
も
不
足
し
、
ペ
ー
ジ
も
減
り
、『
満
日
』
で
は
煙
草
の

広
告
が
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
、
金
属
供
出
と
疎
開
促
進
な
ど
生
活
規
制
の
広
報
が
中
心
と
な
っ
た
。

お
わ
り
に

広告 25
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広
告
に
は
そ
の
主
体
に
よ
っ
て
、
煙
草
の
製
造
者
が
直
接
に
広
告
を
掲
載
す
る
ケ
ー
ス
と
、
販
売
店
が

煙
草
の
広
告
を
掲
載
す
る
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
る
。
本
章
で
は
満
洲
国
期
の
日
系
新
聞
『
満
日
』
を
対
象
に
、

そ
こ
に
煙
草
製
造
者
が
直
接
に
掲
載
し
た
広
告
を
一
部
抽
出
し
、
広
告
内
容
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て

そ
の
特
徴
を
と
ら
え
た
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
結
論
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

ま
ず
は
、
満
洲
国
期
に
掲
載
さ
れ
た
新
聞
広
告
は
、
悉
皆
的
な
集
計
と
分
析
を
し
な
い
と
正
確
な
判
断

は
で
き
な
い
が
、
全
体
的
な
印
象
と
し
て
は
、
英
米
煙
草
会
社
の
広
告
は
ほ
か
の
メ
ー
カ
ー
に
比
較
す
る

と
、
は
る
か
に
多
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
巨
大
な
資
本
力
に
負
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
英
米
煙

草
会
社
は
販
売
市
場
の
拡
大
を
図
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
大
手

銘
柄
「
マ
ー
キ
ュ
リ
ー
」
の
広
告
を
用
い
て
分
析
し
た
結
果
、
英
米
煙
草
会
社
は
単
一
銘
柄
を
集
中
的
に

広
告
す
る
ほ
か
、
図
柄
を
変
化
さ
せ
て
広
告
効
果
の
向
上
を
図
っ
た
。
ま
た
、
新
発
売
宣
伝
の
広
告
以
外
、

宣
伝
文
の
な
い
シ
ン
プ
ル
な
広
告
が
多
用
さ
れ
、
視
覚
効
果
に
訴
え
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
英
米
煙
草
会

社
が
満
洲
の
膨
大
な
煙
草
市
場
を
独
占
で
き
た
の
は
柔
軟
な
経
営
戦
略
を
採
っ
た
こ
と
以
外
で
は
、
効
果

的
か
つ
大
規
模
な
広
告
宣
伝
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
日
本
資
本
の
煙
草
業
者
が
新
聞
広
告
を
活
用
し
て
い
た
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
東
亜
煙
草

会
社
は
早
い
時
期
か
ら
新
聞
に
広
告
を
出
し
た
が
、
掲
載
頻
度
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、

日
中
戦
争
勃
発
前
に
掲
載
し
た
広
告
は
ま
だ
普
通
の
商
品
広
告
で
、
製
品
品
質
の
良
さ
や
包
装
の
美
し
さ

な
ど
の
点
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
余
裕
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
日
中
戦
争
勃
発
後
、
戦
争
と
の
相
乗
結
果

も
あ
っ
て
消
費
者
の
愛
国
心
を
利
用
し
て
国
貨
購
入
を
呼
び
か
け
る
手
法
が
広
告
の
基
本
路
線
と
な
っ
た
。

ま
た
、
国
策
会
社
の
満
洲
煙
草
株
式
会
社
も
高
い
頻
度
で
広
告
を
掲
載
し
た
。
そ
の
広
告
は
戦
争
の
勃
発
・

拡
大
を
背
景
と
し
て
誕
生
し
た
も
の
で
、
政
治
宣
伝
や
戦
争
支
援
の
意
味
合
い
が
見
て
と
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
煙
草
の
商
品
広
告
は
単
に
製
造
者
、
販
売
者
と
消
費
者
間
を
つ
な
ぐ
橋
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
重
要
な
宣
伝
媒
体
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
日
系
企
業
に
比
べ
、
英
米
煙
草
会

社
は
戦
争
に
関
す
る
表
立
っ
た
広
告
を
一
切
掲
載
せ
ず
、
通
常
な
商
品
広
告
を
出
し
つ
づ
け
て
い
た
。

た
だ
、
本
章
で
取
扱
っ
た
新
聞
資
料
は
在
満
日
本
人
を
主
な
購
読
対
象
に
限
ら
れ
た
範
囲
内
の
新
聞
で

あ
る
た
め
、
中
国
人
向
煙
草
の
商
品
広
告
が
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
今
後
は
中
国
語
の
新
聞
紙
面
広
告

に
つ
い
て
総
体
的
分
析
を
進
め
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
各
社
の
煙
草
が
在
満
日
本
人
の
間
で
、
ど
の
程
度

の
割
合
で
吸
わ
れ
て
い
た
の
か
は
現
段
階
で
は
判
断
す
る
に
足
る
適
当
な
資
料
が
見
当
た
ら
な
い
。
こ
れ

に
つ
い
て
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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注１

『
満
日
』
と
い
う
用
語
は
李
（
二
〇
〇
〇
）
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
る
。

２

中
下
正
治
『
新
聞
に
み
る
日
中
関
係
史

―
中
国
の
日
本
人
経
営
紙
―
』
研
文
出
版
、
一
九
九
六
年

３

李
相
哲
『
満
州
に
お
け
る
日
本
人
経
営
新
聞
の
歴
史
』
凱
風
社
、
二
〇
〇
〇
年

４

張
楓
「
大
連
に
お
け
る
泰
東
日
報
の
経
営
動
向
と
新
聞
論
調

―
中
国
人
社
会
と
の
関
係
を
中
心
に
―
」

加
瀬
和
俊
編
『
戦
間
期
日
本
の
新
聞
産
業

―
経
営
事
情
と
社
論
を
中
心
に
―
』
東
京
大
学
社
会
科
学
研

究
所
、
二
〇
一
一
年
、
一
六
一
―
一
八
四
頁

５

前
掲
『
満
州
に
お
け
る
日
本
人
経
営
新
聞
の
歴
史
』
、
一
〇
頁

６

国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
国
史
大
辞
典

13
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
、
二
三
五
頁

７

前
掲
『
新
聞
に
み
る
日
中
関
係
史

―
中
国
の
日
本
人
経
営
紙
―
』
、
二
〇
九
―
二
一
〇
頁

８

前
掲
『
満
州
に
お
け
る
日
本
人
経
営
新
聞
の
歴
史
』
、
九
〇
―
一
一
六
頁

９

同
右
、
二
一
―
二
二
頁

１
０

本
論
文
第
三
章
を
参
照
。

１
１

昭
和
九
年
一
一
月
一
四
日
附
在
鄭
家
屯
石
塚
邦
器
領
事
代
理
報
告
「
鄭
家
屯
に
於
け
る
煙
草
及
塩
の
消

費
状
況
報
告
の
件
」
（JACAR.Ref.B09041655300

、
煙
草
工
業
関
係
雑
件
、E-4-5-0-45
、
外
務
省
外
交
史

料
館
、
第
二
五
―
二
六
画
像
目
）

１
２

昭
和
一
一
年
四
月
一
八
日
附
在
ハ
ル
ビ
ン
佐
藤
庄
四
総
領
事
報
告
「
哈
爾
濱
を
中
心
と
す
る
北
満
市
場

の
現
状
」JACAR.Ref.B09041655300

、
煙
草
工
業
関
係
雑
件
、E-4-5-0-45

、
外
務
省
外
交
史
料
館
、
第

二
九
画
像
目
）

１
３

在
鄭
家
屯
中
野
領
事
代
理
報
告
「
巻
煙
草
売
行
状
況
」
外
務
省
通
商
局
編
『
日
刊
海
外
商
報
』
第
一
八

二
号
、
不
二
出
版
、
二
〇
〇
五
年
、
三
五
頁

１
４

満
洲
煙
草
統
制
組
合
編
『
満
洲
煙
草
事
業
小
史
』
満
洲
煙
草
統
制
組
合
、
一
九
四
三
年
、
三
五
頁

１
５

昭
和
六
年
二
月
二
八
日
附
在
鉄
嶺
石
塚
邦
器
領
事
代
理
報
告
「
英
米
煙
公
司
改
称
の
件
」JACAR.

Ref.B09041656100

、
煙
草
工
業
関
係
雑
件
、E-4-5-0-45

、
第
二
八
画
像
目
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）

１
６

価
格
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
代
表
的
手
法
と
し
て
は
、
通
常
の
販
売
価
格
か
ら
値
引
き
し
て
販
売
す
る

「
直
接
値
下
げ
」
、
消
費
者
に
返
金
す
る
「
払
い
戻
し
」
、
対
象
商
品
の
価
格
の
値
引
き
が
可
能
な
引
換
券

を
購
買
者
に
配
布
す
る
「
ク
ー
ポ
ン
」
、
同
一
価
格
の
ま
ま
商
品
の
容
量
を
増
量
し
て
販
売
す
る
「
ボ
ー
ナ

ス
パ
ッ
ク
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

１
７

岸
志
津
江
・
田
中
洋
・
嶋
村
和
恵
『
現
代
広
告
論
』
有
斐
閣
ア
ル
マ
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
八
六
頁
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１
８

柴
田
善
雅
「
満
洲
に
お
け
る
日
系
煙
草
会
社
の
活
動
」
『
大
東
文
化
大
学
紀
要
』
第
四
七
号
、
二
〇
〇

九
年
、
一
三
五
―
一
四
二
頁

１
９

劉
吶
鷗
「
現
代
表
情
美
造
型
」
『
婦
人
画
報
』
第
一
八
号
、
良
友
図
書
印
刷
公
司
、
一
九
三
四
年
、
一

六
頁
（
原
文
は
中
国
語
）

２
０

上
海
社
会
科
学
院
経
済
研
究
所
編
『
英
米
煙
公
司
在
華
企
業
資
料
匯
編
』
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年
、

七
〇
二
―
七
〇
三
頁
（
原
文
は
中
国
語
）

２
１

大
正
八
年
八
月
十
七
日
附
在
斎
々
哈
爾
領
事
代
理
山
崎
誠
一
郎
報
告
「
海
外
ニ
於
ケ
ル
本
邦
品
ニ
関
シ

報
告
ノ
件
」
（JACAR.Ref.B10073900500

、
各
国
ニ
於
ケ
ル
本
邦
輸
出
品
ノ
商
況
並
競
争
品
調
査
雑
件
／

海
外
ニ
於
ケ
ル
本
邦
品
ニ
関
シ
査
報
方
ノ
件

第
一
巻B-3-2-4-39-1-001

、
外
務
省
外
交
史
料
館
）

２
２

町
田
忍
『
戦
時
広
告
図
鑑
』W

AVE

出
版
、
一
九
九
七
年
、
六
八
頁
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第
六
章

近
代
満
洲
に
お
け
る
煙
草
消
費
の
実
態
（
一
）

―
民
族
別
家
計
調
査
分
析
か
ら
―

は
じ
め
に

本
章
は
、
近
代
満
洲
に
お
け
る
家
計
調
査
の
報
告
書
を
用
い
て
、
家
計
に
お
け
る
煙
草
消
費
の
実
態
を

考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

家
計
記
録
は
家
計
を
分
析
・
研
究
す
る
た
め
の
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
が
、
大
別
す
る
と
次
の
二
つ

が
あ
る
。
一
つ
は
国
や
研
究
機
関
な
ど
が
明
確
な
目
的
を
も
っ
て
、
あ
る
時
期
、
あ
る
期
間
、
一
定
の
方

法
で
実
施
す
る
家
計
調
査
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
あ
る
家
計
主
体
者
が
生
活
設
計
に
沿
っ
て
家
計
管
理
を

円
滑
に
す
る
た
め
自
分
自
身
、
も
し
く
は
家
族
の
た
め
に
自
己
流
の
方
法
で
つ
け
た
「
家
計
簿
」
で
あ
る
。

本
章
で
用
い
る
家
計
調
査
の
報
告
書
は
前
者
に
属
し
、
国
が
明
確
な
目
的
を
も
っ
て
実
施
し
た
調
査
の
一

例
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

近
代
の
満
洲
に
お
い
て
は
、
中
国
人
の
み
な
ら
ず
、
日
本
人
や
朝
鮮
人
、
ロ
シ
ア
人
な
ど
多
数
の
民
族

が
集
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
満
洲
に
住
む
日
本
人
が
増
え
る
の
は
日
露
戦
争
以
降
の
こ
と
で
あ
る
１

。

特
に
日
本
政
府
の
国
策
的
満
洲
移
民
事
業
２

の
展
開
に
よ
っ
て
、
数
多
く
の
日
本
人
が
満
洲
に
渡
っ
た
。

敗
戦
時
に
は
満
洲
に
暮
ら
し
て
い
た
日
本
人
は
約
一
五
〇
万
人
で
あ
る
３

。
一
方
、
戦
時
中
、
当
時
の
日

本
帝
国
圏
内
に
組
み
込
ま
れ
た
植
民
地
朝
鮮
お
よ
び
日
本
内
地
の
朝
鮮
人
も
大
量
に
満
洲
に
移
住
し
た
。

朝
鮮
人
の
満
洲
へ
の
移
民
の
動
機
は
、
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
経
済
的
困
難
に
あ
っ
た
。
こ
れ
を
背
景
に
、

満
洲
に
移
住
し
た
朝
鮮
人
人
口
は
一
九
四
〇
年
に
は
、
一
三
〇
万
九
〇
〇
〇
人
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る

４

。
こ
の
ほ
か
、
近
代
満
洲
に
は
「
ロ
シ
ア
人
社
会
」
５

も
存
在
し
て
い
た
６

。

戦
後
、
満
洲
の
移
民
社
会
に
関
す
る
先
行
研
究
は
多
く
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
日
本
人
移
民
の
研

究
に
つ
い
て
は
、
農
業
移
民
が
中
心
で
あ
り
、
日
本
人
農
業
移
民
が
日
本
の
満
洲
支
配
に
対
し
て
、
ど
の

よ
う
な
政
治
的
・
経
済
的
・
思
想
的
役
割
を
果
た
し
た
の
か
が
検
討
さ
れ
た
７

。
そ
し
て
、
満
洲
へ
の
朝

鮮
人
移
民
が
日
本
の
満
洲
植
民
地
化
過
程
と
の
関
連
で
も
検
討
さ
れ
た
８

。
し
か
し
、
都
市
に
住
ん
で
い

た
給
料
生
活
者
と
農
村
に
住
ん
で
い
た
農
業
移
民
と
で
は
大
き
く
異
な
る
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
を
は
っ
き

り
認
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、「
満
州
に
進
出
し
た
日
本
人
商
工
業
者
は
、
日
本
帝
国
主
義
の
尖
兵

的
役
割
と
植
民
地
社
会
に
お
け
る
社
会
的
支
柱
と
い
う
歴
史
的
機
能
を
果
た
し
た
」
と
し
、
満
洲
に
日
本
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人
商
工
業
者
が
果
た
し
た
役
割
を
強
調
し
、
在
満
日
本
人
商
工
業
者
の
特
徴
は
分
析
さ
れ
て
い
る
９

。
こ

の
ほ
か
、
在
満
日
本
人
の
中
心
に
は
満
鉄
社
員
、
関
東
庁
の
官
吏
と
い
う
満
洲
権
益
の
運
営
に
携
わ
る
人

た
ち
を
対
象
に
、
一
九
世
紀
末
に
日
本
人
が
満
洲
に
流
入
し
て
か
ら
一
九
三
一
年
ま
で
の
期
間
を
取
り
上

げ
、
日
本
人
が
満
洲
で
の
活
動
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
、
満
洲
と
い
う
地
域
が
在
満
日
本
人
に
与
え
た

影
響
と
在
満
日
本
人
が
満
洲
に
与
え
た
影
響
が
考
察
さ
れ
た
１
０

。
要
す
る
に
、
こ
れ
ま
で
の
在
満
日
本
人
・

朝
鮮
人
に
関
す
る
研
究
は
、
日
本
帝
国
主
義
と
の
か
か
わ
り
か
ら
検
討
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

満
洲
に
お
け
る
ロ
シ
ア
人
の
社
会
生
活
に
関
す
る
研
究
は
非
常
に
乏
し
い
。
阪
本
秀
昭
は
、
二
〇
世
紀
初

頭
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
お
よ
そ
半
世
紀
間
の
満
洲
に
お
け
る
ロ
シ
ア
人
を
中
心
と
す
る
多
く
の
民

族
の
出
会
い
と
交
流
な
ど
の
出
来
事
、
と
く
に
日
本
人
や
現
地
中
国
人
と
の
交
流
、
ロ
シ
ア
人
社
会
を
今

日
的
視
点
か
ら
問
い
直
し
て
い
る
。
そ
の
分
析
対
象
と
し
た
ロ
シ
ア
人
は
、
亡
命
ロ
シ
ア
人
、
ロ
シ
ア
人

正
教
会
と
ユ
ダ
ヤ
人
、
ロ
マ
ノ
フ
カ
村
ロ
シ
ア
人
農
民
で
あ
る
１
１

。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
分
野
に
お
い
て
家
計
記
録
の
デ
ー
タ
を
用
い
た
実
証
的
研
究
は
ま
だ
な
い
。
そ
こ

で
本
章
で
は
、
こ
う
い
っ
た
現
状
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ま
で
日
中
両
国
で
は
ほ
と
ん
ど
未
使
用
で
あ
っ
た
満

洲
家
計
調
査
報
告
書
に
基
づ
き
、
嗜
好
品
と
し
て
の
煙
草
の
消
費
実
態
に
着
目
し
、
都
市
に
住
ん
で
い
た

給
料
生
活
者
１
２

の
生
活
実
態
を
民
族
別
に
明
ら
か
に
す
る
。
具
体
的
に
は
、
『
家
計
調
査
報
告
書

自
康

徳
１
３

九
年
五
月
至
康
徳
十
年
四
月
』
（
以
下
は
一
九
四
二
年
度
家
計
調
査
と
称
す
）
を
も
と
に
し
、
必
要

に
応
じ
て
ほ
か
の
資
料
を
参
照
し
つ
つ
、
終
戦
直
前
の
満
洲
に
在
住
し
て
い
た
給
料
生
活
者
の
家
計
支
出

構
造
を
民
族
別
か
ら
分
析
す
る
う
え
で
、
煙
草
を
中
心
と
す
る
嗜
好
品
の
消
費
実
態
を
考
察
す
る
。

本
章
の
構
成
を
確
認
す
る
と
、
第
一
節
で
は
満
洲
国
期
に
実
施
さ
れ
た
家
計
調
査
の
概
要
と
本
章
で
使

用
す
る
『
家
計
調
査
報
告
書

自
康
徳
九
年
五
月
至
康
徳
十
年
四
月
』
の
特
徴
を
整
理
す
る
。
第
二
節
で

は
民
族
別
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
民
族
別
家
計
支
出
構
造
の
特
徴
と
煙
草
消
費
の
傾
向
を
把
握
す
る
。
第
三

節
で
は
戦
時
日
本
国
内
の
家
計
調
査
結
果
と
の
比
較
を
通
し
て
、
近
代
満
洲
の
地
域
的
特
徴
を
明
ら
か
に

す
る
。
最
後
に
本
章
の
分
析
か
ら
得
ら
れ
た
結
論
を
整
理
し
、
今
後
の
課
題
を
提
示
す
る
。

第
一
節

満
洲
国
家
計
調
査
の
概
要
と
分
析
対
象
デ
ー
タ

一
、
満
洲
国
家
計
調
査
の
概
要

一
九
三
二
年
満
洲
国
成
立
後
、
社
会
の
安
定
を
図
る
た
め
、
国
民
生
活
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
国
の
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経
済
政
策
や
社
会
政
策
を
立
て
る
た
め
の
基
礎
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
家
計
調
査
が
開
始

さ
れ
た
１
４

。

そ
の
第
一
歩
と
し
て
、
試
験
的
準
備
調
査
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
調
査
は
一
九
三
五
年
五
月
か
ら
六
月
に

か
け
て
の
二
ヶ
月
間
、
新
京
特
別
市
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
。
調
査
の
対
象
は
給
料
生
活
者
の
官
公
吏
・

学
校
教
員
・
銀
行
会
社
員
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
調
査
は
、
選
定
さ
れ
た
世
帯
の
世
帯
主
に
よ
り
調
査
事

項
を
家
計
簿
に
記
入
す
る
と
い
う
方
法
で
行
わ
れ
て
い
た
１
５

。
こ
の
た
め
、
「
字
が
書
け
る
か
」
と
い
う

こ
と
は
第
一
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
比
較
的
識
字
素
養
が
あ
る
官
公

吏
・
学
校
教
員
・
銀
行
会
社
員
が
準
備
的
調
査
の
対
象
と
し
て
選
定
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
る
１
６

。
ま

た
、
こ
の
準
備
的
家
計
調
査
は
満
洲
に
お
い
て
ま
っ
た
く
最
初
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
選
定
さ
れ
た
世
帯

の
記
入
者
に
対
し
て
、
記
入
方
法
の
指
導
訓
練
が
行
わ
れ
た
１
７

。

準
備
調
査
直
後
の
一
九
三
五
年
九
月
、
国
務
院
訓
令
第
三
八
号
１
８

が
公
布
さ
れ
、
本
格
的
な
家
計
調
査

が
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
家
計
調
査
の
要
綱
に
よ
る
と
、
調
査
は
毎
年
の
一
〇
月
よ
り
翌
年
の
九
月
に
至
る

一
年
間
の
計
画
を
も
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、「
由
来
、
生
計
費
は
同
一
世
帯
に
就

て
、
之
を
見
る
も
日
に
よ
り
月
に
よ
っ
て
異
な
り
、
ま
た
季
節
的
影
響
を
享
く
る
こ
と
が
甚
大
で
あ
る
か

ら
、
単
に
数
日
或
は
一
両
箇
月
分
の
調
査
に
依
っ
て
表
す
事
は
不
適
当
で
あ
る
」
１
９

と
記
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
事
情
に
よ
り
、
調
査
期
間
が
短
縮
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
本
格
的
な
調
査
の
初
年
度
で
あ
っ

た
一
九
三
五
年
一
〇
月
か
ら
実
施
さ
れ
た
家
計
調
査
は
、
予
算
の
都
合
で
半
年
間
で
終
わ
っ
た
。
な
お
、

満
洲
に
お
け
る
家
計
調
査
の
調
査
機
関
は
、
満
洲
国
国
務
院
統
計
処
で
あ
り
、
調
査
事
務
に
関
し
て
は
、

国
務
院
統
計
処
長
が
統
括
的
な
指
導
監
督
を
行
っ
て
い
た
。

二
、
分
析
対
象
デ
ー
タ
に
つ
い
て

一
九
四
二
年
度
家
計
調
査
は
一
九
四
二
年
五
月
一
日
よ
り
一
九
四
三
年
四
月
三
〇
日
に
か
け
て
の
一
年

間
を
も
っ
て
、
新
京
特
別
市
、
奉
天
市
、
チ
チ
ハ
ル
市
、
佳
木
斯
市
、
ハ
ル
ビ
ン
市
、
間
島
市
２
０

の
六
都

市
を
調
査
地
域
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。
調
査
の
対
象
は
調
査
地
域
に
在
住
し
て
い
る
官
公
吏
・
会
社
員
を

含
む
給
料
生
活
者
二
〇
〇
〇
世
帯
で
あ
る
。
こ
の
調
査
は
、
報
告
書
の
凡
例
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
戦
時
経
済
下
に
於
け
る
国
民
消
費
生
活
の
実
相
を
闡
明
す
る
目
的
」
２
１

を
も
っ
て
行
わ
れ
た
。

調
査
対
象
世
帯
の
範
囲
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
世
帯
主
の
月
収
入
平
均
三
〇
〇
円
未
満
の
世
帯
、

②
世
帯
主
の
勤
労
所
得
を
主
と
す
る
世
帯
、
③
営
業
を
有
し
な
い
世
帯
、
④
同
居
人
が
な
い
世
帯
、
⑤
家

事
使
用
人
が
な
い
世
帯
、
⑥
収
入
相
応
の
生
活
を
営
む
世
帯
、
⑦
世
帯
員
は
世
帯
主
を
合
わ
せ
て
二
人
以
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上
で
あ
る
世
帯
、
⑧
無
償
に
食
料
や
ほ
か
の
生
活
必
需
品
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
世
帯
、
⑨
病
気
そ
の

ほ
か
特
に
費
用
を
要
す
る
家
族
が
な
い
世
帯
で
あ
り
、
対
象
世
帯
が
限
定
さ
れ
て
い
る
。
対
象
世
帯
二
〇

〇
〇
世
帯
の
う
ち
、
記
入
不
良
な
ど
の
も
の
を
除
き
、
採
択
さ
れ
た
世
帯
は
八
八
〇
世
帯
と
な
っ
た
。
そ

の
う
ち
、
中
国
人
は
四
七
七
世
帯
、
在
満
日
本
人
は
三
一
九
世
帯
、
在
満
朝
鮮
人
は
七
三
世
帯
、
在
満
ロ

シ
ア
人
は
一
一
世
帯
で
あ
る
。
採
択
世
帯
の
総
人
員
は
中
国
人
二
三
六
九
人
、
日
本
人
一
二
五
〇
人
、
朝

鮮
人
三
二
八
人
、
ロ
シ
ア
人
三
三
人
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
一
世
帯
の
平
均
人
員
数
は
中
国
人
五
人
、

日
本
人
三
・
九
人
、
朝
鮮
人
四
・
五
人
、
ロ
シ
ア
人
三
人
に
な
る
。
採
択
さ
れ
た
ロ
シ
ア
人
世
帯
は
他
世

帯
に
比
べ
、
少
な
い
が
、
あ
る
程
度
の
民
族
特
性
は
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
本
章
が
主
な
対
象
と
す
る
煙
草
に
か
か
る
費
目
は
葉
巻
煙
草
、
刻
煙
草
、
紙
巻
煙
草
、
阿
片
、

煙
膏
、
煙
土
、
黄
煙
、
阿
片
屋
の
チ
ッ
プ
に
対
す
る
支
出
で
あ
る
。
煙
草
の
種
類
に
よ
っ
て
価
格
差
が
存

在
し
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
言
及
す
べ
き
で
あ
る
が
、
史
料
の
限
り
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
は
今
後
の

課
題
と
し
て
試
み
た
い
。

第
二
節

民
族
別
家
計
支
出
構
造
と
煙
草
消
費
の
特
徴

一
、
民
族
別
家
計
支
出
構
造
と
エ
ン
ゲ
ル
法
則
の
逆
転

一
九
世
紀
ベ
ル
ギ
ー
の
統
計
学
者
エ
ル
ン
ス
ト
・
エ
ン
ゲ
ル
は
エ
ン
ゲ
ル
法
則
を
発
見
し
た
。
そ
れ
に

は
第
一
法
則
と
第
二
法
則
が
あ
る
が
、
エ
ン
ゲ
ル
の
第
一
法
則
は
、
所
得
の
増
加
と
と
も
に
消
費
支
出
の

構
造
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
、
飲
食
物
費
に
つ
い
て
、「
所
得
の

増
加
に
従
っ
て
飲
食
物
に
対
す
る
支
出
の
割
合
は
減
少
す
る
」
２
２

と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
飲

食
物
費
の
支
出
割
合
（
エ
ン
ゲ
ル
係
数
）
が
高
い
ほ
ど
家
計
は
貧
し
い
。
こ
の
エ
ン
ゲ
ル
の
第
一
法
則
に

基
づ
く
な
ら
ば
、
エ
ン
ゲ
ル
法
則
の
逆
転
と
は
、
所
得
が
低
い
階
層
ほ
ど
エ
ン
ゲ
ル
係
数
が
高
く
な
る
は

ず
で
あ
る
の
に
、
低
所
得
層
に
お
い
て
エ
ン
ゲ
ル
係
数
が
低
く
な
る
現
象
を
指
す
。
ま
た
、
エ
ン
ゲ
ル
法

則
は
飲
食
物
費
以
外
の
支
出
項
目
と
所
得
と
の
関
係
２
３

を
も
示
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
支
出
費
目
別
に

各
民
族
の
家
計
構
造
を
見
て
い
こ
う
。

1

飲
食
物
費
２
４

表

6
―
1
は
、
満
洲
国
給
料
生
活
者
民
族
別
一
世
帯
一
ヶ
月
の
平
均
実
収
支
を
示
し
て
い
る
。
一
世

帯
一
ヶ
月
平
均
実
収
入
２
５

を
民
族
別
か
ら
見
れ
ば
、
中
国
人
は
一
七
一
・
〇
四
円
、
在
満
日
本
人
は
二
九
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一
・
二
二
円
、
在
満
朝
鮮
人
は
一
九
八
・
六
四
円
、
在
満
ロ
シ
ア
人
は
二
三
〇
・
〇
五
円
で
あ
る
。
そ
し

て
、
実
支
出
２
６

を
民
族
別
に
見
る
と
、
中
国
人
は
一
七
九
・
六
三
円
、
在
満
日
本
人
は
二
五
四
・
一
八
円
、

在
満
朝
鮮
人
は
一
九
一
・
三
四
円
、
在
満
ロ
シ
ア
人
は
二
一
六
・
六
〇
円
で
あ
る
。
よ
っ
て
実
収
入
の
実

支
出
に
対
す
る
割
合
に
つ
い
て
、
中
国
人
は
九
五
・
二
二
％
、
在
満
日
本
人
は
一
一
四
・
五
七
％
、
在
満

朝
鮮
人
は
一
〇
三
・
八
二
％
、
在
満
ロ
シ
ア
人
は
一
〇
六
・
三
九
％
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
人
の
実

支
出
に
対
す
る
実
収
入
は
不
足
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
表

6
―
1
か
ら
見
れ
ば
、
家
計
支
出
構
造
に
お
い
て
飲
食
物
費
が
高
率
を
占
め
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
飲
食
物
費
の
な
か
で
は
、
副
食
物
に
対
す
る
支
出
が
主
食
物
よ
り
高
か
っ
た
の
で

表 - 　給料生活者民族別一世帯一ヶ月平均実収支

民族別
実収入
総額

実支出
総額

飲食物費
居住費 光熱費 被服費 其の他

総額 主食物費 副食物費

金額（単位：円）

中国人

日本人

朝鮮人

ロシア人

構成比（単位：％）

中国人

日本人

朝鮮人

ロシア人

出所：国務院総務庁統計処編『家計調査報告　自康徳九年五月至康徳十年四月』国
務院総務庁統計処、1943年、88-111頁より作成

6 1

171.04 179.63 16.02 21.06 40.04 20.02 17.88 24.12 42.09
291.22 254.18 91.27 17.62 46.77 33.30 17.90 26.73 84.98
198.64 191.34 70.10 22.34 34.46 27.12 15.37 25.31 53.44
230.45 216.6 124.5 21.92 83.21 22.66 11.82 25.11 32.48

95.22 100 42.32 11.73 22.51 11.15 9.68 13.42 23.43
114.57 100 35.91 6.93 18.40 13.10 7.04 10.52 33.43
103.82 100 36.64 11.68 18.01 14.17 8.03 13.23 27.93
106.39 100 57.49 9.83 38.42 10.46 5.46 11.59 15.00 

表6-2 民族別一世帯一ヶ月平均副食物支出(全満)

民族別 総額 肉類 魚介類 蔬菜類 乾物 卵類 牛乳 漬物 調味料

金額（単位：円）

中国人

日本人

朝鮮人

ロシア人

構成比（%）

中国人

日本人

朝鮮人

ロシア人

出所：国務院総務庁統計処編『家計調査報告書　自康徳九年五月至康徳十年四月』
国務院総務庁統計処、1943年、112－131頁より作成

40.44 7.35 3.03 14.72 2.57 2.90 0.29 3.78 5.80 
46.79 6.00 7.54 13.45 2.00 3.18 0.65 5.60 8.35 
34.46 6.35 4.79 12.20 1.28 1.12 0.22 2.07 6.43 
83.21 27.19 4.18 14.75 1.17 6.05 9.35 2.04 18.48 

100 18.18 7.49 36.40 6.36 7.17 0.72 9.35 14.34 
100 12.82 16.11 28.75 4.27 6.80 1.40 11.97 17.85 
100 18.43 13.90 35.40 3.71 3.25 0.64 6.01 18.66 
100 32.68 5.02 17.73 1.41 7.27 11.24 2.45 22.21 
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あ
る
。
さ
ら
に
、
副
食
物
費
の
内
訳
を
表

6
―
2
か
ら
み
れ
ば
、
中
国
人
の
家
計
に
お
い
て
は
蔬
菜
類

は
一
四
・
七
二
円
で
副
食
物
費
総
額
の
三
六
・
四
％
を
占
め
、
首
位
に
当
た
り
、
肉
類
は
第
二
位
、
漬
物

は
第
三
位
に
当
た
る
。
在
満
日
本
人
の
家
計
に
お
い
て
は
、
蔬
菜
類
は
一
三
・
四
五
円
で
二
八
・
七
五
％

を
占
め
、
魚
介
類
は
第
二
位
、
肉
類
は
第
三
位
に
あ
る
。
在
満
朝
鮮
人
の
家
計
に
お
い
て
は
、
蔬
菜
類
は

一
二
・
二
円
で
三
五
・
四
％
を
占
め
、
肉
類
は
第
二
位
、
魚
介
類
は
第
三
位
に
あ
る
。
在
満
ロ
シ
ア
人
の

家
計
に
お
い
て
は
、
肉
類
は
二
七
・
一
九
円
で
三
二
・
六
八
％
を
占
め
、
首
位
に
あ
た
り
、
蔬
菜
類
は
第

二
位
、
牛
乳
は
第
三
位
に
あ
る
。
こ
れ
は
民
族
間
の
飲
食
や
生
活
習
慣
に
よ
る
も
の
で
あ
る
一
方
、
こ
れ

ら
に
家
計
支
出
構
造
の
民
族
的
特
徴
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。

2

居
住
費
・
光
熱
費
・
被
服
費
・
そ
の
他

居
住
費
は
家
賃
、
住
宅
修
繕
費
、
水
道
料
、
家
具
お
よ
び
設
備
費
を
含
ん
で
い
る
。
居
住
費
に
つ
い
て

実
支
出
総
額
に
お
け
る
割
合
を
表

6
―
2
か
ら
見
る
と
、
在
満
朝
鮮
人
は
一
四
・
一
七
％
で
最
も
多
か

っ
た
。
そ
の
理
由
は
は
明
確
で
は
な
い
が
、
当
時
の
会
社
員
や
官
公
吏
は
社
宅
・
官
舎
に
居
住
し
て
い
た

た
め
、
部
門
基
準
の
差
異
で
支
出
の
不
均
衡
性
に
も
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
よ
う
。
光
熱
費
と
被
服
費
の

実
支
出
に
お
け
る
割
合
に
つ
い
て
見
る
と
、
中
国
人
は
最
も
高
か
っ
た
。
ま
た
、
生
活
必
須
費
以
外
の
社

会
生
活
費
（
教
育
費
、
修
養
娯
楽
費
）
な
ど
の
雑
費
に
つ
い
て
見
る
と
、
在
満
日
本
人
は
三
三
・
四
三
％

で
最
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
在
満
ロ
シ
ア
人
は
一
五
％
で
最
も
少
な
か
っ
た
。
そ
の

理
由
は
、
採
択
さ
れ
た
世
帯
の
構
成
人
員
数
の
差
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

③
エ
ン
ゲ
ル
第
一
法
則
の
逆
転

一
世
帯
一
ヶ
月
の
実
収
入
と
飲
食
物
に
対
す
る
支
出
の
割
合
（
す
な
わ
ち
、
エ
ン
ゲ
ル
係
数
）
を
表

6
―

1
か
ら
確
認
す
る
と
、
中
国
人
の
実
収
入
は
一
七
一
・
〇
四
円
で
、
飲
食
物
に
対
す
る
支
出
は
実
支
出
総

額
の
四
二
・
三
二
％
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
在
満
ロ
シ
ア
人
の
実
収
入
は
二
三
〇
・
四
五
円

で
、
飲
食
物
に
対
す
る
支
出
は
実
支
出
の
五
七
・
四
九
％
を
占
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
所
得
が
高
い
在
満

ロ
シ
ア
人
は
飲
食
物
に
対
す
る
支
出
の
割
合
が
高
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
所
得
の
増
加
に
従
っ
て

飲
食
物
に
対
す
る
支
出
の
割
合
は
減
少
す
る
」
と
い
う
エ
ン
ゲ
ル
の
第
一
法
則
の
逆
転
を
示
し
て
い
る
。

一
方
、
エ
ン
ゲ
ル
第
一
法
則
は
社
会
生
活
費
な
ど
の
雑
費
に
つ
い
て
、「
文
化
目
的
の
た
め
に
す
る
支
出
の

割
合
（
保
健
衛
生
費
、
教
育
費
、
修
養
費
、
娯
楽
費
な
ど
）
は
、
所
得
の
増
加
と
と
も
に
逓
増
す
る
」
２
７

と
説
明
し
て
い
る
。
所
得
が
高
い
在
満
ロ
シ
ア
人
の
家
計
に
お
い
て
、
社
会
生
活
費
の
実
支
出
総
額
に
対

す
る
割
合
は
わ
ず
か
一
五
％
で
、
中
国
人
と
在
満
朝
鮮
人
よ
り
低
か
っ
た
。
こ
れ
も
エ
ン
ゲ
ル
第
一
法
則

の
逆
転
現
象
と
言
え
よ
う
。
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二
、
家
計
に
み
る
煙
草
消
費
の
民
族
的
特
徴

結
論
を
先
に
述
べ
れ
ば
、
表

6
―
3
か
ら
み
る
と
、
家
計
に
お
け
る
実
支
出
の
な
か
に
、
飲
食
物
費

が
占
め
る
割
合
（
エ
ン
ゲ
ル
係
数
）
は
収
入
の
増
加
に
伴
い
、
減
少
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に

対
し
、
煙
草
消
費
が
占
め
る
割
合
は
収
入
の
増
加
に
伴
い
、
一
定
の
限
界
ま
で
は
増
加
す
る
が
、
そ
れ
以

後
は
同
一
割
合
を
維
持
す
る
か
、
あ
る
い
は
逓
減
す
る
と
い
う
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
、
在

満
日
本
人
と
中
国
人
の
家
計
支
出
構
造
に
顕
著
で
あ
る
。
中
国
人
の
煙
草
消
費
を
収
入
階
層
別
か
ら
み
れ

ば
、
そ
の
実
支
出
総
額
に
占
め
る
割
合
は
収
入
が
二
〇
〇
円
以
下
の
階
層
に
お
い
て
収
入
の
増
加
に
伴
っ

て
増
加
し
た
が
、
二
〇
〇
円
以
上
の
階
層
に
お
い
て
収
入
の
増
加
に
従
っ
て
逓
減
し
て
い
る
。
在
満
日
本

人
の
家
計
に
お
い
て
も
こ
の
現
象
が
見
ら
れ
る
。
収
入
が
二
五
〇
円
以
下
の
階
層
に
お
い
て
収
入
の
増
加

に
伴
い
、
煙
草
消
費
の
実
支
出
総
額
に
対
す
る
割
合
は
増
加
し
た
が
、
二
五
〇
円
以
上
の
階
層
に
お
い
て

そ
の
割
合
は
同
一
割
合
を
維
持
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
逓
減
し
て
い
る
。
煙
草
消
費
に
こ
の
現
象
は
な

ぜ
生
じ
た
の
か
に
つ
い
て
、
緊
急
水
準
・
限
界
説
が
適
用
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
煙
草
の
消
費
に
は
「
も
う
こ
れ
以
上
吸
え
な
い
」
と
す
る
上
限
と
し
て
の
飽
和
水
準
が
、
ま
た
逆
に

煙
草
消
費
を
「
こ
れ
以
下
に
下
げ
ら
れ
な
い
」
と
す
る
緊
急
水
準
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
在
満
朝
鮮
人
と

在
満
ロ
シ
ア
人
の
家
計
支
出
構
造
に
は
、
煙
草
消
費
と
収
入
と
の
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
ひ

と
え
に
採
択
世
帯
数
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
採
択
さ
れ
た
八
八
〇
世
帯
の
う
ち
、
在
満
朝
鮮
人
は
七
三
世

帯
、
在
満
ロ
シ
ア
人
は
一
一
世
帯
し
か
な
い
た
め
、
煙
草
支
出
と
収
入
と
の
関
係
は
う
ま
く
反
映
で
き
な

い
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
嗜
好
品
費
と
そ
の
内
訳
を
民
族
別
か
ら
み
る
と
、
一
世
帯
一
ヶ
月
の
平
均
飲
食
物
費
の
な
か
に
、

嗜
好
品
費
は
中
国
人
で
は
一
一
・
四
一
円
で
実
支
出
総
額
の
六
・
三
五
％
を
占
め
て
い
る
。
在
満
日
本
人

は
二
三
・
二
四
円
で
九
・
一
五
％
、
在
満
朝
鮮
人
は
一
〇
・
九
五
円
で
五
・
七
二
％
、
在
満
ロ
シ
ア
人
は

一
六
・
一
一
円
で
七
・
四
四
％
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
在
満
日
本
人
は
嗜
好
品
に
対
す
る
支
出
は
最
も
多

く
、
家
計
実
支
出
総
額
の
九
・
一
五
％
を
占
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
嗜
好
品
消
費
に
は
、
一
般
的
な
傾
向

と
し
て
、
菓
子
類
に
対
す
る
支
出
が
最
も
多
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
煙
草
の
実
支
出
に
対
す
る
割
合
に
つ
い

て
み
る
と
、
中
国
人
は
一
・
八
七
％
、
在
満
日
本
人
は
一
・
三
三
％
、
在
満
朝
鮮
人
は
一
・
五
二
％
、
在

満
ロ
シ
ア
人
は
一
・
二
八
％
で
あ
る
。
煙
草
に
対
し
て
、
酒
類
の
実
支
出
に
対
す
る
割
合
は
、
中
国
人
〇
・

五
七
％
、
在
満
日
本
人
一
・
五
八
％
、
在
満
朝
鮮
人
一
・
三
一
％
、
在
満
ロ
シ
ア
人
〇
・
七
四
％
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
在
満
日
本
人
に
お
い
て
煙
草
よ
り
酒
類
に
対
す
る
支
出
は
や
や
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
中
国
人
・
在
満
朝
鮮
人
・
在
満
ロ
シ
ア
人
は
い
ず
れ
も
、
酒
類
よ
り
煙
草
に
対
す
る
支
出
が
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179.63 76.02 11.41 3.36 1.03 6.01 42.32 1.87 0.57 191.34 70.10 10.95 2.91 2.50 5.05 36.64 1.52 1.31 
99.36 45.55 5.42 1.52 0.51 2.82 45.84 1.53 0.51 134.16 65.02 7.65 4.85 1.88 0.92 48.46 3.62 1.40 

138.89 60.88 7.91 2.31 0.77 4.08 43.83 1.66 0.55 130.06 53.25 6.94 2.33 1.66 2.69 40.94 1.79 1.28 
181.43 79.51 11.60 3.91 0.93 5.83 43.82 2.16 0.23 172.66 64.80 10.59 3.93 2.28 4.04 37.53 1.96 1.32 
236.07 93.06 16.54 4.50 1.27 9.59 41.16 1.91 0.54 201.13 69.07 11.22 1.95 3.11 6.00 34.34 0.97 1.55 
278.82 107.33 18.81 4.79 2.02 10.25 38.49 1.72 0.72 264.34 91.17 14.66 3.34 2.68 8.14 34.49 1.26 1.01 
325.13 115.47 17.65 4.26 2.84 8.26 35.51 1.31 0.87 298.76 82.71 11.81 0.33 2.51 7.36 27.68 0.11 0.84 
427.19 161.01 34.20 5.15 1.94 19.24 37.69 1.21 0.45 316.55 157.20 11.00 0.77 0.17 9.99 49.66 0.24 0.05 

254.18 91.27 23.24 3.93 4.02 13.52 35.91 1.33 1.58 216.60 124.53 16.11 2.77 1.60 8.48 57.49 1.28 0.74 
- - -

122.11 39.71 9.10 1.27 1.98 4.96 32.52 1.04 1.62 131.44 88.93 14.17 6.07 0.43 5.06 67.66 4.62 0.33 
176.68 62.06 15.60 2.06 3.02 8.26 35.12 1.17 1.71 156.33 91.72 9.16 0.89 0.41 5.13 58.68 0.57 0.26 
209.27 78.45 19.99 3.75 3.45 11.29 37.49 1.79 1.65 211.79 123.31 14.28 2.57 1.47 8.05 58.22 1.21 0.69 
242.67 89.36 22.31 3.62 4.14 13.01 36.82 1.49 1.71 249.94 136.11 14.33 0.30 1.58 10.27 54.46 0.12 0.63 
288.15 101.20 26.46 4.30 4.50 15.65 35.12 1.49 1.56 307.53 164.46 25.54 8.77 3.32 5.97 53.48 2.85 1.08 
326.13 111.51 27.68

表６-３　民族別収入階層別一世帯一ヶ月平均実支出（全満）

在満朝鮮人

在満ロシア人

出所：国務院総務庁統計処編『家計調査報告　自康徳九年五月至康徳十年四月』国務院総務庁統計処、1943年、88－135頁より作成

収入階層
実支出
総額
(円)

飲食物費(円)
エン
ゲル
係数

煙草
支出
比率
（%）

酒類
支出
比率
（%）

実支出
総額
(円)

飲食物費(円)
エン
ゲル
係数

煙草
支出
比率
（%）

酒類
支出
比率
（%）

総額
嗜好
品費
総額

嗜好品費

総額
嗜好
品費
総額

嗜好品費

煙草 酒類
菓子
類

煙草 酒類
菓子
類

中国人

総数

在満日本人

総数

 4.67 4.03 16.38 34.19 1.43 1.24 364.22 201.92 33.40 5.09 22.21 55.44 1.40 

100円未満

150円未満

200円未満

250円未満

300円未満

350円未満

350円以上

100円未満

150円未満

200円未満

250円未満

300円未満

350円未満

350円以上

- - - - - - - - - - - - - - -

- -
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多
か
っ
た
。
特
に
、
中
国
人
の
家
計
支
出
構
造
に
お
い
て
、
実
支
出
総
額
の
一
・
八
七
％
を
占
め
る
煙
草

に
対
し
て
、
酒
類
は
わ
ず
か
〇
・
五
七
％
で
煙
草
支
出
の
三
分
の
一
に
も
及
ば
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
理
由
に
つ
い
て
は
、
中
国
人
は
自
家
製
の
酒
を
多
用
す
る
習
慣
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
一
九
四
二
年
度
家
計
調
査
の
結
果
を
、
表

6
―
4
で
示
す
よ
う
に
満
洲
国
一
九
三
五
年
度

の
家
計
調
査
２
８

と
比
較
す
れ
ば
、
一
九
三
五
年
に
は
中
国
人
官
公
吏
一
世
帯
一
ヶ
月
の
平
均
実
収
入
は
一

〇
〇
・
五
円
で
、
平
均
実
支
出
は
九
二
・
八
六
円
で
あ
り
、
収
支
は
黒
字
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
エ
ン
ゲ
ル

係
数
を
比
較
し
て
み
る
と
、
一
九
三
五
年
に
は
中
国
人
官
公
吏
の
家
計
エ
ン
ゲ
ル
係
数
は
三
二
・
六
二
で

あ
る
が
、
一
九
四
二
年
に
は
そ
の
割
合
は
四
一
・
六
一
％
に
な
っ
た
。
貧
窮
の
世
帯
ほ
ど
エ
ン
ゲ
ル
係
数

が
大
き
く
な
る
と
い
う
エ
ン
ゲ
ル
の
第
一
法
則
か
ら
み
れ
ば
、
植
民
地
と
し
て
の
満
洲
に
暮
ら
し
て
い
る

中
国
人
の
生
活
は
さ
ら
に
困
窮
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
実
証
す
る
た
め
、
こ
の
七
年
間
の
物
価
上
昇

表6-4  官公吏の家計支出構造

年度 実収入 実支出 飲食物費 エンゲル係数

1942年

1935年

出所：国務院総務庁統計処編『家計調査報告　自康徳九年五月至康徳
十年四月』国務院総務庁統計処、1943年、国務院総務庁統計処編『家
計調査報告　自康徳二年十月至康徳三年三月』国務院総務庁統計処、
1936年より作成

168.88 178.38 74.23 41.61
100.5 92.86 30.29 32.62

円 円 円

円 円 円

表6－5　 満洲国小売物価上昇率

年度 実収入（円） 物価指数
実収入 物価指数

出所：満洲国臨時産業調査局編『零（小）売物価　第45回』満洲国経
済部商務司、1937年、満洲国経済部商務司編『小売物価月報 康徳九年
』満洲国経済部商務司、1943年より作成

B/A

1934年 － 80

1.68 2.79
1935年(A) 100.5

1936年 － 100

1942年（B） 168.88

94.56

263.6
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率
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
表

6
―
5
は
満
洲
国
物
価
の
変
化
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
満
洲
国
物
価
調

査
の
結
果
に
よ
る
と
、
一
九
三
六
年
の
物
価
指
数
を
一
〇
〇
と
す
れ
ば
、
一
九
三
五
年
度
の
物
価
指
数
は

九
四
・
五
六
で
、
一
九
四
二
年
度
の
物
価
指
数
は
二
六
三
・
六
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
九
三
五
―
一
九
四

二
年
の
七
年
間
に
、
一
世
帯
の
平
均
所
得
は
一
・
六
八
倍
に
達
し
て
い
る
が
、
小
売
物
価
指
数
は
二
・
七

九
倍
と
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
デ
フ
レ
ー
ト
す
る
と
一
世
帯
の
実
質
所
得
は
〇
・
六
倍
と
な
る
。
こ
れ
は

か
な
り
大
幅
な
所
得
水
準
の
下
降
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
九
四
二
年
度
家
計
調
査
の
報
告
書
を
基
づ
き
、
終
戦
直
前
の
満
洲
に
お
け
る
家
計
支

出
構
造
の
民
族
的
特
徴
と
家
計
に
お
け
る
煙
草
消
費
の
傾
向
を
明
ら
か
に
し
た
。
以
下
で
は
、
終
戦
直
前

満
洲
の
家
計
支
出
構
造
を
ほ
ぼ
同
時
期
の
日
本
国
内
と
比
較
し
、
そ
の
地
域
的
特
徴
を
究
明
す
る
。

第
三
節

消
費
構
造
の
国
際
比
較

―
戦
時
日
本
と
の
比
較
―

日
本
に
お
け
る
家
計
調
査
は
最
も
歴
史
が
古
い
調
査
の
一
つ
で
、
一
九
二
六
年
内
閣
統
計
局
（
現
総
理

府
統
計
局
）
が
全
国
約
七
〇
〇
〇
世
帯
を
対
象
に
実
施
し
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
年
間
中
断
さ

れ
た
が
、
一
九
三
一
年
の
米
穀
法
の
改
正
を
き
っ
か
け
に
再
開
さ
れ
、
一
九
四
三
年
ま
で
毎
年
一
回
ず
つ

実
施
さ
れ
た
。
戦
後
は
一
九
四
六
年
に
再
開
さ
れ
、
改
正
を
加
え
、
一
九
六
二
年
七
月
に
大
幅
に
調
整
・

拡
充
さ
れ
、
一
七
〇
市
町
村
・
八
〇
〇
〇
世
帯
を
対
象
に
実
施
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
現
行
の
「
家

計
調
査
」
で
あ
る
。
調
査
結
果
は
毎
月
「
家
計
調
査
報
告
」
と
し
て
発
表
さ
れ
る
ほ
か
、
一
年
間
の
ま
と

め
と
し
て
「
家
計
調
査
年
報
」
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
２
９

。
本
節
で
は
、
戦
時
日
本
国
内
の
家
計
調
査
結
果

と
の
比
較
を
通
し
て
、
近
代
満
洲
家
計
消
費
構
造
の
地
域
的
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。

一
、
比
較
対
象
デ
ー
タ
に
つ
い
て

比
較
に
あ
た
っ
て
、
第
一
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
調
査
対
象
は
満
洲
で
は
二
人
以
上
の
給
料
生
活
者

世
帯
に
対
し
て
、
日
本
国
内
で
は
給
料
生
活
者
、
労
働
者
を
含
む
二
人
以
上
世
帯
で
あ
る
。
そ
し
て
、
よ

り
正
確
的
な
比
較
結
果
を
出
す
た
め
、
本
節
は
給
料
生
活
者
の
家
計
デ
ー
タ
の
み
を
抽
出
・
使
用
し
て
い

る
。
ま
た
、
時
期
的
に
も
ほ
ぼ
同
時
期
の
一
九
四
〇
年
九
月
か
ら
一
九
四
一
年
八
月
に
か
け
て
の
一
年
間

の
調
査
結
果
で
あ
る
『
家
計
調
査
報
告

自
昭
和
十
五
年
九
月
至
昭
和
十
六
年
八
月
』（
内
閣
統
計
局

一

九
四
二
年
）
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
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こ
の
報
告
書
の
調
査
地
域
は
札
幌
市
、
仙
台
市
、

東
京
市
、
金
沢
市
、
名
古
屋
市
、
大
阪
市
、
広
島
市
、

徳
島
市
の
八
都
市
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
年
度

の
家
計
簿
の
記
入
世
帯
は
当
初
給
料
生
活
者
七
〇

〇
世
帯
、
労
働
者
一
三
〇
〇
世
帯
、
合
計
二
〇
〇
〇

世
帯
で
あ
っ
た
が
、
途
中
で
記
入
を
中
止
し
た
も
の

も
あ
り
、
ま
た
記
入
不
良
な
ど
の
理
由
で
製
表
よ
り

除
外
し
た
も
の
も
あ
る
た
め
、
結
局
全
国
か
ら
採
択

さ
れ
た
世
帯
数
は
一
五
四
四
世
帯
と
な
っ
た
。
こ
の

う
ち
、
給
料
生
活
者
は
五
四
四
世
帯
、
労
働
者
は
一

〇
〇
〇
世
帯
で
あ
る
。
全
国
に
対
し
て
、
札
幌
市
か

ら
採
択
さ
れ
た
世
帯
数
は
一
一
三
世
帯
で
、
給
料
生

活
者
四
一
世
帯
、
労
働
者
七
二
世
帯
で
あ
る
。
本
節

で
は
給
料
生
活
者
四
一
世
帯
の
調
査
結
果
の
み
を

用
い
て
比
較
を
行
う
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の
都
市
と

の
比
較
は
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
日
本
全
国
平
均
と

札
幌
市
の
み
を
比
較
対
象
に
す
る
。
な
ぜ
札
幌
市
で

あ
る
か
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
気
象
条
件
の
相
違
に
よ

っ
て
光
熱
費
や
被
服
費
の
消
費
差
異
が
あ
ら
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
満
洲
の
気
象
条
件
は
札
幌
市
に
近

い
た
め
、
こ
の
消
費
差
異
が
あ
ま
り
な
い
で
あ
ろ
う
。

表

6
―
6
は
、
日
本
国
内
給
料
生
活
者
収
入
階

層
別
一
世
帯
一
ヶ
月
の
実
収
支
を
示
し
て
い
る
。
一

九
四
〇
年
～
一
九
四
一
年
日
本
国
内
給
料
生
活
者
一
世
帯
一
ヶ
月
の
実
収
入
を
全
国
平
均
と
札
幌
市
に
分

け
て
み
れ
ば
、
日
本
全
国
平
均
は
一
三
二
・
二
三
円
で
、
札
幌
市
は
一
二
四
・
五
九
円
で
あ
る
。
日
本
全

国
平
均
よ
り
札
幌
市
の
給
料
生
活
者
の
実
収
入
は
低
か
っ
た
。
そ
し
て
、
エ
ン
ゲ
ル
係
数
を
計
算
し
て
み

る
と
、
日
本
全
国
平
均
は
三
九
・
九
八
で
、
札
幌
市
は
三
八
・
八
六
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
収
入
が
低

い
札
幌
市
の
エ
ン
ゲ
ル
係
数
は
低
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
エ
ン
ゲ
ル
第
一
法
則
の
逆
転
現
象
が

現
れ
る
の
は
、
所
得
の
低
下
に
対
す
る
消
費
構
造
の
抵
抗
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
光
熱
・

水
道
料
を
支
払
い
、
一
定
の
身
だ
し
な
み
を
整
え
、
子
供
を
教
育
す
る
な
ど
の
社
会
的
固
定
費
と
呼
ば
れ
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る
支
出
は
、
飲
食
物
費
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
も
強
制
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
表

6
―
6
か
ら
み
る
と
、

札
幌
市
一
世
帯
一
ヶ
月
平
均
の
光
熱
費
・
被
服
費
は
全
国
一
ヶ
月
平
均
よ
り
多
か
っ
た
。
被
服
類
の
大
部

分
を
本
州
か
ら
運
ん
で
い
た
た
め
、
輸
送
費
が
被
服
費
の
価
格
に
含
ま
れ
た
結
果
、
被
服
費
は
全
国
平
均

よ
り
高
い
と
い
う
実
情
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
札
幌
の
寒
冷
冬
季
に
対
応
す
る
た
め
、
光
熱
費
・
被
服
費

に
つ
い
て
の
高
支
出
も
理
解
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
社
会
生
活
を
営
む
た
め
に
は
社
会
的
に
強
制
さ

れ
る
支
出
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
が
低
所
得
層
に
お
い
て
は
飲
食
物
費
の
支
出
を
圧
迫
し
、
ま
さ
に
家
計

に
歪
み
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、
比
較
の
結
果

比
較
の
結
果
は
表

6
―
7
の
と
お
り
で
あ
る
。
在
満

日
本
人
の
家
計
支
出
構
造
に
お
い
て
は
、
飲
食
物
費
の

実
支
出
に
対
す
る
割
合
（
エ
ン
ゲ
ル
係
数
）
は
三
五
・

九
一
％
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
煙
草
は
一
・
三
三
％
、

酒
類
は
一
・
五
八
％
で
あ
る
。
煙
草
よ
り
酒
類
に
対
す

る
支
出
は
や
や
多
か
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ほ

ぼ
同
時
期
の
日
本
国
内
に
お
い
て
は
、
給
料
生
活
者
一

世
帯
一
ヶ
月
の
平
均
飲
食
物
費
は
実
支
出
の
三
九
・
九

八
％
を
占
め
て
い
る
。
札
幌
市
に
お
い
て
は
、
一
世
帯

一
ヶ
月
の
平
均
飲
食
物
費
は
実
支
出
の
三
八
・
六
八
％

を
占
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
植
民
地
の
満
洲
に
在
住

し
て
い
た
日
本
人
は
日
本
国
内
の
日
本
人
よ
り
豊
か
な

生
活
を
送
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
煙
草
消
費
の

実
支
出
に
対
す
る
割
合
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
日
本
全
国

平
均
は
一
・
三
％
で
、
札
幌
市
は
一
・
一
八
％
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
酒
類
よ
り
煙
草
に
対
す
る
支
出
が
多
か
っ
た

の
で
あ
る
。
満
洲
在
住
の
日
本
人
は
酒
類
に
対
す
る
支

出
は
多
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
「
満
洲
に
於
て
も
日

本
酒
は
専
ら
日
本
人
間
に
飲
用
さ
」
れ
て
い
た
た
め
で

あ
る
と
当
時
の
報
告
に
あ
る
３
０

。
つ
ま
り
、
在
満
日
本
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人
が
飲
用
し
て
い
た
酒
は
、
満
洲
の
日
本
人
商
工
業
者
を
通
じ
て
日
本
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た

め
、
値
段
が
満
洲
現
地
製
の
酒
よ
り
高
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
冬
期
間
の
長
さ
と
他
に
適
当
な
る

慰
安
娯
楽
機
関
の
乏
し
き
と
に
依
り
、
自
然
宴
会
其
の
他
の
機
会
に
於
て
酒
に
親
し
む
こ
と
多
き
」
の
た

め
、
在
満
日
本
人
一
人
あ
た
り
の
酒
類
消
費
量
は
、
日
本
国
内
日
本
人
の
約
一
・
七
倍
と
さ
れ
る
３
１

。
以

上
の
理
由
で
在
満
日
本
人
の
家
計
に
お
い
て
、
酒
類
に
対
す
る
支
出
は
煙
草
よ
り
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
章
で
は
、
満
洲
国
国
務
院
総
務
庁
統
計
処
が
発
行
し
た
『
家
計
調
査
報
告
書

自
康
徳
九
年
五
月
至

康
徳
十
年
四
月
』
を
基
に
し
て
、
給
料
生
活
者
世
帯
の
消
費
構
造
や
、
煙
草
を
中
心
と
し
た
嗜
好
品
消
費

の
特
徴
を
検
討
し
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
ま
ず
は
、
家
計
に
お
け
る
煙
草
支
出
と
所
得
と
の
関
係
を
解
明
し
た
。
近
代
満
洲
の
家
計

に
お
け
る
実
支
出
の
中
に
、
飲
食
物
費
の
支
出
が
占
め
る
割
合
は
収
入
の
増
加
に
伴
い
、
減
少
す
る
傾
向

を
示
し
て
い
る
が
、
煙
草
支
出
が
占
め
る
割
合
は
収
入
の
上
進
に
伴
い
、
一
定
の
限
界
ま
で
は
増
加
し
、

そ
れ
以
後
は
同
一
割
合
を
維
持
す
る
か
、
あ
る
い
は
逓
減
す
る
と
い
う
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
第
二
に
、

一
世
帯
一
ヶ
月
の
平
均
飲
食
物
費
に
つ
い
て
民
族
別
か
ら
み
る
と
、
在
満
日
本
人
は
嗜
好
品
に
対
す
る
支

出
は
最
も
多
く
、
家
計
総
支
出
の
九
・
一
五
％
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
、
煙
草
に
対
す
る
支
出

よ
り
酒
類
の
消
費
は
や
や
多
か
っ
た
。
在
満
日
本
人
に
対
し
て
、
中
国
人
・
在
満
朝
鮮
人
・
在
満
ロ
シ
ア

人
は
い
ず
れ
も
、
酒
類
よ
り
煙
草
に
対
す
る
支
出
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
、
中
国
人
の
一
ヶ
月
平

均
実
支
出
に
お
い
て
、
一
・
八
七
％
を
占
め
る
煙
草
消
費
に
対
し
て
、
酒
類
は
わ
ず
か
約
〇
・
五
七
％
で

煙
草
支
出
の
三
分
の
一
に
も
及
ば
な
か
っ
た
。
第
三
に
、
近
代
満
洲
に
お
け
る
家
計
支
出
構
造
か
ら
み
て
、

当
時
給
料
生
活
者
の
家
計
に
お
い
て
、「
食
料
費
の
支
出
割
合
が
高
い
ほ
ど
家
計
は
貧
し
い
」
と
い
う
エ
ン

ゲ
ル
第
一
法
則
の
逆
転
現
象
が
認
め
ら
れ
る
。
最
後
に
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
日
本
国
内
消
費
構
造
と
の
比
較

を
通
し
て
、
満
洲
の
家
計
支
出
構
造
の
地
域
的
特
徴
は
一
層
明
ら
か
に
な
っ
た
。
在
満
日
本
人
給
料
生
活

者
の
家
計
支
出
構
造
に
お
け
る
酒
類
支
出
が
煙
草
支
出
よ
り
多
か
っ
た
こ
と
は
特
徴
的
で
あ
る
。

注
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１

岡
部
牧
夫
『
海
を
渡
っ
た
日
本
人
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
、
二
七
―
三
七
頁

２

満
洲
移
民
事
業
は
、
一
九
三
二
年
か
ら
一
九
四
五
年
の
一
四
年
間
に
、
日
本
帝
国
か
ら
満
洲
に
約
二
七

万
人
を
農
業
移
民
と
し
て
送
出
し
た
移
民
事
業
で
あ
っ
た
。

３

塚
瀬
進
『
満
洲
の
日
本
人
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
、
一
頁

４

堀
和
生
「
日
本
帝
国
主
義
の
植
民
地
支
配
史
試
論

―
朝
鮮
に
お
け
る
本
源
的
蓄
積
の
一
側
面
―
」『
日

本
史
研
究
』
第
二
八
一
号
、
一
九
八
六
年
、
八
八
頁

５

ハ
ル
ビ
ン
な
ど
の
都
市
は
ロ
シ
ア
人
が
居
住
し
て
い
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ロ
シ
ア
人
農

民
の
開
拓
村
と
し
て
ロ
マ
ノ
フ
カ
村
が
有
名
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
北
満
洲
の
三
河
地
方
は
東
シ
ベ
リ

ア
の
ザ
バ
イ
カ
ル
地
方
か
ら
の
ロ
シ
ア
人
大
量
移
住
で
有
名
で
あ
る
。
本
章
は
都
市
部
に
住
む
ロ
シ
ア
人

を
分
析
対
象
と
す
る
。

６

坂
本
秀
昭
『
満
洲
に
お
け
る
ロ
シ
ア
人
の
社
会
と
生
活

―
日
本
人
と
の
接
触
と
交
流
―
』
ミ
ネ
ル
ヴ

ァ
書
房
、
二
〇
一
三
年
、
一
―
一
五
頁

７

満
州
移
民
史
研
究
会
編
『
日
本
帝
国
主
義
下
の
満
州
移
民
』
龍
渓
書
房
、
一
九
七
六
年

８

松
村
高
夫
「
日
本
帝
国
主
義
下
に
お
け
る
満
州
へ
の
朝
鮮
人
移
動
に
つ
い
て
」『
三
田
学
会
雑
誌
』
第
六

三
巻
第
六
号
、
一
九
七
〇
年
、
六
一
―
八
七
頁

９

柳
沢
遊
『
日
本
人
の
植
民
地
経
験

―
大
連
日
本
人
商
工
業
者
の
歴
史
―
』
青
木
書
店
、
一
九
九
九
年

１
０

前
掲
『
満
洲
の
日
本
人
』

１
１

前
掲
『
満
洲
に
お
け
る
ロ
シ
ア
人
の
社
会
と
生
活

―
日
本
人
と
の
接
触
と
交
流
―
』

１
２

本
章
で
は
、
給
料
生
活
者
は
官
公
吏
と
会
社
員
の
こ
と
を
指
す
。

１
３

康
徳
は
満
洲
国
の
元
号
で
あ
る
。
一
九
三
四
年
か
ら
満
洲
国
崩
壊
の
一
九
四
五
年
ま
で
使
用
さ
れ
た
。

康
徳
九
年
は
西
暦
一
九
四
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。

１
４

近
現
代
史
料
刊
行
会
編
『
戦
前
・
戦
中
期
ア
ジ
ア
研
究
資
料

3

植
民
地
社
会
事
業
関
係
資
料
集

「
満
洲
・
満
洲
国
」
編
四
一
』
近
現
代
資
料
刊
行
会
、
二
〇
〇
五
年
、
一
一
頁

１
５

同
右
、
一
七
〇
―
一
七
二
頁

１
６

満
洲
国
国
務
院
総
務
庁
統
計
処
『
旧
植
民
地
家
計
調
査
集

2
』
青
史
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
頁

１
７

前
掲
『
戦
前
・
戦
中
期
ア
ジ
ア
研
究
資
料

3

植
民
地
社
会
事
業
関
係
資
料
集

「
満
洲
・
満
洲
国
」

編
四
一
』
、
一
五
七
頁

１
８

そ
の
内
容
は
、
「
家
計
調
査
ハ
国
民
ノ
実
際
生
活
ノ
状
態
特
ニ
其
ノ
消
費
ノ
方
面
ニ
関
ス
ル
状
態
ヲ
観

察
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
シ
其
ノ
結
果
ハ
行
政
経
済
社
会
各
般
ノ
政
策
樹
立
ニ
対
ス
ル
基
礎
資
料
タ
ル
ベ
キ

モ
ノ
ナ
リ
故
ニ
速
ノ
之
カ
調
査
ヲ
行
ヒ
国
民
生
活
ノ
実
相
ヲ
明
ラ
カ
ニ
シ
以
テ
各
般
施
政
ノ
資
ニ
供
ス
ル
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ノ
要
ア
リ
茲
ニ
於
テ
家
計
調
査
要
綱
ヲ
示
シ
之
ニ
基
キ
統
一
的
調
査
ヲ
主
要
各
地
域
ニ
施
行
セ
ン
ト
ス
仍

テ
本
調
査
ヲ
施
行
ス
ベ
キ
地
域
ヲ
管
轄
ス
ル
官
署
ノ
長
ハ
統
計
処
長
ト
密
接
ナ
ル
連
絡
ヲ
保
チ
之
ガ
施
行

ニ
協
力
ス
ベ
シ
而
シ
テ
本
調
査
ハ
個
人
ノ
機
密
ニ
触
ル
ル
モ
ノ
多
々
ア
ル
ヲ
以
テ
蒐
集
シ
タ
ル
資
料
ハ
統

計
上
ノ
目
的
以
外
ニ
使
用
ス
ル
ヲ
許
サ
ズ
且
ツ
本
調
査
事
務
関
係
者
ガ
業
務
執
行
中
得
シ
タ
ル
事
項
ハ
故

ナ
ク
之
ヲ
他
ニ
漏
洩
セ
シ
メ
ス
申
告
者
ヲ
シ
テ
安
ン
ジ
テ
真
実
ノ
申
告
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ル
様
努
ム
ベ
シ
ニ
命

ス
」
と
あ
る
。

１
９

満
洲
国
国
務
院
総
務
庁
統
計
処
編
『
家
計
調
査
報
告

自
康
徳
二
年
十
月
至
康
徳
三
年
三
月
』
国
務
院

総
務
庁
統
計
処
、
一
九
三
六
年
、
三
頁

２
０

現
在
の
中
国
吉
林
省
延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
一
帯
。
中
心
都
市
は
延
吉
市
。

２
１

満
洲
国
国
務
院
総
務
庁
統
計
処
編
『
家
計
調
査
報
告
書

自
康
徳
九
年
五
月
至
康
徳
十
年
四
月
』
国
務

院
総
務
庁
統
計
処
、
一
九
四
三
年

２
２

筆
者
不
明
「
エ
ン
ゲ
ル
法
則
と
エ
ン
ゲ
ル
係
数
」
『
労
政
時
報
』
第
一
一
九
五
号
、
一
九
五
二
年
、
三

六
頁

２
３

エ
ン
ゲ
ル
第
一
法
則
は
所
得
の
増
加
と
と
も
に
消
費
支
出
の
構
造
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
①

所
得
の
増
加
す
る
に
従
っ
て
食
物
に
対
す
る
支

出
の
割
合
は
減
少
す
る
。
②

所
得
の
増
加
す
る
に
従
っ
て
燃
料
及
び
灯
火
に
対
す
る
支
出
は
減
少
す
る
。

③

住
居
費
の
割
合
は
所
得
の
増
加
と
と
も
に
あ
る
限
界
ま
で
は
減
少
し
て
行
く
が
限
界
を
超
え
る
と
、
一

定
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
増
加
し
て
い
く
。
④

文
化
目
的
の
た
め
に
す
る
支
出
の
割
合
（
保
健
衛
生
費
、

教
育
費
、
修
養
費
、
享
楽
費
な
ど
）
は
、
所
得
の
増
加
と
と
も
に
逓
増
す
る
。
⑤

被
服
に
対
す
る
支
出
の

割
合
は
、
一
定
の
限
界
ま
で
は
増
加
す
る
が
、
そ
れ
以
後
は
同
一
割
合
を
維
持
す
る
か
、
あ
る
い
は
逓
減

す
る
。

２
４

飲
食
物
費
は
そ
の
品
種
に
よ
っ
て
主
食
物
費
・
副
食
物
費
・
嗜
好
品
費
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
病
人

用
・
育
児
用
の
牛
乳
お
よ
び
一
泊
以
上
の
旅
行
に
伴
う
飲
食
物
は
そ
れ
ぞ
れ
、
医
療
費
・
育
児
費
ま
た
は

旅
行
費
に
分
類
し
て
い
る
。
ま
た
、
来
客
に
必
要
な
も
の
は
す
べ
て
交
際
費
・
接
待
費
に
分
類
し
て
い
る
。

２
５

実
収
入
に
は
勤
労
収
入
と
勤
労
外
収
入
が
あ
る
。
勤
労
収
入
は
給
料
、
賃
金
、
諸
手
当
、
残
業
代
な
ど

の
も
の
で
あ
る
。
勤
労
外
収
入
は
も
ら
っ
た
も
の
や
、
財
産
収
入
な
ど
の
勤
労
に
よ
ら
な
い
収
入
で
あ
る
。

２
６

実
支
出
に
は
飲
食
物
費
、
住
居
費
、
光
熱
費
、
被
服
費
な
ど
の
生
活
必
須
費
と
保
健
衛
生
費
、
教
育
費
、

交
通
費
な
ど
の
社
会
生
活
上
の
諸
費
と
、
交
際
費
、
修
養
娯
楽
費
な
ど
の
文
化
生
活
向
上
の
経
費
と
が
あ

る
。

２
７

前
掲
「
エ
ン
ゲ
ル
法
則
と
エ
ン
ゲ
ル
係
数
」
、
三
六
頁
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２
８

一
九
三
五
年
度
家
計
調
査
は
一
九
三
五
年
一
〇
月
一
日
よ
り
一
九
三
六
年
三
月
末
日
に
至
る
六
ヶ
月

を
も
っ
て
、
新
京
特
別
市
、
ハ
ル
ビ
ン
、
奉
天
の
三
都
市
を
調
査
地
域
と
し
て
実
施
さ
れ
た
調
査
で
あ
る
。

調
査
対
象
は
三
都
市
に
在
住
し
て
い
た
官
公
吏
、
学
校
教
員
を
世
帯
主
と
し
た
世
帯
で
あ
る
。
家
計
簿
の

記
入
が
依
頼
さ
れ
た
世
帯
数
は
五
二
一
世
帯
（
官
公
吏
三
三
五
世
帯
、
学
校
教
員
一
八
六
世
帯
）
で
あ
っ

た
が
、
六
ヶ
月
間
に
家
計
簿
を
継
続
的
に
記
入
し
た
世
帯
は
三
二
九
世
帯
（
官
公
吏
二
〇
〇
世
帯
、
学
校

教
員
一
二
九
世
帯
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
完
全
記
入
完
了
者
の
官
公
吏
二
〇
〇
世
帯
の
家
計
デ
ー
タ
を

用
い
て
比
較
検
討
を
行
う
。

２
９

福
井
広
子
「
現
代
生
活
に
お
け
る
『
外
食
』
と
『
内
食
』

―
『
家
計
調
査
年
報
』
に
よ
る
―
」
『
夙

川
学
院
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
一
三
号
、
一
九
八
八
年
、
一
一
二
頁

３
０

新
京
商
工
会
議
所
編
『
新
京
に
於
け
る
主
要
工
業
の
現
勢
』
新
京
商
工
会
議
所
、
一
九
三
五
年
、
四
一

頁３
１

白
木
沢
旭
児
『
二
〇
〇
七
年
度
～
二
〇
〇
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
研
究
成
果
報

告
書

日
中
戦
争
と
長
期
建
設
』
、
二
〇
一
〇
年
、
四
一
頁
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第
七
章

近
代
満
洲
に
お
け
る
煙
草
消
費
の
実
態
（
二
）

―
職
業
別
家
計
調
査
分
析
か
ら
―

は
じ
め
に

前
章
に
続
き
、
本
章
で
は
、
中
国
人
労
働
者
の
家
計
調
査
報
告
書
を
基
に
、
近
代
満
洲
に
お
け
る
煙
草

消
費
実
態
の
も
う
一
つ
の
側
面
を
解
明
す
る
。

満
洲
は
元
来
労
働
力
不
足
地
域
で
あ
り
、
恒
常
的
に
華
北
、
中
で
も
河
北
省
・
山
東
省
か
ら
の
出
稼
労

働
者
に
支
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
満
洲
国
成
立
後
、
関
東
軍
は
治
安
対
策
の
観
点

か
ら
、
満
洲
経
済
開
発
に
と
っ
て
の
主
要
労
働
力
給
源
で
あ
っ
た
華
北
の
中
国
人
出
稼
労
働
者
の
入
満
を

厳
し
く
制
限
し
て
い
た
。
し
か
し
、
日
中
戦
争
の
長
期
化
に
対
応
す
る
た
め
、
満
洲
産
業
開
発
五
ヶ
年
計

画
が
制
定
さ
れ
、
資
材
・
資
金
の
調
達
と
と
も
に
、
膨
大
な
労
働
力
の
確
保
が
不
可
欠
の
条
件
と
な
っ
た

１

。
こ
の
た
め
、
従
来
の
入
満
制
限
政
策
は
入
満
奨
励
政
策
へ
の
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、

華
北
か
ら
の
中
国
人
労
働
者
の
入
満
数
２

は
急
増
し
、
一
九
四
〇
年
度
の
入
満
数
は
一
三
一
万
八
九
〇
七

人
で
、
年
間
入
満
数
の
最
高
を
記
録
し
た
３

。
一
方
、
近
代
満
洲
の
下
層
社
会
で
は
、
「
銅
貨
一
個
を
投
じ

て
二
本
又
は
三
本
の
紙
巻
煙
草
を
求
む
る
も
の
を
随
所
に
見
受
け
る
」
４

と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
社
会
下
層
に
あ
る
労
働
者
の
生
活
や
、
煙
草
を
中
心
と
す
る
嗜
好
品
消
費
の
特
徴
を
考
察
す
る
の
が
本

章
の
課
題
で
あ
る
。

近
代
満
洲
に
お
け
る
中
国
人
労
働
者
の
生
活
や
労
働
状
態
に
つ
い
て
、
戦
時
中
の
豊
富
な
調
査
資
料
５

を
基
に
し
た
先
行
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
労
働
政
策
に
関
し
て
は
、
労
働
統
制
策
の
形
成
・

実
施
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
松
村
高
夫
（
一
九
七
二
）
を
は
じ
め
、
依
田
憙
家
（
一
九
七
九
）
と
鈴
木
隆

史
（
一
九
九
二
）
な
ど
の
研
究
成
果
が
あ
る
。
依
田
は
労
働
者
の
移
動
に
関
す
る
査
証
発
行
の
実
務
を
担

当
し
た
大
東
公
司
の
設
立
に
関
連
し
て
言
及
し
て
い
る
６

。
鈴
木
は
戦
時
労
働
統
制
政
策
の
推
進
過
程
や

労
働
力
の
移
入
に
よ
る
問
題
を
述
べ
て
い
る
７

。
一
方
、
労
働
現
場
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
窪
田
宏
（
一

九
七
九
）
、
松
本
俊
郎
（
一
九
七
九
・
一
九
八
〇
）
、
高
綱
博
文
（
一
九
八
一
）
な
ど
の
成
果
が
あ
る
。
そ

の
中
に
、
高
綱
は
一
九
二
〇
年
代
の
炭
坑
労
働
者
の
実
態
を
検
討
し
、
イ
ギ
リ
ス
資
本
の
開
欒
炭
坑
と
満

鉄
の
炭
坑
に
お
け
る
労
務
政
策
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
８

。
窪
田
は
炭
鉱
の
み
な
ら
ず
、
港
湾
荷

役
や
土
木
建
築
部
門
の
植
民
地
的
労
働
搾
取
の
実
態
や
経
営
を
解
明
し
て
い
る
９

。
松
本
は
鉄
鋼
業
を
中
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心
に
労
働
現
場
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
１
０

。
こ
の
よ
う
に
、
当
分
野
に
お
け
る
研
究
の
ほ
と
ん
ど
は
、
政

策
史
や
労
働
実
態
の
分
析
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

本
章
で
は
、
こ
う
い
っ
た
研
究
現
状
を
踏
ま
え
、
近
代
満
洲
家
計
（
生
計
）
調
査
の
デ
ー
タ
を
使
用
し

て
、
中
国
人
労
働
者
の
生
活
実
態
を
考
察
し
、
煙
草
を
中
心
と
す
る
嗜
好
品
消
費
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す

る
。

第
一
節

中
国
人
労
働
者
の
家
計
支
出
構
造
と
煙
草
消
費
の
特
徴

本
節
で
は
、
中
国
人
労
働
者
を
、
家
族
持
労
働
者
と
共
同
生
活
労
働
者
に
区
分
し
て
、
か
れ
ら
の
生
活

実
態
と
煙
草
消
費
の
実
態
を
考
察
す
る
。

一
、
分
析
対
象
デ
ー
タ
に
つ
い
て

本
章
で
使
用
し
て
い
る
中
心
的
な
史
料
は
『
生
計
調
査
報
告
書

自
昭
和
十
六
年
九
月
至
昭
和
十
七
年

二
月
』
で
あ
る
。
こ
の
報
告
書
は
一
九
四
一
年
九
月
か
ら
一
九
四
二
年
二
月
に
か
け
て
、
日
本
の
租
借
地

関
東
州
に
行
わ
れ
た
調
査
の
結
果
で
あ
る
。
調
査
機
関
は
関
東
州
労
務
協
会
１
１

で
あ
っ
た
。
同
史
料
は
関

東
州
在
住
の
中
国
人
労
働
者
の
中
か
ら
、
家
族
持
労
働
者
１
２

一
四
〇
世
帯
、
単
身
労
働
者
三
三
八
名
を
抽

出
・
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
。
家
族
持
労
働
者
一
四
〇
世
帯
の
内
訳
は
、
工
場
労
働
者
一
一
三
世
帯
、
交

通
労
働
者
二
七
世
帯
で
あ
り
、
家
計
費
の
記
入
は
、
選
定
さ
れ
た
世
帯
の
世
帯
主
に
よ
り
調
査
事
項
を
家

計
簿
に
記
入
す
る
と
い
う
方
法
で
行
わ
れ
て
い
た
１
３

。
単
身
労
働
者
は
共
同
生
活
を
し
て
い
る
者
で
、
か

れ
ら
の
生
計
費
は
共
同
生
計
費
と
個
人
生
計
費
と
の
二
つ
の
面
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
共
同
生
計
費
は

工
場
労
務
担
当
者
が
毎
日
記
入
し
た
家
計
簿
式
共
同
生
活
帳
に
よ
っ
て
、
八
事
業
場
の
共
同
生
活
者
七
二

四
九
名
の
平
均
よ
り
算
出
さ
れ
、
個
人
生
計
費
は
労
働
者
に
対
す
る
聞
取
調
査
で
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
で
あ

る
１
４

。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
、
太
平
洋
戦
争
勃
発
前
後
の
中
国
人
労
働
者
の
家
計
支

出
構
造
と
煙
草
消
費
の
実
態
を
検
討
す
る
。

二
、
家
族
持
労
働
者
の
家
計
と
煙
草
消
費

表

7
―
1
は
、
関
東
州
に
お
け
る
家
族
持
労
働
者
一
世
帯
一
ヶ
月
の
平
均
実
収
支
を
示
し
て
い
る
。
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一
世
帯
一
ヶ
月
の
平
均
実
収
入
総
額
を
工
場
労
働
者
・
交
通
労
働
者
別
に
み
る
と
、
工
場
労
働
者
は
九
一
・

七
八
円
で
、
交
通
労
働
者
は
九
七
・
四
六
円
で
あ
り
、
交
通
労
働
者
の
ほ
う
が
高
い
実
収
入
が
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
実
支
出
総
額
を
職
種
別
に
み
る
と
、
工
場
労
働
者
は
九
三
・
二
九
円
で
、
交
通
労

働
者
は
九
八
・
七
八
円
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
計
に
差
し
引
き
一
・
五
一
円
、
一
・
三
二
円
の
赤
字
が

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
実
収
入
に
何
ら
か
の
収
入
を
加
え
て
家
計
を
や
り
繰
り
す
る
中
国
人
労
働
者

の
家
計
が
見
え
て
く
る
。

一
歩
を
進
め
て
実
支
出
の
費
目
を
分
析
し
て
み
よ
う
。
①
飲
食
物
費
に
つ
い
て
、
工
場
労
働
者
一
世
帯



130

一
ヶ
月
は
五
一
・
六
九
円
で
、
交
通
労
働
者
は
五
〇
・
九
五
円
で
あ
る
。
そ
し
て
、
生
活
水
準
の
指
標
と

さ
れ
る
エ
ン
ゲ
ル
係
数
は
そ
れ
ぞ
れ
、
五
五
・
四
一
％
と
五
一
・
五
八
％
で
あ
る
。「
エ
ン
ゲ
ル
係
数
が
高

い
ほ
ど
家
計
は
貧
し
い
」

と
い
う
エ
ン
ゲ
ル
法
則
に
よ
れ
ば
、
工
場
労
働
者
は
交
通
労
働
者
よ
り
貧
し

い
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
②
住
居
費
は
家
賃
、
住
宅
修
繕
費
、
水
道
料
、
家
具
や
設
備
費
を

含
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
実
支
出
総
額
に
お
け
る
割
合
を
み
る
と
、
工
場
労
働
者
は
七
・
七
九
％

で
、
交
通
労
働
者
は
一
〇
・
六
二
％
で
あ
り
、
工
場
労
働
者
よ
り
交
通
労
働
者
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
。
③

光
熱
費
・
被
服
費
に
つ
い
て
は
、
両
者
と
も
高
率
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
本
調
査
が
九
月
か
ら
翌

年
の
二
月
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
た
め
、
季
節
的
な
影
響
を
強
く
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
④
雑
費

の
支
出
割
合
に
つ
い
て
み
る
と
、
工
場
労
働
者
は
一
二
・
八
八
％
、
交
通
労
働
者
は
一
四
・
三
％
で
、
工

場
労
働
者
よ
り
交
通
労
働
者
の
ほ
う
が
高
い
比
率
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
分
析
に
よ
り
、
住
居
費
、
光
熱
費
お
よ
び
雑
費
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
交
通
労
働
者
の
支

出
割
合
が
工
場
労
働
者
よ
り
高
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
飲
食
物
費
の
支
出
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
は
お
そ

ら
く
、
こ
れ
ら
の
支
出
費
目
に
圧
迫
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
被
服
費
は
実
収
入
が
多
け

れ
ば
支
出
額
と
し
て
は
多
く
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
支
出
額
が
逆
に
少
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
被
服

費
が
住
居
費
増
加
な
ど
の
影
響
を
受
け
て
先
送
り
す
る
な
ど
、
調
整
的
に
支
出
額
が
決
め
ら
れ
て
い
る
傾

向
が
強
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
固
定
的
費
目
に
支
出
し
た
上
で
、
調
整
可
能
な
支
出
を

増
減
さ
せ
て
消
費
生
活
を
合
理
化
し
、
長
期
的
な
家
計
の
能
力
を
増
強
さ
せ
よ
う
と
す
る
家
計
戦
略
が
見

て
と
れ
る
。

表

7
―
2
は
、
労
働
者
の
職
種
別
嗜
好
品
費
の
内
訳
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
表

7
―
2
か
ら
み

る
と
、
一
世
帯
一
ヶ
月
の
平
均
実
支
出
の
中
に
、
嗜
好
品
費
は
工
場
労
働
者
で
は
六
・
〇
六
円
で
実
支
出

総
額
の
六
・
五
一
％
、
飲
食
物
費
総
額
の
一
一
・
七
四
％
を
占
め
て
い
る
。
交
通
労
働
者
の
嗜
好
品
費
は

五
・
二
三
円
で
実
支
出
総
額
の
五
・
二
九
％
、
飲
食
物
費
総
額
の
一
〇
・
二
六
％
を
占
め
て
い
る
。
交
通

労
働
者
よ
り
工
場
労
働
者
の
ほ
う
が
実
支
出
や
飲
食
物
費
に
占
め
る
嗜
好
品
費
の
比
率
が
大
き
か
っ
た
こ

と
を
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
嗜
好
品
費
の
内
訳
を
み
る
と
、
一
般
的
な
傾
向
と
し
て
菓
子
類
に
対
す
る
支

出
が
最
も
多
く
、
そ
し
て
、
そ
の
支
出
額
に
は
職
種
別
の
差
が
な
か
っ
た
。
同
じ
く
嗜
好
品
と
し
て
の
酒

に
対
す
る
支
出
も
ほ
ぼ
同
額
で
あ
る
。
一
方
、
煙
草
支
出
率
で
は
工
場
労
働
者
は
交
通
労
働
者
の
約
二
倍

で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
職
種
別
嗜
好
品
消
費
の
差
は
嗜
好
品
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
煙
草
と
い
う
依
存
性
の

高
い
商
品
に
現
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
同
じ
労
働
者
で
も
そ
の
職
種
（
重
労
働
か
否
か
）
が
煙
草
消

費
の
大
き
さ
を
左
右
し
て
い
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
工
場
労
働
者
に
は
収
入
が
少
な
い
が
、
煙
草
費

を
節
約
す
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
そ
の
割
合
が
高
か
っ
た
と
い
う
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
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三
、
共
同
生
活
労
働
者
の
生
計
と
煙
草
消
費

表

7
―
3
は
共
同
生
活
労
働
者
一
ヶ
月
平
均
実
収
支
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
表

7
―
3
か
ら

み
る
と
、
共
同
生
活
労
働
者
の
う
ち
、
最
も
実
収
入
の
総
額
が
高
い
の
は
運
輸
で
四
八
・
四
七
円
、
つ
い

で
窯
業
四
六
・
八
四
円
で
あ
る
。
実
収
入
が
最
も
低
い
の
は
機
械
労
働
者
で
一
三
・
一
七
円
で
あ
る
。
共

同
生
活
労
働
者
一
ヶ
月
平
均
実
支
出
に
お
い
て
、
飲
食
物
費
・
住
居
費
・
光
熱
費
は
共
同
生
活
費
と
し
て

支
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
表

7
―
3
で
わ
か
る
。
そ
し
て
、

共
同
生
活
費
の
実
支
出
総
額

に
対
す
る
割
合
を
業
態
別
に

み
る
と
、
機
械
と
化
学
は
共

同
生
活
費
と
い
う
支
出
が
な

く
、
窯
業
は
実
支
出
の
六
四
・

六
八
％
、
紡
績
は
三
四
・
〇

一
％
、
運
輸
は
五
六
・
〇
四
％

を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
共

同
生
活
者
は
個
人
の
実
支
出

以
外
、
国
元
送
金
や
貯
金
を

し
て
い
る
こ
と
は
表

7
―

3
で
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
嗜
好
品
の
消
費
に

つ
い
て
み
れ
ば
、
嗜
好
品
に

対
す
る
支
出
の
平
均
は
実
支

出
総
額
の
二
九
・
六
二
％
を

占
め
て
い
る
。
業
態
別
に
み

る
と
、
実
収
入
・
実
支
出
に

大
き
な
差
が
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
の
た
め
、
本
項
で

は
共
同
生
活
者
の
嗜
好
品
消

費
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
、

表 － 　共同生活者一ヶ月平均実支出(全関東州)

業態別
実収入
総額

実支出
総額

共同生計
費負担額

嗜好品費
被服費

国元送
金

貯金
総額 煙草 酒類 菓子類

総
数

金額

比率

窯
業

金額

比率

機
械

金額

比率

化
学

金額

比率

紡
績

金額

比率

運
輸

金額

比率

注：金額の単位は円、比率の単位は％である。

出所：前掲「生計調査報告書　自昭和十六年九月至昭和十七年二月』、 - 頁より

作成

7 3

134 135

38.18 14.38 6.59 4.26 1.86 0.88 0.84 2.62 2.82 1.28 
265.51 100.00 45.83 29.62 12.93 6.12 5.84 18.22 63.09 28.63 
46.84 24.38 15.77 5.29 2.49 0.99 0.84 1.98 0.27 4.39 

192.10 100.00 64.68 21.70 10.21 4.06 3.45 8.12 5.41 87.98 
13.17 4.73 - 0.56 0.30 - 0.21 2.76 1.19 0.26 

278.20 100.00 - 11.84 6.34 - 4.44 58.35 82.07 17.93 
40.27 5.95 - 3.40 1.49 0.87 0.63 2.18 11.57 0.30 

676.80 100.00 - 57.14 25.04 14.62 10.59 36.64 97.47 2.53 
42.16 15.79 5.37 5.72 1.97 1.55 1.15 3.98 0.12 -

267.00 100.00 34.01 36.23 12.47 9.81 7.31 25.20 10.71 -
48.47 21.11 11.83 6.35 3.08 1.01 1.35 2.21 0.95 1.47 

229.60 100.00 56.04 30.08 14.59 4.78 6.40 10.47 32.20 49.83 
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支
出
率
で
は
な
く
支
出
額
を
重
視
す
る
。
ま
ず
、
個
人
生
計
費
に
お
い
て
、
嗜
好
品
消
費
の
一
般
傾
向
と

し
て
は
煙
草
に
対
す
る
支
出
が
最
も
多
か
っ
た
。
菓
子
類
の
支
出
が
家
族
持
労
働
者
の
嗜
好
品
消
費
に
比

べ
、
か
な
り
少
な
い
が
、
そ
の
原
因
は
、
「
菓
子
が
お
ん
な
と
子
ど
も
の
も
の
だ
」
１
５

と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
菓
子
類
は
労
働
者
自
身
よ
り
、
家
族
の
た
め
に
消
費
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
共
同
生

活
労
働
者
の
生
計
費
で
は
、
支
出
の
二
〇
％
以
上
が
煙
草
・
酒
の
消
費
に
充
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

決
し
て
低
い
値
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
嗜
好
品
費
の
総
額
が
最
も
高
い
の
は
運
輸
労
働
者
で
あ
る
。
そ

の
内
訳
を
み
る
と
、
煙
草
支
出
が
最
も
多
く
、
嗜
好
品
費
に
占
め
る
割
合
は
ほ
か
の
業
態
労
働
者
に
比
べ

て
高
い
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
窯
業
労
働
者
は
、
実
支
出
総
額
が
ほ
か
の
労
働
者
に
比
べ
て
高
い

に
も
関
わ
ら
ず
、
嗜
好
品
費
の
総
額
が
相
対
的
に
低
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
関
東
州
労
務
協
会
の
調
査
報
告
書
を
基
づ
き
、
一
九
四
〇
年
代
初
頭
の
満
洲
に
お
け
る

中
国
人
労
働
者
の
家
計
支
出
構
造
と
家
計
に
お
け
る
煙
草
消
費
の
傾
向
を
明
ら
か
に
し
た
。
以
下
で
は
、

ほ
ぼ
同
時
期
の
満
洲
に
お
け
る
中
国
人
給
料
生
活
者
の
家
計
と
比
較
し
、
労
働
者
の
階
層
的
特
徴
を
究
明

す
る
。

第
二
節

消
費
構
造
の
職
業
別
比
較

―
給
料
生
活
者
と
の
比
較
―

本
節
で
は
、
前
章
で
分
析
さ
れ
た
中
国
人
給
料
生
活
者
の
家
計
デ
ー
タ
を
用
い
て
比
較
を
し
、
煙
草
消

費
の
職
業
的
特
徴
を
検
討
す
る
。

一
、
比
較
対
象
デ
ー
タ
に
つ
い
て

比
較
に
あ
た
っ
て
、
前
章
で
は
中
心
史
料
と
し
て
使
わ
れ
た
「
家
計
調
査
報
告
書

自
康
徳
九
年
五
月

至
康
徳
十
年
四
月
」（
満
洲
国
国
務
院
総
務
庁
統
計
処
、
一
九
四
三
年
）
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
報

告
書
の
調
査
地
域
は
新
京
、
奉
天
、
チ
チ
ハ
ル
、
佳
木
斯
、
ハ
ル
ビ
ン
、
間
島
の
六
都
市
で
あ
っ
た
。
調

査
の
対
象
は
官
公
吏
・
会
社
員
を
含
む
給
料
生
活
者
二
〇
〇
〇
世
帯
で
あ
る
が
、
途
中
で
記
入
を
中
止
し

た
も
の
や
記
入
不
良
の
も
の
を
除
き
、
採
択
さ
れ
た
世
帯
は
八
八
〇
世
帯
と
な
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
中
国

人
は
四
七
七
世
帯
で
あ
る
。
よ
り
正
確
な
比
較
結
果
を
出
せ
る
た
め
、
本
章
は
中
国
人
給
料
生
活
者
四
七

七
世
帯
の
家
計
デ
ー
タ
の
み
を
用
い
て
比
較
を
行
う
。
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表

7
―
4
は
一
九
四
二
年
度
満
洲
に
お
け
る
中
国

人
給
料
生
活
者
一
世
帯
一
ヶ
月
の
平
均
実
収
支
を
示
し

て
い
る
。
表

7
―
4
か
ら
み
る
と
、
中
国
人
給
料
生
活

者
一
世
帯
一
ヶ
月
の
平
均
実
収
入
一
七
一
・
〇
四
円
に

対
し
、
実
支
出
は
一
七
九
・
六
三
円
、
実
収
入
対
実
支

出
の
不
足
は
八
・
五
九
円
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
九
四

〇
年
代
初
頭
の
中
国
人
給
料
生
活
者
の
家
計
に
も
余
裕

が
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
給
料
生
活
者
の

一
世
帯
一
ヶ
月
の
実
収
入
を
職
種
別
に
み
る
と
、
平
均

一
七
一
・
〇
四
円
、
内
訳
は
官
公
吏
一
六
八
・
八
八
円
、

会
社
員
一
七
五
・
〇
四
円
で
あ
る
。
こ
の
家
計
調
査
で

は
調
査
対
象
者
に
限
定
が
あ
る
た
め
、
極
端
な
実
収
入

格
差
は
数
値
に
表
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
実
支
出
の
内
訳

を
み
る
と
、
住
居
費
・
被
服
費
・
雑
費
で
は
労
働
者
層

よ
り
給
料
生
活
者
の
ほ
う
は
高
い
割
合
を
示
し
て
い
る

一
方
、
光
熱
費
で
は
労
働
者
層
の
比
率
が
高
い
こ
と
が

わ
か
る
。
前
述
の
と
お
り
、
調
査
期
間
に
関
連
が
あ
る

が
、
隙
間
の
多
い
貧
弱
な
家
屋
の
た
め
に
燃
料
費
が
非

効
率
的
に
支
出
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

雑
費
が
高
い
こ
と
は
、
給
料
生
活
者
の
修
養
・
娯
楽
の

水
準
が
労
働
者
よ
り
高
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

二
、
比
較
の
結
果

比
較
の
結
果
は
表

7
―
5
の
と
お
り
で
あ
る
。
給
料
生
活
者
と
家
族
持
労
働
者
と
の
家
計
構
造
に
お

い
て
、
一
世
帯
一
ヶ
月
の
平
均
実
収
入
を
比
較
す
る
と
、
給
料
生
活
者
の
収
入
が
労
働
者
の
約
一
・
八
四

倍
で
あ
る
が
、
実
支
出
に
対
す
る
実
収
入
は
不
足
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
飲
食
物
費
の
割
合
で
は
明

確
な
差
が
確
認
で
き
る
。
中
国
人
労
働
者
の
家
計
に
お
い
て
、
飲
食
物
費
の
実
支
出
に
対
す
る
割
合
（
エ

ン
ゲ
ル
係
数
）
は
五
四
・
六
四
％
で
あ
る
。
ほ
ぼ
同
時
期
の
中
国
人
給
料
生
活
者
一
世
帯
一
ヶ
月
の
平
均

飲
食
物
費
は
実
支
出
の
四
三
・
三
二
％
を
占
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
期
の
満
洲
に
お
い
て
は
エ
ン

表 - 　中国人給料生活者一世帯一ヶ月平均実支出

職業別
実収入
総額

実支出
総額

飲食物費 居住費 光熱費 被服費 其の他

総数（円）

総数（％）

官公吏(円)

官公吏（％）

会社員（円）

会社員（％）

出所：国務院総務庁統計処編『家計調査報告書　自康徳九年五月至康徳十
年四月』国務院総務庁統計処、 年、 - 頁より作成

7 4

1943 88 98

171.04 179.63 76.02 20.02 17.38 24.12 42.09 
95.23 100.00 11.15 9.68 13.43 23.43 

168.88 178.38 74.23 20.72 18.07 23.46 41.90 
94.67 100.00 11.62 10.13 13.15 23.49 

175.04 181.96 79.36 18.78 16.11 25.32 42.44 
96.20 100.00 10.29 8.85 13.02 23.32 

42.32 

41.61 

43.62 
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ゲ
ル
係
数
が
低
か
っ
た
給
料
生
活
者
は
労
働
者
よ
り

相
対
的
に
豊
か
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
言
え
る
が
、

決
し
て
絶
対
的
に
生
活
水
準
が
高
か
っ
た
こ
と
を
意

味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

ま
た
、
嗜
好
品
費
総
額
の
実
支
出
に
対
す
る
割
合
に

つ
い
て
、
給
料
生
活
者
は
六
・
三
五
％
、
労
働
者
は
六
・

二
六
％
で
ほ
ぼ
同
率
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
各
品
目

の
構
成
比
率
を
確
認
す
る
と
、
煙
草
費
の
実
支
出
に
対

す
る
割
合
は
給
料
生
活
者
で
は
一
・
八
七
％
、
労
働
者

で
は
一
・
八
四
％
で
ほ
ぼ
同
率
で
あ
る
が
、
実
支
出
に

対
す
る
酒
類
支
出
の
割
合
が
高
い
の
は
、
労
働
者
で
あ

る
。
そ
の
か
わ
り
に
、
給
料
生
活
者
の
菓
子
類
に
対
す

る
支
出
は
労
働
者
よ
り
は
る
か
に
多
か
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
給
料
生
活
者
よ
り
貧
困
な
生
活

を
送
っ
て
い
る
労
働
者
は
嗜
好
品
と
し
て
の
煙
草
に

対
す
る
支
出
を
減
ら
し
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
で
き

よ
う
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
煙
草
と
い
う
嗜
好
品

の
特
性
を
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
煙
草
は
習
慣
性

が
強
い
商
品
で
あ
る
た
め
、
簡
単
に
や
め
る
こ
と
が
で

き
な
い
一
方
、
文
化
活
動
の
な
い
低
収
入
労
働
者
に
と

っ
て
、
煙
草
お
よ
び
酒
の
嗜
み
が
重
要
な
娯
楽
手
段
で

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
、
嗜
好
品
支
出
に
は
「
煙
草
」
と
い
う
商
品
が
も
つ
特
性
に
よ
っ
て
、

飲
食
物
費
に
お
け
る
エ
ン
ゲ
ル
係
数
の
よ
う
な
家
計
法
則
が
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
、
主
に
家
計
調
査
の
統
計
か
ら
職
業
別
煙
草
消
費
動
向
を
探
っ
た
結
果
、
給
料
生
活
者
よ
り
貧
困

な
生
活
を
送
っ
て
い
る
労
働
者
の
家
計
で
は
、
嗜
好
品
と
し
て
の
煙
草
に
対
す
る
支
出
率
が
低
く
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
、
給
料
生
活
者
は
娯
楽
の
選
択
肢
が
拡
大
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
労
働
者

に
と
っ
て
煙
草
の
娯
楽
的
性
格
が
強
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

表7-   職業別家計支出と煙草消費（ 年度）

職業別 実収入 実支出
飲食物

費
嗜好品
費総額

煙草 酒類 菓子類

給料生
活者

金額

比率

家族持
労働者

金額

比率

出所：前掲『家計調査報告　自康徳九年五月至康徳十年四月』 頁、

前掲「生計調査報告書　自昭和十六年九月至昭和十七年二月」 頁よ

り作成

5 1942

171.04 179.63 76.02 11.41 3.36 1.03 6.01 
95.23 100.00 43.32 6.35 1.87 0.57 3.35 
92.87 94.35 51.55 5.91 1.74 1.15 2.63 
98.43 100.00 54.64 6.26 1.84 1.22 2.79 

88-177
106-127
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家
計
記
録
は
そ
の
時
代
の
一
般
民
衆
の
物
質
生
活
の
特
徴
を
鮮
明
に
映
し
出
し
て
い
る
。
関
東
州
労
務

協
会
が
調
査
・
発
行
し
た
「
生
計
調
査
報
告
書

自
昭
和
十
六
年
九
月
至
昭
和
十
七
年
二
月
」
は
、
当
該

時
期
の
中
国
人
労
働
者
の
生
活
実
態
を
知
る
う
え
で
有
用
な
史
料
で
あ
る
。
本
章
で
は
同
報
告
書
を
基
に

し
て
、
太
平
洋
戦
争
勃
発
前
後
の
中
国
人
労
働
者
の
生
活
実
態
や
、
煙
草
を
中
心
と
し
た
嗜
好
品
消
費
の

特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
指
摘
し
う
る
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
一
九
四
〇
年
代
初
頭
の
満
洲
に
お
い
て
は
、

家
族
持
労
働
者
の
家
計
支
出
構
造
か
ら
み
て
、
家
計
の
赤
字
が
あ
っ
た
上
で
、
飲
食
物
費
が
支
出
総
額
の

半
分
以
上
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
に
し
て
も
住
居
費
や
光
熱
費
な
ど
の
社
会
固
定
費
に
支
出
が
強
制
さ
れ

て
い
る
た
め
、
飲
食
物
費
が
犠
牲
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
共
同
生
活
者
は
生
計
に
は
多
少
余

裕
が
見
ら
れ
、
国
元
送
金
や
貯
金
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
次
に
、
家
計
に
お
け
る
煙
草
消
費
の
特
徴
に

つ
い
て
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
収
入
が
高
い
層
の
割
合
が
高
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
労
働
者
と
い
う
低
所

得
層
の
修
養
・
娯
楽
の
水
準
が
か
な
り
低
か
っ
た
た
め
、
煙
草
の
娯
楽
的
性
格
が
強
く
見
ら
れ
る
。
煙
草

と
類
似
し
た
性
質
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
酒
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
最
後
に
、
家
計
調
査
を
分
析
し
た

結
果
の
限
り
、
太
平
洋
戦
争
期
の
植
民
地
社
会
が
露
呈
し
て
い
る
深
刻
な
問
題
は
当
時
の
労
働
者
の
み
な

ら
ず
、
給
料
生
活
者
の
家
計
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

本
章
が
史
料
の
利
用
・
分
析
に
つ
い
て
多
く
の
課
題
を
残
し
て
い
る
。
特
に
家
計
の
収
入
階
層
別
分
析

や
、
煙
草
消
費
に
影
響
を
及
ぼ
す
政
府
政
策
な
ど
に
つ
い
て
の
検
討
は
今
後
の
課
題
に
し
た
い
。

注１

松
村
高
夫
「
満
州
国
成
立
以
降
に
お
け
る
移
民
・
労
働
政
策
の
形
成
と
展
開
」
満
州
史
研
究
会
編
『
日

本
帝
国
主
義
下
の
満
州
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
七
二
年
、
二
四
七
頁

２

一
九
三
八
年
度
の
入
満
数
は
四
九
万
二
三
六
七
人
で
あ
っ
た
が
、
一
九
三
九
年
度
の
は
労
務
委
員
会
の

許
可
数
九
一
万
人
に
対
し
、
実
際
の
入
満
数
は
九
八
万
五
六
六
九
人
に
達
し
た
。

３

鈴
木
隆
史
『
日
本
帝
国
主
義
と
満
州

1900

―1945

（
下
）
』
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
、
三
三
二
頁

４

南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
社
長
室
人
事
課
編
『
大
連
に
於
け
る
中
国
人
労
働
者
の
生
活
状
態
』
南
満
洲
鉄

道
株
式
会
社
、
一
九
二
八
年
、
一
四
一
頁

５

満
鉄
調
査
部
や
関
東
局
・
満
洲
国
政
府
に
よ
る
各
種
労
働
実
態
調
査
、
満
鉄
経
済
調
査
会
の
立
案
調
査

書
類
、『
満
洲
労
働
年
鑑
』（
満
洲
労
工
協
会
、
一
九
四
〇
年
）
や
『
満
洲
鉱
工
年
鑑
』（
満
洲
鉱
工
技
術
員

協
会
、
一
九
四
四
年
）
、
満
洲
・
華
北
の
労
働
力
調
達
配
給
訓
練
な
ど
を
専
門
的
に
取
扱
っ
た
大
東
公
司
、
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満
洲
労
工
協
会
の
調
査
資
料
な
ど
、
実
態
調
査
か
ら
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
に
至
る
ま
で
相
当
な
量
に
達

す
る
。

６

依
田
憙
家
「
日
本
帝
国
主
義
の
中
国
東
北
に
お
け
る
労
働
統
制

―
大
東
公
司
の
設
立
を
め
ぐ
っ
て
―
」

『
社
会
科
学
討
究
』
第
二
三
巻
第
一
号
、
一
九
七
七
年
、
一
七
九
―
二
〇
二
頁

７

前
掲
『
日
本
帝
国
主
義
と
満
州

1900
―1945

（
下
）
』
塙
書
房
、
一
九
九
二
年

８

高
網
博
文
「
開
欒
炭
鉱
に
お
け
る
労
働
者
の
状
態
と
一
九
二
二
年
の
労
働
争
議
」『
歴
史
学
研
究
』
第
四

九
一
号
、
一
九
八
一
年

９

窪
田
宏
「
満
州
支
配
と
労
働
問
題
」
小
島
麗
逸
編
『
日
本
帝
国
主
義
と
東
ア
ジ
ア
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所
、
一
九
七
九
年
、
二
六
九
―
三
二
七
頁

１
０

松
本
俊
郎
「
労
働
力
・
労
働
問
題
」
一
橋
大
学
経
済
研
究
所
日
本
経
済
統
計
文
献
セ
ン
タ
ー
編
『
日
本
・

旧
満
州
鉄
鋼
業
資
料
解
題
目
録
』
（
上
・
下
）
、
一
橋
大
学
経
済
研
究
所
日
本
経
済
統
計
文
献
セ
ン
タ
ー
、

一
九
七
九
・
一
九
八
〇
年

１
１

関
東
州
労
務
協
会
は
一
九
三
八
年
一
〇
月
に
、
満
洲
国
と
日
本
の
租
借
地
関
東
州
と
の
管
轄
権
限
調
整

に
よ
っ
て
大
東
公
司
（
一
九
三
四
年
に
華
北
か
ら
満
洲
へ
流
入
す
る
労
働
者
大
群
の
統
制
の
た
め
に
設
立
）

大
連
出
張
所
に
か
わ
っ
て
誕
生
し
た
日
本
国
社
団
法
人
で
あ
る
。
一
九
三
九
年
に
満
洲
労
工
協
会
と
の
間

に
「
労
働
統
制
業
務
一
元
化
に
関
す
る
協
定
」
を
締
結
し
、
関
東
州
内
の
労
働
協
力
任
務
を
負
う
こ
と
に

な
っ
た
。

１
２

ほ
と
ん
ど
独
身
で
入
満
し
、
家
族
持
労
働
者
は
一
度
帰
省
し
再
渡
満
す
る
と
き
帯
同
す
る
の
が
多
い
。

そ
し
て
、
あ
る
調
査
で
は
、
家
族
持
労
働
者
の
割
合
は
入
満
労
働
者
全
体
の
八
％
を
占
め
て
い
る
。

１
３

関
東
州
労
務
協
会
「
生
計
調
査
報
告
書

自
昭
和
十
六
年
九
月
至
昭
和
十
七
年
二
月
」
近
現
代
資
料
刊

行
会
編
『
植
民
地
社
会
事
業
関
連
資
料
集

満
洲
・
満
洲
国

12
』
近
現
代
資
料
刊
行
会
、
二
〇
〇
五
年
、

一
六
三
頁

１
４

同
右
、
一
六
二
―
一
七
二
頁

１
５

加
藤
ゆ
う
こ
「
菓
子
」
高
田
公
理
・
嗜
好
品
文
化
研
究
会
編
『
嗜
好
品
文
化
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
世

界
思
想
社
、
二
〇
一
二
年
、
六
五
頁
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補
章

近
代
関
内
の
煙
草
産
業

は
じ
め
に

本
章
は
、
近
代
中
国
関
内
に
お
け
る
煙
草
産
業
の
実
態
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
業
を
通
し

て
、
こ
れ
ま
で
分
析
し
て
き
た
満
洲
煙
草
産
業
の
地
域
的
特
徴
を
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
が
本
章
の
目
的

で
あ
る
。

中
国
に
お
け
る
喫
煙
の
歴
史
は
長
い
が
、
紙
巻
煙
草
の
伝
来
は
一
八
九
〇
年
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

後
、
一
九
〇
二
年
ロ
ン
ド
ン
で
設
立
さ
れ
た
英
米
煙
草
会
社
は
中
国
市
場
に
進
出
し
た
こ
と
に
伴
い
、
紙

巻
煙
草
が
普
及
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
当
時
の
紙
巻
煙
草
の
ほ
と
ん
ど
は
外
国
か
ら
輸
入
さ
れ
、
そ
し
て

一
般
的
に
は
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
を
原
料
と
し
て
製
造
さ
れ
た
も
の
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
米
国
種
黄

色
葉
煙
草
と
紙
巻
煙
草
の
中
国
現
地
生
産
や
、
中
国
民
族
資
本
、
日
本
資
本
な
ど
の
煙
草
業
者
の
登
場
に

よ
っ
て
中
国
は
煙
草
企
業
が
競
合
す
る
場
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
近
代
関
内
煙
草
市
場
の
実
態
を
明
ら

か
に
す
る
の
が
本
章
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
中
国
関
内
の
地
域
は
広
大
で
あ
る
が
、
土
壌
、
気

候
及
び
交
通
な
ど
の
要
因
に
よ
り
、
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
の
産
地
は
山
東
省
、
河
南
省
、
安
徽
省
に
集
中

し
て
い
た
。

第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
は
、
華
北
地
方
の
山
東
省
に
お
け
る

葉
煙
草
栽
培
を
対
象
と
し
た
研
究
は
な
さ
れ
て
い
る
が
、
華
中
地
方
の
河
南
省
・
安
徽
省
の
栽
培
状
況
を

解
明
す
る
研
究
は
極
め
て
少
い
。
本
章
で
は
、
主
な
葉
煙
草
産
地
で
あ
っ
た
山
東
省
・
河
南
省
・
安
徽
省

の
三
省
す
べ
て
を
取
り
上
げ
、
葉
煙
草
の
生
産
状
況
と
、
煙
草
会
社
の
買
付
競
争
の
実
態
を
明
ら
か
に
す

る
。一

方
、
近
代
中
国
関
内
に
お
け
る
煙
草
販
売
市
場
に
関
す
る
先
行
研
究
は
序
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
多

く
蓄
積
さ
れ
て
い
る
が
、
研
究
者
の
着
目
点
に
よ
っ
て
、
対
象
と
す
る
煙
草
事
業
の
経
営
主
体
に
偏
り
が

見
ら
れ
、
煙
草
産
業
の
実
態
を
包
括
的
に
捉
え
る
研
究
は
ま
だ
不
十
分
と
言
え
る
。
そ
こ
で
本
章
は
先
行

研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
中
国
民
族
資
本
の
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
、
多
国
籍
企
業
の
英
米
煙
草
会
社
、
日

本
資
本
の
東
亜
煙
草
会
社
の
三
社
を
検
討
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
の
競
争
に
対
す
る
分
析
を
通

じ
て
近
代
中
国
関
内
に
お
け
る
紙
巻
煙
草
市
場
・
葉
煙
草
市
場
の
あ
り
よ
う
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
国

民
政
府
の
煙
草
に
対
す
る
課
税
の
実
態
、
煙
草
税
が
国
民
政
府
の
財
政
や
煙
草
企
業
に
与
え
た
影
響
を
検

討
す
る
。
最
後
に
検
討
し
た
結
果
を
も
っ
て
、
近
代
満
洲
の
煙
草
産
業
と
比
較
検
討
を
行
い
、「
満
洲
」
と
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い
う
地
域
の
煙
草
産
業
の
特
質
を
一
層
明
ら
か
に
す
る
。

第
一
節

関
内
に
お
け
る
葉
煙
草
の
栽
培
状
況
と
煙
草
企
業
の
買
付
競
争

米
国
種
黄
色
葉
煙
草
の
関
内
へ
の
導
入
は
一
九
一
一
年
の
こ
と
で
あ
り
、
山
東
省
文
登
県
孟
家
荘
に
試

作
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
試
作
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
そ
の
後
、
一
九
一

三
年
に
新
た
な
候
補
地
で
あ
る
濰
県
で
試
作
が
行
わ
れ
、
成
功
を
み
た
と
い
う
１

。
試
作
の
成
功
に
よ
っ

て
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
の
関
内
栽
培
が
は
じ
ま
っ
た
。
本
節
で
は
、
華
北
・
華
中
産
地
の
葉
煙
草
栽
培
状

況
と
、
煙
草
企
業
の
葉
煙
草
買
付
競
争
の
実
態
を
考
察
す
る
。

一
、
華
北
産
地
の
山
東
省

山
東
省
は
土
壌
や
気
候
・
降
雨
量
・
膠
済
鉄
道
な
ど
の
有
利
な
条
件
で
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
栽
培
の
最

適
地
と
認
め
ら
れ
た
２

。
そ
し
て
、
試
作
の
成
功
や
中
国
に
お
け
る
紙
巻
煙
草
需
要
の
増
大
を
直
接
原
因

と
し
て
、
英
米
煙
草
会
社
は
産
地
を
拡
大
し
よ
う
と
し
、
耕
作
者
に
種
子
や
肥
料
を
無
料
で
配
布
し
、
耕

作
指
導
を
行
い
、
乾
燥
か
ら
鑑
別
ま
で
を
教
え
た
３

。
ま
た
、
英
米
煙
草
会
社
の
み
な
ら
ず
、
南
洋
兄
弟

煙
草
会
社
も
山
東
省
益
都
県
楊
家
荘
な
ど
に
お
い
て
、「
附
近
の
三
六
箇
村
の
村
長
を
招
待
し
、
米
国
種
黄

色
葉
煙
草
を
栽
培
す
る
者
に
は
種
子
を
無
償
配
布
す
る
外
、
一
大
畝
当
り
二
〇
圓
の
奨
励
金
を
交
付
す
る
」

４

な
ど
の
奨
励
策
を
積
極
的
に
行
っ
た
。

こ
う
し
た
煙
草
企
業
の
推
進
策
に
よ
っ
て
、
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
の
耕
作
面
積
は
年
々
拡
大
の
傾
向
を

た
ど
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
実
績
は
表
補
１
の
と
お
り
で
あ
る
。
表
補

1
を
み
る
と
、
米
国
種
黄
色
葉
煙
草

の
耕
作
面
積
は
曲
線
的
上
昇
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
九
一
三
年
に
わ
ず
か
一
六
町
の
耕
作
が

な
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
二
一
年
に
一
万
二
三
五
〇
町
に
耕
作
面
積
が
拡
大
さ
れ
た
。
し
か
し
、
戦
後
恐

慌
後
の
価
格
低
迷
で
一
九
二
二
年
に
耕
作
面
積
と
生
産
数
量
が
急
減
し
た
。
そ
の
後
は
回
復
し
た
が
、
一

九
二
五
～
一
九
二
七
年
に
な
っ
て
突
然
低
落
し
て
い
る
。
そ
の
原
因
に
つ
い
て
、
自
然
災
害
に
よ
る
不
作

や
、
五
・
三
〇
事
件
の
影
響
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
二
五
年
の
五
・
三
〇
事
件
に
よ
る
「
排
外
思

想
は
山
東
各
地
に
も
浸
潤
し
来
り
て
、
当
地
方
各
校
学
生
は
種
々
な
る
会
名
の
下
に
外
国
種
葉
煙
草
栽
培

を
妨
害
し
、
即
ち
植
付
者
に
は
重
罰
を
課
す
る
と
か
、
廃
作
せ
し
む
る
と
か
、
様
々
の
宣
伝
に
勉
め
た
る

結
果
、
〔
中
略
〕
煙
草
植
付
を
中
止
す
る
者
続
出
す
る
の
状
況
を
呈
し
た
」
５

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た



139

耕
作
面
積
と
出
荷
量
の
減
少
に
よ
っ
て
集
荷
価
格
が
上
昇
し
、
一
九
二
八
年
の
耕
作
面
積
は
倍
以
上
に
伸

び
、
集
荷
量
も
回
復
し
た
。
そ
の
後
も
増
大
を
辿
り
、
一
九
三
六
年
に
二
万
七
五
五
〇
町
に
ま
で
作
付
の

拡
大
が
み
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
済
南
事
件
に
よ
る
日
本
軍
の
占
領
で
、
国
民
政
府
か
ら
の
徴
税
が
一
時

的
に
免
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
葉
煙
草
は
換
金
作
物
で
あ
る
た
め
、
一
九
三
〇
年

代
に
は
貧
農
ま
で
そ
の
栽
培
に
熱
心
で
あ
っ
た
６

。
こ
の
よ
う
に
、
一
九
三
〇
年
代
米
国
種
黄
色
葉
煙
草

の
栽
培
が
普
及
し
、
耕
作
面
積
は
大
幅
に
拡
大
し
た
。

山
東
省
に
お
け
る
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
の
栽
培
が
普
及
し
た
と
同
時
に
、
品
質
も
改
良
さ
れ
た
た
め
、

山
東
省
は
関
内
の
最
も
有
望
な
産
地
に
な
っ
た
。
一
九
一
七
年
、
英
米
煙
草
会
社
は
二
十
里
堡
地
方
に
広

大
な
土
地
を
買
収
し
、
永
続
的
な
買
付
場
と
再
乾
燥
工
場
を
建
設
し
、
葉
煙
草
の
取
引
環
境
を
整
え
た
。

翌
年
、
英
米
煙
草
会
社
を
追
っ
て
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
が
、
つ
い
で
日
本
の
業
者
で
あ
っ
た
中
裕
公
司
７

、

山
東
煙
公
司
８

な
ど
も
買
付
場
、
乾
燥
工
場
を
設
け
、
激
し
い
買
付
競
争
を
展
開
し
た
９

。
し
か
し
、
本
章

の
考
察
対
象
の
一
つ
で
あ
る
東
亜
煙
草
会
社
は
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
や
英
米
煙
草
会
社
と
異
な
り
、
自

ら
葉
煙
草
の
買
付
を
行
わ
ず
、
日
本
資
本
の
葉
煙
草
会
社
か
ら
葉
煙
草
を
買
入
れ
た
。
米
星
煙
草
会
社
１
０

は
そ
の
買
付
代
理
会
社
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
一
九
二
三
年
、
米
星
煙
草
会
社
（
甲
）
と
東
亜
煙
草
会
社
（
乙
）

と
の
間
に
、
山
東
省
産
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
の
取
引
に
関
す
る
契
約
が
締
結
さ
れ
た
。
契
約
の
内
容
は
以

下
の
よ
う
で
あ
る
。

表補１　山東省における葉煙草の耕作実績

年次 耕作面積（町） 生産数量 千瓩

1913年

1914年

1915年

1916年

1917年

1918年

1919年

1920年

1921年

1922年

1923年

1924年

1925年

1926年

1927年

1928年

1929年

1930年

1931年

1932年

1933年

1934年

1935年

1936年

出所：天野元之助『中国農業の諸問題』技報
堂、1952年、141－142頁、伊藤武雄『支那商
品叢書第十四輯　葉煙草』南満洲鉄道株式会
社上海事務所、1939年、68-69頁より作成

( )
16 4,880

160 45,250
640 181,640

2,000 600,000
3,000 820,000
3,840 774,600
6,857 2,029,300
9,500 3,420,000

12,350 3,695,000
4,757 998,930
8,140 2,684,000
8,547 2,332,980
4,700 1,629,100
3,394 1,027,000
3,191 1,179,500
8,229 2,452,700
8,584 2,601,970
9,900 3,571,000

15,010 4,462,800
13,110 4,520,400
16,933 6,253,560
18,696 6,507,500
25,530 8,156,000
27,550 8,438,800
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第
一
項

甲
ハ
乙
ガ
指
定
シ
タ
ル
場
所
ニ
於
テ
乙
ガ
交
付
シ
タ
ル
標
本
ニ
依
リ
山
東
省
産
米
国
種
葉

煙
草
ヲ
乙
ガ
命
ス
ル
数
量
又
ハ
其
範
囲
内
ニ
於
テ
甲
ガ
買
付
ケ
得
ル
数
量
ヲ
買
付
ケ
甲
ノ
乾
燥
室
ニ

於
テ
之
ヲ
調
理
再
乾
燥
及
樽
詰
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

〔
中
略
〕

第
三
項

甲
ハ
乙
ガ
書
面
ヲ
以
テ
指
定
シ
タ
ル
平
均
単
価
ヲ
超
エ
サ
ル
範
囲
内
ニ
テ
葉
煙
草
ヲ
買
付

ク
ヘ
シ

〔
中
略
〕

第
五
項

乙
ハ
甲
ニ
対
シ
本
件
葉
煙
草
ノ
買
付
ニ
関
シ
各
種
ノ
指
示
ヲ
為
ス
権
利
ヲ
有
シ
又
買
付
後

及
調
理
再
乾
燥
樽
詰
荷
造
ノ
進
行
中
本
件
葉
煙
草
ノ
検
査
ヲ
為
ス
権
利
ヲ
有
ス
１
１

契
約
内
容
の
と
お
り
、
東
亜
煙
草
会
社
は
直
接
的
に
葉
煙
草
の
買
付
を
行
っ
て
い
な
い
が
、
葉
煙
草
の

品
質
や
、
価
格
、
数
量
な
ど
を
間
接
的
に
決
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
買
付
け
た
葉
煙
草
の
乾
燥
も
買
付
代

理
会
社
に
行
わ
せ
て
い
た
。

ま
た
、
当
時
の
葉
煙
草
耕
作
者
は
自
由
耕
作
者
で
あ
る
た
め
、
自
由
に
そ
れ
ぞ
れ
の
好
む
買
付
場
に
生

産
し
た
葉
煙
草
を
持
ち
込
ん
で
鑑
定
を
受
け
、
値
段
が
折
り
合
え
ば
売
却
し
、
折
り
合
わ
な
か
っ
た
な
ら

ば
ほ
か
の
買
付
場
へ
持
ち
込
ん
で
売
却
し
て
い
た
。
売
却
す
る
際
の
鑑
定
方
法
に
つ
い
て
、「
老
練
な
技
術

者
〔
葉
煙
草
鑑
定
人
〕
が
数
名
の
支
那
人
助
手
を
従
へ
て
、
並
べ
ら
れ
た
葉
煙
草
の
荷
を
片
端
か
ら
ひ
つ

く
り
返
へ
し
て
中
味
の
検
査
を
行
ひ
つ
つ
、
何
等
何
弗
を
」
１
２

迅
速
に
鑑
定
す
る
と
い
う
。
葉
煙
草
の
買

付
は
一
種
の
戦
い
で
あ
り
、
各
会
社
は
様
々
な
買
付
方
法
を
講
じ
な
が
ら
買
付
を
行
っ
た
。
買
付
の
実
態

に
つ
い
て
、
当
時
の
産
地
耕
作
者
に
対
す
る
聞
き
取
り
調
査
１
３

の
結
果
と
し
て
、

イ
）
英
米
ト
ラ
ス
ト
に
比
較
し
て
日
本
商
社
並
び
に
中
国
商
社
の
収
買
設
備
は
不
完
全
で
あ
る
。
収

買
手
続
き
や
鑑
定
な
ど
も
敏
速
で
な
い
。

ロ
）
収
買
価
格
は
常
に
英
米
ト
ラ
ス
ト
が
建
て
て
、
中
日
商
社
は
そ
れ
に
追
従
し
て
い
る
か
ら
中
日

商
社
へ
の
販
売
は
極
め
て
不
安
で
あ
る
。
而
も
葉
煙
草
の
品
位
別
に
割
高
、
割
安
の
差
が
甚
だ
し
く

そ
れ
に
一
貫
性
が
な
い
か
ら
一
層
不
安
に
な
る
。

ハ
）
収
買
価
格
は
等
級
別
よ
り
も
、
品
質
相
当
な
極
め
て
小
刻
み
な
植
付
け
を
希
望
す
る
。
検
斤
に

就
い
て
は
一
層
厳
格
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
。

と
い
っ
た
産
地
耕
作
者
の
声
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
の
業
者
や
中
国
の
業
者
に
比
べ
、
英
米
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煙
草
会
社
は
設
備
の
完
備
な
ど
の
面
で
耕
作
者
の
信
頼
を
得
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、「
葉
煙
草
収
買
に
当
っ

て
農
民
の
興
味
を
惹
き
う
る
程
度
の
買
付
け
価
格
を
と
」
り
、「
更
に
買
付
け
に
際
し
て
は
不
正
行
為
の
如

き
は
発
生
し
な
い
と
の
信
用
を
抱
か
し
め
る
こ
と
に
努
力
し
て
来
て
い
」
１
４

た
。
そ
の
結
果
、
英
米
煙
草

会
社
は
「
各
収
買
場
は
終
日
鑑
定
を
終
る
こ
と
能
は
ざ
る
の
盛
況
に
在
り
」
、
「
爾
餘
の
日
華
各
商
の
買
付

は
相
当
困
難
を
極
め
つ
つ
あ
」
１
５

っ
た
。
一
九
三
四
年
度
山
東
省
に
お
け
る
葉
煙
草
買
付
の
結
果
を
例
に

み
る
と
、
英
米
煙
草
会
社
は
他
社
よ
り
優
位
の
買
付
条
件
で
六
割
と
い
う
産
地
独
占
の
状
況
に
あ
り
１
６

、

日
本
資
本
の
葉
煙
草
会
社
は
二
、
三
割
の
み
を
手
に
入
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
中
国
の
煙
草
業
者
は
わ
ず
か
に

一
、
二
割
で
あ
っ
た
１
７

。

な
お
、
買
付
場
は
す
べ
て
の
葉
煙
草
産
地
に
設
け
ら
れ
ず
、
山
東
省
に
は
黄
旗
堡
、
蝦
蟆
屯
駅
前
、
坊

子
、
二
十
里
堡
、
濰
県
、
譚
家
坊
、
楊
家
荘
、
益
都
、
辛
店
の
九
箇
所
に
設
置
さ
れ
て
い
た
１
８

。
交
通
が

不
便
な
小
村
落
の
場
合
に
は
、「
上
海
、
漢
口
の
仲
買
問
屋
筋
又
は
輸
出
業
者
、
直
接
に
買
付
員
を
特
派
し

て
、
農
家
よ
り
直
接
所
要
の
品
質
の
も
の
を
買
付
く
る
も
の
な
り
、
各
産
地
に
は
小
な
る
仲
買
問
屋
を
有

す
る
地
方
も
あ
り
て
、
一
定
口
銭
を
受
け
、
買
付
員
の
止
宿
・
買
付
・
荷
造
の
便
宜
を
與
ふ
」
１
９

と
い
う

間
接
的
手
段
で
買
付
が
行
わ
れ
た
。

二
、
華
中
産
地
の
安
徽
省
・
河
南
省

安
徽
省
に
お
け
る
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
の
栽
培
は
山
東
省
よ
り
遅
れ
て
行
わ
れ
た
。
最
初
、
安
徽
省
の

米
国
種
黄
色
葉
煙
草
産
地
は
鳳
陽
県
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
鳳
陽
県
附
近
に
お
い
て
は
、
農
業
従
事

者
一
〇
人
の
う
ち
、
三
人
も
し
く
は
四
人
が
煙
草
栽
培
者
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
門
台
子
、

鄧
家
荘
、
劉
府
、
蚌
埠
な
ど
の
北
部
地
域
に
広
が
っ
た
。
安
徽
省
北
部
に
お
い
て
は
、
畑
の
大
部
分
は
丘

陵
で
あ
り
、
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
の
栽
培
に
は
比
較
的
適
し
て
い
る
一
方
、
国
民
政
府
は
農
家
の
困
窮
を

救
済
す
る
見
地
か
ら
、
そ
の
栽
培
を
奨
励
し
、
一
九
三
二
年
に
は
蚌
埠
の
銀
行
に
栽
培
に
対
し
て
七
万
元

の
貸
付
金
を
支
出
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
の
栽
培
は
次
第
に
盛
ん
に
な
っ
た
。
従
来
、

同
地
方
で
買
付
に
努
力
し
て
い
た
の
は
英
米
煙
草
会
社
で
あ
り
、
そ
し
て
葉
煙
草
耕
作
者
は
一
般
的
に
英

米
煙
草
会
社
よ
り
種
子
を
配
給
さ
れ
、
義
務
的
に
生
産
品
を
同
社
に
売
っ
て
い
た
た
め
、
同
地
方
で
は
「
煙

草
」
と
い
え
ば
「
英
米
」
と
答
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
２
０

。
す
な
わ
ち
、
安
徽
省
に
お
い
て
は
英

米
煙
草
会
社
の
独
占
的
地
位
は
山
東
省
よ
り
も
一
層
明
瞭
で
あ
っ
た
。
英
米
煙
草
会
社
の
葉
煙
草
買
付
盛

況
に
対
し
て
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
葉
煙
草
工
場
は
一
九
二
一
年
以
降
、
そ

の
操
業
が
停
止
さ
れ
、
工
場
の
敷
地
さ
え
も
売
ら
れ
て
し
ま
っ
た
２
１

。
そ
の
結
果
、
安
徽
省
に
お
け
る
米
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国
種
黄
色
葉
煙
草
の
生
産
高
の
約
六
〇
％
は
英
米
煙
草
会
社
が
買
入
れ
、
二
〇
％
は
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社

に
よ
っ
て
買
付
さ
れ
、
さ
ら
に
残
余
の
二
〇
％
は
地
場
で
消
費
さ
れ
、
地
方
商
人
の
取
り
扱
い
に
な
っ
て

い
る
２
２

。
当
地
方
で
は
日
本
資
本
の
煙
草
業
者
の
姿
は
日
中
戦
争
前
に
は
全
く
な
か
っ
た
。
日
中
戦
争
勃

発
後
、
日
本
占
領
地
の
拡
大
に
伴
い
、
有
利
な
操
業
環
境
下
で
、
東
亜
煙
草
会
社
が
ほ
か
の
日
系
事
業
者

と
提
携
し
て
、
葉
煙
草
の
買
付
を
行
っ
て
い
た
が
、
そ
の
実
態
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

河
南
省
に
お
い
て
は
、
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
の
生
産
地
は
襄
城
県
か
ら
次
の
十
一
県
へ
及
ん
だ
。
西
北

部
の
禹
県
、
陝
県
、
臨
汝
、
直
西
に
あ
た
る
実
豊
、
魯
山
、
南
西
の
葉
県
、
京
漢
鉄
道
線
を
横
断
し
て
襄

城
の
北
東
の
長
葛
の
諸
地
方
、
そ
し
て
鉄
道
沿
線
の
許
昌
、
臨
潁
、
郾
城
及
び
安
陽
で
あ
る
２
３

。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
煙
草
地
帯
は
安
徽
省
や
山
東
省
よ
り
貧
弱
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
河
南
省
で
は
耕
作

資
金
の
貸
付
が
上
述
の
二
省
の
よ
う
に
普
及
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
葉
煙
草
耕
作

者
は
葉
煙
草
を
栽
培
す
る
に
あ
た
り
、
安
い
肥
料
を
使
っ
て
い
た
２
４

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
広
大
な
河
南
産

地
に
お
い
て
も
、
英
米
煙
草
会
社
は
葉
煙
草
の
買
付
場
を
設
置
し
、
買
付
網
を
形
成
し
た
。
し
か
し
、
一

九
二
七
年
武
漢
政
府
２
５

の
北
伐
と
と
も
に
、
国
民
革
命
の
波
が
河
南
の
中
央
部
に
達
し
た
。
そ
の
と
き
、

許
昌
に
あ
る
英
米
煙
草
会
社
の
葉
煙
草
工
場
は
国
民
政
府
に
よ
っ
て
没
収
さ
れ
た
。
倉
庫
に
あ
っ
た
機
械

も
葉
煙
草
と
と
も
に
競
売
さ
れ
、
残
っ
た
工
場
の
建
物
は
革
命
的
動
乱
の
最
中
に
破
壊
さ
れ
た
。
こ
の
よ

う
に
、
河
南
省
に
お
け
る
英
米
煙
草
会
社
の
買
付
網
は
完
全
に
瓦
解
し
た
。
そ
の
後
の
数
年
間
、
英
米
煙

草
会
社
は
上
海
に
あ
る
中
国
人
の
買
付
代
理
店
か
ら
、
莫
大
な
河
南
産
葉
煙
草
を
買
わ
ざ
る
を
え
な
い
状

態
に
置
か
れ
た
。
こ
の
機
に
乗
じ
、
中
国
民
族
資
本
の
葉
煙
草
買
付
業
者
は
河
南
省
に
お
い
て
、
葉
煙
草

の
八
〇
％
以
上
を
買
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
一
九
二
八
年
以
降
、
国
民
革
命
の
熱
情
の
減
退

に
伴
い
、
英
米
煙
草
会
社
の
勢
力
は
復
活
し
は
じ
め
、
新
た
に
葉
煙
草
の
買
付
場
を
設
け
、
民
族
資
本
の

買
付
業
者
と
激
し
い
競
争
を
行
っ
た
２
６

。
そ
の
結
果
、
一
九
三
五
年
以
降
は
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
及
び
ほ

か
の
中
国
人
代
理
店
の
買
付
量
は
急
激
に
減
少
し
、
一
九
三
六
年
に
河
南
省
に
お
け
る
米
国
種
黄
色
葉
煙

草
は
事
実
上
、
ま
た
英
米
煙
草
会
社
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
２
７

。

三
、
葉
煙
草
の
輸
入
状
況

関
内
に
お
け
る
葉
煙
草
産
地
の
生
産
量
は
前
述
の
よ
う
に
、
年
々
増
加
し
て
い
る
が
、
大
き
な
煙
草
消

費
市
場
で
あ
る
中
国
で
は
、
国
産
葉
煙
草
の
供
給
は
ま
だ
市
場
の
需
要
を
満
足
さ
せ
て
い
な
か
っ
た
。
ま

た
、
国
内
産
葉
煙
草
は
品
質
が
米
国
産
に
及
ば
ず
、
中
下
等
煙
草
に
用
い
ら
れ
て
い
た
た
め
、
外
国
か
ら

の
輸
入
が
必
要
と
な
っ
た
。
表
補

2
は
そ
の
輸
入
状
況
を
示
し
て
い
る
。
表
補

2
で
わ
か
る
と
お
り
、
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葉
煙
草
の
輸
入
量
は
一
九
三
一
年
を
ピ
ー
ク
に
し
て
、
一
九
二
五
年
・
一
九
三
二
年
・
一
九
三
五
年
に
三

度
の
激
減
が
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
一
九
二
五
年
と
一
九
三
五
年
の
急
落
は
世
界
恐
慌
の
影
響
に
よ
る
結

果
と
思
わ
れ
る
が
、
一
九
三
二
年
の
低
落
に
つ
い
て
、
以
下
の
原
因
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
①
金
高

銀
安
の
結
果
、
葉
煙
草
の
価
格
が
暴
騰
し
、
国
内
に
お
け
る
小
煙
草
工
場
に
お
い
て
は
、
外
国
葉
煙
草
を

購
買
す
る
資
力
が
な
く
な
っ
た
。
②
国
内
の
対
外
国
煙
草
の
購
買
力
が
減
退
し
、
そ
の
結
果
、
各
地
に
小

資
本
煙
草
工
場
が
群
立
し
た
。
③
民
族
煙
草
工
場
の
中
で
、
比
較
的
規
模
の
大
き
な
も
の
は
、
小
煙
草
工

場
の
市
場
を
奪
取
す
る
た
め
、
廉
価
な
原
料
を
使
用
す
る
こ
と
に
な
り
、
従
来
利
用
し
て
き
た
外
国
産
葉

煙
草
の
割
合
を
漸
次
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
至
っ
た
。
④
関
内
産
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
は
一
九
三
〇
年
か
ら

一
九
三
一
年
に
か
け
て
急
増
し
、
低
価
格
で
あ
る
こ
と
か
ら
輸
入
葉
煙
草
市
場
を
排
除
し
た
。
⑤
一
九
三

三
年
の
紙
巻
煙
草
に
対
す
る
増
税
は
、
さ
ら
に
多
量
の
国
産
葉
煙
草
の
使
用
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
２
８

。
な

お
、
こ
れ
ら
の
輸
入
葉
煙
草
の
輸
入
先
を
み
る
と
、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
、
日
本
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
主
で

あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
輸
入
は
も
っ
と
も
多
く
、
全
輸
入
量
の
約
九
割
を
占
め
て
い
た
２
９

。

以
上
、
華
北
・
華
中
産
地
を
中
心
に
、
関
内
に
お
け
る
葉
煙
草
の
生
産
状
況
・
輸
入
状
況
と
煙
草
企
業

の
買
付
実
態
を
検
討
し
て
き
た
。
煙
草
企
業
の
栽
培
奨
励
策
に
よ
っ
て
、
関
内
に
お
け
る
米
国
種
黄
色
葉

煙
草
の
栽
培
が
盛
ん
に
な
っ
た
一
方
、
巻
煙
草
市
場
の
拡
大
に
伴
い
、
葉
煙
草
の
輸
入
増
加
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
葉
煙
草
産
地
に
お
け
る
買
付
競
争
は
激
し
く
行
わ
れ
て
い
た
結
果
、
英
米
煙
草
会
社
は
他
社
よ
り

表補 　中国における葉煙草の輸入表

年次 数量 価額

1917年

1918年

1919年

1920年

1921年

1922年

1923年

1924年

1925年

1926年

1927年

1928年

1929年

1930年

1931年

1932年

1933年

1934年

1935年

1936年

1937年

1938年

注：単位について、1933年までは数量は担、
価格は海関両；1934年以後は数量は公担、価
格は元である。
出所：伊藤武雄『支那商品叢書第十四輯　葉
煙草』南満洲鉄道株式会社上海事務所、1939
年、1-8頁より作成

2

153,927 3,632,924
186,520 5,832,117
166,992 5,553,984
232,418 12,989,024
201,683 2,992,318
197,014 3,246,629
314,980 12,686,497
692,584 24,902,483
359,097 19,892,446
755,083 25,574,863
633,003 22,057,021

1,069,851 34,384,087
959,608 28,066,216
927,686 30,721,943

1,240,717 49,806,305
587,694 23,217,507
848,633 22,509,676
295,072 30,995,433
80,586 8,159,678

113,809 15,016,645
168,822 19,389,578
193,895 20,580,218
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優
位
を
占
め
て
い
た
。
河
南
省
に
お
け
る
英
米
煙
草
会
社
の
買
付
網
は
国
民
革
命
で
一
時
的
に
瓦
解
さ
れ

た
が
、
そ
の
産
地
独
占
の
地
位
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
節

関
内
に
お
け
る
紙
巻
煙
草
市
場
と
企
業
別
シ
ェ
ア

本
節
で
は
、
関
内
に
お
け
る
紙
巻
煙
草
市
場
の
あ
り
よ
う
を
解
明
す
る
。
な
お
、
史
料
の
都
合
上
、
す

べ
て
の
都
市
・
年
度
で
区
分
し
て
考
察
す
る
の
が
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
収
集
で
き
た
史
料
を
基
に
検
討

を
進
め
て
い
き
た
い
。

一
、
近
代
関
内
の
煙
草
工
業

関
内
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
煙
草
工
場
が
設
立
さ
れ
た
の
は
一
九
〇
三
年
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
担
い

手
は
英
米
煙
草
会
社
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
、

日
清
戦
争
の
敗
北
に
よ
っ
て
開
港
場
で
の

工
場
設
置
権
が
許
容
さ
れ
、
外
国
企
業
の
進

出
が
あ
い
つ
い
で
行
わ
れ
た
３
０

。
煙
草
工
業

は
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
最
初
の
中

国
民
族
資
本
の
煙
草
工
場
は
、
英
米
煙
草
会

社
の
進
出
に
遅
れ
、
一
九
〇
三
年
に
葉
巻
煙

草
工
場
と
し
て
設
立
さ
れ
た
人
和
煙
廠
と

徳
隆
煙
廠
で
あ
っ
た
３
０

。
そ
の
後
、
南
洋
兄

弟
煙
草
会
社
を
含
む
多
く
の
民
族
工
場
が

相
次
い
で
勃
興
し
た
が
、
資
本
や
技
術
の
劣

弱
で
設
立
当
初
か
ら
経
営
困
難
な
状
況
に

お
か
れ
、
没
落
の
運
命
を
辿
ら
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会

社
は
幾
度
の
挫
折
を
経
て
改
組
を
行
っ
た

結
果
、
業
績
は
一
九
一
〇
年
代
か
ら
好
転
し

た
３
０

。
さ
ら
に
、
一
九
一
四
年
に
勃
発
し
た

表補３　上海における民族資本の煙草工場の推移

年度 工場数 指数 年度 工場数 指数

出所：中国科学院上海経済研究所、上海社会科学院経済研究所
編『南洋兄弟煙草公司史料』上海人民出版社、1960年、254－
255頁より作成

1915 5 100 1928 101 2020
1920 14 280 1929 100 2000
1921 13 260 1930 94 1800
1922 12 240 1931 79 1580
1923 13 260 1932 75 1500
1924 16 320 1933 58 1160
1925 52 1040 1934 53 1060
1926 64 1280 1935 49 980
1927 67 1340 1936 44 880
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第
一
次
世
界
大
戦
は
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
の
発
展
に
有
利
な
客
観
的
条
件
を
提
供
し
た
。
一
九
一
二
年

に
は
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
の
販
売
量
は
約
四
千
七
六
〇
箱
（
一
箱
は
五
万
本
入
）
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、

一
九
一
七
年
に
そ
の
販
売
量
は
三
万
三
八
二
五
箱
に
急
増
し
３
３

、
英
米
煙
草
会
社
に
対
抗
で
き
る
唯
一
の

中
国
民
族
資
本
に
成
長
し
た
。

南
洋
兄
弟
代
煙
草
会
社
の
好
成
績
に
刺
激
を
受
け
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
上
海
を
中
心
に
し
て
数
多
く

の
民
族
資
本
工
場
が
新
設
さ
れ
た
。
表
補

3
は
上
海
に
お
け
る
民
族
資
本
の
煙
草
工
場
数
の
推
移
を
示
し

て
い
る
。
一
九
一
五
年
、
上
海
に
お
け
る
民
族
資
本
の
煙
草
工
場
数
は
わ
ず
か
五
廠
で
あ
っ
た
が
、
一
九

二
五
年
に
五
二
廠
、
一
九
二
八
年
に
一
〇
一
廠
に
達
し
た
。
一
九
三
〇
年
代
に
入
り
、
経
済
恐
慌
の
影
響

な
ど
で
民
族
煙
草
工
業
が
漸
次
不
振
に
陥
り
、
工
場
数
も
激
減
し
、
一
九
三
六
年
に
は
工
場
数
は
四
四
廠

し
か
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
一
九
二
八
年
・
一
九
二
九
年
を
ピ
ー
ク
に
し
て
、
一
九
二

〇
年
代
に
工
場
数
の
激
増
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
工
場
数
の
激
減
が
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
一
九
二
〇
年
代
の
工
場
数
の
激
増
と
は
逆
に
、
民
族
資
本
の
煙
草
工
業
は
一
九
二
七
年
よ
り
、

苦
境
に
陥
り
は
じ
め
て
い
た
。
そ
の
最
大
の
原
因
は
、
あ
い
つ
ぐ
外
貨
排
斥
に
対
抗
し
て
、
外
国
資
本
が

大
資
本
を
利
用
し
欠
損
補
填
金
の
準
備
の
う
え
で
ダ
ン
ピ
ン
グ
を
行
い
、
ま
た
資
金
に
窮
し
た
零
細
工
場

が
投
売
を
は
じ
め
た
た
め
、
製
品
価
格
が
大
幅
に
下
落
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
３
４

。
停
業
で
工
場
数
が
激
減

し
た
一
九
三
〇
年
代
に
は
、
煙
草
工
業
全
体
と
し
て
や
や
活
況
を
取
り
戻
す
様
相
を
呈
し
た
。

な
お
、
国
内
煙
草
工
場
数
の
増
減
は
巻
煙
草
の
輸
入
量
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
実

態
に
つ
い
て
は
、
表
補

4
を
通
し
て
見
て
み
よ
う
。
表
補

4
は
一
九
〇
八
年
～
一
九
三
七
年
の
三
〇
年

間
巻
煙
草
輸
入
の
推
移

を
示
し
て
い
る
。
一
九

二
三
年
ま
で
に
巻
煙
草

の
輸
入
量
は
年
々
増
加

す
る
傾
向
を
示
し
て
お

り
、
そ
れ
以
降
、
一
九

二
八
年
の
輸
入
激
増
を

除
き
、
全
体
的
に
輸
入

減
少
の
傾
向
を
呈
し
て

い
る
。
特
に
、
一
九
三

一
年
以
後
、
自
主
関
税

の
実
施
に
伴
い
、
輸
入

表補4　中国における巻煙草輸入量の推移
（単位：100万本）

年度 輸入量 指数 年度 輸入量 指数

出所：陳翰笙（著）、水田博（訳）『産業
資本と支那農民』生活社、1941年、付録13
－15より作成

1908 2,672 100 1923 10,119 379
1909 3,103 117 1924 9,754 365
1910 3,724 139 1925 6,490 243
1911 3,837 144 1926 7,739 290
1912 4,340 162 1927 4,781 179
1913 6,209 232 1928 9,544 357
1914 6,130 229 1929 8,136 304
1915 5,246 196 1930 6,234 233
1916 6,656 249 1931 2,942 110
1917 7,909 296 1932 1,363 51
1918 9,232 345 1933 501 19
1919 7,772 291 1934 402 15
1920 8,104 303 1935 354 13
1921 8,352 313 1936 150 6
1922 9,837 368 1937 221 8
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量
は
急
速
に
転
落
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
三
二
～
一
九
三
五
年
の
統
計
に
よ
る
と
、
中
国
に
お
け
る
外
国

資
本
の
巻
煙
草
の
販
売
量
は
六
〇
・
五
％
、
民
族
資
本
の
販
売
量
は
三
八
・
九
九
％
を
占
め
、
輸
入
巻
煙

草
は
わ
ず
か
〇
・
五
一
％
を
占
め
て
い
た
３
５

。
つ
ま
り
、
一
九
三
〇
年
代
の
世
界
恐
慌
は
民
族
資
本
の
煙

草
工
業
に
打
撃
を
与
え
た
と
同
時
に
、
外
国
煙
草
の
輸
入
に
も
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
輸
入
の
減
少
や
民
族
資
本
の
不
振
を
機
に
、
外
国
資
本
の
煙
草
業
者
は
販
売
市
場
の
優

位
を
占
め
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
近
代
関
内
の
煙
草
工
業
は
一
時
的
な
繁
栄
を
み
て
か
ら
す
ぐ
に
衰
え
て
い
た
。
そ
の
背

景
に
は
、
世
界
経
済
状
況
の
影
響
の
み
な
ら
ず
、
強
力
な
競
争
相
手
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、

華
北
地
方
・
華
中
地
方
の
代
表
都
市
を
例
と
し
て
、
煙
草
企
業
の
販
売
競
争
実
態
と
市
場
シ
ェ
ア
を
解
明

す
る
。

二
、
華
北
市
場

―
済
南
・
天
津
を
例
に
―

済
南
市
場
に
お
い
て
は
、
紙
巻
煙
草
、
刻
煙
草
及
び
葉
煙
草
な
ど
が
流
通
し
て
い
た
が
、
需
要
が
最
も

多
い
の
は
紙
巻
煙
草
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
市
場
で
は
、
紙
巻
煙
草
は
従
来
、
英
米
煙
草
会
社
の
製
品
が

最
も
多
く
、
一
般
喫
煙
者
の
間
で
広
く
好
ま
れ
て
い
た
。
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
は
英
米
煙
草
会
社
を
追
従

し
、
自
社
製
品
を
盛
ん
に
華
北
市
場
に
移
入
し
、「
国
貨
提
唱
」
と
い
う
標
語
を
も
っ
て
国
民
の
愛
国
心
を

利
用
す
る
と
同
時
に
、
中
下
層
階
級
を
対
象
と
し
て
廉
価
の
製
品
を
市
場
に
出
し
て
販
路
を
拡
張
し
、
急

速
に
英
米
煙
草
会
社
の
一
大
競
合
相
手
に
成
長
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
済
南
の
煙
草
市
場
は
英
米
煙
草
会

社
と
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
の
「
伯
仲
の
姿
」
に
あ
っ
た
３
６

。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
東
亜
煙
草
会
社
の
製
品

は
「
全
く
影
を
没
し
た
る
感
あ
り
、
需
要
方
面
も
少
数
在
留
邦
人
及
一
部
支
那
人
間
に
過
ぎ
ず
」
と
い
う

状
況
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
済
南
市
場
に
お
い
て
有
力
で
あ
っ
た
の
は
、
以
上
の
三
社
製
品
を
除
く
と
、
上

海
協
和
貿
易
会
社
と
花
旗
煙
草
会
社
の
製
品
で
あ
る
。
こ
の
両
社
は
共
に
英
米
煙
草
会
社
の
附
属
企
業
で

あ
る
３
７

。
ま
た
、
済
南
煙
草
市
場
に
お
け
る
紙
巻
煙
草
の
販
売
方
法
を
み
る
と
、
各
会
社
は
代
理
店
に
委

託
し
て
煙
草
の
販
売
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
中
で
も
、
英
米
煙
草
会
社
は
四
つ
の
代
理
店
を
有
し
、
各
代

理
店
に
六
千
元
の
保
証
金
を
納
付
さ
せ
、
そ
の
販
売
高
に
対
し
て
一
定
の
割
戻
制
を
設
け
て
い
た
。
そ
し

て
、
こ
れ
ら
の
四
つ
の
代
理
店
か
ら
市
内
各
卸
売
店
に
対
し
て
委
託
販
売
を
さ
せ
、
そ
の
売
上
に
対
し
て

若
干
の
利
潤
を
取
っ
て
い
た
。
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
も
同
様
に
、
代
理
店
の
ほ
か
、
小
代
理
店
及
分
店
を

有
し
て
販
売
を
行
わ
せ
て
い
た
。
東
亜
煙
草
会
社
は
一
九
一
〇
年
代
後
半
に
は
、
い
く
つ
か
の
中
国
人
代

理
店
の
ほ
か
、
当
地
及
び
膠
済
鉄
道
沿
線
各
都
市
に
日
本
人
販
売
店
を
相
当
有
し
て
い
た
が
、
一
九
二
〇
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年
代
に
入
り
、
少
数
の
日
本
人
販
売
店
が
あ
る
に
過
ぎ
な
く
な
っ
た
３
８

。

日
本
の
租
界
が
あ
る
天
津
に
お
い
て
、
東
亜
煙
草
会
社
は
製
造
所
お
よ
び
販
売
所
を
設
置
し
た
。
し
か

し
、
天
津
煙
草
市
場
に
は
、
英
米
煙
草
会
社
と
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
の
「
強
敵
並
に
其
他
の
競
争
品
頗
る

多
き
を
以
て
、
自
然
幾
多
の
難
関
に
遭
遇
し
、
販
売
上
一
盛
一
衰
は
到
底
免
る
る
能
は
さ
り
」
３
９

と
い
う

状
況
が
あ
っ
た
た
め
、
競
争
が
激
し
く
、
東
亜
煙
草
会
社
の
売
上
利
益
は
少
な
か
っ
た
。

以
上
、
済
南
と
天
津
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
華
北
市
場
に
お
い
て
は
、
英
米
煙
草
会
社
と
南
洋
兄

弟
煙
草
会
社
は
寡
占
的
地
位
を
占
め
、
東
亜
煙
草
会
社
は
影
が
薄
く
、
た
だ
少
量
の
商
品
を
居
留
民
に
供

給
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
英
米
煙
草
会
社
は
製
造
販
売
を
行
う
の
み
な
ら
ず
、
附
属
会
社
を
も

利
用
し
て
市
場
を
獲
得
し
、
そ
の
ト
ラ
ス
ト
と
し
て
の
地
位
を
確
保
し
て
い
た
。

三
、
華
中
市
場

―
上
海
を
例
に
―

上
海
は
華
中
地
方
の
中
心
都
市
で
あ
る
。
煙
草
製
造
業
は
ほ
か
の
工
業
と
同
様
、
全
国
の
業
者
九
四
社

の
中
の
八
〇
社
以
上
の
会
社
が
上
海
に
工
場
ま
た
は
事
務
所
を
設
置
し
て
い
た
４
０

。
そ
し
て
、
上
海
に
お

い
て
製
造
さ
れ
る
煙
草
の
商
標
は
「
千
を
以
て
数
え
ら
れ
る
」
４
１

と
い
う
。
こ
の
た
め
、
煙
草
企
業
の
集

中
地
で
あ
る
上
海
の
市
況
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
関
内
煙
草
市
場
の
状
況
を
あ
る
程
度
把
握
で
き
る
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
上
海
に
お
け
る
煙
草
企
業
の
性
質
は
非
常
に
複
雑
で
あ
り
、
大
別
す
る
と
三
種
類
に
分

け
ら
れ
る
。
一
つ
目
は
、
自
家
商
標
が
な
く
、
単
に
製
造
工
場
を
持
ち
、
他
人
の
依
頼
を
受
け
て
紙
巻
煙

草
を
製
造
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
製
造
工
場
を
所
持
せ
ず
、
単
に
商
標
を
持
ち
、
他
人
に
製
造

さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
三
つ
目
は
、
製
造
工
場
を
持
ち
、
ま
た
独
自
の
商
標
を
持
っ
て
自
ら
販
売
に
当
た

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
一
つ
目
と
三
つ
目
を
兼
営
す
る
も
の
も
あ
る
４
２

。
本
論
文
の
検
討
対
象
で

あ
る
英
米
煙
草
会
社
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
、
東
亜
煙
草
会
社
は
す
べ
て
三
つ
目
に
属
す
る
。

上
海
は
紙
巻
煙
草
市
場
の
み
な
ら
ず
、
紙
巻
煙
草
原
料
で
あ
る
葉
煙
草
の
主
な
取
引
市
場
で
も
あ
っ
た
。

ま
ず
は
、
上
海
に
お
け
る
葉
煙
草
の
取
引
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
本
章
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、

各
会
社
は
大
き
な
葉
煙
草
産
地
に
買
付
場
を
設
置
し
て
現
地
買
付
を
行
っ
た
。
交
通
が
不
便
な
小
さ
な
産

地
の
場
合
は
、
仲
買
問
屋
や
輸
出
業
者
を
通
し
た
間
接
手
段
で
、
ま
た
は
直
接
に
買
付
員
を
特
派
し
て
農

家
よ
り
直
接
所
要
の
品
質
の
も
の
の
買
付
を
行
っ
た
。
こ
う
し
て
買
付
け
ら
れ
た
葉
煙
草
が
産
地
か
ら
上

海
に
運
搬
さ
れ
る
。
そ
の
運
搬
形
態
は
三
つ
あ
り
、
「
煙
葉
行
」
と
い
う
葉
煙
草
商
人
が
運
搬
す
る
も
の
、

産
地
の
運
輸
会
社
が
運
搬
す
る
も
の
、
産
地
の
耕
作
者
や
商
人
が
直
接
運
搬
す
る
も
の
で
あ
る
。
葉
煙
草

商
人
の
場
合
は
、
ま
ず
は
産
地
で
買
付
け
、
そ
の
後
上
海
に
運
び
出
し
、
上
海
の
市
価
で
売
却
す
る
も
の
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で
、
産
地
の
耕
作
者
あ
る
い
は
産
地
の
商
人
の
委
託
を
受
け
て
手

数
料
を
取
る
以
外
、
運
送
費
も
受
け
取
る
。
運
輸
会
社
の
場
合
も

同
様
に
、
手
数
料
と
運
送
費
と
を
取
る
。
直
接
運
搬
の
場
合
に
は
、

産
地
の
耕
作
者
や
商
人
は
自
ら
葉
煙
草
を
上
海
に
運
搬
し
て
上

海
の
「
煙
葉
行
」
に
取
引
を
求
め
る
。
上
海
に
運
搬
さ
れ
た
葉
煙

草
は
「
煙
葉
行
」
に
委
託
し
て
代
理
販
売
を
す
る
、
あ
る
い
は
「
煙

葉
行
」
に
売
り
渡
す
。
こ
の
葉
煙
草
仲
買
問
屋
で
あ
る
「
煙
葉
行
」

は
民
族
資
本
の
葉
行
と
外
国
資
本
の
葉
行
と
の
二
種
類
あ
り
、
そ

れ
ら
の
組
織
内
容
及
び
取
引
方
法
は
同
一
で
は
な
い
。
上
海
に
お

い
て
は
ア
メ
リ
カ
葉
煙
草
商
人
の
組
織
が
最
も
大
き
く
、
そ
の
内

部
組
織
は
中
国
と
の
取
引
を
有
利
に
す
る
た
め
、
特
に
中
国
人
の

買
辦
４
３

、
外
交
員
な
ど
を
使
用
し
て
い
る
。
民
族
資
本
の
葉
行

は
九
割
が
合
資
組
織
で
あ
る
。
ま
た
、
上
海
葉
煙
草
営
業
の
組
織

と
し
て
、
民
族
資
本
の
煙
葉
公
会
と
外
国
資
本
の
煙
葉
公
会
が

別
々
に
組
織
さ
れ
、
上
海
市
内
の
煙
草
業
者
は
す
べ
て
が
加
入
し

て
い
た
４
３

。
葉
煙
草
取
引
の
際
に
は
必
ず
「
煙
葉
行
」
の
手
に

か
か
る
。
そ
し
て
、
取
引
さ
れ
た
葉
煙
草
の
ほ
と
ん
ど
は
「
山
東
、

河
南
及
安
徽
よ
り
来
た
る
」
も
の
で
、「
色
澤
米
国
産
に
及
ば
ず
、

僅
に
中
下
等
煙
草
製
造
に
用
ひ
ら
る
ゝ
程
度
に
て
、
上
等
煙
草
は

殆
ど
全
部
米
国
産
を
用
ひ
ら
」
４
３

れ
た
。

ま
た
、
上
海
の
紙
巻
煙
草
史
を
み
る
と
、
そ
れ
は
外
国
資
本
と

民
族
資
本
と
の
競
争
の
歴
史
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
資
本
力
の
相
異
に
よ
り
中
国
民
族
資
本
は
外
国
資
本

に
圧
迫
さ
れ
て
い
る
。
一
九
三
三
年
度
の
資
本
額
を
み
れ
ば
、
外
国
資
本
の
工
場
が
八
社
あ
り
、
そ
の
資

本
総
額
は
お
よ
そ
四
二
一
六
万
六
〇
〇
〇
元
に
達
す
る
が
、
民
族
資
本
六
〇
社
の
資
本
総
額
は
わ
ず
か
一

五
四
六
万
一
〇
〇
〇
元
で
あ
る
。
そ
し
て
、
外
国
資
本
の
煙
草
工
場
は
い
ず
れ
も
銀
行
と
密
接
な
つ
な
が

り
が
あ
り
、
急
用
な
場
合
は
資
本
を
調
達
で
き
る
の
に
対
し
、
民
族
資
本
の
煙
草
工
場
は
銀
行
と
の
つ
な

が
り
が
少
な
く
、
資
金
不
足
の
場
合
は
停
業
し
か
な
い
状
態
に
あ
っ
た
４
３

。
一
方
、
上
海
の
紙
巻
煙
草
の

総
生
産
額
に
つ
い
て
は
、
表
補

5
を
通
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
表
補

5
は
民
国
二
十
（
一
九

三
〇
）
年
度
統
税
署
の
報
告
４
４

に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
上
海
民
族
資
本
と
外
国
資
本
の
煙
草
工
場
生
産
額

を
示
し
て
い
る
。
一
箱
五
万
本
入
と
し
て
計
算
す
れ
ば
、
一
箱
価
格
五
百
四
〇
元
以
上
の
も
の
を
上
等
煙

表補5　民族資本と外国資本の煙草工場生産額

等級
民族資本の工場 外国資本の工場

生産量(箱) 価格（元） 生産量（箱） 価格（元）

上等煙草

中等煙草

下等煙草

合計

出所：昭和 年 月 日附在上海上谷商務参事官事務代理報告「上海の支那商

巻煙草工業現状」外務省通商局編『海外経済事情』第 年第 号、 年、

頁

120.8 44340.0 3143.0 942900.0 
83767.5 15468750.0 57037.2 10697340.0 

435266.9 54407352.5 295930.3 36991287.5 
519155.2 69920442.5 356110.5 48631527.5 

8 3 23
6 24 1933

37
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草
、
百
五
〇
元
か
ら
五
百
四
〇
元
の
も
の
を
中
等
煙
草
、
百
五
〇
元
以
下
の
も
の
を
下
等
煙
草
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
報
告
か
ら
み
て
、
民
族
資
本
の
煙
草
工
場
の
紙
巻
煙
草
は
中
下
等
品
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

る
。
外
国
資
本
煙
草
工
場
の
紙
巻
煙
草
も
多
く
は
中
下
等
品
で
あ
る
が
、
上
等
品
の
生
産
量
は
民
族
資
本

の
工
場
の
数
十
倍
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、「
上
等
煙
草
は
外
人
及
上
流
支
那
人
向
を
主
と
」
し
て

い
る
た
め
、
一
九
二
五
年
五
・
三
〇
事
件
に
よ
る
排
外
運
動
な
ど
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
影
響
比

較
的
少
く
、
市
況
不
変
」
４
８

と
い
う
実
情
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
上
海
煙
草
市
場
は
多
数
の
事
業
者

の
参
入
に
よ
っ
て
複
雑
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
紙
巻
煙
草
の
製
造
販
売
に
つ
い
て
は
、
外
国
企
業
は
膨

大
な
資
本
力
で
、
民
族
企
業
に
対
し
圧
倒
的
な
優
位
を
占
め
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
関
内
市
場
に
お
い
て
は
、
英
米
煙
草
会
社
は
絶
対
的
優
位
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
市

場
シ
ェ
ア
の
具
体
像
に
つ
い
て
、
表
補

6
を
通
し
て
確
認
し
よ
う
。
表
補

6
は
一
九
〇
二
年
か
ら
一
九

四
一
年
ま
で
の
英
米
煙
草
会
社
の
中
国
市
場
販
売
量
と
市
場
シ
ェ
ア
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
表
か
ら
み
る

と
、
一
九
一
六
年
に
は
、
英
米
煙
草
会
社
の
中
国
に
お
け
る
売
上
は
、
年
間
一
〇
〇
億
本
近
く
及
ん
だ
。

そ
の
う
ち
の
約
四
〇
％
が
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
輸
入
品
で
あ
り
、
残
り
は
中
国
国
内
の
工
場
に

お
い
て
英
米
煙
草
会
社

が
直
接
製
造
し
た
も
の

で
あ
っ
た
４
９

。
販
売
量

は
一
九
三
七
年
を
ピ
ー

ク
に
し
て
い
る
。
ま
た
、

市
場
シ
ェ
ア
に
つ
い
て
、

一
九
二
四
年
を
ピ
ー
ク

と
な
り
、
そ
れ
以
降
は

下
降
の
傾
向
を
示
し
て

い
る
が
、
日
中
戦
争
勃

発
前
後
の
一
九
三
六
～

一
九
三
八
年
に
第
二
の

ピ
ー
ク
が
み
え
る
。
一

九
二
五
年
以
降
の
市
場

シ
ェ
ア
の
縮
小
は
、
五
・

三
〇
事
件
に
よ
る
反
英

運
動
の
影
響
と
考
え
ら
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れ
る
。
第
二
の
ピ
ー
ク
は
戦
争
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
戦
争
で
外
国
か
ら
の
煙
草
輸
入
が
難

し
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
一
九
二
三
～
一
九
四
五
年
の
約
二
〇
年
間
、
英
米
煙
草
会
社
の
販
売

量
は
中
国
市
場
シ
ェ
ア
の
半
分
以
上
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

第
三
節

国
民
政
府
の
煙
草
に
対
す
る
課
税

統
税
制
定
ま
で
の
中
華
民
国
煙
草
税
制
に
つ
い
て
、
本
論
文
第
三
章
で
は
す
で
に
概
観
し
た
た
め
、
本

節
で
は
統
税
時
代
の
煙
草
課
税
実
態
を
検
討
す
る
。

一
、
国
民
政
府
の
財
政
収
入
と
煙
草
税

煙
草
税
は
一
国
政
府
の
主
要
な
歳
入
源
の
一
つ
で

あ
り
、
各
国
が
煙
草
に
重
税
を
課
し
て
い
る
。
中
国

で
は
、
煙
草
に
対
す
る
課
税
は
清
の
時
代
に
溯
る
。

中
華
民
国
成
立
後
、
煙
草
税
は
国
税
と
し
て
徴
収
さ

れ
て
い
た
。
北
京
政
府
は
一
九
一
五
年
に
煙
草
公
売

制
を
実
施
し
、
一
九
二
一
年
に
紙
巻
煙
草
税
を
創
設

し
た
。
そ
の
後
、
幾
度
の
税
率
改
定
を
経
て
、
一
九

二
七
年
に
煙
草
統
税
が
制
定
・
実
施
さ
れ
た
。
舶
来

品
は
海
関
正
税
五
％
及
び
子
口
税
二
・
五
％
の
ほ
か

に
、
煙
草
統
税
二
〇
％
を
加
え
、
合
計
二
七
・
五
％

を
課
税
さ
れ
、
国
内
製
造
の
煙
草
は
海
関
査
定
価
格

の
二
二
・
五
％
を
課
税
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
５
０

。

ま
た
、
統
税
の
実
施
は
従
来
課
税
の
主
体
・
対
象
・

税
率
・
徴
税
方
法
な
ど
各
地
で
差
異
の
あ
っ
た
間
接

消
費
税
を
統
一
的
な
税
率
で
整
理
・
統
合
さ
せ
た
。

そ
し
て
、
統
税
の
実
施
は
巻
煙
草
が
最
も
早
く
、
一

九
二
七
年
よ
り
課
税
さ
れ
、
つ
い
で
小
麦
粉
が
一
九

二
九
年
、
ほ
か
の
品
目
は
一
九
三
一
年
よ
り
徴
税
さ



151

れ
た
。
つ
ま
り
、
統
税
の
本
格
的
確
立
を
み
た
の
は
一
九
三
一
年
で
あ
り
、
自
主
関
税
の
実
施
と
同
じ
時

期
で
あ
っ
た
。

ま
ず
は
、
表
補

7
を
通
し
て
、
国
民
政
府
の
財
政
収
入
に
お
け
る
統
税
収
入
の
割
合
を
見
て
い
こ
う
。

表
補
７
を
み
る
と
、
一
九
三
〇
年
代
国
民
政
府
の
財
政
収
入
の
顕
著
な
特
徴
と
し
て
、
そ
の
大
部
分
が
間

接
税
体
系
に
属
す
る
関
税
・
塩
税
・
統
税
の
三
税
収
入
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
九
三

一
年
に
お
い
て
は
、
三
税
の
合
計
は
歳
入
総
額
の
七
八
・
六
％
を
占
め
て
い
た
。
つ
ま
り
、
国
民
政
府
の

財
政
収
入
は
直
接
税
で
は
な
く
、
間
接
税
に
依
存
し
て
い
た
と
い
う
特
徴
を
呈
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
三
税
の
中
、
関
税
収
入
は
最
も
多
く
、
統
税
収
入
は
少
な
か
っ
た
が
、
年
々
増
加
し
て
い
る
。
一
九

三
〇
―
一
九
三
七
年
の
八
年
間
、
税
額
に
し
て
約
三
・
三
倍
、
財
政
収
入
に
お
け
る
割
合
は
六
・
九
％
か

ら
一
七
・
五
％
へ
と
上
昇
し
た
。

ま
た
、
統
税
収
入
の
構
成
に
つ
い
て
、
表

補

8
を
通
し
て
み
る
と
、
統
税
総
額
が
年
々

増
加
し
て
い
た
と
と
も
に
、
巻
煙
草
統
税
額

も
年
々
増
加
し
て
い
る
。
巻
煙
草
統
税
が
制

定
さ
れ
た
初
年
度
に
、
そ
の
税
額
は
わ
ず
か

四
一
〇
万
元
で
あ
っ
た
が
、
一
九
二
九
年
に

約
一
〇
倍
の
四
一
〇
〇
万
元
に
、
一
九
三
五

年
に
七
六
九
〇
万
元
に
達
し
た
。
そ
し
て
、

統
税
収
入
総
額
に
お
け
る
巻
煙
草
税
の
比
率

を
み
る
と
、
巻
煙
草
税
は
統
税
総
額
の
六
割

以
上
を
占
め
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、

巻
煙
草
統
税
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
お
い
て
、

国
民
政
府
財
政
の
主
要
財
源
の
一
つ
と
し
て

の
地
位
を
確
立
す
る
こ
と
に
至
っ
た
。

二
、
民
族
資
本
の
煙
草
企
業
と
煙
草
税

統
税
は
工
場
よ
り
製
品
を
出
荷
す
る
際
に

賦
課
さ
れ
る
出
廠
税
で
あ
る
。
民
族
資
本
の

煙
草
工
場
で
は
、
ひ
と
ま
ず
課
税
額
を
立
替
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え
て
上
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ

の
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
多
額
の
経
営
資
金
が

必
要
と
な
っ
た
が
、
大
多
数
の
民
族
資
本
の

工
場
は
、
深
刻
な
資
金
不
足
を
内
包
し
て
い

た
た
め
、
製
品
を
販
売
す
る
前
の
段
階
か
ら

そ
の
打
撃
は
大
き
か
っ
た
。

次
に
、
巻
煙
草
統
税
の
税
率
を
確
認
し
て

み
よ
う
。
表
補

9
は
一
九
二
八
年
以
降
の
巻

煙
草
統
税
の
税
率
の
変
化
を
示
し
て
い
る
。

表
補

9
で
わ
か
る
と
お
り
、
国
民
政
府
は
一

九
二
九
年
以
降
、
毎
年
紙
巻
煙
草
税
の
改
正

を
行
っ
て
い
た
。
し
か
も
、
改
正
の
た
び
に

下
級
品
に
対
す
る
課
税
額
及
び
課
税
率
は
急

速
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
中
級
品
に
対

す
る
課
税
率
に
つ
い
て
も
、
一
九
三
〇
年
一

〇
月
か
ら
一
九
三
一
年
二
月
ま
で
の
短
期
間

引
き
下
げ
を
除
き
、
税
率
の
上
昇
が
見
ら
れ

る
。
下
級
品
は
一
九
三
三
年
一
二
月
に
は
一

九
二
九
年
当
時
の
約
四
倍
に
も
増
や
さ
れ
、

高
級
品
の
税
率
は
一
九
三
二
年
以
降
逆
に
大

幅
に
引
き
下
げ
ら
れ
、
一
九
三
三
年
一
二
月

に
は
一
九
二
九
年
当
時
の
そ
れ
ら
を
さ
ら
に

下
回
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
本
章
第
二
節
で

明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
南
洋
兄
弟
煙
草

会
社
製
品
は
ほ
と
ん
ど
中
下
等
品
で
あ
っ
た
た
め
、
国
民
政
府
の
税
率
制
定
は
外
国
資
本
企
業
を
優
遇
し

て
い
る
と
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
表
補

10
を
通
じ
て
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
の
納
税
額
の
変
化
を
確
認
し

よ
う
。
表
補

10
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
〇
年
代
に
入
り
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
の
販
売
額
は
年
々
増
加
し
て

い
る
が
、
税
率
の
上
昇
に
よ
る
納
税
額
も
年
々
増
加
し
て
い
る
た
め
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
の
実
質
販
売

額
は
ほ
と
ん
ど
増
加
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
、
国
民
政
府
は
な
ぜ
民
族
資
本
を
不
利
に
す
る
税
率
を
制
定
し
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
佐

表補9　 － 年国民政府紙巻煙草等級税率変更比較表

実施期間 級制

高級品評定税
額（価格

元基準）

中級品評定税額（価
格 元基準）

下級品評定基準
（価格 元基準）

税額
（元）

税率
（%）

税額
（元）

税率（%）
税額
（元）

税率（%）

年 月－ 年 月 7級

年 月－ 年 月 7級

年 月－ 年 月 3級

年 月－ 年 月 3級

年 月－ 年 月 3級

年 月－ 年 3級

出所：中国科学院上海経済研究所、上海社会科学院経済研究所編『南洋兄弟煙草公司史
料』上海人民出版社、1960年、385頁より引用

1928 1936

1000 400 138

1928 1 1929 2 179 17.89 64.13 16.03 20.25 14.67
1929 2 1930 10 258 25.84 93.63 23.41 29.25 21.2
1930 10 1931 2 225 22.5 56 14 32 23.2
1931 2 1932 3 305 30.5 81 20.25 39 28.26
1932 3 1933 12 95 9.5 95 23.75 55 39.86
1933 12 1937 160 16 16 40 80 57.97
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野
健
太
郎
の
研
究
成
果
５
１

を
基
に
、
簡
単
に
触

れ
る
に
と
ど
め
る
。
当
時
国
民
党
内
部
の
政
治

的
派
閥
は
、「
広
東
派
」
と
「
浙
江
派
」
に
分
か

れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
各
々
の
経
済
的
利
益
集

団
で
あ
る
「
広
東
財
閥
」
と
「
浙
江
財
閥
」
を

通
じ
て
政
府
の
財
政
政
策
に
関
与
し
て
い
た
。

そ
し
て
、「
浙
江
派
」
と
「
浙
江
財
閥
」
と
が
結

託
し
て
国
民
政
府
政
権
内
に
覇
権
的
地
位
を
占

め
て
い
た
５
１

。
ま
た
、
近
代
中
国
に
お
け
る
国

民
党
政
府
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
国
民
党
内
部

に
お
け
る
政
治
的
派
閥
（
蒋
、
宋
、
孔
、
陳
）

と
経
済
的
利
益
団
体
の
利
害
が
同
一
で
あ
り
、

外
国
資
本
に
対
し
て
妥
協
的
な
態
度
を
取
っ
た

官
僚
資
本
は
「
買
弁
的
民
族
資
本
」
と
規
定
さ

れ
て
い
る
。
一
九
二
五
年
の
五
・
三
〇
運
動
に

よ
る
排
英
排
貨
運
動
を
機
に
し
て
、
南
洋
兄
弟

煙
草
会
社
は
煙
草
市
場
を
寡
占
す
る
英
米
煙
草

会
社
の
販
売
網
を
切
り
崩
し
、
販
売
額
を
急
増

さ
せ
た
。
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
の
販
売
攻
勢
に

危
機
感
を
募
ら
せ
た
英
米
煙
草
会
社
は
、
一
九
二
六
年
五
月
に
英
米
煙
草
股
票
会
社
を
設
立
し
た
。
同
社

の
設
立
目
的
は
、
表
向
き
は
英
米
煙
草
会
社
の
株
を
収
得
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
本
当
の
狙
い
は
現
地

の
政
府
高
官
や
有
力
者
と
の
間
に
利
害
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
事
実
、
浙
江
興
業
銀
行
役
員

の
徐
新
六
、
財
政
部
長
の
宋
子
文
な
ど
が
同
社
の
株
主
・
董
事
と
し
て
招
聘
さ
れ
て
い
た
。
一
九
二
七
年

四
月
に
成
立
し
た
南
京
国
民
政
府
は
ま
だ
北
伐
を
完
了
し
て
お
ら
ず
、
巨
額
の
軍
事
費
を
公
債
の
大
量
発

行
に
よ
っ
て
調
達
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
公
債
を
引
き
受
け
る
側
の
金
融
機
関
は
一
九

二
七
年
四
月
に
、
二
五
附
税
国
庫
券
基
金
保
管
委
員
会
（
「
二
五
基
金
会
」
）
の
設
立
認
可
を
政
府
か
ら
得

る
こ
と
と
引
き
か
え
に
、
二
五
附
税
国
庫
券
三
〇
〇
〇
万
元
を
引
き
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
重

要
な
点
は
、「
二
五
基
金
会
」
の
委
員
が
「
浙
江
財
閥
」
系
金
融
機
関
の
有
力
者
で
占
め
ら
れ
、
そ
の
一
部

は
英
米
煙
草
会
社
役
員
を
兼
任
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
一
九
二
八
年
に
二
二
．
五
％
の
税
率
で
実
施
さ

れ
た
煙
草
統
税
が
民
族
資
本
に
不
利
な
税
率
と
な
っ
た
の
と
引
き
か
え
に
英
米
煙
草
会
社
が
一
〇
〇
万
元

表補10　 年代における南洋兄弟煙草会社上海工場の販売額と

統税額の推移（単位： 元）

年度 販売総額 統税納入額 税率（％） 実質販売額

1930年

1931年

1932年

1933年

1934年

1935年

1936年

出所：中国科学院上海経済研究所、上海社会科学院経済研究所編
『南洋兄弟煙草公司史料』上海人民出版社、 年、 頁より

作成

1930
1000

6,457 424 6.6 6,033
14,452 2,976 20.6 11,476
18,372 4,599 25 13,773
19,555 5,391 27.6 14,164
19,227 6,687 34.8 12,540
22,033 8,109 36.8 13,924
23,483 8,775 37.4 14,708

1960 221
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の
煙
草
統
税
の
前
払
い
に
応
じ
た
の
は
、
こ
う
し
た
英
米
煙
草
会
社
と
「
浙
江
財
閥
」
系
金
融
機
関
有
力

者
と
の
人
的
・
資
本
的
結
合
関
係
か
ら
説
明
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
５
３

。
こ
の
た
め
、
英
米
煙
草
会
社

は
中
国
に
お
い
て
、「
浙
江
財
閥
」
系
金
融
機
関
や
南
京
政
府
財
政
部
の
有
力
者
（
＝
「
浙
江
派
」
政
府
高

官
）
と
の
間
に
利
害
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
債
の
担
保
と
し
て
の
煙
草
統
税
の
税
率
交
渉

で
、
自
社
に
有
利
な
税
率
の
実
施
を
政
府
に
認
め
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
逆
に
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会

社
は
民
族
資
本
に
と
っ
て
不
利
な
煙
草
統
税
の
税
率
を
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
経
営
活
動
を
圧
迫
さ

れ
、
苦
境
に
追
い
込
ま
れ
て
い
く
。
一
九
三
四
年
に
元
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
董
事
の
李
煜
堂
が
役
員
を
兼

任
し
て
い
た
広
東
銀
行
と
、
広
東
銀
行
が
資
本
参
加
し
て
い
た
香
港
国
民
商
業
儲
蓄
銀
行
な
ど
の
「
広
東

財
閥
」
系
有
力
銀
行
は
倒
産
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
も
資
金
調
達
に
行
き
詰
ま
る
。

一
九
三
五
年
に
宋
子
文
は
広
東
銀
行
を
改
組
し
て
再
建
し
、
一
九
三
七
年
に
は
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
を
買

収
し
た
５
４

。

お
わ
り
に

以
上
で
は
、
近
代
中
国
関
内
に
お
け
る
煙
草
産
業
の
実
態
を
検
討
し
て
き
た
が
、
以
下
の
結
論
が
ま
と

め
ら
れ
よ
う
。
関
内
の
葉
煙
草
産
地
は
大
き
か
っ
た
う
え
、
煙
草
統
制
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

煙
草
企
業
は
産
地
に
買
付
場
を
設
置
し
て
激
し
い
原
料
買
付
競
争
を
行
っ
て
い
た
。
買
付
競
争
の
結
果
、

英
米
煙
草
会
社
は
産
地
を
独
占
す
る
ほ
ど
の
地
位
に
立
っ
て
い
た
。
ま
た
、
紙
巻
煙
草
の
製
造
販
売
に
つ

い
て
も
、
英
米
煙
草
会
社
は
中
国
民
族
資
本
や
日
本
の
煙
草
事
業
者
を
屏
息
さ
せ
た
。
そ
の
盛
業
は
、
巨

大
な
資
本
力
や
、
優
れ
た
技
術
、
市
場
戦
略
の
巧
み
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る

が
、
国
民
政
府
関
係
者
を
利
用
し
て
、
不
公
平
な
煙
草
税
率
の
設
定
を
成
功
さ
せ
た
こ
と
に
も
あ
る
。
煙

草
統
税
の
制
定
に
よ
っ
て
、
国
民
政
府
は
財
政
面
で
の
目
的
を
達
成
し
た
が
、
民
族
資
本
の
煙
草
企
業
は

重
税
下
、
経
営
不
況
に
陥
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
関
内
煙
草
産
業
に
対
す
る
分
析
の
結
果
に
比
較
し
、
満
洲
に
お
け
る
煙
草
産
業
の
特
質
を

あ
ら
た
め
て
考
え
る
と
、
以
下
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
近
代
満
洲
、
と
く
に
満
洲
国
期
の
煙
草
産
業
に

お
け
る
政
府
の
力
が
強
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
葉
煙
草
の
栽
培
は
政
府
機
関
の
指
導
奨
励
に
よ
っ
て
普
及

し
た
。
そ
し
て
、「
一
陌
の
下
限
」
と
い
う
満
洲
国
政
府
の
政
策
は
、
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
経
営
面
積
を

有
す
る
農
家
が
葉
煙
草
栽
培
の
主
体
と
さ
せ
た
。
し
た
が
っ
て
、
栽
培
面
積
の
大
き
さ
に
よ
る
賃
金
労
働

力
の
利
用
が
、
満
洲
の
資
本
主
義
的
農
業
経
営
の
萌
芽
を
促
進
し
た
。
ま
た
、
紙
巻
煙
草
市
場
に
お
い
て
、
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英
米
煙
草
会
社
は
販
売
市
場
の
優
位
に
立
っ
て
い
た
が
、
中
国
関
内
市
場
の
よ
う
に
煙
草
税
率
の
設
定
ま

で
を
関
与
で
き
る
力
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
子
会
社
の
満
洲
国
法
人
化
や
、
満
洲
国
内

事
業
の
日
本
軍
に
よ
る
接
収
は
政
府
政
策
に
従
っ
た
結
果
で
あ
る
。

注１

中
国
科
学
院
上
海
経
済
研
究
所
・
上
海
社
会
科
学
院
経
済
研
究
所
編
『
南
洋
兄
弟
煙
草
公
司
史
料
』
上

海
人
民
出
版
社
、
一
九
六
〇
年
、
六
一
頁

２

陳
翰
笙
（
著
）
、
水
田
博
（
訳
）
『
産
業
資
本
と
支
那
農
民
』
東
亜
叢
書
、
一
九
四
〇
年
、
一
三
頁

３

前
掲
『
南
洋
兄
弟
烟
草
公
司
史
料
』
、
六
一
頁

４

服
部
満
江
「
北
支
に
於
け
る
葉
煙
草
栽
培
普
及
事
情
」『
満
鉄
調
査
月
報
』
第
二
二
巻
第
三
号
、
一
九
四

二
年
、
一
二
九
頁

５

堀
内
孝
「
本
年
度
山
東
省
米
葉
植
付
状
況
と
排
日
英
問
題
の
影
響
」
、
一
九
二
五
年
一
〇
月
九
日
、
青
島

総
領
事
館
出
張
所
か
ら
の
報
告
書

６

内
山
雅
生
「
近
代
中
国
に
お
け
る
葉
煙
草
栽
培
に
つ
い
て
の
一
考
察
」『
社
会
経
済
史
学
』
第
四
五
巻
第

一
号
、
一
九
七
九
年
、
四
一
頁

７

中
裕
公
司
は
一
九
一
八
年
に
設
立
さ
れ
、
本
店
を
天
津
に
置
い
た
。

８

山
東
煙
公
司
は
一
九
一
九
年
九
月
に
設
立
さ
れ
、
名
古
屋
の
伊
藤
商
店
が
済
南
に
進
出
し
て
き
た
も
の

で
あ
る
。

９

北
野
順
吉
「
山
東
省
産
米
種
葉
煙
草
の
状
況

―
主
と
し
て
邦
商
を
中
心
と
し
た
る
考
察
―
」『
経
済
時

報
』
第
九
号
、
青
島
日
本
商
工
会
議
所
、
二
頁

１
０

米
星
煙
草
会
社
は
一
九
二
〇
年
山
東
省
の
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
の
買
付
を
目
的
と
し
て
済
南
に
設
立

さ
れ
た
日
本
資
本
の
業
者
で
あ
る
。

１
１

水
之
江
殿
之
『
東
亜
煙
草
社
と
と
も
に

―
民
営
煙
草
会
社
に
捧
げ
た
半
生
の
記
録
―
』
丸
善
出
版
、

一
九
八
二
年
、
三
四
九
―
三
五
四
頁

１
２

前
掲
「
山
東
省
産
米
種
葉
煙
草
の
状
況

―
主
と
し
て
邦
商
を
中
心
と
し
た
る
考
察
―
」
、
一
四
頁

１
３

国
立
北
京
大
学
農
村
経
済
研
究
所
『
山
東
黄
色
葉
煙
草
の
生
産
並
に
収
買
機
構
の
発
展
』
国
立
北
京
大

学
農
村
経
済
研
究
所
、
一
九
四
二
年
、
一
三
―
一
四
頁

１
４

華
北
総
合
調
査
研
究
所
編
『
英
米
ト
ラ
ス
ト
の
葉
煙
草
収
集
工
作
』
華
北
総
合
調
査
研
究
所
、
一
九
四

三
年
、
一
二
八
頁
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１
５

昭
和
六
年
一
一
月
一
八
日
附
在
坊
子
草
野
総
領
事
館
出
張
所
主
任
報
告
「
米
種
葉
煙
草
状
況
（
山
東

省
）
」
『
海
外
経
済
事
情
』
第
五
年
第
二
号
、
昭
和
七
年
、
三
二
―
三
三
頁

１
６

昭
和
九
年
一
〇
月
四
日
在
済
南
総
領
事
西
田
研
一
「
済
南
ニ
於
ケ
ル
巻
煙
草
業
ノ
現
状
ニ
関
ス
ル
件
」
、

JACAR.Ref.B09041167900

、
第
一
画
像
目
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）

１
７

前
掲
「
山
東
省
産
米
種
葉
煙
草
の
状
況

―
主
と
し
て
邦
商
を
中
心
と
し
た
る
考
察
―
」
、
一
四
頁

１
８

昭
和
二
年
一
二
月
二
二
日
在
坊
子
福
士
出
張
所
主
任
報
告
「
葉
煙
草
産
額
（
坊
子
地
方
）
」『
日
刊
海
外

商
報
』
第
一
〇
七
二
号
、
不
二
出
版
、
二
〇
〇
五
年
、
一
二
五
頁

１
９

大
正
一
五
年
二
月
八
日
在
支
加
藤
商
務
書
記
官
代
理
報
告
「
葉
煙
草
生
産
状
況
（
支
那
）
」
前
掲
『
日

刊
海
外
商
報
』
第
四
一
三
号
、
三
七
三
頁

２
０

伊
藤
武
雄
『
支
那
商
品
叢
書
第
十
四
輯

葉
煙
草
』
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
上
海
事
務
所
、
一
九
三
九

年
、
附
一
頁

２
１

前
掲
『
産
業
資
本
と
支
那
農
民
』
、
八
〇
頁

２
２

前
掲
『
支
那
商
品
叢
書
第
十
四
輯

葉
煙
草
』
、
八
七
―
八
九
頁

２
３

前
掲
『
産
業
資
本
と
支
那
農
民
』
、
四
〇
頁

２
４

同
右
、
二
七
頁

２
５

武
漢
政
府
は
、
一
九
二
七
年
二
月
広
東
よ
り
現
在
の
武
漢
に
移
転
し
た
、
国
共
合
作
最
後
の
中
国
国
民

政
府
で
あ
る
。

２
６

前
掲
『
産
業
資
本
と
支
那
農
民
』
、
五
六
―
五
七
頁

２
７

同
右
、
八
一
頁

２
８

前
掲
『
支
那
商
品
叢
書
第
十
四
輯

葉
煙
草
』
、
八
―
九
頁

２
９

同
右
、
八
七
―
八
九
頁

３
０

島
一
郎
『
中
国
民
族
工
業
の
展
開
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
八
年
、
二
一
〇
頁

３
０

陳
真
編
『
中
国
近
代
工
業
史
資
料

第
四
輯
』
三
聯
書
店
、
一
九
六
一
年
、
四
四
六
頁

３
０

前
掲
『
南
洋
兄
弟
煙
草
公
司
史
料
』
、
二
―
八
頁

３
３

同
右
、
一
九
頁

３
４

前
掲
『
中
国
民
族
工
業
の
展
開
』
、
二
一
四
頁

３
５

前
掲
『
産
業
資
本
と
支
那
農
民
』
、
七
二
頁

３
６

大
正
十
五
年
四
月
五
日
附
在
済
南
藤
田
総
領
事
報
告
「
済
南
貨
物
集
散
概
況
（
最
近
四
年
間
）
」
前
掲

『
日
刊
海
外
商
報
』
第
四
六
四
号
、
一
二
八
頁

３
７

大
正
一
四
年
七
月
一
日
附
在
済
南
吉
澤
総
領
事
代
理
報
告
「
煙
草
需
給
状
況
（
済
南
）
」
前
掲
『
日
刊
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海
外
商
報
』
第
二
一
三
号
、
一
一
〇
頁

３
８

同
右
。

３
９

大
正
一
三
年
七
月
一
九
日
附
在
天
津
吉
田
総
領
事
報
告
「
東
亜
煙
草
株
式
会
社
営
業
現
況
報
告
の
件
」

JACAR

、Ref.B10074098100

、
第
二
画
像
目
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）

４
０

実
業
部
臨
時
産
業
調
査
局
編
『
葉
煙
草
、
煙
草
並
に
煙
草
工
業
に
関
す
る
調
査
書
』
満
洲
国
実
業
部
臨

時
産
業
調
査
局
、
一
九
三
七
年
、
一
〇
八
―
一
〇
九
頁

４
１

昭
和
八
年
七
月
三
一
日
附
在
独
今
井
商
務
書
記
官
事
務
代
理
報
告
「
世
界
煙
草
消
費
量
」
外
務
省
通
商

局
編
『
海
外
経
済
事
情
』
第
六
年
第
三
八
号
、
三
省
堂
、
一
九
四
三
年
、
二
五
頁

４
２

昭
和
八
年
三
月
二
十
三
日
附
在
上
海
上
谷
商
務
参
事
官
事
務
代
理
報
告
「
上
海
の
支
那
商
巻
煙
草
工
業

現
状
」
前
掲
『
海
外
経
済
事
情
』
第
六
年
第
二
四
号
、
三
六
頁

４
３

買
辦
は
近
代
中
国
に
お
け
る
対
外
貿
易
上
の
特
殊
な
中
間
商
業
階
級
で
あ
る
。
（
鈴
木
総
一
郎
「
買
辦

制
度
」
『
東
亜
経
済
論
叢
』
第
一
巻
第
一
号
、
一
九
四
一
年
、
一
七
九
頁
を
参
照
）

４
３

前
掲
『
支
那
商
品
叢
書
第
十
四
輯

葉
煙
草
』
、
四
〇
―
五
三
頁

４
３

昭
和
八
年
三
月
二
三
日
附
在
上
海
上
谷
商
務
参
事
官
事
務
代
理
報
告
「
上
海
の
支
那
商
巻
煙
草
工
業
現

状
」
前
掲
『
海
外
経
済
事
情
』
第
六
年
第
二
四
号
、
三
七
頁

４
３

同
右
、
四
二
頁

４
４

同
右
、
三
六
頁

４
８

大
正
一
四
年
八
月
三
日
附
在
中
国
横
竹
商
務
書
記
官
電
報
「
煙
草
市
況
（
上
海
）
」
前
掲
『
日
刊
海
外

商
報
』
第
一
九
一
号
、
二
〇
一
頁

４
９

ハ
ワ
ー
ド
・
コ
ッ
ク
ス
（
著
）
、
た
ば
こ
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
（
訳
）
『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ガ
レ
ッ
ト
』

山
愛
書
院
、
二
〇
〇
二
年
、
一
九
一
頁

５
０

昭
和
八
年
三
月
二
三
日
附
在
上
海
上
谷
商
務
参
事
官
事
務
代
理
報
告
「
上
海
の
支
那
商
巻
煙
草
工
業
現

状
」
『
海
外
経
済
事
情
』
第
六
年
第
二
四
号
、
四
一
頁

５
１

佐
野
健
太
郎
「
Ｂ.

Ａ.

Ｔ
の
対
中
国
進
出
（
Ⅰ
）
」『
中
央
大
学
大
学
院
年
報

経
済
学
商
学
研
究
科
編
』

第
一
七
号
Ⅱ
、
一
九
八
八
年

５
１

橘
樸
『
支
那
社
会
研
究
』
日
本
評
論
社
、
一
九
三
六
年
、
二
五
九
―
二
六
二
頁

５
３

許
滌
新
『
官
僚
資
本
論
』
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
四
七
年
、
二
一
―
五
七
頁
（
原
文
は
中
国
語
）

５
４

前
掲
『
南
洋
兄
弟
烟
草
公
司
史
料
』
、
四
九
八
―
五
〇
九
頁
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終
章

第
一
節

本
論
文
の
課
題
に
対
す
る
総
括

以
上
、
中
華
民
国
期
と
満
洲
国
期
か
ら
な
る
「
近
代
」
満
洲
煙
草
産
業
の
実
態
を
を
検
討
し
て
き
た
。

本
論
文
が
序
章
で
提
起
し
た
主
要
な
研
究
課
題
は
三
点
で
あ
っ
た
。
各
章
の
中
で
は
よ
り
具
体
的
に
検
討

課
題
が
提
起
さ
れ
、
分
析
の
結
果
が
示
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
三
つ
の
基
本
課
題
に
引
き
つ
け
て
、
引
き
出

さ
れ
た
諸
々
の
結
論
を
総
括
的
に
提
示
す
る
。

第
一
の
課
題
に
関
し
て
、
本
論
文
第
二
章
で
検
討
さ
れ
た
。
南
満
洲
を
中
心
に
、
政
府
や
政
府
機
関
の

奨
励
政
策
に
伴
い
、
米
国
種
黄
色
葉
煙
草
の
栽
培
面
積
が
年
々
増
加
し
て
い
た
。
葉
煙
草
栽
培
は
労
働
集

約
的
農
業
で
あ
る
と
同
時
に
、
資
本
の
集
約
的
投
下
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
葉
煙
草
乾
燥
室
に
対
す

る
制
限
や
、
小
作
料
の
現
金
前
払
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
た
め
、
満
洲
に
お
け
る
葉
煙
草
の
生
産
主
体
は

「
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
以
上
の
経
営
面
積
を
有
す
る
中
・
上
層
の
自
作
農
と
自
小
作
農
に
限
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
葉
煙
草
生
産
農
家
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
・
高
梁
・
粟
な
ど
の
自
家
食
糧
を
確
保
す
る
う
え
で
、
葉

煙
草
栽
培
を
換
金
手
段
と
し
て
「
副
業
的
」
に
維
持
し
て
い
る
。
ま
た
、
葉
煙
草
の
栽
培
は
多
く
の
雇
用

労
働
力
を
必
要
と
す
る
た
め
、
従
来
農
業
労
働
に
参
加
し
な
か
っ
た
女
子
に
多
く
の
労
働
機
会
を
提
供
し

た
。
さ
ら
に
、
葉
煙
草
の
栽
培
に
よ
っ
て
農
家
の
農
業
経
営
費
は
大
幅
に
増
加
し
た
一
方
、
葉
煙
草
が
ほ

ぼ
一
〇
〇
％
商
品
化
・
現
金
化
さ
れ
た
こ
と
で
普
通
作
物
の
商
品
化
率
は
減
少
し
た
。
こ
れ
ら
の
変
革
の

背
後
に
、
企
業
的
農
業
経
営
方
式
へ
の
発
展
過
程
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
。
一
般
論
と
し
て
農
業
経
営
を
三

つ
の
段
階
に
区
分
し
て
、
第
一
段
階
は
自
給
自
足
の
経
営
方
式
、
第
二
段
階
は
自
家
食
糧
を
確
保
し
た
う

え
で
現
金
収
入
を
得
る
た
め
の
副
業
的
商
品
経
済
化
、
第
三
段
階
は
企
業
的
農
業
経
営
方
式
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
近
代
満
洲
に
お
け
る
葉
煙
草
の
経
営
方
式
は
こ
の
第
二
段
階
に
属
し
、
自
家
食
糧
を
確
保
し
た
う

え
で
の
副
業
的
商
品
経
済
化
経
営
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
中
国
関
内
の
山
東
省
に
お
け
る
葉
煙
草
栽
培

と
の
比
較
を
通
し
て
、
満
洲
葉
煙
草
農
業
経
営
の
地
域
的
特
徴
を
よ
り
明
白
に
し
た
。
産
業
省
葉
煙
草
栽

培
の
普
及
は
英
米
煙
草
会
社
を
中
心
と
し
た
企
業
の
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
近
代
華
北
の
「
半

植
民
地
半
封
建
」
的
社
会
性
格
や
「
耕
地
不
足
・
人
口
過
剰
」
と
い
う
農
村
の
実
態
を
背
景
に
、
山
東
省

に
お
い
て
は
葉
煙
草
栽
培
の
主
体
は
「
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
以
下
の
経
営
面
積
を
有
す
る
中
・
貧
農
層
で
あ

る
。
彼
ら
の
商
品
作
物
の
栽
培
は
ほ
と
ん
ど
自
家
労
働
力
で
な
さ
れ
て
い
て
、
完
全
に
「
家
族
的
農
業
経
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営
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
企
業
的
農
業
経
営
出
現
の
可
能
性
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
の
課
題
は
、
本
論
文
第
三
章
、
第
四
章
、
第
五
章
で
分
析
さ
れ
た
。
第
三
章
で
は
、
近
代
満
洲
の

煙
草
税
制
を
歴
史
的
に
概
観
し
、
そ
れ
が
近
代
満
洲
の
煙
草
工
業
構
造
や
満
洲
国
財
政
に
与
え
た
影
響
を

検
討
し
た
。
国
民
政
府
期
に
お
い
て
は
、
地
方
軍
閥
の
割
拠
・
対
立
に
よ
っ
て
、
煙
草
税
制
は
税
目
・
税

率
が
統
一
さ
れ
て
な
い
ま
ま
に
お
わ
っ
た
。
満
洲
国
成
立
後
、
新
た
な
煙
草
税
法
が
制
定
さ
れ
、
幾
度
の

税
制
改
正
を
行
っ
た
が
、
歳
入
増
加
を
求
め
た
た
め
、
煙
草
税
率
の
引
き
上
げ
を
繰
り
返
し
た
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
税
制
は
公
平
性
を
欠
い
て
い
た
一
方
、
課
税
方
式
に
も
問
題
が
存
在
し
て
い
た
。
ま
た
、
近
代

満
洲
に
お
い
て
は
、
も
と
も
と
資
本
力
の
差
で
外
国
資
本
が
市
場
優
位
に
立
っ
て
い
た
が
、
煙
草
税
制
の

不
中
立
性
に
よ
っ
て
、
外
国
資
本
の
さ
ら
な
る
強
大
化
と
民
族
資
本
の
さ
ら
な
る
弱
体
化
を
一
層
促
進
し

た
。
こ
の
ほ
か
、
満
鉄
附
属
地
の
よ
う
な
税
制
の
及
ば
な
か
っ
た
地
域
の
存
在
で
、
煙
草
企
業
の
分
布
状

況
に
も
影
響
を
与
え
た
。
満
洲
国
成
立
後
、
税
制
整
理
に
伴
う
煙
草
税
の
増
税
で
、
煙
草
税
収
は
後
期
の

満
洲
国
財
政
の
柱
と
な
っ
た
。

第
四
章
で
は
、
大
手
煙
草
企
業
の
競
争
を
軸
に
、
煙
草
販
売
市
場
の
実
態
を
考
察
し
た
。
近
代
の
満
州

煙
草
市
場
は
、
外
国
資
本
と
民
族
資
本
と
の
本
格
的
な
戦
い
場
で
あ
っ
た
。
外
国
資
本
の
参
入
は
あ
る
程

度
に
民
族
資
本
の
発
展
を
阻
害
し
た
が
、
紙
巻
煙
草
の
普
及
、
新
種
葉
煙
草
の
導
入
及
び
煙
草
市
場
の
活

性
化
を
促
進
し
た
。
紙
巻
煙
草
の
製
造
販
売
状
況
に
つ
い
て
は
、
英
米
煙
草
会
社
は
満
洲
に
お
い
て
は
、

ロ
シ
ア
や
日
本
の
煙
草
事
業
者
、
中
国
民
族
資
本
の
煙
草
事
業
者
を
屏
息
さ
せ
、
絶
対
優
位
に
立
っ
て
い

た
。
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
は
一
九
二
〇
年
代
に
大
き
な
市
場
を
有
し
て
い
た
が
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
そ

の
姿
を
全
く
消
し
た
。
東
亜
煙
草
会
社
は
販
売
量
で
は
英
米
煙
草
会
社
に
及
ば
な
か
っ
た
が
、
口
付
紙
巻

煙
草
市
場
を
独
占
し
た
。
こ
の
よ
う
な
競
争
的
な
高
度
寡
占
市
場
は
約
三
〇
年
間
続
け
て
い
た
が
、
一
九

四
〇
年
代
に
入
り
、
英
米
煙
草
会
社
の
日
本
軍
に
よ
る
接
収
と
、
東
亜
煙
草
会
社
の
満
洲
煙
草
株
式
会
社

に
よ
る
合
併
で
崩
壊
し
、
満
洲
煙
草
株
式
会
社
の
一
社
独
占
の
状
態
に
な
っ
た
。

第
五
章
で
は
、
販
売
手
段
と
し
て
新
聞
広
告
を
検
討
し
た
。
満
洲
国
期
の
『
満
洲
日
日
新
聞
』
と
『
満

洲
日
報
』
を
用
い
、
両
紙
に
掲
載
さ
れ
た
煙
草
の
商
品
広
告
を
分
析
し
た
結
果
、
全
体
的
な
印
象
と
し
て

は
、
英
米
煙
草
会
社
の
広
告
は
ほ
か
の
メ
ー
カ
ー
に
比
較
す
る
と
、
は
る
か
に
多
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
し

て
、
英
米
煙
草
会
社
は
販
売
市
場
の
拡
大
を
図
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
を
用
い
て
い
た
。
銘
柄
「
マ

ー
キ
ュ
リ
ー
」
の
広
告
を
用
い
て
分
析
し
た
結
果
、
英
米
煙
草
会
社
は
単
一
銘
柄
を
集
中
に
広
告
す
る
ほ

か
、
図
柄
を
変
化
さ
せ
て
広
告
効
果
の
向
上
を
図
っ
た
。
ま
た
、
新
発
売
宣
伝
の
広
告
以
外
、
宣
伝
文
の

な
い
シ
ン
プ
ル
な
広
告
が
多
用
さ
れ
、
視
覚
効
果
に
訴
え
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
英
米
煙
草
会
社
が
満
洲

の
膨
大
な
煙
草
市
場
を
独
占
で
き
た
の
は
柔
軟
な
経
営
戦
略
を
採
っ
た
こ
と
以
外
、
効
果
的
か
つ
大
規
模
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な
広
告
宣
伝
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
東
亜
煙
草
会
社
は
早

い
時
期
か
ら
新
聞
に
広
告
を
出
し
た
が
、
掲
載
頻
度
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
日
中
戦
争

勃
発
前
に
掲
載
し
た
広
告
は
ま
だ
普
通
の
商
品
広
告
で
、
製
品
品
質
の
良
さ
や
包
装
の
美
し
さ
な
ど
の
点

を
ア
ピ
ー
ル
す
る
余
裕
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
日
中
戦
争
勃
発
後
、
戦
争
の
相
乗
結
果
も
あ
っ
て
消

費
者
の
愛
国
心
を
利
用
し
て
国
貨
購
入
を
呼
び
か
け
る
手
法
は
そ
の
広
告
の
基
本
路
線
と
な
っ
た
。
ま
た
、

国
策
会
社
の
満
洲
煙
草
株
式
会
社
も
高
い
頻
度
で
広
告
を
掲
載
し
た
。
そ
の
広
告
は
戦
争
の
勃
発
・
拡
大

を
背
景
と
し
て
誕
生
し
た
も
の
で
、
政
治
宣
伝
や
戦
争
支
援
の
意
味
合
い
が
見
て
と
れ
る
。
こ
の
よ
う
に

煙
草
の
商
品
広
告
は
単
に
製
造
者
、
販
売
者
と
消
費
者
間
を
つ
な
ぐ
橋
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
重
要
な
宣
伝
陣
地
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
日
系
企
業
に
対
し
て
、
英
米
煙
草
会
社
は
戦
争
に
関

す
る
表
立
っ
た
広
告
を
一
切
掲
載
せ
ず
、
通
常
な
商
品
広
告
を
出
し
つ
づ
け
て
い
た
。

第
三
の
課
題
は
、
本
論
文
第
六
章
、
第
七
章
で
追
求
さ
れ
た
。
第
六
章
で
は
、
満
洲
国
国
務
院
総
務
庁

統
計
処
が
発
行
し
た
『
家
計
調
査
報
告
書

自
康
徳
九
年
五
月
至
康
徳
十
年
四
月
』
を
基
に
し
て
、
給
料

生
活
者
世
帯
の
消
費
構
造
や
、
煙
草
を
中
心
と
し
た
嗜
好
品
消
費
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
こ
の

結
果
、
家
計
に
お
け
る
煙
草
支
出
と
所
得
と
の
関
係
を
解
明
し
た
。
近
代
満
洲
の
家
計
に
お
け
る
実
支
出

の
中
に
、
飲
食
物
費
の
支
出
が
占
め
る
割
合
は
収
入
の
増
加
に
伴
い
、
減
少
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
が
、

煙
草
支
出
が
占
め
る
割
合
は
収
入
の
上
進
に
伴
い
、
一
定
の
限
界
ま
で
は
増
加
す
る
が
、
そ
れ
以
後
は
同

一
割
合
を
維
持
す
る
か
、
あ
る
い
は
逓
減
す
る
と
い
う
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
世
帯
一
ヶ
月
の

平
均
嗜
好
品
費
に
つ
い
て
民
族
別
か
ら
み
る
と
、
在
満
日
本
人
は
嗜
好
品
に
対
す
る
支
出
は
最
も
多
く
、

家
計
総
支
出
の
九
・
一
五
％
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
な
か
、
煙
草
に
対
す
る
支
出
よ
り
酒
類
の
消
費
は
や

や
多
か
っ
た
。
在
満
日
本
人
に
対
し
て
、
中
国
人
・
在
満
朝
鮮
人
・
在
満
ロ
シ
ア
人
は
い
ず
れ
も
、
酒
類

よ
り
煙
草
に
対
す
る
支
出
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
、
中
国
人
の
一
ヶ
月
平
均
実
支
出
に
お
い
て
、

一
・
八
七
％
を
占
め
る
煙
草
消
費
に
対
し
て
、
酒
類
は
わ
ず
か
約
〇
・
五
七
％
で
煙
草
支
出
の
三
分
の
一

に
も
及
ば
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
日
本
国
内
消
費
構
造
と
の
比
較
を
通
し
て
、
満
洲
の
家

計
支
出
構
造
の
地
域
的
特
徴
は
一
層
明
ら
か
に
な
っ
た
。
在
満
日
本
人
給
料
生
活
者
の
家
計
支
出
構
造
に

お
け
る
酒
類
支
出
が
煙
草
支
出
よ
り
多
か
っ
た
こ
と
は
特
徴
的
で
あ
る
。

ま
た
第
七
章
で
は
、
関
東
州
労
務
協
会
が
調
査
・
発
行
し
た
「
生
計
調
査
報
告
書

自
昭
和
十
六
年
九

月
至
昭
和
十
七
年
二
月
」
を
基
に
し
て
、
太
平
洋
戦
争
勃
発
前
後
の
中
国
人
労
働
者
の
生
活
実
態
や
、
煙

草
を
中
心
と
し
た
嗜
好
品
消
費
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
四
〇
年
代
初
頭
の
満

洲
に
お
い
て
は
、
家
族
持
労
働
者
の
家
計
支
出
構
造
か
ら
み
て
、
家
計
の
赤
字
が
あ
っ
た
上
で
、
飲
食
物

費
が
支
出
総
額
の
半
分
以
上
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
共
同
生
活
者
は
生
計
に
は
多
少
余
裕
が
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見
ら
れ
、
国
元
送
金
や
貯
金
を
し
て
い
た
。
ま
た
、
家
計
に
お
け
る
煙
草
消
費
の
特
徴
に
つ
い
て
、
そ
れ

は
必
ず
し
も
収
入
が
高
い
階
層
の
割
合
が
高
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
労
働
者
と
い
う
低
所
得
層
の
修
養
・

娯
楽
の
水
準
が
か
な
り
低
か
っ
た
た
め
、
煙
草
の
娯
楽
的
性
格
が
強
く
見
ら
れ
る
。
煙
草
と
類
似
し
た
性

質
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
酒
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
な
お
、
煙
草
消
費
の
大
き
な
差
が
民
族
や
職
業
に

の
み
な
ら
ず
、
煙
草
品
目
に
も
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
表
終

1
を
通
し
て
見
よ
う
。
全
満
の

煙
草
消
費
を
品
目
別
に
見
る
と
、
多
国
籍
企
業
の
英
米
煙
草
会
社
の
製
品
「
仙
女
」「
粉
刀
」
は
消
費
頻
度

が
最
も
高
く
、
日
本
資
本
の
東
亜
煙
草
会
社
の
製
品
「
金
槍
」
は
そ
の
次
に
あ
り
、
中
国
民
族
資
本
の
南

洋
兄
弟
煙
草
会
社
の
製
品
「
大
喜
」
も
良
好
な
売
行
を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
煙
草
産
業
の
各
部
門
に
対
す
る
分
析
を
通
じ
て
、
近
代
満
洲
煙
草
産
業
の
実
態
と
そ
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の
特
徴
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
近
代
の
満
洲
は
排
他
的
な
日
本
支
配
下
の
占
領
帝
国
で
あ
る
た
め
、
日
系

事
業
者
に
と
っ
て
決
定
的
に
有
利
な
操
業
環
境
で
あ
っ
た
が
、
煙
草
産
業
に
お
い
て
多
国
籍
企
業
の
英
米

煙
草
会
社
は
市
場
優
位
を
有
し
て
い
た
。
こ
れ
は
英
米
煙
草
会
社
の
資
本
力
や
、
巧
み
な
市
場
販
売
戦
略

に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、「
満
洲
に
お
け
る
成
功
事
業
は
満
鉄
、
英
米
煙
草
会
社
及
米
国
石
油
」
１

と
い
う
通
説
を
証
明
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
近
代
満
洲
、
と
く
に
満
洲
国
期
の
満
洲
煙
草
産

業
に
お
け
る
政
府
の
力
が
は
る
か
に
強
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
葉
煙
草
の
栽
培
は
政
府
機
関
の
指
導
奨
励

に
よ
っ
て
普
及
し
た
。
そ
し
て
、「
一
陌
の
下
限
」
と
い
う
満
洲
国
政
府
の
政
策
は
、
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上

の
経
営
面
積
を
有
す
る
農
家
が
葉
煙
草
栽
培
の
主
体
と
さ
せ
た
。
ま
た
、
販
売
市
場
の
優
位
に
立
っ
て
い

た
英
米
煙
草
会
社
は
、
中
国
関
内
市
場
の
よ
う
に
煙
草
税
率
の
設
定
を
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
そ
の
子
会
社
の
満
洲
国
法
人
化
や
、
満
洲
国
内
事
業
の
日
本
軍
に
よ
る
接
収
は
政
府
政
策
に
従

っ
た
結
果
で
あ
る
。
戦
前
期
日
本
資
本
主
義
の
海
外
進
出
史
を
回
顧
す
る
と
、
そ
こ
で
は
早
熟
的
な
帝
国

主
義
化
に
基
づ
く
進
出
の
軍
事
的
政
治
的
色
彩
が
濃
厚
で
、
資
本
輸
出
面
で
も
政
府
の
指
導
ま
た
は
国
家

資
本
輸
出
と
直
接
間
接
に
連
携
・
呼
応
し
た
商
社
や
財
閥
の
進
出
活
動
が
、
積
極
的
に
展
開
さ
れ
て
き
た
２

。

し
か
し
、
満
洲
煙
草
産
業
に
お
け
る
日
本
資
本
の
進
出
は
、
民
間
資
本
の
経
済
的
進
出
と
い
う
性
格
が
と

く
に
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
節

今
後
の
課
題

本
論
文
は
、
序
章
に
掲
げ
た
課
題
と
し
た
近
代
満
洲
の
煙
草
産
業
に
対
す
る
総
体
的
な
分
析
は
、
ほ
ぼ

達
成
し
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
資
料
的
制
約
な
ど
か
ら
解
明
で
き
な
か
っ
た
点
も
残
っ
て
お
り
、
最

後
に
そ
れ
ら
を
今
後
の
課
題
と
し
て
提
示
す
る
。
ま
ず
は
、
葉
煙
草
の
農
業
経
営
実
態
に
つ
い
て
、
南
満

洲
の
三
集
落
に
対
す
る
調
査
デ
ー
タ
の
み
を
用
い
て
検
討
を
す
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

よ
り
多
く
の
栽
培
地
域
と
生
産
農
家
に
関
す
る
デ
ー
タ
収
集
が
必
要
で
あ
る
。
次
に
、
紙
巻
煙
草
販
売
市

場
の
実
態
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
あ
る
年
度
の
代
表
都
市
を
事
例
と
し
た
。
販
売
市
場
の
経
年
的
変
化

を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
販
売
手
段
と
し
て
の
煙
草
広
告
を
分
析
す
る
と
き
、
英
米

煙
草
会
社
と
東
亜
煙
草
会
社
を
対
象
に
し
た
が
、
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
の
広
告
実
態
は
不
明
の
ま
ま
で
あ

る
。
今
後
は
、
満
洲
に
お
け
る
中
国
語
新
聞
に
対
す
る
分
析
を
進
め
て
い
き
た
い
。
さ
ら
に
、
煙
草
の
消

費
実
態
に
つ
い
て
、
満
洲
に
お
け
る
家
計
調
査
の
結
果
を
利
用
し
て
考
察
し
た
が
、
よ
り
多
面
的
な
分
析

は
今
後
で
は
試
み
た
い
。
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注１

満
洲
煙
草
統
制
組
合
編
『
満
洲
煙
草
事
業
小
史
』
満
洲
煙
草
統
制
組
合
、
一
九
四
三
年
、
二
九
頁

２

藤
井
光
男
『
戦
間
期
日
本
繊
維
産
業
海
外
進
出
史
の
研
究
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
七
年
、
一
頁
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参
考
文
献
一
覧

奥
付
の
あ
る
も
の
に
限
定
し
、
原
著
を
基
準
に
、
日
本
語
文
献
と
中
国
語
文
献
に
分
け
、
日
本
語
文
献
は
五

十
音
順
配
列
と
し
、
中
国
語
文
献
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
配
列
と
す
る
。
漢
字
は
概
ね
常
用
漢
字
に
改
め
た
。
新

聞
と
一
次
史
料
を
除
外
し
た
。

（
日
本
語
文
献
）

天
野
元
之
助
『
山
東
農
業
経
済
論
』
満
鉄
経
済
調
査
会
、
一
九
三
六
年

荒
川
左
千
代
『
満
洲
の
肥
料
』
満
洲
事
情
案
内
所
、
一
九
四
三
年

飯
塚
靖
・
風
間
秀
人
「
農
業
資
源
の
収
奪
」
浅
田
喬
二
・
小
林
英
夫
編
『
日
本
帝
国
主
義
の
満
州
支
配
』
時
潮

社
、
一
九
八
六
年

石
井
俊
之
「
北
支
の
農
村
経
済
社
会
」『
満
鉄
調
査
月
報
』
第
二
〇
巻
第
一
二
号
、
一
九
四
〇
年

石
田
精
一
「
南
満
に
於
け
る
大
農
経
営
」『
満
鉄
調
査
月
報
』
第
二
一
巻
第
一
〇
号
、
一
九
四
一
年

伊
藤
武
雄
『
支
那
商
品
叢
書
第
十
四
輯

葉
煙
草
』
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
上
海
事
務
所
、
一
九
三
九
年

井
上
久
士
「
農
村
復
興
委
員
会
の
組
織
と
そ
の
農
村
調
査
」
小
林
弘
二
編
『
旧
中
国
農
村
再
考
』
ア
ジ
ア
経
済

研
究
所
、
一
九
八
六
年

内
山
雅
生
「
近
代
中
国
に
お
け
る
葉
煙
草
栽
培
に
つ
い
て
の
一
考
察
」『
社
会
経
済
史
学
』
第
四
五
巻
第
一
号
、

一
九
七
九
年

大
野
三
徳
「
上
海
に
み
る
民
族
資
本
工
業
の
展
開
と
そ
の
性
格

―
南
洋
兄
弟
煙
草
会
社
の
場
合
―
」『
高
知
工

業
高
等
専
門
学
校
学
術
紀
要
』
第
一
八
号
、
一
九
八
二
年

岡
崎
雄
四
郎
『
満
洲
農
業
概
要
』
満
洲
事
情
案
内
所
、
一
九
四
四
年

岡
部
牧
夫
『
海
を
渡
っ
た
日
本
人
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年

尾
崎
英
二
「
中
国
の
煙
草
」『
財
政
と
専
売
』
第
一
一
号
、
一
九
四
九
年

解
学
詩
監
修
・
解
題
『
満
洲
国
機
密
経
済
資
料
』
第
一
巻
、
本
の
友
社
、
二
〇
〇
〇
年

柏
祐
賢
『
北
支
の
農
村
経
済
社
会

第
一
編
』
京
都
産
業
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年

勝
浦
秀
夫
「
鈴
木
商
店
と
東
亜
煙
草
社
」『
た
ば
こ
史
研
究
』
第
一
一
八
号
、
二
〇
一
一
年
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加
藤
ゆ
う
こ
「
菓
子
」
高
田
公
理
・
嗜
好
品
文
化
研
究
会
編
『
嗜
好
品
文
化
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
世
界
思
想

社
、
二
〇
一
二
年

華
北
総
合
調
査
研
究
所
編
『
英
米
ト
ラ
ス
ト
の
葉
煙
草
収
集
工
作
』
華
北
総
合
調
査
研
究
所
、
一
九
四
三
年

関
東
州
労
務
協
会
「
生
計
調
査
報
告
書

自
昭
和
一
六
年
九
月
至
昭
和
一
七
年
二
月
」
近
現
代
資
料
刊
行
会
編

『
植
民
地
社
会
事
業
関
連
資
料
集

満
洲
・
満
洲
国

12
』
近
現
代
資
料
刊
行
会
、
二
〇
〇
五
年

岸
志
津
江
・
田
中
洋
・
嶋
村
和
恵
『
現
代
広
告
論
』
有
斐
閣
ア
ル
マ
、
二
〇
〇
〇
年

君
島
和
彦
「
鉱
工
業
支
配
の
展
開
」
浅
田
喬
二
・
小
林
英
夫
編
『
日
本
帝
国
主
義
の
満
州
支
配

―
一
五
年
戦

争
期
を
中
心
に
―
』
時
潮
社
、
一
九
八
六
年

木
村
増
太
郎
「
支
那
の
煙
酒
税
」『
東
亜
経
済
研
究
』
第
八
巻
第
二
号
、
一
九
二
三
年

桐
原
貴
夫
「
中
華
民
国
期
に
お
け
る
煙
草
の
新
聞
広
告
と
販
売
活
動
」『
近
き
に
在
り
て
』
第
三
一
号
、
一
九
九

七
年

錦
州
省
公
署
総
務
庁
編
『
錦
州
省
概
覧
』
錦
州
省
公
署
、
一
九
三
四
年

近
現
代
史
料
刊
行
会
編
『
戦
前
・
戦
中
期
ア
ジ
ア
研
究
資
料
３

植
民
地
社
会
事
業
関
係
資
料
集

「
満
洲
・

満
洲
国
」
編

41
』
近
現
代
資
料
刊
行
会
、
二
〇
〇
五
年

窪
田
宏
「
満
州
支
配
と
労
働
問
題
」
小
島
麗
逸
編
『
日
本
帝
国
主
義
と
東
ア
ジ
ア
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
一

九
七
九
年

呉
兆
莘
（
著
）
、
三
大
川
正
一
（
訳
）
『
中
国
税
制
史
』
中
央
経
済
社
、
一
九
八
〇
年

国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
国
史
大
辞
典

13
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年

国
立
北
京
大
学
農
村
経
済
研
究
所
『
山
東
黄
色
葉
煙
草
の
生
産
並
に
収
買
機
構
の
発
展
』
国
立
北
京
大
学
農
村

経
済
研
究
所
、
一
九
四
二
年

小
林
英
夫
『「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
形
成
と
崩
壊
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
二
年

小
林
龍
夫
・
島
田
俊
彦
・
稲
葉
正
夫
編
『
現
代
史
資
料
・
一
一
・
続
満
洲
事
変
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
五
年

坂
本
秀
昭
『
満
洲
に
お
け
る
ロ
シ
ア
人
の
社
会
と
生
活

―
日
本
人
と
の
接
触
と
交
流
―
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
一
三
年

笠
原
十
九
司
『
第
一
次
世
界
大
戦
期
の
中
国
民
族
運
動

―
東
ア
ジ
ア
国
際
関
係
に
位
置
づ
け
て
―
』
汲
古
書

院
、
二
〇
一
四
年

佐
野
健
太
郎
「
Ｂ.

Ａ.

Ｔ
の
対
中
国
進
出
（
Ⅰ
）
」『
中
央
大
学
大
学
院
年
報

経
済
学
商
学
研
究
科
編
』
第
一
七

号
、
一
九
八
八
年

産
業
部
大
臣
官
房
資
料
科
編
『
満
洲
に
於
け
る
小
作
関
係

―
康
徳
元
・
二
・
三
年
農
村
実
態
調
査
報
告
書
―
』
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国
務
院
産
業
部
大
臣
官
房
資
料
科
、
一
九
三
八
年

産
業
部
農
務
司
農
産
科
『
満
洲
国
に
於
け
る
煙
草
耕
作
法
』
満
洲
行
政
学
会
、
一
九
三
八
年

実
業
部
臨
時
産
業
調
査
局
編
『
葉
煙
草
、
煙
草
並
に
煙
草
工
業
に
関
す
る
調
査
書
』
満
洲
国
実
業
部
臨
時
産
業

調
査
局
、
一
九
三
七
年

芝
池
靖
夫
「
１
９
３
０
年
代
の
経
済
危
機
下
に
お
け
る
中
国
民
族
資
本
企
業
の
実
態
」『
商
大
論
集
』
第
二
四
巻

第
一
・
二
・
三
号
、
神
戸
商
科
大
学
学
術
研
究
会
、
一
九
七
二
年

柴
田
善
雅
「
食
料
品
工
業
」
鈴
木
邦
雄
編
『
満
州
企
業
史
研
究
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年

「
中
国
関
内
に
お
け
る
日
系
煙
草
会
社
の
活
動
」（
『
平
成
一
九
年
度
財
団
法
人
た
ば
こ
総
合
研
究
セ
ン
タ

ー
助
成
研
究
報
告
』、
二
〇
〇
八
年

「
満
洲
に
お
け
る
日
系
煙
草
会
社
の
活
動
」（
『
大
東
文
化
大
学
紀
要
』
第
四
七
号
、
二
〇
〇
九

『
中
国
に
お
け
る
日
系
煙
草
産
業

1905

―1945

』
（
水
曜
社
、
二
〇
一
三
年

島
一
郎
「
タ
バ
コ
工
業
と
租
税
」『
中
国
民
族
工
業
の
展
開
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
八
年

上
海
社
会
科
学
院
経
済
研
究
所
編
『
英
米
煙
公
司
在
華
企
業

資
料
彙
編
』
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年

ジ
ョ
ー
ダ
ン
・
グ
ッ
ド
マ
ン
（
著
）、
和
田
光
弘
・
森
脇
由
美
子
・
久
田
由
佳
子
（
訳
）『
タ
バ
コ
の
世
界
史
』

平
凡
社
、
一
九
九
六
年

白
木
沢
旭
児
『
二
〇
〇
七
年
度
～
二
〇
〇
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
研
究
成
果
報
告
書

日

中
戦
争
と
長
期
建
設
』、
二
〇
一
〇
年

新
京
商
工
会
議
所
編
『
新
京
に
於
け
る
主
要
工
業
の
現
勢
』
新
京
商
工
会
議
所
、
一
九
三
五
年

鈴
木
邦
夫
編
『
満
州
企
業
史
研
究
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年

鈴
木
小
兵
衛
『
満
洲
の
農
業
機
構
』
白
揚
社
、
一
九
三
五
年

鈴
木
総
一
郎
「
買
辦
制
度
」『
東
亜
経
済
論
叢
』
第
一
巻
第
一
号
、
一
九
四
一
年

鈴
木
隆
史
『
日
本
帝
国
主
義
と
満
州

1900

―1945

（
下
）』
塙
書
房
、
一
九
九
二
年

曹
建
平
「
書
評

柴
田
善
雅
『
中
国
に
お
け
る
日
系
煙
草
産
業

1905

―1945

』」『
日
本
植
民
地
研
究
』
第
二

七
号
、
二
〇
一
五
年

総
務
庁
統
計
処
・
治
安
部
警
務
司
『
満
洲
帝
国
現
住
人
口
統
計
』
国
務
院
総
務
庁
統
計
処
・
国
務
院
治
安
部
警

務
司
、
一
九
四
三
年

大
東
亜
省
編
『
英
米
煙
草
東
亜
進
出
沿
革
史
』
大
東
亜
省
、
一
九
四
四
年

大
連
商
工
会
議
所
編
『
満
洲
銀
行
会
社
年
鑑
』
大
連
商
工
会
議
所
、
一
九
三
七
年

高
網
博
文
「
開
欒
炭
鉱
に
お
け
る
労
働
者
の
状
態
と
一
九
二
二
年
の
労
働
争
議
」『
歴
史
学
研
究
』
第
四
九
一
号
、
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一
九
八
一
年

田
中
隆
一
「
満
洲
国
治
外
法
権
撤
廃
と
満
鉄
」
小
林
英
夫
編
『
近
代
日
本
と
満
鉄
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇

年

橘
樸
『
支
那
社
会
研
究
』
日
本
評
論
社
、
一
九
三
六
年

中
国
現
代
研
究
会
編
『
中
国
国
民
政
府
史
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
六
年

張
楓
「
大
連
に
お
け
る
泰
東
日
報
の
経
営
動
向
と
新
聞
論
調

―
中
国
人
社
会
と
の
関
係
を
中
心
に
―
」
加
瀬

和
俊
編
『
戦
間
期
日
本
の
新
聞
産
業

―
経
営
事
情
と
社
論
を
中
心
に
―
』
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
、

二
〇
一
一
年

陳
翰
笙
（
著
）
、
水
田
博
（
訳
）
『
産
業
資
本
と
支
那
農
民
』
生
活
社
、
一
九
四
一
年

塚
瀬
進
『
満
洲
の
日
本
人
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年

『
中
国
近
代
東
北
経
済
史
研
究

―
鉄
道
敷
設
と
中
国
東
北
経
済
の
変
化
―
』
東
方
書
店
、
一
九
九
三

年

塚
野
俊
郎
『
満
洲
国
国
税
制
度
提
要
』
日
満
実
業
協
会
、
一
九
三
七
年

土
田
哲
夫
「
南
京
政
府
期
の
国
家
統
合

―
張
学
良
東
北
政
権
と
の
関
係
の
例
―
」
中
国
現
代
史
研
究
会
編
『
中

国
国
民
政
府
史
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
六
年

中
下
正
治
『
新
聞
に
み
る
日
中
関
係
史

―
中
国
の
日
本
人
経
営
紙
―
』
研
文
出
版
、
一
九
九
六
年

長
永
義
正
『
満
洲
国
国
税
制
度
提
要
』
大
連
商
工
会
議
所
、
一
九
三
七
年

永
友
繁
雄
『
満
洲
の
農
業
経
営
と
開
拓
農
業
』
満
洲
移
住
協
会
、
一
九
四
四
年

西
村
豊
吉
『
支
那
農
村
経
済
概
論
』
叢
文
閣
、
一
九
三
九
年

服
部
満
江
「
北
支
に
於
け
る
葉
煙
草
栽
培
普
及
以
来
の
農
業
経
営
の
変
化
」『
満
鉄
調
査
月
報
』
第
二
一
巻
第
一

二
号
、
一
九
四
一
年

「
北
支
に
於
け
る
葉
煙
草
栽
培
普
及
事
情
」『
満
鉄
調
査
月
報
』
第
二
二
巻
第
三
号
、
一
九
四
二
年

原
朗
「
一
九
三
〇
年
代
の
満
州
経
済
統
制
政
策
」
満
州
史
研
究
会
編
『
日
本
帝
国
主
義
下
の
満
州

―
「
満
州

国
」
成
立
前
後
の
経
済
研
究
―
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
七
二
年

ハ
ワ
ー
ド
・
コ
ッ
ク
ス
（
著
）、
た
ば
こ
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
（
訳
）『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ガ
レ
ッ
ト
』
山
愛
書

院
、
二
〇
〇
二
年

平
井
廣
一
「
満
洲
国
に
お
け
る
内
国
税
構
成
の
概
観
」『
北
星
学
園
大
学
経
済
学
部
北
星
論
集
』
第
四
八
巻
第
一

号
、
二
〇
〇
八
年

平
野
蕃
『
満
洲
の
農
業
経
営
』
中
央
公
論
社
、
一
九
四
一
年
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深
尾
葉
子
「
山
東
葉
煙
草
栽
培
地
域
と
英
米
ト
ラ
ス
ト
の
経
営
戦
略

―
一
九
一
〇
～
一
九
三
〇
年
代
中
国
に

お
け
る
商
品
作
物
生
産
の
一
形
態
―
」『
社
会
経
済
史
学
』
第
五
六
巻
第
五
号
、
一
九
九
〇
年

福
井
広
子
「
現
代
生
活
に
お
け
る
『
外
食
』
と
『
内
食
』

―
『
家
計
調
査
年
報
』
に
よ
る
―
」『
夙
川
学
院
短

期
大
学
研
究
紀
要
』
第
一
三
号
、
一
九
八
八
年

藤
原
網
太
郎
『
満
洲
雇
用
労
働
事
情
調
査
』
満
洲
国
立
開
拓
研
究
院
、
一
九
四
一
年

堀
和
生
「
日
本
帝
国
主
義
の
植
民
地
支
配
史
試
論

―
朝
鮮
に
お
け
る
本
源
的
蓄
積
の
一
側
面
―
」『
日
本
史
研

究
』
第
二
八
一
号
、
一
九
八
六
年

町
田
忍
『
戦
時
広
告
図
鑑
』W

AVE

出
版
、
一
九
九
七
年

松
野
周
治
「
関
税
お
よ
び
関
税
制
度
か
ら
み
た
「
満
洲
国
」」
山
本
有
造
編
『「
満
洲
国
」
の
研
究
』
緑
蔭
書
房
、

一
九
九
五
年

松
村
高
夫
「
満
州
国
成
立
以
降
に
お
け
る
移
民
・
労
働
政
策
の
形
成
と
展
開
」
満
州
史
研
究
会
編
『
日
本
帝
国

主
義
下
の
満
州
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
七
二
年

「
日
本
帝
国
主
義
下
に
お
け
る
満
州
へ
の
朝
鮮
人
移
動
に
つ
い
て
」『
三
田
学
会
雑
誌
』
第
六
三
巻
第
六
号
、

一
九
七
〇
年

松
本
俊
郎
「
労
働
力
・
労
働
問
題
」
一
橋
大
学
経
済
研
究
所
日
本
経
済
統
計
文
献
セ
ン
タ
ー
編
『
日
本
・
旧
満

州
鉄
鋼
業
資
料
解
題
目
録
』（
上
・
下
）、
一
橋
大
学
経
済
研
究
所
日
本
経
済
統
計
文
献
セ
ン
タ
ー
、
一
九

七
九
・
一
九
八
〇
年

満
史
会
編
『
満
洲
開
発
四
十
年
史

上
巻
』
満
州
開
発
四
十
年
史
刊
行
会
、
一
九
六
四
年

満
州
移
民
史
研
究
会
編
『
日
本
帝
国
主
義
下
の
満
州
移
民
』
龍
渓
書
房
、
一
九
七
六
年

満
洲
鉱
工
技
術
員
協
会
編
『
満
洲
鉱
工
年
鑑
』
満
州
鉱
工
技
術
員
協
会
、
一
九
四
四
年

満
洲
国
国
務
院
総
務
庁
統
計
処
編
『
家
計
調
査
報
告

自
康
徳
二
年
十
月
至
康
徳
三
年
三
月
』
国
務
院
総
務
庁

統
計
処
、
一
九
三
六
年

満
洲
国
国
務
院
総
務
庁
統
計
処
編
『
家
計
調
査
報
告
書

自
康
徳
九
年
五
月
至
康
徳
十
年
四
月
』
国
務
院
総
務

庁
統
計
処
、
一
九
四
三
年

満
洲
国
国
務
院
総
務
庁
統
計
処
『
旧
植
民
地
家
計
調
査
集

2
』
青
史
社
、
二
〇
〇
〇
年

満
洲
国
実
業
部
臨
時
産
業
調
査
局
『
康
徳
元
年
度
農
村
実
態
調
査
報
告
書

農
業
経
営
編
』
龍
渓
書
舎
、
一
九

八
七
年

満
洲
国
史
編
纂
刊
行
会
『
満
洲
国
史

各
論
』
満
蒙
同
胞
援
護
会
、
一
九
七
一
年

満
洲
国
実
業
部
臨
時
産
業
調
査
局
編
『
葉
煙
草
、
煙
草
並
に
煙
草
工
業
に
関
す
る
調
査
書
』
満
洲
国
実
業
部
臨
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時
産
業
調
査
局
、
一
九
三
七
年

満
洲
煙
草
統
制
組
合
編
『
満
洲
煙
草
事
業
小
史
』
満
洲
煙
草
統
制
組
合
、
一
九
四
三
年

満
洲
国
通
信
社
・
満
洲
弘
報
協
会
『
満
洲
国
現
勢
』
満
洲
国
通
信
社
、
一
九
三
七
年

満
洲
国
通
信
社
・
満
洲
弘
報
協
会
『
満
洲
国
現
勢
』
満
洲
国
通
信
社
、
一
九
四
一
年

満
洲
葉
煙
草
株
式
会
社
編
『
満
葉
調
査
資
料
第
六
号

南
満
地
方
に
於
け
る
煙
草
作
農
業
経
営
事
情
』
満
洲
葉

煙
草
株
式
会
社
、
一
九
四
三
年

満
洲
労
工
協
会
編
『
満
洲
労
働
年
鑑
』
満
洲
労
工
協
会
、
一
九
四
〇
年

水
之
江
殿
之
『
東
亜
煙
草
社
と
と
も
に

―
民
営
煙
草
会
社
に
捧
げ
た
半
生
の
記
録
―
』
丸
善
出
版
、
一
九
八

二
年

南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
経
済
調
査
会
編
『
支
那
税
制
の
沿
革
』
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
、
一
九
三
三
年

南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
経
済
調
査
会
編
『
満
洲
国
現
行
租
税
制
度
』
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
、
一
九
三
三
年

南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
経
済
調
査
会
編
『
満
洲
国
邦
人
課
税
状
況
』
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
経
済
調
査
会
、
一

九
三
五
年

南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
産
業
部
編
『
北
支
那
経
済
総
観
』
日
本
評
論
社
、
一
九
三
八
年

南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
社
長
室
人
事
課
『
大
連
に
於
け
る
中
国
人
労
働
者
の
生
活
状
態
』
南
満
洲
鉄
道
株
式
会

社
、
一
九
二
八
年

南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
庶
務
部
調
査
課
編
『
奉
天
省
の
財
政

其
一

歳
出
論
・
歳
入
論
』
南
満
洲
鉄
道
株
式

会
社
、
一
九
二
八
年

南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
地
方
部
勧
業
課
編
『
満
洲
の
煙
草
』
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
、〔
出
版
年
不
明
〕

民
政
部
総
務
司
資
料
科
『
民
政
部
管
内
ノ
人
口
及
其
ノ
増
加
状
況
』
民
政
部
総
務
司
、
一
九
三
六
年

柳
沢
遊
『
貝
原
収
蔵
日
記
』
柏
書
房
、
一
九
九
三
年

『
日
本
人
の
植
民
地
経
験
―
大
連
日
本
人
商
工
業
者
の
歴
史
―
』
青
木
書
店
、
一
九
九
九
年

山
本
晴
彦
・
張
継
権
「
満
州
に
お
け
る
葉
煙
草
の
試
験
研
究
と
栽
培
技
術
の
変
遷
」『
平
成
二
〇
年
度
財
団
法
人

た
ば
こ
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
助
成
研
究
報
告
』、
二
〇
〇
九
年

楊
大
金
（
著
）
、
星
忠
太
郎
（
訳
）『
支
那
の
製
造
工
業
』
商
工
行
政
社
、
一
九
四
〇
年

吉
田
浤
一
「
二
〇
世
紀
前
半
中
国
の
山
東
省
に
お
け
る
葉
煙
草
栽
培
に
つ
い
て
」『
静
岡
大
学
教
育
学
部
研
究
報

告

人
文
・
社
会
科
学
編
』
第
二
八
号
、
一
九
七
八
年

依
田
憙
家
「
日
本
帝
国
主
義
の
中
国
東
北
に
お
け
る
労
働
統
制

―
大
東
公
司
の
設
立
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
社

会
科
学
討
究
』
第
二
三
巻
第
一
号
、
一
九
七
七
年
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李
海
訓
「
「
小
站
米
」
ブ
ラ
ン
ド
の
形
成
と
日
本
の
華
北
占
領
」『
中
国
研
究
月
報
』
第
六
七
巻
第
七
号
、
二
〇

一
三
年

李
相
哲
『
満
州
に
お
け
る
日
本
人
経
営
新
聞
の
歴
史
』
凱
風
社
、
二
〇
〇
〇
年

李
徳
生
（
著
）
、
川
床
邦
夫
（
訳
）「
中
国
東
北
地
方
の
「
関
東
煙
」
」『
た
ば
こ
史
研
究
』
第
一
二
四
号
、
二
〇

一
三
年
、
三
四
―
四
一
頁

（
中
国
語
文
献
）

陳
真
編
『
中
国
近
代
工
業
史
資
料

第
四
輯
』
三
聯
書
店
、
一
九
六
六
年

劉
吶
鷗
「
現
代
表
情
美
造
型
」『
婦
人
画
報
』
第
一
八
号
、
良
友
図
書
印
刷
公
司
、
一
九
三
四
年

上
海
社
会
科
学
院
経
済
研
究
所
編
『
英
米
煙
公
司
在
華
企
業

資
料
彙
編
』
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年

許
滌
新
『
官
僚
資
本
論
』
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
四
七
年

楊
国
安
『
中
国
烟
业
史
汇
典
』
光
明
日
報
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年

中
国
科
学
院
上
海
経
済
研
究
所
、
上
海
社
会
科
学
院
経
済
研
究
所
編
『
南
洋
兄
弟
煙
草
公
司
資
料
』
上
海
人
民

出
版
社
、
一
九
六
〇
年


